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平成23年３月３日（木曜日）

午前10時０分開会

会議に付託された議案等

○議案第１号 平成23年度宮崎県一般会計予算

○議案第２号 平成23年度宮崎県開発事業特別

資金特別会計予算

○議案第19号 宮崎県職員定数条例の一部を改

正する条例

○議案第22号 知事等の給与の特例に関する条

例

○議案第29号 包括外部監査契約の締結につい

て

○議案第35号 宮崎県総合計画の変更について

○議案第36号 宮崎県産業科学技術振興指針の

変更について

○議案第37号 宮崎県国際化推進プランの変更

について

○議案第41号 平成22年度宮崎県一般会計補正

予算（第10号）

○議案第42号 平成22年度宮崎県開発事業特別

資金特別会計補正予算(第１号)

○議案第54号 宮崎県住民生活に光をそそぐ基

金条例

○議案第55号 宮崎県新しい公共支援基金条例

○議案第65号 平成22年度宮崎県一般会計補正

予算（第11号）

○請願第49号 個人住民税における寄付金控除

の対象としての更生保護法人の

指定についての請願

○報告事項

・損害賠償額を定めたことについて（別紙１）

○県民政策及び行財政対策に関する調査

○その他報告事項

・２月補正予算における経済・雇用対策の概要

について

・宮崎県・市町村連携推進会議の設立について

・九州広域行政機構（仮称）構想について

・宮崎県の平成22年国勢調査結果（速報値）に

ついて

・高千穂線鉄道施設整理基金運営協議会の協議

結果について

・日豊本線に係るＪＲ九州のダイヤ改正（Ｈ23.

3.12）の概要について

・ みやざき文化振興ビジョン」の策定について「

・霧島山（新燃岳）噴火による被災及び対応状

況

・平成23年度組織改正について

・ みやざき行財政改革プラン（素案 」につい「 ）

て

・持続可能な財政基盤の確立について

・平成23年度重点施策関連事業について

出席委員（９人）

委 員 長 押 川 修一郎

副 委 員 長 河 野 哲 也

委 員 中 村 幸 一

委 員 横 田 照 夫

委 員 松 村 悟 郎

委 員 武 井 俊 輔

委 員 井 上 紀代子

委 員 鳥 飼 謙 二

委 員 前屋敷 恵 美

欠席委員（なし）

委員外議員（なし）

説明のため出席した者

県民政策部

県 民 政 策 部 長 山 下 健 次
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県 民 政 策 部 次 長
土 持 正 弘

（ 政 策 担 当 ）

県 民 政 策 部 次 長
江 上 仁 訓

（県民生活担当）

部参事兼総合政策課長 永 山 英 也

部参事兼秘書広報課長 亀 田 博 昭

統 計 調 査 課 長 大 野 保 郎

総 合 交 通 課 長 中 田 哲 朗

中山間・地域政策課長 山 内 武 則

生活・協働・男女参画課長 大 脇 泰 弘

文化文教・国際課長 安 井 伸 二

人権同和対策課長 吉 田 正 彦

情 報 政 策 課 長 金 丸 裕 一

広 報 企 画 監 津 曲 睦 己

交通・地域安全対策監 柳 田 勇

総 務 部

総 務 部 長 稲 用 博 美

総 務 部 次 長
四 本 孝

（総務・職員担当）

総 務 部 次 長
岡 田 英 治

（財務・市町村担当）

危 機 管 理 局 長 甲 斐 睦 教

部参事兼総務課長 緒 方 文 彦

人 事 課 長 桑 山 秀 彦

行 政 経 営 課 長 大 坪 篤 史

財 政 課 長 日 隈 俊 郎

部参事兼税務課長 永 田 裕 志

市 町 村 課 長 茂 雄 二

総務事務センター課長 假 屋 宗 春

危 機 管 理 課 長 金 井 嘉 郁

消 防 保 安 課 長 山之内 点

会計管理局

会 計 管 理 者 加 藤 裕 彦

会 計 管 理 局 次 長 井 黒 学

会 計 課 長 川 野 直 記

人事委員会事務局

事 務 局 長 太 田 英 夫

総 務 課 長 江 藤 修 一

職 員 課 長 梅 原 裕 二

監査事務局

事 務 局 長 渋 谷 弘 二

監 査 第 一 課 長 道 久 奉 三

監 査 第 二 課 長 山 口 博 久

議会事務局

事 務 局 長 日 高 勝 弘

事 務 局 次 長 岡 崎 博

総 務 課 長 渡 邉 靖 之

議 事 課 長 武 田 宗 仁

政 策 調 査 課 長 日 髙 正 憲

事務局職員出席者

総 務 課 主 幹 馬 場 輝 夫

議 事 課 主 査 大 下 香

ただいまから総務政策常任委員○押川委員長

会を開会いたします。

まず、本日の委員会の日程についてでありま

す。日程案につきましては、お手元に配付のと

おりでありますが、御異議ありませんか｡

〔｢異議なし｣と呼ぶ者あり〕

それでは、そのように決定いた○押川委員長

します。

次に、あす以降の当初予算関連議案の審査方

法についてであります。お手元に配付している

資料「委員会審査の進め方（案 」をごらんくだ）
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さい。当初予算については、予算全体の説明を

聞くため、総務部の審査を先に行い、その後、

県民政策部ほかの審査を行いたいと存じます。

また、総務部及び県民政策部の審査につきまし

ては、長時間に及ぶことが予想されますので、

お手元の資料のとおり、数課ごとに説明、質疑

を行い、最後に総括質疑を行う形としたいと存

じます。審査の進め方については以上でありま

すが、このとおり進めることに御異議ありませ

んか｡

〔｢異議なし｣と呼ぶ者あり〕

次に、議案第22号「知事等の給○押川委員長

与の特例に関する条例」に対する人事委員会の

意見についてであります。お手元に配付してあ

る資料をごらんください。これは、地方公務員

法第５条第２項の規定に基づき、議会は人事委

員会の意見を聞くことになっており、その回答

でありますので、参考にお配りしております。

それでは、執行部入室のため、暫時休憩いた

します。

午前10時２分休憩

午前10時４分再開

委員会を再開いたします。○押川委員長

本委員会に付託されました補正予算関連議案

等の説明を求めます。

なお、委員の質疑は執行部の説明がすべて終

了した後にお願いいたします。

。○山下県民政策部長 県民政策部でございます

どうぞよろしくお願いいたします。座って説明

させていただきます。

それでは、今回の委員会で御審議いただきま

す当部所管の議案等につきまして、概要を御説

明いたします。

お手元にお配りしております総務政策常任委

員会資料の目次をごらんいただきたいと思いま

。 、す 本日御審議いただく議案は３つありまして

１つが予算議案ということで、議案第41号「平

成22年度宮崎県一般会計補正予算（第10号 、）」

議案第42号「平成22年度宮崎県開発事業特別資

金特別会計補正予算（第１号 」の２件でござい）

ます。また、２番の特別議案として議案第54号

「宮崎県住民生活に光をそそぐ基金条例」につ

いて及び議案第55号「宮崎県新しい公共支援基

」 。金条例 についての２件をお願いしております

それでは、資料の１ページをごらんいただき

たいと思います。今回お願いしております県民

政策部の一般会計補正額は、一般会計の表の左

から２番目の欄の補正額の一番下の計にござい

、 。ますように 合計で670万円の減額でございます

これは、口蹄疫復興対策や経済・雇用緊急対策

の実施、さらに執行残等に伴うものであります｡

この結果、補正後の県民政策部の一般会計予算

額は、表の一番右下の欄の計にございますよう

に、1,147億1,691万1,000円となります。

また、その下の表、宮崎県開発事業特別資金

特別会計につきましては、1,150万6,000円の減

額であります。これは、一般会計への繰出額の

確定などによるものであります。この結果、補

正 後の 開発事 業 特別 資金 特別 会計 予算 額

は、4,371万7,000円となります。

議案の詳細につきましては、担当課長より後

ほど御説明いたします。

次に、議案第54号「宮崎県住民生活に光をそ

そぐ基金条例」についてであります。

この資料の中にもございますが、議案書の51

ページをお開きいただきたいと思います。これ

は、これまで住民生活にとって大事な分野であ

りながら、光が十分に当たられてこなかった地

方消費者行政、弱者対策・自立支援、知の地域
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づくりの分野の事業の費用に充てるための基金

を創設する条例を制定するものであります。

次に、同じ議案書の議案第55号「宮崎県新し

い公共支援基金条例」でございます。

これは、新しい公共の担い手となるＮＰＯ等

の自立的活動を後押しし、新しい公共の拡大と

定着を図るための基金を創設する条例を制定す

るものであります。

次に、その他の報告事項でございますが、も

う一度、総務政策常任委員会資料に戻っていた

だきまして、目次のところをごらんいただきた

いと思います。本日は、２月補正予算における

経済・雇用対策の概要以下７件の報告事項がご

ざいます。詳細につきましては、後ほど、担当

課長から御説明いたします。

私からの説明は以上でございます。どうぞよ

ろしくお願いいたします。

。○永山総合政策課長 総合政策課でございます

まず、補正予算につきまして説明させていた

だきます。

お手元の平成22年度２月補正歳出予算説明資

料の青いインデックス 「総合政策課 、11ペー、 」

ジでございます。総合政策課の補正予算は、総

額で４億3,991万5,000円の増額補正で、補正後

の額は、1,045億90万3,000円となります。その

内訳は、一般会計が４億5,142万1,000円の増額

補正、特別会計が1,150万6,000円の減額補正で

あります｡

主な内容について説明させていただきます。

13ページでございます （事項）行政管理費で。

あります。717万9,000円の減額補正をお願いし

ております。これは、県から市町村への権限移

譲に当たって、その事務処理に要する経費を措

置しております市町村権限移譲交付金の執行残

などによるものであります｡

次に 事項 職員費であります｡1,425万9,000、（ ）

円の増額補正をお願いしております。これは、

当初予算段階では前年度の職員数で積算してお

りましたので、職員の増加等に伴う増額補正を

行うものであります｡

次に （事項）連絡調整費であります｡851、

万6,000円の減額補正をお願いしておりまして、

１の政策調整研究費の執行残などによるもので

あります｡

次に （事項）総合企画調整費であります｡106、

万9,000円の減額補正をお願いしております。こ

れは、臨時職員賃金の執行残などによるもので

あります｡

14ページをお願いいたします （事項）県外事。

務所費であります。573万4,000円の減額補正を

お願いしておりまして、東京、大阪及び福岡事

務所の運営経費の執行残に伴うものであります｡

次に （事項）県計画総合推進費であります、

が、1,111万8,000円の減額補正をお願いしてお

ります。１の総合計画の推進管理につきまして

は、総合計画策定作業における将来推計等の調

査、県民会議開催に係る経費の執行残によるも

のであります ２のユニバーサルデザイン普及・。

啓発事業につきましては、パンフレット作成や

シンポジウムに係る執行残によるものでありま

す｡

次に （事項）地域科学技術振興費であります、

が、142万7,000円の減額補正をお願いしており

ます。これは、産学官連携による産業づくり強

化事業で実施しました、宮崎県産業科学技術振

興指針の策定に係る経費の執行残などによるも

のであります｡

次に （事項）エネルギー対策推進費でありま、

すが、4,550万3,000円の減額補正をお願いして

おります。15ページをごらんください。説明欄
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１のみやざきＥＶ―ＰＶ構想推進事業につきま

しては、当初、急速充電器を知事部局と企業局

、がそれぞれ設置する予定でありましたけれども

連携して県庁前庭に設置したことによる執行残

であります。２のメガソーラー導入促進事業に

つきましては、20年度にメガソーラーの公募を

実施し、採択した企業への支援事業として実施

を予定していたものでありますけれども、当該

事業を組み立てるもととなりました大和エネル

ギーグループによるメガソーラーの立地につい

て、現時点でめどが立っていないことから、事

業の実施を見送ったものでございます｡

、（ ） 、次に 事項 口蹄疫復興対策費でありますが

４億2,320万4,000円の増額補正をお願いしてお

ります。内容につきましては、後ほど、総務政

策常任委員会資料で説明させていただきます。

次に （事項）住民生活に光をそそぐ基金積立、

金でありますが、9,491万6,000円の増額補正を

お願いしております。内容につきましては、後

ほど、委員会資料で説明いたします。

次に、16ページでございます。開発事業特別

資金特別会計であります。

まず （事項）積立金でありますが、2,864、

万7,000円の増額補正をお願いしております。こ

れは、次に説明いたします繰出金を減額するこ

とに伴い、積立金を増額するものでございます｡

次に （事項）繰出金でありますが、4,000万、

円の減額補正をお願いしております。これは、

先ほど御説明いたしましたメガソーラー導入促

進事業の見送りに伴って減額を行うものであり

ます｡

続きまして、総務政策常任委員会資料で説明

させていただきます。お手元の常任委員会資料

の３ページをお開きください。まず、口蹄疫復

興対策基金設置事業についてであります｡

１の事業概要にありますが、これは、昨年10

月に設置いたしました30億円の宮崎県口蹄疫復

興対策基金について、その後に寄せられた義援

金や寄附金等を原資として積み増しを行うもの

であります｡

２の基金の残高見込みをごらんください。今

回、②の４億2,320万4,000円を積み増しするこ

とにより、積立額は、③の34億2,320万4,000円

となります。また、取り崩しの累計額は、④に

ありますように、９億9,448万7,000円を見込ん

でおりまして 残高は ⑤にありますように 24、 、 、

億2,871万7,000円となる見込みであります。

なお、本年度の当該基金による実施事業とし

ましては、３にありますとおり （１）の畜産事、

業者等の経営及び生活の復興・再建や（３）の

イメージダウンの回復 （４）の環境対策等を実、

施しているところでございます。

次に、４ページをごらんください。住民生活

に光をそそぐ基金積立金であります。あわせて

特別議案として、宮崎県住民生活に光をそそぐ

基金条例もお願いしておりますので、一緒に説

明させていただきます。

まず、１の目的でありますが、地域経済や雇

用情勢が厳しい状況にある中で、これまで住民

生活にとって大事な分野でありながら、光が十

分に当てられてこなかった分野の事業を実施す

るための費用に充てるため、国の交付します地

域活性化交付金を財源として、住民生活に光を

そそぐ基金を創設するものであります。

次に、２の基金条例でありますが、基金設置

に当たり、宮崎県住民生活に光をそそぐ基金条

例を制定することとしております。条例案につ

、 。きましては ５ページに記載いたしております

また、３の基金積み立てにありますとおり、

基金への積立額は9,491万6,000円を見込んでお
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りまして、全額、国からの地域活性化交付金を

財源としております。

４の基金により実施する事業でありますが、

平成23年度・24年度の２年間で、国の交付金の

目的に沿って、地方消費者行政やＤＶ対策、自

殺予防等の弱者対策・自立支援、知の地域づく

りの分野に関する事業を実施することとしてお

ります。

、 。補正予算につきましては 以上でございます

次に、報告事項についてでございます。

委員会資料の８ページをごらんください。２

月補正予算における経済・雇用対策の概要につ

いてであります｡

昨年12月に策定いたしました経済・雇用対策

に基づきまして、１月の臨時補正に続き、２月

補正でも関連予算を提案しておりまして、予算

総額は48億円余となっております。

まず、１の県民生活の安心確保対策につきま

しては、総額８億円余を計上しております。主

に（２）の緊急的な経済・雇用の下支えとして

３億円を計上しておりまして、道路・河川や農

林水産基盤整備などを予定しております （３）。

の安全・安心の確保として５億円余を計上して

おりますが、主に①の安心こども基金等の積み

増し、④の県立学校耐震対策等を予定しており

ます。

、２の新たな成長に向けた対策につきましては

総額40億円余を計上しておりまして （１）の口、

蹄疫からの再生・復興のための防疫体制基盤強

化や畜産事業者等の経営・生活支援、ブランド

対策などが中心でございます。

なお 10ページに１月補正も含めました経済・、

雇用対策を記載いたしております。

次に、12ページをお開きください。２月16日

に設立いたしました宮崎県市町村連携推進会議

について説明させていただきます。

１の目的でありますが、行政課題が複雑化・

広域化し、住民ニーズも多様化する中で、地方

分権を初めとする本県の重要課題に的確に対応

するということを目的としまして、県と市町村

が対等な立場で協議を行い、適切な役割分担、

連携を推進するということでございます。

構成として （１）総会と（２）幹事会で構成、

することとしております。このうち、総会につ

きましては、①にありますように、知事、副知

事及び各市町村長で構成いたします。協議事項

として、②にありますとおり、本県の重要課題

及び分権の推進に関することをやっていきたい

と考えております。③の役割に書いております

けれども、毎年度、総会において個別テーマを

設定し、意見交換を行うとともに、幹事会に対

して具体的な検討を指示するということにして

おります。個別テーマにつきまして、その１項

目は、当分の間、地方分権の推進とし、それぞ

れ時期に応じてテーマを設定することにしてお

ります。なお、２月６日の第１回は危機管理を

テーマとして意見交換を行ったところでござい

ます。④の開催方法にありますように、全員が

出席する総会は年２回程度を想定しております

が、特定課題、特定地域ごとに、随時、知事と

一部の市町村長が出席する形での開催も行って

いきたいと考えております。

幹事会につきましては、①に書いております

メンバーで構成いたしまして、③検討部会とい

うところがありますが、総会において設定した

個別テーマについて幹事会で検討を行うととも

に、幹事会の下に担当課レベルの検討部会も置

き、具体的な調査、検討を行うということにし

ております。

今後、具体的に動き出すことになりますけれ
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ども、県と市町村の有機的な連携は今後ますま

す重要になってまいりますので、この連携推進

会議が実効あるものとなるよう努力していきた

いというふうに考えております。

次に、14ページでございます。現在、九州地

方知事会が検討を進めております九州広域行政

機構（仮称）構想について説明させていただき

ます。

まず、１のこの機構の設置の目的であります

が、各省庁の抵抗等によって、地方分権がなか

なか進まないという現状を打破すること、国の

出先機関の廃止に向けて、地方としての受け皿

を明確に示すこと、それから出先機関の業務に

ついて、地方によるガバナンスを強化すること

で、より迅速かつ地域ニーズに合った行政サー

ビスを行えるようにする、このようなことを目

的とするものでございます｡

、 、これらを目的として ３に飛びますけれども

昨年の５月あたりから知事会で検討を行ってき

たところですが、22年10月、九州地方知事会議

において、九州広域行政機構の設立を目指すこ

。 、とで合意いたしました 九州のこのような動き

関西の広域連合の動き等を踏まえまして 22年12、

月、国の出先機関廃止に向けたアクションプラ

ンが閣議決定されまして、その中で出先機関の

事務権限はブロック単位で移譲をするというこ

とを基本方針として定められたところでありま

。 、 、す あわせて 24年の通常国会に法案を提出し

26年度中に移譲を目標とするというふうな整理

がなされております。国のこのような方針決定

を受けまして、23年１月、九州地方知事会にお

いて九州広域行政機構法の骨子（案）を決定し

たところでございます。これは、国における法

案づくりの一つの考え方として提案したという

ことでございます。その概要でございますが、

２の機構の概要に戻っていただいて、３つの丸

を書いておりますが 国の出先機関の事務権限・、

人員・財源等を丸ごと受け入れる、執行機関と

議事機関の二元代表制を担保する、現行の広域

連合とは異なる組織ということで、新たな立法

措置を求めていくということを基本方針として

おります。

15ページにイメージ図がございます。太い四

角で囲っておりますけれども、廃止対象とされ

ている８府省15系統の出先機関の業務のうち、

一部国に残る業務、それぞれの県に移る業務も

ございますけれども、大半についてはこの広域

行政機構に移していこうということでイメージ

しているところでございます。右側の米印にご

ざいますけれども、例えば、ハローワーク等に

ついては各県の受け入れが是ではないか、ある

いは電波の周波数の関係等は国に残すべきでは

ないかというふうな議論をしているところでご

ざいます。

次に、組織のイメージが下にございますが、

二元代表制ということで、知事連合会議と議会

代表者会議で構成していこうという案になって

おります。下のほうに説明がございますが、ま

ず、知事連合会議につきましては、２番目の丸

にありますように、委員長への権限集中を回避

するため、合議制の執行機関とする。各知事が

構成します委員は各部門、例えば九州地方整備

局等を分担管理するという形を想定しておりま

す。議会代表者会議の権能としては、条例の制

定、予算決定、決算認定等の権限を持つという

ことを想定しております。いずれも、これは概

論でございまして、今後、具体的に検討してい

くことになります。

16ページでございます。具体的に動き出して

いった場合に権限移譲される組織図を掲げてお
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りますが、上のほう、８府省15系統が仕分け対

象で、移譲対象とされておりますが、その中で

沖縄関係の事務所を除く12機関が今回の移譲対

象としての検討材料になるということでござい

ます｡

17ページに九州広域行政機構法の骨子を掲げ

ております。１月20日の知事会で検討をし、２

月17日に公表されたものでございます。内容的

には、今、概要で申し上げたものでございます

が、18ページの５をごらんください。このよう

な国の出先機関の丸ごとの移譲を行う場合に、

一番懸念されるのが財政上の担保があるのかど

うかということでございますが、これについて

、 、 、 、は 知事会として この法案の骨子では まず

国は、機構が事務を執行するのに要する経費の

財源について、必要な措置を講じなければなら

ないという義務づけを行うこと。また、機構側

から、国の財源措置の算定に用いる必要な資料

を総理大臣に提出することとする。機構は、国

の財源措置に不服がある場合には、総理大臣に

意見書を提出することでき、総理大臣は意見の

申し出を受けたときは、これに遅滞なく回答す

る。このよう形で、地方に移したとしても、財

源がしっかり担保されるようなことが必要であ

るということを主張しているところでございま

す。

概要については以上でございますが、今後、

国のほうで、九州からの提案あるいは関西広域

連合からの提案を踏まえて法案を検討していく

ことになります。九州のこのような案が、国の

法案においてどのように扱われるかというのは

今のところ不明でありますけれども、九州地方

知事会としても、さらに検討を進めて詳細な部

分を詰めていくということにしております。し

たがいまして、県としましても、十分に検討を

し、宮崎県として必要な意見は述べていきたい

というふうに考えております。

総合政策課は以上でございます。

それでは、秘書広報課の○亀田秘書広報課長

補正予算につきまして御説明申し上げます。

歳出予算説明資料の19ページをお願いいたし

ます。秘書広報課の補正予算は、3,167万円の減

、 、額をお願いいたしておりまして 補正後の額は

４億2,819万2,000円でございます｡

それでは、主な内容について御説明申し上げ

ます。

21ページをお願いいたします （事項）職員費。

でございます。1,420万1,000円の減額をお願い

しておりますけれども、これは、副知事に空白

期間があったということとか、一般職員の変動

などによります執行残でございます｡

次に （事項）秘書業務費でございます。381、

万1,000円の減額をお願いしておりますけれど

も、これは、事務費とか交際費などの執行残で

ございます｡

次に 事項 広報活動費でございます 1,194、（ ） 。

万5,000円の減額をお願いしておりますが、これ

は、県の広報紙の印刷経費あるいは県のホーム

ページ関係の委託経費の入札残などによります

執行残でございます｡

次に （事項）広聴活動費でございます。171、

万3,000円の減額をお願いしておりますが、これ

は、県民フォーラムなどの事務費の執行残でご

ざいます｡

秘書広報課は以上でございます。

それでは、統計調査課の○大野統計調査課長

補正予算につきまして御説明いたします。

お手元の平成22年度２月補正歳出予算説明資

、 「 」料の23ページ 青いインデックス 統計調査課

のところをお開きください。統計調査課の補正
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予算としましては、759万7,000円の増額補正を

お願いしております。

それでは、主な内容につきまして御説明いた

します。

25ページをごらんください （目）統計調査総。

務費につきましては、519万の減額補正をお願い

しております。この主なものですが （事項）職、

員費の減額505万円でございます。

次に 目 委託統計費につきましては 1,329、（ ） 、

万9,000円の増額補正をお願いしております。こ

、 。の主なものですが 27ページをごらんください

（事項）国勢調査費の3,515万3,000円の増額補

正でございますが、この主な理由といたしまし

ては、市町村において審査業務に伴う臨時職員

の増員など、調査に要する経費がふえたことに

よる市町村交付金の増額であります｡

次に 事項 農林業センサス費の1,327万6,000、（ ）

円の減額補正でございますが、この主な理由と

いたしましては、調査票集計のためのパンチ業

務委託における入札執行残のほか、調査票審査

に従事する臨時職員の任用に要する経費の減額

でございます｡

以上の委託統計費につきましては、すべて国

費委託決定に伴う補正となっております。

補正予算については、以上でございます。

続いて、その他の報告事項について御説明い

たします。

総務政策常任委員会資料の20ページをお開き

ください。宮崎県の平成22年国勢調査結果（速

報値）についてであります｡

資料にはございませんが、本県の国勢調査に

つきましては、９月の常任委員会で御説明いた

しましたとおり、10月１日を基準日として、市

町村と連携しながら実施したところであります｡

この間、県議会を初め県民の皆様の御協力をい

ただき、52万4,000枚を超える本県の調査票につ

きまして、すべて審査を終え、１月に国に提出

することができました。これまでの皆様の御支

援、御協力に改めて感謝申し上げます。これら

結果を受けまして、国は、先週金曜日でござい

ますが、全国の人口及び世帯数について速報値

。 、として公表いたしました この公表を踏まえて

本県におきましても、宮崎県の速報値として県

議会を初め県民の皆様にお知らせしたところで

あります｡

その概要でございますが、資料の上のほうの

太線で囲んである表にお示ししておりますよう

に、平成22年10月１日時点の本県の人口は、113

万5,120人、世帯数は、46万277世帯となってお

ります。

その下の１の人口の動きに記述しております

が、前回の調査結果に比べ、我が国全体として

は横ばいで推移しているのに対し、本県人口は

１万7,922人、率にしまして1.55％減少しており

ます。前回、平成17年の国勢調査での減少率

は1.45％ですので、今回も前回とほぼ同様の傾

向が続いているというふうに考えております。

次に、２の世帯の動きでございますが、世帯

数は、前回調査に比べ9,069世帯、率にして2.01

％増加しております。このページの下にグラフ

がございますが、白い棒グラフが示す宮崎県の

世帯数をごらんいただきますと、世帯数は調査

開始時から一貫して増加してきております。こ

のため、１世帯当たりの平均世帯員数は減少が

続いてきておりまして、今回調査ではこれまで

で最も少ない2.47人となっております。

最後に、３の市町村別の人口増減でございま

すが、前回調査に比べ、人口が増加したのは宮

崎市と三股町のみでございます。次の21ページ

にございますが、上段の人口の表でお示しして
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おりますように、そのほかの24市町村は減少し

ており、中でも日之影など３町村では１割を超

える減少率となっております。

以上が今回の速報の概要でございますが、米

印にお示ししておりますように、今後、速報値

としては１％分の調査票を抽出して全体像を明

らかにする抽出速報集計が６月に公表され、ま

た、確定値としては10月以降に人口や世帯など

の詳しい人口等基本集計を初め、産業等、職業

等の基本集計が順次公表される予定となってお

ります。

統計調査課は以上であります。よろしくお願

いいたします。

それでは、総合交通課の○中田総合交通課長

補正予算につきまして御説明いたします。

お手元の平成22年度２月補正歳出予算説明資

料の29ページをお開きください。総合交通課の

補正予算としましては 総額で１億2,673万1,000、

円の減額補正をお願いするものでありまして、

、 。補正後の額は ４億6,088万9,000円となります

それでは、主な内容について御説明いたしま

す。

31ページをごらんください。まず （事項）広、

域交通ネットワーク推進費ですけれども、657

万7,000円の減額補正をお願いしております。こ

のうち、説明欄の３の（２）宮崎県物流効率化

支援事業につきましては、500万円の減額補正を

お願いしておりますけれども、この事業は、陸

上トラック輸送から、県内港発着の海上定期航

路または県内駅発着のＪＲ貨物にシフトした荷

物や、企業立地等により新たに発生した貨物で

これらの輸送機関を利用するものなどに対して

補助するもので、景気低迷の影響などにより申

請が見込みより少なかったことや、運送実績が

申請時の予定を下回ったことなどから、減額補

正するものであります。

次に （事項）地域交通ネットワーク推進費で、

ございますけれども、9,979万1,000円の減額補

正をお願いしております。このうち、説明欄の

１の地方バス路線等運行維持対策事業につい

て9,771万2,000円の減額補正をお願いしており

ます。これは、地域住民の生活に必要なバス路

線の維持確保を図るため、バス運行費や車両減

価償却費等を国と協調して、または県単独で補

助するものでありますけれども、バス事業者に

対する運行費補助に係る国の補助単価が見込み

より低かったこと、車両購入費の補助制度が変

更になったこと等から、減額補正するものであ

ります。次に、２の地域バス再編支援事業の150

万8,000円の減額補正でありますけれども、これ

は、市町村が行いますコミュニティバスなどの

運行費補助の実績が当初の見込みを下回ったこ

とによるものであります。

次に （事項）航空交通ネットワーク推進費で、

ありますが、次の32ページをお開きください。

説明欄の１の「みやざきの空」航空ネットワー

ク活性化事業について1,055万円の減額補正をお

願いしております。これは、本県や韓国での口

蹄疫の発生等の影響もありまして、国際定期便

の団体利用補助や修学旅行補助の利用が当初計

画より少なかったことなどによるものでありま

す。

最後に （事項）高千穂線鉄道施設整理基金事、

業費でありますけれども、このうち、説明欄の

２、高千穂線鉄道施設整理基金補助事業につい

て483万5,000円の減額補正をお願いしておりま

す。これは、旧高千穂線の施設のうち、撤去予

定施設の撤去費用の調査等に対して補助を行う

もので 調査対象施設が当初の予定より少なかっ、

たことなどの理由により、減額補正するもので
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あります。

補正予算の説明は以上であります。

続きまして、報告事項について御説明いたし

ます。

お手元の総務政策常任委員会資料の22ページ

をお願いします。まず、高千穂線鉄道施設整理

基金運営協議会の協議結果についてであります｡

旧高千穂線の沿線自治体が高千穂鉄道株式会

社から寄附を受けました鉄道施設のうち、不要

となった施設の撤去費用の財源を安定的に確保

するために設置いたしました、宮崎県高千穂線

鉄道施設整理基金の管理運営等について協議を

行うため、基金運営協議会を先月の14日、延岡

市において開催いたしました。

１の構成委員については、ごらんのとおりで

ございます｡

２の協議結果についてであります。今回、基

金を財源として撤去する撤去対象施設や撤去計

画、資金の積立計画等について、①から⑤にあ

。 、りますとおり決定したところであります まず

①の撤去対象施設につきましては、沿線自治体

が高千穂鉄道株式会社から寄附を受けました鉄

道施設のうち、沿線住民の安全・安心を阻害す

るおそれがある施設であります。②の撤去費総

額は、調査の結果、12億1,088万9,000円になっ

たところであります。その内訳でございますけ

れども、23ページの別紙１をごらんいただきた

。 、 、いと思います この資料は 各沿線自治体ごと

施設区分ごとの撤去費用を整理したものでござ

います。資料を見ていただきますとおわかりの

ように、橋梁の撤去費用が11億4,700万円余と全

体の約95％を占めておりまして、その割合が非

常に大きくなっております。

。 、24ページの別紙２をごらんください これは

基金の積立額について整理した資料でございま

す。①が今年度末の基金残高であります。②が

先ほど御説明いたしました撤去費用の総額であ

ります。この②の額から①を差し引いた③、11

億912万6,000円が、今後、新たに積み立てが必

要な額ということになります。これを県及び沿

線自治体の基金への拠出割合で案分したものが

④から⑦になります。高千穂線の施設のほとん

どが建設時からかなりの期間が経過しておりま

すので、沿線住民の安心・安全等を考慮いたし

ますと、できるだけ早期に撤去することが望ま

しいわけですけれども、一方で、県や沿線自治

体の厳しい財政事情等もありますので、これら

を総合的に勘案し、県及び沿線自治体で協議し

た結果、10年間で資金の積み立てと撤去を行う

こととしたところでございます。その結果、各

年度のそれぞれの拠出額は、⑧から⑪のとおり

となります。

25ページの別紙３をごらんください。この資

料は10年間の撤去計画及び積立計画を示したも

のであります。撤去の時期、順番につきまして

は、沿線自治体が把握した地域住民の意向や安

全面等を考慮した上で、基金の積立期間や自治

体間のバランスなどを勘案しながら、県及び沿

線自治体で協議し、整理したものであります。

各年度の撤去費用等につきましては、表の中ほ

どから右側に記載してあるとおりであります｡

、 。恐れ入りますが 22ページにお戻りください

ただいま御説明した内容を整理したものが２の

（１）でございます。

次に （２）でございますけれども、基金によ、

、る平成23年度の補助事業の計画といたしまして

①、撤去計画に沿った撤去費用に対する補助

が2,540万円、②、施設の被災時等の応急措置費

用に対する補助300万円をあわせて決定しており

ます。なお、②の応急措置費用に対する補助に
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つきましては、災害発生等の都度、本協議会で

協議し、承認が得られた場合に限り支出するこ

ととしております。

最後に （３）のとおり、今後は、この計画に、

沿って、施設の撤去、資金の積み立てを行って

いくとともに、毎年度、予算案をそれぞれの議

会に提出させていただく予定としておりまし

て、23年度分につきましては、今議会で提案し

ております当初予算案に計上させていただいて

おります。

基金運営協議会の協議結果につきましては、

以上であります。

続きまして、26ページをお開きください。日

豊本線に係るＪＲ九州のダイヤ改正の概要につ

いてであります｡

説明に入ります前に、大変申しわけございま

、 。せんけれども 資料の訂正をお願いいたします

１の特急車両の更新のところでございますが、

表に783系車両のダイヤ改正後の本数が17本に

なっておりますけれども、これが18本、その下

の787系車両、同じくダイヤ改正後ですけれど

も、43本のところを42本に訂正をお願いいたし

ます。

それでは、説明に入らせていただきます。Ｊ

Ｒ九州では、３月12日の九州新幹線鹿児島ルー

トの全線開業に合わせ、ダイヤ改正を実施する

こととしておりますので、本県に係る改正の概

要について御報告いたします。

まず、１の特急車両の更新であります。特急

車両につきましては、これまで機会あるごとに

、 「 」ＪＲ九州に対し 日豊本線への リレーつばめ

車両の優先的配置について要望を行ってまいり

ましたが、今回のダイヤ改正で、国鉄時代の特

急車両485系車両にかえて 「リレーつばめ」と、

して使用されている787系車両が日豊本線に数多

く配置されることとなりました。

次に、２の特急列車の増便であります。これ

につきましてもＪＲ九州に要望を行ってきたと

ころですが、九州新幹線の全線開業に合わせ、

宮崎―鹿児島中央間の特急列車が８往復から10

往復に増便されますので、利便性が高まること

になると考えております。

次に、３の特急列車への客室乗務員の乗務で

あります 「きりしま 「にちりん 「にちりん。 」 」

シーガイア」のほとんどの列車に客室乗務員が

乗務し、車内販売や案内などを行うことになり

ますので、サービスの向上が図られるものと考

えております。

次に、４の特急「ドリームにちりん」の廃止

であります。博多―宮崎空港間を夜間に上下１

往復ずつ運行しております特急「ドリームにち

りん」につきましては、大分―延岡間の利用者

が少ないということもありまして、この間の運

行を取りやめ、延岡―南宮崎・宮崎空港間を特

急「ひゅうが」が運行することになりました。

27ページをごらんください。５のライナーの

特急化であります。本議会でも質問がございま

、 、したけれども 延岡―宮崎空港間で上下各２本

宮崎―都城・西都城間で上下各１本、朝夕の通

勤・通学時間帯に運行しております「さわやか

ライナー 「ホームライナー」が、特急として運」

行されることとなりました。ライナーの特急化

によりまして、利用者の料金の負担がふえます

ことから、その緩和措置といたしまして、ここ

に主な区間を掲げておりますが、これらの区間

の定期券利用者が特急列車乗車時に利用できる

４枚つづりの定期券専用特急回数券が発行され

ることとなりました。料金はここに掲げるとお

りであります｡

、 、 、なお 今回 特急料金も一部見直しがなされ
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表にもございますけれども、延岡―宮崎間が20

円引き下げられまして、920円から900円に、ま

た、資料にはございませんけれども、例えば、

日向―宮崎間が120円引き下げられまして、920

円から800円になるというふうに聞いておりま

す。

最後に、参考として掲げております高速バス

「Ｂ&Ｓみやざき」の運行開始についてでありま

す。九州新幹線全線開業に合わせ、３月12日よ

り新八代駅で新幹線と接続する高速バス「Ｂ&Ｓ

」 。みやざき が運行を開始することになりました

このバスは、宮崎駅―新八代駅間を１日16往復

し、新八代駅で新幹線と接続するダイヤで運行

いたします。この「Ｂ&Ｓみやざき」と新幹線を

利用することによりまして、宮崎―博多間が最

。 、速３時間８分で結ばれることとなります なお

運行はジェイアール九州バス、九州産交バス、

宮崎交通の３社共同運行となります。

総合交通課の説明は以上であります。

中山間・地域政○山内中山間・地域政策課長

策課の補正予算について御説明いたします。

お手元の平成22年度２月補正歳出予算説明資

料の33ページをお願いいたします。中山間・地

域政策課の補正予算額は、１億1,534万7,000円

の減額補正をお願いしております。補正後の額

は、３億3,386万8,000円となります。

補正の主なものについて御説明いたします。

35ページをお願いいたします。まず （目）計、

画調査費の（事項）中山間地域活力再生支援費

でありますが、7,009万7,000円の減額補正をお

願いしております。これは、説明欄に記載して

おります１の中山間地域集落点検モデル事業か

ら５の中山間地域等創造支援事業までの補助金

の執行残などによるものであります。特に、５

の中山間地域等創造支援事業ですが、これは、

市町村と地域住民が一体となって行う地域づく

、りに対して支援をするものでありますけれども

想定程度の申請件数はありましたけれども、市

町村においては、口蹄疫の影響により年度の前

半に事業内容の検討を行うことが難しい状況で

あったために、今年度に取り組む内容が限られ

てしまったことや、市町村の事情により、事業

の実施時期などを再検討することとなったこと

などが主な原因であると考えております。

次に （事項）地域活性化促進費でありますけ、

れども、1,097万2,000円の減額補正をお願いし

ております。次の36ページ、説明欄の４の離島

活性化対策費における離島航路補助金の執行残

などによるものであります。

次に （事項）エネルギー対策推進費でありま、

すけれども、626万5,000円の減額補正をお願い

しております。これは、説明欄の１の水力発電

施設周辺地域対策事業における国庫補助決定な

どに伴うものであります｡

その下の（事項）土地利用対策費であります

が、208万9,000円の減額補正をお願いしており

ます。これは、37ページの説明欄の３、届出勧

告事務費における事務費の執行残などによるも

のであります。

次に （事項）口蹄疫被害復興支援事業費であ、

りますが、550万の減額補正をお願いしておりま

す。これは、説明欄１の口蹄疫被害集中地域復

興戦略策定支援事業における補助金の執行残に

よるものであります。

最後に （目）観光費（事項）地域活性化促進、

費でありますが、1,767万7,000円の減額補正を

お願いしております。特に、説明欄２、宮崎移

住！地域おこし後継者発掘事業でありますが、

これは、県が農業や伝統工芸師などの後継者に

なりたい移住者の雇用を生産者に委託する事業
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ですが、雇用者と移住者のマッチングに時間が

かかり、実際の雇用期間が当初の予定より短く

なったことによるものであります。

説明は以上であります。

生活・協○大脇生活・協働・男女参画課長

働・男女参画課の補正予算につきまして御説明

いたします。

お手元の歳出予算説明資料の39ページをお開

きください。生活・協働・男女参画課の補正予

算額は、総額で9,511万の増額補正をお願いして

おりまして、補正後の額は、５億9,661万7,000

円となります。

それでは、主な内容につきまして御説明いた

します。

41ページをごらんください （事項）交通安全。

基本対策費でありますが、335万3,000円の減額

をお願いしております。主な理由といたしまし

ては、３にあります交通安全活動推進事業にお

きます広報や啓発事業につきまして、事業の効

率的な実施による執行残によるものでございま

す｡

（事項）安全で安心なまちづくり推進費であ

りますが、138万2,000円の減額をお願いしてお

ります。主な理由といたしましては、事業の効

率的な実施による執行残でございます｡

次に、42ページをお開きください （事項）ボ。

ランティア活動促進事業費であります。１

億4,014万5,000円の増額補正をお願いしており

ます。増額の理由は、説明欄の一番下にありま

す○６新しい公共支援基金事業によるものです新

が、これにつきましては、後ほど、委員会資料

で御説明させていただきます。この事項の減額

の主な理由としましては、説明欄の２、地域福

祉等推進特別支援事業におきまして、ＮＰＯ企

画力等向上研修事業及びＮＰＯマネジメントア

ドバイザー派遣事業におきまして、口蹄疫の影

響による事業の縮小などによるものでございま

す。５の多様な主体との協働推進事業につきま

しても、事業の効率的な縮小による執行残でご

ざいます｡

続きまして （事項）消費者支援対策費であり、

ますが、531万6,000円の減額をお願いしており

ます。主な理由としましては、説明欄の１、消

費者行政推進費や２の消費者自立支援対策費に

おきまして、本課及び消費生活センターで実施

、 、しております啓発等に要する経費の執行残 ３

消費者被害防止・解決支援費における消費生活

相談に要する経費の執行残、また 「相談しよ、

う！」多重債務者対策事業につきまして相談対

応に要する経費の執行残によるものでございま

す｡

続きまして、43ページをごらんください （事。

項）消費生活センター設置費でありますが、583

万3,000円の減額をお願いしております。主な理

由といたしましては、説明欄の１、消費生活セ

ンター運営費におきまして、消費生活センター

の通信費など運営経費の執行残、２、生活情報

センターの管理費における生活情報センターの

警備、清掃等の委託料の入札残によるものでご

ざいます｡

次に （事項）消費者行政活性化基金事業費で、

ございますが、869万8,000円の減額をお願いし

ております。主な理由としましては、下の説明

欄の３、消費者行政活性化事業につきまして、

消費生活相談窓口の強化など、消費者行政活性

化を内容とする市町村への補助金の執行残によ

るものでございます｡

次に （事項）男女共同参画推進費でございま、

すが、221万9,000円の減額をお願いしておりま

す。主な理由としましては、下の説明欄にあり
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ます１、啓発・活動推進事業におきまして、啓

発に要する経費につきまして、効率的な実施に

よる執行残に伴うものでございます。

続きまして、総務政策常任委員会資料のほう

ですが、６ページをお開きください。○新しい新

公共支援基金事業につきまして御説明いたしま

す。

１の目的につきましては、ＮＰＯ、企業等が

積極的に公共の担い手となる「新しい公共」の

拡大と定着を図るため、国からの交付金により

まして、宮崎県新しい公共支援基金を設置する

ものでございます｡

次に、２の基金条例についてであります。基

金を設置するため、宮崎県新しい公共支援基金

条例案を議案第55号として補正予算とあわせて

お願いしております。次の７ページのほうに条

例案を添付しております。

、 、次 ３の基金に積み立てる額でございますが

総額１億4,600万円を予定しておりまして、財源

は、全額、国の新しい公共支援事業交付金を充

てることとしております。

次に、４の基金により実施する事業でありま

すが、平成23年度から24年度までの２年間、下

にあります５つの事業を行うこととしておりま

す。具体的には、最初のぽつのところですが、

事業収入の確保や財務諸表の作成など、組織運

営の強化等を図るＮＰＯ等の活動基盤整備のた

めの支援事業、２つ目は、ＮＰＯ等に対する県

民の寄附に対する意識の醸成、寄附金の受け入

れ方法などの整備を図るための寄附募集支援事

業、３つ目が、ＮＰＯ等の融資申請に係るスキ

ルの向上を目指します融資利用の円滑化のため

の支援事業、４つ目が、行政からＮＰＯ等への

委託業務に係りますつなぎ融資に対しまして、

利子相当額を助成しますつなぎ融資への利子補

給事業、５つ目が、市町村やＮＰＯ、企業等の

多様な主体から地域の課題解決につながります

提案を募集しまして、それを協働で実施する新

しい公共の場づくりのためのモデル事業であり

ます｡

生活・協働・男女参画課の説明は以上でござ

います。

それでは、文化文○安井文化文教・国際課長

教・国際課の補正予算と報告事項１件について

御説明いたします。

まず、補正予算ですけれども、歳出予算説明

資料の45ページをお開きください。文化文教・

国際課の補正予算額は 総額で１億7,924万9,000、

円の減額補正でございます。補正後の額は、62

億9,782万1,000円となります。

主な内容につきましては、47ページをお開き

ください （事項）県立芸術劇場費9,679万3,000。

。 、円の減額補正であります 内容につきましては

次の48ページをごらんください。１、県立芸術

劇場大規模改修事業費の9,578万2,000円の減額

、 、 、でございますが これは 口蹄疫の影響により

予定しておりました劇場の改修事業の一部を取

りやめて、来年度以降に繰り延べしたことなど

に伴う減額でございます｡

次に （事項）文化活動促進費227万9,000円の、

減額でございます。主なものとしましては、４

のミュージックランドみやざき推進事業であり

ます。これは、県内各地でいろんなジャンルの

、コンサートを実施する事業でありますけれども

口蹄疫の発生により、公演回数を減らしたこと

による減額でございます｡

次に （事項）文化交流推進費419万5,000円の、

減額でございます。主なものは、２の日本の原

点宮崎の郷土芸能伝承事業でありますが、これ

も、口蹄疫の発生により、予定しておりました
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公演を中止したことに伴うものであります｡

次に （事項）海外渡航事務費365万1,000円の、

減額でありますが、これは、パスポートの発給

に要します事務経費の執行残であります｡

次に、49ページをごらんください （事項）国。

際交流推進事業費1,094万1,000円の減額であり

ます。主なものは、まず、２の外国青年招致事

業でありますが、これは、当課におります国際

交流員の報酬などの経費の執行残であります。

また、８のアンニョンハセヨ！少年少女国際交

流事業は、宮崎と韓国の小中学生の相互交流を

行う事業でありますけれども、口蹄疫の発生に

伴い、事業を中止したことによる減額でありま

す｡

次に （事項）海外技術協力費127万1,000円の、

減額であります。これは、１の海外技術研修員

受入事業により、アジアなどから本県に受け入

れております技術研修員に係る経費などの執行

残であります。

次に （事項）国際戦略推進事業費112万5,000、

円の減額であります。これは、１の外国人留学

生受入支援研究事業などの事務経費の執行残で

あります｡

続きまして、50ページをお開きください （事。

項）私学振興費4,992万7,000円の減額でありま

すが、主なものとしましては、まず、２の私立

高等学校授業料減免補助金でございますが、こ

れは、対象生徒数が見込みを下回ったことによ

る減額であります。また、８の私立高等学校等

就学支援金の2,747万3,000円につきましても、

同じく、対象生徒数が見込みを下回ったことに

よる減額であります。９、私立高等学校就職対

策強化事業につきましては、私立高等学校に就

職対策の職員を配置する事業でありますが、配

置を希望する学校が当初の見込みを下回ったこ

とによる減額でございます｡

補正予算は以上でございます。

次に 「みやざき文化振興ビジョン」の策定に、

ついて御説明いたします。

。常任委員会資料の28ページをお開きください

まず、１にありますように、このビジョンは、

平成18年３月に策定いたしました現在のビジョ

ンを見直しまして、県総合計画の部門別計画と

して策定をしているものであります。

これまでの取り組みですが、２の（１）にあ

りますように、有識者等で構成します懇談会を

３回開催いたしまして いろいろな御意見を伺っ、

ております。また （２）と（３）にありますよ、

うに、県民、市町村などを対象に実施しました

アンケート、パブリックコメントの結果も踏ま

えながら、策定を進めてきたところであります｡

29ページをごらんください。ビジョンの概要

を示しておりますけれども、基本的な考え方に

ついて御説明いたします。

体系図の中ほどの右側のほうに文化振興の必

要性というところがあります。黒い丸が縦に６

つ並んでいるところでございます。これは、な

ぜ、文化の振興に取り組む必要があるのかとい

うそもそもの考え方を整理したものでございま

す。そこに、文化に期待される効果とございま

すが、まず１つ目に、人を育てる効果と記載し

ております。これは、子供が育つ環境が大きく

変化している中で、子供の人間性や創造性など

を育てていくということが文化が果たす大きな

役割ではないかと考えております。２つ目に、

人にゆとりや希望を与える効果とありますが、

これは、心の悩みとか病気で苦しんでいる人、

あるいは高齢者の介護などで疲れている人など

に生きがいや希望を与える、そういったことも

文化の重要な役割ではないかととらえておりま
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す。最近、介護短歌とかございますけれども、

そういったものも、文化が貢献しているという

ふうに考えております。最後の黒丸に、経済を

活性化させる効果と記載しております。文化資

源は観光資源にもなりますし、商売にもつなが

ります。また、文化産業の育成で雇用の創出に

もつながりますので、うまく文化を活用するこ

とが経済の活性化にも役立つというふうに考え

ております。

そういった基本的な考え方に基づきまして、

具体的には、一番下のところにありますが、４

つの基本的な方向性に沿って施策を進めていく

ことにしております。

次の30ページをお開きください。今言いまし

た４つの基本的な方向に沿って施策を御説明い

たします。

まず１つ目の柱が （１）の県民が文化に親し、

む機会の充実でございます。その右側のほうに

具体的な施策を①から③で示しております。①

の鑑賞・学習機会の充実では、例えば、一番上

、 、にありますけれども 宮崎国際音楽祭について

厳しい財政状況を踏まえながら、予算的にはス

リム化に努めますけれども、青少年の育成など

の面で充実を図っていきたいというふうに考え

ております。また、②では、創作や発表機会の

充実をさせるための施策、また③では、地域を

超えた、また国際的な文化交流の推進に取り組

みたいと考えております。

次に、２つ目の柱であります（２）の県民の

文化活動を支える環境の整備であります。④か

、 、ら⑦まで４つの施策がありますが まず④では

文化団体とか県内芸術家などの活動支援、⑤で

は、行政、県民、ＮＰＯなどが一緒に文化を支

える、そういった連携・協働体制の整備を考え

ております。⑥では、県立芸術劇場や県立美術

館などの文化施設の機能の充実、⑦では、県文

化賞などによる県民の顕彰に取り組んでいくこ

とにしております。

31ページをごらんください。３本目の柱です

が、文化財の保護・継承と活用でございます。

⑧では、保護・継承を担う人材の育成・支援、

⑨では、維持管理等への助成ですとか、地域の

文化財を活用したふるさと学習の充実などの文

化財の活用と保護・継承する意識の醸成を考え

ております。⑩では、文化財に関する情報をデ

ジタルミュージアム等によって発信していく。

⑪では、文化財の調査や指定登録の推進に取り

組んでいきたいと考えております。

最後に、４本目の柱ですけれども （４）特色、

ある文化資源の活用であります。⑫では、新し

い文化資源の掘り起こしや情報発信、⑬では、

文化資源を生かした地域づくりや観光産業の振

興、⑭では、地域の伝統文化や食文化の継承、

郷土先覚者の顕彰といった文化を継承していく

ための取り組みを進めていくこととしておりま

す。

次は、32ページをお開きください。５の施策

の推進についてでありますが （１）にあります、

ように、県は、県としての役割をしっかりと果

たし、また、県民の方や市町村にも一定の役割

を期待しながら、施策を総合的に進めていきた

いと考えております。

それから （２）にありますように、本県が目、

指す将来の姿ということを少し具体的にとらえ

ていくために、今回のビジョンから新たに２つ

の指標を設けることにいたしました。まず１つ

目は、日ごろから文化に親しんでいると考えて

いる県民の割合ですが、これを現況の36.7％か

、 、 、ら 10年後には２倍の75％にする もう一つは

「自らの活動」によって文化に親しんでいると
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考えている県民の割合、現況10.5％ですけれど

も、これを10年後には３倍の30％にするという

ことを掲げております。

次の33ページに懇談会での主な意見、その次

の34ページにアンケート結果の概要を添付して

おります。

文化文教・国際課は以上であります。

人権同和対策課の補○吉田人権同和対策課長

正予算につきまして御説明いたします。

お手元の平成22年度２月補正歳出予算説明資

料の51ページをお開きください。人権同和対策

課の補正予算は、総額で1,411万8,000円の減額

補正でありまして、補正後の額は、１億4,225

万4,000円となります。

それでは、主な内容について御説明いたしま

す。

53ページをお開きください （事項）人権同和。

問題啓発活動費でありますが、326万8,000円の

減額補正をお願いしております。これは、説明

欄１の宮崎県人権啓発推進協議会委託事業にお

ける「夏休みふれあい映画祭」の映写委託業務

の入札残などによる執行残や、２のみんなの人

権！思いやり交流プラザ開催事業の経費を、国

庫委託金の決定に伴い、減額したことなどによ

るものであります。

次に （事項 「宮崎県人権教育・啓発推進方、 ）

針」推進事業費でありますが、541万4,000円の

減額補正をお願いしております。これは、説明

欄１の宮崎県人権啓発センター事業における研

修資料の作成経費の節減などによる執行残、３

の地域人権啓発活動活性化事業の国庫委託金の

決定、並びに４の犯罪被害者等支援施策推進事

業で実施いたします研修会を、今年度は国が同

様の事業を行っておりますので、この国の事業

を誘致いたしまして、国と共催で実施いたしま

した結果、県の負担が節減できたことなどによ

る減額でございます｡

人権同和対策課の補正予算は以上でございま

す。

情報政策課の補正予算に○金丸情報政策課長

ついて御説明いたします。

人権同和対策課に引き続き、青いインデック

ス「情報政策課」のところ、55ページをお開き

ください。情報政策課の２月補正額は、9,371

万3,000円の減額で、補正後の額は、11億4,420

万7,000円となります。

それでは、主な内容について御説明いたしま

す。

57ページをお開きください。まず （事項）行、

政情報処理基盤整備費の936万8,000円の減額に

つきましては、説明欄の１、パソコン等整備費

でありまして、職員が使用するパソコン調達の

執行残によるものであります。

次に （事項）行政情報システム整備運営費、

の1,557万4,000円の減額につきましては、説明

欄の３、県庁ＬＡＮ運営費でありまして、職員

が使用しております電子メールなどの機能を持

つ新しいポータルシステムについて、最新の製

品の導入を可能とするために、調達時期を変更

したことによるものであります。

58ページをお開きください （事項）電子県庁。

プロジェクト事業の4,537万4,000円の減額につ

きましては、説明欄の２、電子申請届出システ

ム運営事業でありまして、新しいシステムの導

入に当たり、事業者が提供するサービスをその

まま利用する形態に変更し、経費削減を行った

。 、 、ことによるものであります また 説明欄の４

サーバー管理委託事業につきましては、庁内の

サーバー これは情報システムを動かすため―

の機器というふうに御理解いただくとありがた
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いと思います これを庁内から民間のデータ―

センターに移設する取り組みを進めております

が、今年度は、既定の契約の中で対応できたこ

とから、執行残となったものであります。

次に 事項 地域情報化対策費の1,643万4,000、（ ）

円の減額につきましては、説明欄の２、電気通

信格差是正対策費の携帯電話等エリア整備事業

でありまして、椎葉村など３町村５地区で事業

を実施しておりますが、一部の地区について、

国の交付決定により減額となったことによるも

のであります。

続きまして、繰越明許費について御説明いた

します。

お手元の平成23年２月定例県議会提出議案 平（

成22年補正分）の９ページをお開きください。

第２表の繰越明許費補正の一番上の欄、携帯電

話等エリア整備事業でありますが、１億1,470

万7,000円の繰り越しをお願いしております。こ

れは、先ほど申し上げました事業主体である市

町村におきまして、用地交渉に不測の日数を要

したこと等により、年度内の事業完了が困難に

なったものであります。

説明は以上であります。

執行部の説明が終了いたしまし○押川委員長

た。まず、議案関係について質疑はありません

か。

まず、議案の関係だけ御質問しま○武井委員

、 、 、すが 非常に素朴なところで 積立金なんかが

住民生活に光をそそぐとか、新しい公共 新―

しい公共についてはこの前の議会でもちょっと

議論があったんですが、非常に抽象的なものが

２つ出ているなという印象があるんですが、ま

ず、住民生活に光をそそぐ基金積立金、これは

国から全額交付されているんですけれども、こ

のネーミングというのは県で決められたものな

んですか。それとも全国的にこういう名前でつ

くっているものなんですか。

これは国の地域活性化交○永山総合政策課長

付金を財源としておりますけれども、地域活性

化交付金の中で「住民生活に光をそそぐ」とい

うことで示された分を活用するということで、

このようなネーミングにしております。これと

違う名前をほかの県で使う場合がもしかしたら

あるかもしれませんけれども、一番わかりやす

い、財源とイコールということで、このような

ネーミングにしているところでございます。

言葉が非常にきれい過ぎて、逆に○武井委員

何がしたいのかよくわからないなという印象を

持つんですが、４のところに地方消費者行政、

ＤＶ、知の地域づくりと３つあるんですけれど

も、おおむねこういうことをしなさいというこ

とで来ているのか、それとも、かなり幅広いメ

ニューといいますか、選択肢の中からこれを宮

、 。崎県が選んだということなのか お伺いします

今回の国の補正予算に基○永山総合政策課長

づく交付金につきましては、基本的な考え方は

国のほうから示されておりまして、考え方とし

ては、地方消費者行政、ＤＶ・自殺対策あるい

は知の地域づくりということで、そのスキーム

に沿った形での事業を予定しているところでご

ざいます。

地方消費者行政でも、ＤＶなら生○武井委員

活・協働・男女参画課ですか、自殺予防ですか

ら福祉の部分もあるでしょうから、今までそれ

ぞれの部でそれぞれ事業としてされてきている

こと、当然、すべてそうなんですが、平たく言

えば、この積立金と二重行政というか、今まで

各部がそれぞれでやっていることとの整合性と

か重複とか、そのあたりというのがかえって出

てくるんじゃないかと思いますが、その辺の整
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理というのはどのような考え方なのか、お伺い

します。

国の交付金の目的そのも○永山総合政策課長

のが、重要であるけれども従来からなかなか予

算措置ができなかった部分に交付金を充てるこ

とで、しっかりやりましょうということであり

ます。したがって、今回、例えば消費者監視の

サポーターを雇って体制を強化しよう、雇用し

てやっていこうということになりますが、これ

までやりたいと思っていたけれども、なかなか

できなかったこと等について、この基金を使っ

て実施していくということになると思っており

ます。

ということは、今までの各部の事○武井委員

業に、さらにかゆいところに手が届くようなこ

とができるというような理解をすればよいとい

うことなのかなというふうに理解します。

続いて、新しい公共なんですけれども、新し

い公共というのは まさに鳩山さんがおっしゃっ、

て以降、こういう言葉というのは非常に使われ

るんですが、これもまた新しくわざわざ基金ま

でつくるということで、ＮＰＯの支援とか、今

までの既存の事業との整合性とか、違いとか、

そのあたりがどういうところにあるのか、お聞

かせいただきたいと思います。

新しい公共○大脇生活・協働・男女参画課長

支援事業、６ページの４に実施する事業という

ことで書いておりますけれども、今回、ＮＰＯ

支援として実施する事業等は、活動基盤整備と

か寄附募集の支援ということで、今までＮＰＯ

への支援をやっておりましたが、それをもっと

専門的にやっていくという部分と、寄附募集支

援等につきましては、ここまでやってきており

ませんので、新たな取り組みということになっ

ております。また、新しい公共の場づくりのた

、 、めのモデル事業ということで 市町村とＮＰＯ

企業等との協働ということでございますので、

、 、このあたりは現在 実施されておりませんので

新しい取り組みになってくるというふうに考え

ております。

わかりました。○武井委員

続いて、補正の説明資料から何点か伺いたい

と思うんですが、まず、総合政策課のところの

補正で、この前の委員会でも出た、ＥＶ―ＰＶ

構想事業の減額の補正が出ているんですけれど

も、実際、今、県庁のところにああいうふうに

充電器など置いてあるわけなんですけれども、

私が見ていないだけか、あれが使われていると

、ころというのは見たことがないんですけれども

実際に使用の実績等があるのかどうか、お伺い

したいと思います。

今、電気自動車、企業局○永山総合政策課長

に１台ございます。そこが使っておりますが、

これまで７～８回充電をしているということで

伺っております。これから公用車等に電気自動

車を導入してくれば、使用頻度は高まるものと

いうふうに考えております。

公用車は当然、電気自動車がある○武井委員

わけですから充電をするわけですから、伺いた

いのは、民間の方とか、いわゆる公用車以外の

車があそこで充電をしたことというのはあるん

でしょうか。

県庁につくった急速充電○永山総合政策課長

器を民間にどのように使っていただくかという

ことについては、少しシステムをつくらなけれ

ばならないというふうに思っております。既に

民間から使いたいというふうなお申し出もいた

だいておりますので、お金を徴収するのかどう

か等も含めて、どのようなやり方があるのかを

考えた上で、可能であれば民間の方々にも使っ
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ていただくようにしたいなというふうには思っ

ております。ただ、まだ観光客等があのあたり

にいらっしゃる場合もありますので、安全の確

保等もしっかり考えなければならないというふ

うに思っております。

この前、委員会資料で説明があっ○武井委員

たときには、値段も無料であるみたいなような

説明があったりとか、どちらかというと、もと

もと民間の人にも使ってもらうことを前提とし

て存在しているのかなというような理解をして

いたんですが、今のお話を聞くと、平たく言え

ば、まだ開放していないというような考え方だ

というふうに理解をいたしました。

次に移りますが、31ページの総合交通課の地

、 、域バス １億円減額の補正が出ているんですが

今、小型バス購入の支援とか、いろんな形のも

のがあるわけなんですけれども、これだけ減額

の補正が出ている理由というのをお聞かせいた

だきたいと思います。

先ほども御説明いたしま○中田総合交通課長

したけれども、国の補助単価が今回、見込みよ

り低くなったと。具体的に言いますと、キロ当

たりの単価というのが示されておりまして、前

年度が252.61円のものが234.38円になったとい

う運行費については、これが非常に大きかった

ということです。もう一つ、車両購入費も補助

しておりまして、従来は車両購入費そのものを

補助しておりましたけれども、今年度から補助

制度が変わりまして、車両の減価償却費相当分

を補助するという形になったものですから、そ

の分が非常に大きな減額の要因というふうに

なっております。

わかりました。○武井委員

住民生活に光をそそぐという分で○鳥飼委員

すけれども、これは、前の政権時代から交付金

、 、が出てきて ２年とか３年で使えということで

地方としては非常に使い勝手が悪いというか、

先を見越して計画が立てられないというような

感じがするんですけれども 実際 どんなでしょ、 、

うか。

光をそそぐ交付金でござ○永山総合政策課長

いますけれども、総額でいうと８億ほどござい

ます。今回、基金化する9,400万以外の部分につ

いては、22年度中で予算化しておりまして、１

月の補正等でお願いしている事業でございます

けれども、おおむね繰り越しになるのかなとい

うふうに思っておりますが、事業化はできてお

ります。この基金化した9,400万についても、２

年間で大体こういうふうに使っていこうという

ふうなアイデアは持っておりますので、少なく

とも、この交付金については使い勝手が悪いと

いうことではないだろうというふうに思ってお

ります。

私が申し上げるのは、予算という○鳥飼委員

のは、一定程度のものがないと非常に使いにく

いというか、見通しが立てにくいという意味な

んです。永山課長が言われたように、そういう

意味では２年間だったらこれはこう使いますよ

となるけれども、しかし、それはそういうもの

で片づけられるものではないでしょうがという

ことを私は言いたいわけなんです。答えはいい

です。

それで、歳入のところを見ますと、23ページ

に地域活性化交付金、住民生活に光をそそぐ交

付金、補正が３億、補正前が４億900万で、補正

後が７億というふうな計画になっているんです

けれども、これは２年間で幾ら出しますという

のははっきりしているんですか。次のページに

、 、あります新しい公共支援事業交付金にも 今度

１億4,600万上がっているんですけれども、これ
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も同じような理屈なんですね。だから、どうも

地方としては使い勝手が悪いんじゃないかなと

いうような感じがするんですけれども、来年度

以降の分は大体わかっているんでしょうか。

これは今年度の補正予算○永山総合政策課長

で措置されたものでございますので、来年度に

ついてどのような形になるかというのは、今の

ところわかりません。したがいまして、委員が

さっきおっしゃったように、例えば、今回、こ

の基金を利用して消費者行政 表示関係のサポー、

ターを雇用して取り組みを強化しようとした場

合に、２年後にその分をどうやって人件費を出

していくのかということがかなり大きな悩みと

してはなってくる。手厚いサービスをいつまで

継続できるのかという意味では、このような景

気対策としての交付金ではなくて、恒常的なも

のとしてぜひ措置してほしいというのは、我々

地方の側からあるのではないかなというふうに

思います。

消費者行政についていえば、消費○鳥飼委員

者相談員の方もほとんどが非常勤ですね。しか

し、専門的な知識は、いろんな新手の士といい

ますか、悪いことをするのは石川五右衛門の時

代、江戸時代から「浜の真砂は尽きるとも」と

いうことですから、いろんな研究とか勉強とか

研修を受けなくちゃならない。それが非常勤で

来ているということ自体が問題なわけで、かゆ

いところに云々というよりか、本当はここなん

だよ、この金をどんげかしてくれというのが本

、 、来ではないかなと 答弁は要りませんけれども

私はそんなふうに思っております。

予算書に従って何点かお尋ねしたいと思いま

す。まず、総合政策課の13ページなんですけれ

ども、行政管理費の市町村権限移譲推進事業、

交付金の関係で補正717万9,000円の減額、非常

に額は少ないんですけれども、事務を移譲する

場合に幾らかつけてということだろうと思うん

ですが、非常に単価が安いというのもあるのか

なと。それで減額が出ているのかなというよう

な感じもするんですけれども、そこら辺は、県

の事務移譲を推進しなくてはならないというの

。 。 、もあります そんな感じがするんです それと

行政改革の点で、ちょっと大きな話になります

けれども、市町村合併が進みまして、例えば福

祉事務所の担当市町村数が減少してきている。

南部福祉こどもセンターでは三股町と高原町だ

けになった。中央では綾と国富だけになったと

いうようなこともあって、この予算とは直接関

連しないかもしれませんけれども、現実的に、

県で事務を担っていくというのは困難になって

きているんじゃないかというような気がするわ

けです。それなりの形を保っているのは、次長

も御存じのように児湯だけなんですけれども、

そういう事業について委任といいますか、お願

いをしていくということは非常に大事じゃない

かなというふうに思っているんですけれども、

この事務に関連して、そういう取り組みはどう

なっているのか、お尋ねをしたいと思います。

まず、700万強の減額でご○永山総合政策課長

ざいますけれども、この交付金そのものは、今

年度でいいますと、21年度の実績に対してお支

払いするということでございます。今年度、交

付金として交付する分から人件費単価を従来よ

り引き上げまして １人当たり2,700円から3,000、

円ということで、市町村の要望に基づいて引き

上げを行って算定いたしております。したがっ

て、単価がほかの県に比べて突出して高いわけ

ではありませんけれども、安いということでは

ないだろうと思っております。減額の理由とし

ては、22年度の予算を組む段階では、秋ぐらい
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までの実績に基づいて組みますので、その後、

処理件数が少なくなったということに伴う減額

でございます｡

それから、出先機関の役割等も変化してくる

し、市町村にもっと大きなものを担っていただ

かなければならない時代になってきているので

はないかということについては、そのとおりだ

というふうに思っております。県としても、市

町村への事務移譲、権限移譲を進めたいという

ことで、働きかけをしておりますけれども、な

かなか実際には受け皿として難しい、特に小さ

な町村段階ではそれだけのものを担えないとい

。うふうな意見も伺っているところでございます

先ほど説明しました連携推進会議をつくったの

も、それが一つ目的でございまして、これから

市町村が中心となってさまざまな役割を担って

いただく上で、市町村間の連携、あるいは県か

らも、こういう交付金だけではなくて、どのよ

うなサポートをすれば事務移譲、権限移譲がで

きるのかということについて、もう少し突っ込

んだ、本格的な議論をしていこうということを

目的とするものでございまして、委員おっしゃ

るとおり、そのような方向性に沿うような形で

さまざまなことを考えていく必要があるだろう

と思っております。

行政経営課か人事課かというのも○鳥飼委員

関連してくると思うんですけれども、定数減を

、するという提案が出されているんですけれども

減をしていくならば業務も減らしていくという

努力をしないと、なかなか実際的に運営できな

いというのが出てくるわけですから、そこはぜ

ひ、そういう取り組みをよろしくお願いしたい

と思います。

それから、15ページのメガソーラーの関連な

んですけれども、導入促進事業4,000万、事業の

めどが立っていないためということで、大和エ

ネルギーと言われましたか、そういうことなん

ですか。そこをもうちょっと詳しく、なぜ、そ

ういう状況になっているのか、御説明いただき

たいと思います。

平成20年度に公募した段○永山総合政策課長

階で手が挙ったのが、都農町につくっている国

際航業グループ・ソーラーウエイ、大和エネル

ギーグループということでございまして、それ

以外にソーラーフロンティアがメガソーラーを

つくっておりますけれども、この事業そのもの

は、県有施設、例えば図書館とか博物館とかを

ＬＥＤ照明に切りかえる等の工事を行って、電

力料金が下がる分で大和エネルギー等の発電し

たきれいな電気をグリーン電力として購入して

いこう、そういうことでサポートをしたいとい

う事業の組み立てでございました。この大和エ

ネルギーについて、宮崎で展開したいという話

が20年度にあったわけですけれども、今のとこ

ろ、ほかの県からの働きかけという点もあるの

かもしれませんけれども、電力の定額買い取り

制度についてのまだ先が見えていないというこ

ともあって、現時点で宮崎でメガソーラーを展

開するという結論が得られていないということ

でございます。ただ、ソーラーフロンティアは

自家消費、ソーラーウェイは売電を基本として

います。大和グループというのは、基本的にき

れいなエネルギーを売ることで環境貢献を広げ

ていこうという意味では、ビジネスモデルとし

ては非常に魅力があるのではないかなと思って

いますので、今後とも、ここに限ったことでは

ないですけれども、メガソーラーについては働

きかけはしていきたい。ただ、現時点では立地

の見込みが立っていないということでございま

す。
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、○鳥飼委員 きれいなエネルギーといいますか

自然エネルギーからの電気なり、新エネルギー

のものを、今、定量買い取りというようなこと

になっていますが やっぱり全量買い取りにやっ、

ていくというか、政策的なものも絡んでくると

思うんです。遅々として進まないというのは、

そういう国の政策によるものが大きいだろうと

思っているんですけれども、そうしますと、新

年度というか、今後の展開、見通しはどんなふ

うになるんでしょうか。

現時点においては、本県○永山総合政策課長

で展開するという状況にないものですから、新

年度予算には組んでおりません。今後、そのよ

うな可能性が出てくれば、またその必要な年度

において検討をすることになるということで考

えております。

わかりました。新エネルギーは、○鳥飼委員

今、世界的に見ても推進していく時代に入って

いると思いますので、困難はあるかと思います

けれども、ぜひ、可能な限り推進をしていただ

きたいというふうに思っております。

もう一つ、総合交通課の31ページなんですけ

れども、物流効率化支援事業で500万減というこ

となんですけれども、これはバス等からＪＲと

か航路、そういうことに進んでいったときのと

いうような御説明であったと思うんですけれど

も、当初の見込みからするとどうですか。順調

にいっている、なかなか難しい、どんな状況と

思っていますか。

この事業は、トラック輸○中田総合交通課長

送から船とかＪＲにかわった場合に補助すると

、 、いうもので 最近の経済情勢等もございまして

前年に比べてなかなか荷物はふえないような状

況があります。今回、500万の減額補正をお願い

しておりますけれども、我々としては、できる

だけ荷主さん、運送事業者さんにＰＲをやって

いきながら、モーダルシフト、要するに環境対

策にもなりますので、十分ＰＲして、活用して

いただくように働きかけをしていきたいという

ふうに考えています。

これは国の政策といいますか、高○鳥飼委員

速道路無料化といいますか、そういうものと大

きくかかわってきているだろうというふうに思

うんです 本会議でも出ましたように 宮崎カー。 、

フェリーが悲鳴を上げているというような話も

聞きましたし、ここはやむを得ないといいます

か、国の政策に振り回されているのかなという

、 、感じがするんですけれども 大きな目で見たら

私自身は、高速道路無料化というのは、排気ガ

スを出すものを推進するというわけですから、

おかしいんじゃないかと思っているんです。今

後も困難はあるかと思いますけれども、できる

だけ取り組んでいっていただきたいというふう

に思っております。

もう一つ、武井委員からも出されましたが、

地方バス路線等運行維持対策事業、昨年度３

、 、億5,300万 ことしは２億2,700万ということで

昨年の最終予算とすると１億3,000万ぐらい減額

になっているんじゃないかなと思っているんで

す。こういうことでやられると、バス事業者の

定期路線中止を促進するといいますか、そこに

つながっていくと思うんですけれども、どんな

ふうに受けとめておられますか。

今回、減額補正9,900万円○中田総合交通課長

ほどお願いしておりますけれども、今回の減額

分の理由が、先ほども御説明いたしましたが、

国の単価が下がった関係で、県も国に協調して

補助していますので、その関係でかなり金額が

下がっております。国の補助単価というのが、

全国21ブロックに分かれて決まっていまして、
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宮崎の場合は、熊本、鹿児島、宮崎の南九州３

県で一つの単価が決められています。私どもと

しましては、その補助単価が実態に合っていな

いんじゃないかということで、そのあたりの見

直しについては、あらゆる機会をとらえて国の

ほうにはお願いしているところでございます。

赤字部分を十分補てんできていないという部分

が実際ございますので、非常に危機感を抱いて

いるというのが実際のところでございます。

国でも公共交通基本法を制定する○鳥飼委員

というような動きもあるんですけれども、補助

単価の見直しというのは逆行するというふうに

思っておりますが、ぜひまた、今後ともそうい

う要請を続けていっていただきたいというふう

に思います。

もう一つ聞きたいと思います。文化文教・国

際課、いろいろと事業の中止があって減額、口

蹄疫がいろんなところに影響が出ているんだな

というふうな気がするんですが この中で48ペー、

ジ、県立芸術劇場大規模改修事業費ということ

で9,578万2,000円の減額、これは、口蹄疫のた

めに事業の繰り延べをということで御説明が

あったと思うんですけれども、今の改修の進捗

状況も含めて、去年から始めたんでしたかね、

何年かがかりで改修をやることになっていると

思うんですけれども、そこと今後の見通しにつ

いてお聞かせいただきたいと思います。

先ほど御説明した○安井文化文教・国際課長

とおりなんですけれども、進捗状況ということ

ですので。今年度事業が終了した時点で、19年

度から22年度までで総事業費４億4,200万が工事

費として使った金額でございまして、今後、23

年度から27年度までを想定しておりますけれど

も、さらに14億7,000万を見込んでおります。合

計で19億余の大規模改修総事業費ということで

考えております。

そうしますと、今年度は口蹄疫が○鳥飼委員

あった関係でということで、今後は順調に改修

も進むというふうに見込んでおってよろしいで

すか。

今年度の分も来年○安井文化文教・国際課長

度以降に繰り延べて、どこかで実施していきた

いというふうに考えております。

よろしくお願いします。○鳥飼委員

ほかにございませんか。○押川委員長

口蹄疫復興対策基金設置事業につ○横田委員

いてお尋ねしますが、これは、新たに寄せられ

た義援金とか寄附金等を積み増しするというこ

とで、大変ありがたいことだというふうに思っ

ております。新燃岳の噴火からなお高まってき

、 、たと思うんですけれども 何で畜産ばっかりか

何で農業ばっかりかという声がどんどん強く

なっているような気がするんですね。この残高

見込み額の24億2,800万の今後の使われ方、不平

等感といいますか、そういう声にこたえ得るべ

き使い方になるのかどうか、そこらあたりをお

聞かせいただきたいんです。

、○永山総合政策課長 この基金につきましては

（１）から（７）でかなり幅広に使えるという

形にしております。それから、先般の委員会で

御説明申し上げました1,000億円の運用型の基金

につきましても、約20億円をどう使っていくの

かということについても、少し幅広に考えてい

きたいと思っております。口蹄疫復興に係るさ

、まざまな財源がおおむね確定しつつありまして

特に国の補助事業で農畜産振興機構で行う事業

についても、大体筋が見え始めております。も

う少ししないと確定しないところがあるんです

けれども、農畜産分野でどこまでやれるかとい

うのをしっかり見た上で、地域振興とかその他
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の産業振興というところにどのような施策を打

つのかということを組み立てていきたいと思っ

ておりまして、委員が御指摘のように、不平等

感がないように、なおかつ、新燃岳も含めて考

えると、やはり経済全般が非常に厳しいという

ことがありますので、せっかくこのような基金

等がありますから、口蹄疫を名目には打ちます

けれども、経済全般にしっかり目配りができる

ような形で組み立てていきたいというふうに

思っております。

私は畜産とか農業出身の議員です○横田委員

ので 今までの取り組みは大変ありがたいと思っ、

ているんですけれども、やっぱり県内全体の経

済とかを考えた場合、そういう配慮も絶対必要

だなと思いますので、よろしくお願いします。

もう一つ、先ほどから出ていますけれども、

総合交通課の地域交通ネットワーク推進費のこ

となんですが、２の地域バス再編支援事業150

万8,000円の減額ですけれども、これは、市町村

が運行しているコミュニティバスの運行状況が

減ってきているということなんですか。

これは、市町村が行って○中田総合交通課長

いますコミュニティバスの運行費に対する補助

ということです。要するに、欠損額を市町村と

県で折半するような形で補助しているんですけ

れども、その実績、要するに欠損額が当初予算

の想定よりも少なかったということで、今回、

減額補正ということでございます｡

利用者が多くて余り赤字が出な○横田委員

かったということなんですか。

運行費用と運賃収入の差○中田総合交通課長

額に対する補助ということになりますので、運

賃収入が多くなったということも考えられます

し、運行費用が下がったということの両方の要

因が、もしかしたら、あるのかもしれません。

運行回数、便数を減らしてしまっ○横田委員

たということも考えられるんですか。

そこは聞いておりません○中田総合交通課長

けれども、基本的に、市町村が実施しています

コミュニティバスですので、対象市町村という

のも決まっておりますけれども、コミュニティ

バスを廃止したという話は聞いておりませんの

で、実質的には運行費用が下がったということ

だろうというふうに考えています。

これからもますます高齢化が進ん○横田委員

で、免許証を返上する方もふえてくると思うん

ですけれども、そういう交通弱者のための交通

システムだと思うんですね。利用者が多くなっ

て赤字幅が減ったというんだったら非常にいい

と思うんですけれども、赤字に耐えられんで便

数を減らしてしまったというのは非常に困るな

というふうに思ったものですから、お聞きしま

した。これからの参考にさせていただきたいと

思います。

光をそそぐのところで、非常に○前屋敷委員

、抽象的な表現だという話も出ていますけれども

事業内容はほぼ決まっているというお話だった

、 、 、んですが 特に 知の地域づくりという点では

具体的にはどういう計画をお持ちなんですか。

知の地域づくりについて○永山総合政策課長

は、この基金ではありませんけれども、図書の

購入であったり、図書館の充実であったり、あ

るいは科学技術関係の施設の整備であったりと

いうことを対象に、さまざまな事業をやります

けれども、この基金でいいますと、これは６月

時点での組み立てというふうになると思います

けれども、今、力を入れております東九州のメ

ディカル関係をサポートするような研究とか、

そのあたりを今、頭に描いているところでござ

います。
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この基金の活用ですが、県単独○前屋敷委員

で使える交付金ということなんですか。市町村

から申請が上がって、そっちにも使うというも

のとは違うわけですね。

この交付金そのものは市○永山総合政策課長

町村にも市町村分として交付されておりますの

で、今回の分は、県として県の事業に使ってい

くということになります。

、 、○前屋敷委員 あわせて 地域活性化交付金は

きめ細かな交付金と光をそそぐと２つあると聞

いているんですが、１つの事業に両方から使え

るということも聞いているんですけれども、事

業内容が大きかったりすれば、そういう活用も

考えておられるんですか。

制度的には可能だという○永山総合政策課長

ふうに聞いておりますけれども、現時点で事業

を組み立てている中では重複で使っている例は

ないというふうに聞いております。

中山間対策でお聞きしたいんで○前屋敷委員

すけれども、１つは、私が聞き漏らしたのかも

わからないんですが、35ページの中山間地域活

力再生支援費の４、中山間地域雇用創出支援事

業の約400万の減額ですが、この中身を。

これは、中山間○山内中山間・地域政策課長

地域において新たな雇用を創出する新規創業を

支援する補助金ということで事業としてはある

んですけれども、減額の理由としましては、事

業者を公募いたしまして、例年ですと６月ぐら

いからやっているんですけれども、今回は、最

初に募集した時点で応募がございませんで、口

蹄疫終息宣言後、もう一度、２回目の募集をい

たしましたところ、通常ですと、例年６件ぐら

いあるんですけれども、今回は３件ございまし

、 、て 採択要件を満たしたものが２件でしたので

残りを今回、減額補正をお願いしているところ

であります｡

予算からいくと半分ぐらいしか○前屋敷委員

活用されていないということだったものですか

ら、その要件に満たなかったというのは、口蹄

疫のいろいろあったので、柔軟な対応をしてで

も使っていくというふうな手法は検討されてい

なかったんですか。

例年１回なんで○山内中山間・地域政策課長

すけれども、２回の募集をさせていただいたと

いうことが１つです。ただし、中山間地域にお

いて新たな雇用を創出するという目的というの

はしっかり守っていくべきかなというふうに考

えております。それが現実として創業が３月ま

でにできるということ、そういう年度要件もご

ざいますので、そこのところはしっかり整理し

た上で採択を決めたところであります｡

前屋敷委員、まだあると思いま○押川委員長

、 、 、すが ちょうど12時になりますので また午後

13時から再開ということでお願いしたいと思い

ます。

暫時休憩いたします。

午前11時59分休憩

午後０時59分再開

委員会を再開いたします。○押川委員長

35ページの地域活性化促進費の○前屋敷委員

中の４の離島活性化対策費ですけれども、ほぼ

、予算ほど残っているというふうに思うんですが

この活用についてはどうだったんでしょうか。

離島活性化対策○山内中山間・地域政策課長

費は、離島航路補助金、具体的に言いますと延

岡―島浦間の運航している企業に対して、営業

赤字分を国と県と市が補てんする仕組みになっ

ております。国が補てんした後に、残額を県と

市で補てんするという仕組みになっておりまし
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て、その補てんする順番としての基本的な考え

方として、国の補助額というのが、その時々の

全国の離島航路の営業状況、国の予算状況で変

動しております。今年度は、結果的には国庫補

助は充当率100％になりました。それで県の負担

分がなかったことによりまして、減額をさせて

いただこうというものであります。

続いて、37ページの口蹄疫被害○前屋敷委員

復興支援事業費ですが、御説明いただいたのか

もわからないんですけれども、約半分残ってい

るんですが、ここも御説明ください。

口蹄疫被害集中○山内中山間・地域政策課長

地域復興戦略策定支援事業は、口蹄疫被害が最

も大きかった児湯の６市町を対象に、復興に向

けた戦略を考えるに当たって、専門家を招いて

の講演会ですとか、６次産業の優良事例調査、

復興戦略の策定支援等に対する補助事業として

９月補正で予算化をしていただいたものであり

ます。６市町のうち、基本的には全部、補助申

、 。請をしていただきまして 補助をしております

ただ、具体的に言いますと、限度額を１市町200

万と決めておりまして、西都以下３市町につい

てはほぼ満額の申請がございまして、残りの３

市町については、戦略検討の具体的な６次産業

の県外調査ですとか、特産品販売の先進地調査

とか 申請としてはそういう事例調査にとどまっ、

たために、減額をお願いするものであります。

事業は行ったんだけれども、そ○前屋敷委員

の額が少なくて、残ったということですね。

委員おっしゃる○山内中山間・地域政策課長

とおりです。

生活・協働・男女参画課のほう○前屋敷委員

の43ページの消費者行政活性化基金事業費の３

の消費者行政活性化事業の840万余の残の中身

を、理由をお聞きします。

ここの減の○大脇生活・協働・男女参画課長

理由としましては、活性化基金事業ということ

で、26全市町村に補助をしております。その補

助金の執行残でございまして、主なものとしま

しては、延岡市においては、相談室の改築工事

等をやっておりまして、その執行残であります

とか、宮崎市の物品購入、ケア資料等作成の減

、 。とか 補助金の執行残がほとんどでございます

800万は、それぞれの市町村の残○前屋敷委員

の積み重ねということですね。

ほとんど執○大脇生活・協働・男女参画課長

行残ということでございます。

文化文教・国際課の50ページで○前屋敷委員

お願いします。私学振興費ですけれども、御説

明をいただいたんですが、９の私立高等学校就

職対策強化事業、各学校に１名ずつ配置をして

就職支援をするということだったんですけれど

も、ここの残について。

これは、県のほう○安井文化文教・国際課長

が私立学校に委託しまして、就職の専門員とい

う事業なんですけれども、当初、10校で希望が

あったものですから、10校で予算を組んでおり

ましたけれども、実際、最終的にはいろんな事

情で７校になりましたので、その分の差額が減

額ということになっております。

総体的には14校あるうちの７校○前屋敷委員

になったということですね。わかりました。以

上です。

ほかにございませんか。○押川委員長

住民生活に光をそそぐ基金積立金○井上委員

のことなんですけれども、これは、先ほども

ちょっとやりとりの中でありましたとおり、景

気対策なんですね。だから早急に執行されると

いうことが重要だと思うんです。事業をスムー

ズにやるために、関連されているところにどう
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周知がされたのか。先ほど、前屋敷委員からも

出ましたとおり、知の地域づくりとは何なんで

すかみたいなことが起こると、そこからまた説

明をしていると物すごく時間がかかると思うん

です。予算執行が早くできるようにするために

は、事業の中身というか、これの活用がどこま

でできるのかということも含めて、周知徹底と

いうのもきちんとされないと、いい事業という

のが上がってこないという可能性があると思う

んです。執行残で残されることがいいことだと

はとても思えないんです。そのあたりについて

。はしっかりした対応がされているものかどうか

それから、市町村は先に走っていますけれど

も、その市町村の走っている分とどのように連

携されているのかということを聞かせてくださ

い。

地域活性化交付金のうち○永山総合政策課長

の光をそそぐ部分、あるいはそれ以外の地域活

性化交付金の活用につきましても、各部局に対

して交付金の趣旨等を十分説明した上で、活用

できる事業を財政課にしっかり要求するように

ということで進めております。光をそそぐ交付

金につきましては、トータルで宮崎県への配分

額８億ですけれども 今回 基金に組みます9,400、 、

万以外については、既に事業化を行っておりま

して、既に事業に着手、あるいは繰り越しをし

て新年度で早期にやっていくということを想定

しております。

それから、この9,400万の基金につきまして

も、23年度当初予算の骨格で組ませていただい

ている部分と、６月の肉づけで少しやらせてい

ただいて、それで一応、全体は使い切るという

ふうな想定で動いております。目的は景気対策

でございますので、おっしゃるとおり、早急に

事業化をしていきたいと思っています。

それから、市町村の分につきましては、申し

わけございません。私のほうでまだ把握してお

。 、 。りません 今後 把握していきたいと思います

ぜひ、市町村の動きについても把○井上委員

握をしておいていただきたいと思います。

具体的に言えば、ＤＶ対策の関係のことでそ

この方たちからの御相談とか受けておつなぎさ

せていただいたりはしたんですが、具体的にこ

の予算執行をしていくときに、事業が正当なも

のになるように、そのとおりにきちんとやって

いただきたいというのは要望しておきたいと思

います。

それから、議場で、新しい公共事業だけれど

も、新しくはないんだということを部長が答弁

されておりましたが、新しい公共事業という考

え方そのものは、これが徹底していかない限り

は、せっかく基金を積み立てても、具体的な事

業には発展していかないというふうに思ってい

るところなんです。以前にも私は議場でお話を

したことがありますけれども、雇用をどうやっ

てふやしていくのかということとかを考えてい

けば、ＮＰＯをきちんとして育てるということ

とかも必要なのではないかということは言って

いるとおりなんです。ここも含めて、これをど

うやって具体化していくのか。挙げられている

事業が幾つかありますが、これは具体的にどう

していくのか、ここを聞かせてください。

新しい公共○大脇生活・協働・男女参画課長

支援事業、今おっしゃいましたＮＰＯ支援とい

うことで申し上げますと、活動基盤の整備のた

めの支援ですとか、寄附募集のための支援、そ

ういった事業を行うことによって、ＮＰＯの活

動そのものを強化してもらうという事業を進め

ていくというのが一つあります。

もう一点、モデル事業を行います。市町村と
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、 、ＮＰＯ 企業など多様な主体との協働に対して

県が補助なり委託をして事業を行ってもらうと

いうことでございまして、こういったモデル事

業を幾つも展開することで、そういった事業が

根づいていくんではないか、広がっていくんで

はないかなというふうに考えております。

具体性というのがよくつかめない○井上委員

ところはあるんですけれども、市町村とは具体

的に細かい打ち合わせみたいなのというか、話

し合いはされているんですか。事業の説明とい

うこと。

市町村に対○大脇生活・協働・男女参画課長

しましては、こういった交付金が来ますよとい

。 、う話はしてあります 細かい話につきましては

実施要綱というか、今からもっと細かい内容を

詰める必要がありますので、またさらに詳しい

説明を今後していくということで考えておりま

す。

さっきも光をそそぐ云々という話○井上委員

のときにも申し上げましたけれども、お金が動

くということ、経済の一番の歯車は雇用ですか

ら そういうことを考えると この事業がイメー、 、

ジできて、具体的に動くということが大事なん

ですね。市町村を含めて、どういう事業を組み

立てた場合にどんなふうに影響があるのかとい

うことがイメージできるようなものがないと、

この文字だけ見て、それがどんなふうに活用さ

れていって、どんなふうに効果が出てくるもの

か。これだけだと施策的効果というのが見えな

いじゃないですか。そこに県がコーディネート

の力を発揮しないといけないんじゃないかなと

いうふうに思うんですけれども、具体的に何を

どんなふうにできるのか、どういう効果をあら

わすことができるのかというのがこれの文字だ

けでは見えないという感じがします。それはど

んなぐあいになっているんですか。

このモデル○大脇生活・協働・男女参画課長

事業におきましては､ＮＰＯ、企業とかのグルー

、 、 、プをつくっていただきまして 市町村 ＮＰＯ

企業などのグループが、例えば地域づくりです

とか 環境保全 障がい者とか高齢者 そういっ、 、 、

た地域課題に対するテーマについて事業を行っ

ていただくということでございます。一例を申

、し上げるのが一番わかりやすいと思うんですが

、 、例えば 子育ての相談という事例でいきますと

対応する人材などをＮＰＯが出す、場所を民間

の企業でありますスーパーマーケットが提供す

る、相談する人件費を行政が委託料として負担

する、そういったことでそれぞれが役割分担し

て事業を行っていく。そういったことで、県民

の方は、的確なアドバイスを受けられたり、役

所に行かなくても相談を受けられる。そういっ

たことでより県民ニーズに対応できる仕事がで

きる、そういったことで考えております。

そういったことというのを具体的○井上委員

に市町村に的確に御説明もいただいて、事業が

効果が出るものにしていただきたい お金がしっ。

かりと経済的に動いていくということが必要で

、 。すので そこをお願いしておきたいと思います

これ以上はなかなか難しいのかなと思います。

、 、次に 14ページの県外事務所費の東京事務所

大阪事務所、福岡事務所、私自身は県外の事務

所というのは大変重要な事務所であるというふ

うに認識はしています。今回のが執行残に伴う

補正であるということで、マイナスが幾つか来

ているわけですけれども、これは、一応、御自

分たちで節約されたりした分なのかなという思

いもするわけですけれども、基本的にこの３事

務所が今後どのようになっていくのか、どのよ

うに活用されていくのかということはとても大
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事だと思うんですけれども、単に執行残を見る

だけで云々というのはちょっと言えないところ

なんですけれども、今後、東京事務所、大阪事

務所、福岡事務所が、予算を削ればいいという

ものでもないと思うんですけれども、事務所と

しての価値を高めていただくために、今のこの

現状でいいのかどうか、そこをお聞かせいただ

きたいと思います。

、○永山総合政策課長 この３つの県外事務所は

国との連携であったり、あるいは宮崎の売り込

みであったりということで、非常に重要な役割

を担っていただいていますし、今後も活躍をい

ただかんといかんというふうに思っています。

今回の補正減につきましては、例えば東京事務

所は都道府県会館の負担金の減少、福岡事務所

については職員宿舎の借り上げ料の減、大阪事

務所については通常の経費の節減ということで

ございまして、活動を抑えたとか停滞させたと

いうことではございません。十分に活躍いただ

けるような予算を今後も続けていく必要がある

だろうというふうに思っております。

ぜひ、この３事務所があることが○井上委員

非常にいいと言われるように活躍していただけ

たらというふうに思っておりますので、よろし

くお願いしたいと思います。

続けて、35ページの中山間地域雇用創出支援

事業と中山間地域等創造支援事業、この申請件

数が少なかったため、これは口蹄疫の影響なん

だというふうに言われているわけですが、予算

全体を考えたときに、口蹄疫の影響でこれもで

きなかった、これもできなかったというのは、

言いやすいといえば言いやすいところもあるん

ですけれども、中山間地域等創造支援事業の申

請件数が少ないというのは、単に口蹄疫だけの

問題なんですか。

本事業は、市町○山内中山間・地域政策課長

、村と地域住民が一体となって行う地域づくりを

ソフト・ハード両面から最大３年間支援する事

業として組み立てております。口蹄疫の影響と

いうことで御説明はしたところなんですけれど

も、具体的に申し上げますと、申請は６件ほど

予定しておりましたけれども、実質５件の申請

がございました。これは、先ほど御説明しまし

たように、市町村と地域住民が一体となって行

う地域づくりということで、やっぱり市町村の

方々が地域の住民の方と十分いろいろ議論をし

ていただいて、組み立てた上で申請をしてくる

というようなことになりますので、年度前半は

少し厳しかったのかなと。ただ、それだけでは

ございませんで、要件としてはそれが大体２件

、 、ぐらい 金額としても大きかったものですから

そういう御説明をしたところですけれども、市

町村の事情で実施時期を再検討したものが１つ

ございます。これが金額的に大体1,700万ぐらい

あったかなということで、具体的には、この部

、 、分は 先ほど高千穂鉄道の整理基金のところで

高千穂鉄橋を活用する案というのが実はまだあ

るようでして、ただ、財政状況とか高千穂町内

部でいろいろ検討を今後していくんだと。当初

は、構想計画自体は実は21年度にその事業を発

注していろいろ検討をなされました。２年目に

ある程度ハード部分をということだったんです

けれども、結果として、金額ですとかいろんな

事情があったのだと思いますので、それで延期

になって、事業を今回、減額の対象としたもの

であります。

もう一つは、実はきめ細かな交付金という市

町村にも交付された事業がございまして、ハー

ドはそれでやって、ソフトのみを私どもの創造

支援事業をお使いいただいたということで、当
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、初はハード部分も想定していたのですけれども

それで1,700万ぐらいの減になりまして、トータ

ルでこういう形での減額をお願いする形になり

ました。

中山間地域対策にかかわる予算と○井上委員

いうのは、県の予算の中でも大きいんですね。

各部にまたがっていて細かく切ってあるという

ことについて、予算のありようということも含

めて、どうやったら政策的効果が出るのかとい

うのは考えていくべきではないのかなと、それ

は私が前から提案している内容なので、一回検

討をしてみていただきたいなというのは思いま

す。先ほど出ましたように、ハードは別ので、

ソフトだけでと言われたら だったらもうちょっ、

と違う形での予算の執行の仕方というか、使い

方というのもあっていいのではないかというふ

うな考えもしますので、そこはやっぱり地域と

いうか、市町村ともお話をしていただけるとい

いのかなというのは思っているんです。

委員おっしゃる○山内中山間・地域政策課長

とおりでして、ちょっと説明が不足しましたけ

れども、地域づくり事業というのは非常に範疇

が広うございますので、例えば農政の補助でし

たり、先ほど申し上げたような交付金であった

り、私ども、全部局の事業をいろいろ把握して

、 、 、いったり 市町村でできるもの 県でやるもの

その中で一番市町村にとって有利なものは何な

のかというようなことは十分考えた上でやって

いるつもりですけれども、まだ今後とも、その

あたりを十分市町村と連携をしたり、他部局と

も連携してやっていきたいと思っております｡

県民政策部に何を求めるかという○井上委員

ふうにいうと、そのあたりを私としては求めて

いるところがあるわけです。県民政策部だから

こそこうあってほしいと。各部にまたがってい

る予算と、全体を見回した上で何かがという、

そして政策的効果がないものについては、しっ

かりと見直していくというところもアドバイス

ができるような状況になっていただきたいとい

うのがあるので、中山間地対策については、各

部としっかりと連携をとりながらやっていただ

ければというふうに思っています。

もう一つ、中山間盛り上げ隊は、一時、物す

ごくマスコミからも注目していただいて、行っ

た県庁の職員の人にも、いろんな意味でいろん

なものがスキルとしては蓄積されたのかなとい

うふうに思うんですが、中山間盛り上げ隊は、

そんなにたくさんの予算ではなかったのに、そ

れだけお金が返ってくるというのは、これは何

なんですか。

まず、中山間盛○山内中山間・地域政策課長

り上げ隊派遣事業は、中身としましては、日帰

、りで中山間地域のいろんな支援を行う短期派遣

中山間地域に数カ月滞在して支援活動を行う中

長期派遣、それと県職員派遣ですけれども、大

きくいうと予算的には短期派遣、中長期派遣で

組み立てております。今回、減額をお願いする

のは、中長期派遣でありまして、中長期派遣に

つきましては、隊員の生活費相当額を実は予算

化させていただいておりまして、当初、２人の

１年分を見込んでおりましたけれども、現在、

、お一人が中長期派遣として該当しておりまして

具体的には７カ月分として執行予定の部分を残

、 、して 残りを減額させていただくということで

短期派遣につきましては、今年度も、32回の延

べ183人ほどに活躍をいただいているところであ

ります｡

これはどういうふうにして事業と○井上委員

して評価をするのかというのを、またお考えい

ただきたいと思います。私は、この事業は、お
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もしろいし、いいと思うんです。ただ、これが

どんなふうに工夫したときにもっと効果が出る

のかいうのは、検討をお願いしたいというふう

に思っております。

次に、37ページの宮崎移住！地域おこし後継

者発掘事業、1,353万減額補正されているわけで

すけれども、これは、先ほどおっしゃったよう

に、ミスマッチもあったと。雇用期間が短かっ

たということとかもあって、これだけ減額をせ

ざるを得なくなったんだというふうに御説明を

いただいたところなんですけれども、事業とし

てのもともとの考え方、これは私は評価するべ

、きものではないのかなというふうに思いますが

それはいかがなんですか。

後継者育成につ○山内中山間・地域政策課長

いては、さまざまな努力をしているところです

けれども、具体的には、この事業は、県内で後

継者や担い手を必要としている農業ですとか、

伝統工芸の製作者を生産者とお呼びしているん

ですけれども、その方々が後継者となる県外の

移住希望者を募集いたしまして、マッチングが

成立して、なおかつ、１年以上雇用する場合に

事業に必要な資金 賃金という形で支援をさ―

せていただく。移住の促進という面からもより

取り組みやすいんではないかなというふうに

思っておりますけれども、自分の技術、スキル

を教える人にその人が適するかどうか、応募と

いうこともございますけれども、そこに少し時

間がかかりまして、今年度の予算は、下期の６

、カ月分だけを当初予算を要求させていただいて

認めていただいたところですけれども、それが

平均しますと大体３カ月ぐらいになってしまっ

ているのかなと。それで今回、減額をさせてい

ただくということであります。

考え方によっては、この事業の中○井上委員

身について少し手を入れさえすれば続けられる

事業だという判断ですか。

この事業は、22○山内中山間・地域政策課長

年度、23年度の期間については賃金支援をして

いくというものであります。当然、その間にス

キルないしは雇用者のほうで見込んでいただい

て、その後は雇用者サイドとして費用を捻出し

ていただく、それまでに移住者側としても、当

、 。然 スキルをある程度はつけていただきたいと

移住と雇用の両面を持っている事業だというふ

うに思っております。

国勢調査で見る限りにおいて、人○井上委員

がふえているところというのは、それなりに雇

用がないといけないんですね。国勢調査を見て

いただくと、目を引くのが、沖縄がふえている

というのなんかあるじゃないですか。あそこは

単なる観光地だからふえているというわけでも

なくて、雇用についてのバックアップをしてい

。るところというのが物すごく大きいわけですね

いろんな意味で後継者というか、伝統を受け継

ごうとする人たちもあっちに行くという可能性

というのは非常に高かったわけですよ。せっか

くこれだけの組み立てをして事業として出した

んですから、今後また考えていただくなり、毎

回予算がマイナスにならないように 毎回と―

いったって ２年だから最終ですけれども やっ、 、

ぱりちょっと考えていただけたらというふうに

思います。これは要望でいいです。

最後なんですが、非常に意外な気がしたんで

すが、50ページの私立高等学校等就学支援金と

就職対策強化事業、これでこんなにお金が返っ

てくるなどとは予想がつかなかったわけですけ

れども、私学に対するいろんな意味での対策と

いうのは、今のこのままの対策のやり方ではい

けないんではないかという感覚がするわけです
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けれども、その辺についてはどうお考えなんで

しょうか。

、○安井文化文教・国際課長 補正額を見ますと

就学支援金が2,700万というのは、対象生徒数の

関係、所得の関係で３ランクありますので、そ

ういった関係でこういう金額になったという結

果論でございます。もう一つの就職対策強化の

、 、ほうは せっかく10校の予算をとりましたので

本当は10校に取り組んでほしかったという気持

ちは持っておりまして、かなりこちらのほうか

らも働きかけはしましたけれども、最終的に７

校で取り組んだという結果に終わりました。私

学に対しては、微妙なスタンスはございますけ

れども 極力 保護者の負担軽減とか そういっ、 、 、

た観点もありますので、可能な範囲で指導をし

ていきたいというふうに思っております。

私学の生徒さんは補助とかは本当○井上委員

に望まれているわけですから、それをやめなさ

いとかということではないので、勘違いをしな

いでいただきたいんですけれども、私学に対す

る助成の仕方というか、補助の仕方というのは

もうちょっと工夫したほうがいいんじゃないか

というふうに思うわけです。必要でないのなら

必要でないかのごとく、ちゃんとする必要があ

るんじゃないか。これはことし１年だけなんで

すか。

就職対策はもう一○安井文化文教・国際課長

カ年、この財源は例の雇用対策のほうの基金で

ございまして、来年度まで活用してやりたいと

思っております。御存じのように、就学支援金

のほうは、これも国の10分の10でございますの

で、これも活用してやっていきたいと思ってお

ります｡

１つだけお伺いします。新しい公○松村委員

共支援についてなんですけれども、ＮＰＯ、企

業、行政というふうな形でありますけれども、

単独でも構わないんですか。ＮＰＯが単独で公

共の担い手になる、あるいは企業が単独で公共

の担い手になる、行政も単独で公共の担い手に

なるというような、そういう感覚でしょうか。

新しい公共○大脇生活・協働・男女参画課長

事業のモデル事業のことなんですが、これにつ

きましては、ＮＰＯ、企業、行政等いろんな主

体からグループをつくるということになってお

ります。ＮＰＯだけとか企業だけではだめでし

て、ここにありますＮＰＯとか企業とか行政、

公益法人、いろんな主体でグループをつくると

いうことになっておりまして、単独では難しい

ことになっております。

今のはモデル事業に関してという○松村委員

ことですね。これは、プロポーザルで提案があ

る中で、こちらで選別していくということです

ね。幾つか起きて、コンテストをするという。

モデル事業○大脇生活・協働・男女参画課長

は公募しまして、運営委員会を別につくりまし

て、その運営委員会の中で審査をした上で県で

決定するということになります。

ＮＰＯとの基盤整備という形で支○松村委員

援をしていくということですけれども、特に、

ＮＰＯ自体は 子育てとか環境とか 先ほどあっ、 、

たように、今、盛んに行われているんですけれ

ども、それぞれの法人自体は非常に脆弱という

か弱い形で、人件費も取れないようなグループ

もたくさんあります。これを育てていこうとい

う観点だと思うんですけれども そういうグルー、

プに、こういう事業がありますが、どうですか

という御案内は既にされているんだと思います

けれども、中身についてはまだわからないとい

うお話があったようにも聞いているんですけれ

ども、ある程度具体的なところまで話は進んで
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いるんでしょうか。

それぞれの○大脇生活・協働・男女参画課長

事業について、具体的な進め方とか、相手方と

か、そういったものはまだこれからでございま

す。

、○松村委員 １事業について上限は幾らだとか

そういうところは全くまだ白紙の状態というこ

となんですか。

モデル事業○大脇生活・協働・男女参画課長

につきましては、すべての事業は国のガイドラ

インに基づいて事業を行うんですが、ガイドラ

インでは金額の縛りがありまして、100万円以

上1,000万円以下という額になっています。

モデル事業はですね。そのほかの○松村委員

支援事業とか、１ＮＰＯに対して幾ら支援しま

すとか、活動基盤整備のために１ＮＰＯ法人申

し出に当たり100万までとか、そういうのはある

んですか。

支援事業の○大脇生活・協働・男女参画課長

中身なんですが、例えば、ＮＰＯの活動基盤整

備のための支援事業ということになりますと、

活動基盤整備をするために、専門家をＮＰＯに

何度も派遣していろいろ指導してもらう、また

は集団での講習会をしてもらう、またはＮＰＯ

の活動を広報するというようなことを、別に委

託してやってもらうというような事業になりま

す 寄附募集支援も どこかに委託してそういっ。 、

た活動支援事業のマスコミ広報とか説明会を

やってもらうというような事業になります。こ

ういった事業につきましては、公募して、運営

委員会で審査して、どこに委託かを決めていく

ということになります。

上３つぐらいはソフト的な支援事○松村委員

業という形でよろしいんですね。つなぎ融資が

利息を給付しますというぐらいで。わかりまし

た。

その他報告事項も含んで御意見○押川委員長

をいただきたいと思います。

まず、12ページの市町村連携推進○武井委員

会議の件をお伺いしたいんですが、これは知事

の政策提案であったと思うんですけれども、総

会をやって、今、組織立てができましたという

ようなこととか書いてあるんですが、位置づけ

について伺いたいんですが、一定の公的な位置

づけであろうかと思うんですが、この会議とい

うのは それなりにフォーマルなものなんでしょ、

うけれども、例えば、何がしかの議決をしたり

とか、また、ここで決議したものというのが何

らの宮崎県という行政体として拘束を受けるよ

うな趣旨のものがあるのか。それとも、どちら

かというと、勉強会、意見交換会的な位置づけ

というものが強いのか、そのあたりはどういう

位置づけだとお考えか、お伺いしたいと思いま

す。

ここで決まったものが何○永山総合政策課長

がしかの拘束力を持つようなものになるという

ふうなことは想定しておりません。今まで以上

に建設的なディスカッションを行うということ

と、幹事会あるいは担当課の検討部会等で連携

して、実際に何をやっていくかということを少

し深掘りするような会議にしていきたいという

ふうに思っております。

わかりました。情報交換を主にす○武井委員

る会議だという理解をしたいと思います。

続いて、九州広域行政機構についてなんです

が、いろいろ説明はありましたが、率直に言い

ますと、きのう、私も議会でもいろいろと国と

地方の関係みたいなことを御質問も申し上げた

んですが、国出身の知事がお見えになって、副

知事もきょう、国からお見えになってというよ
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うな状況の中で、こういうふうな形で省庁等の

抵抗で停滞している状況を打破するとか、書い

てあること自体はなかなか威勢のいいことを書

いてあるんですが、断固これをやるという意志

というのが本当に宮崎県にあるのかどうかとい

うのは、どうなんですか。流れの中でとりあえ

ず検討をしているというレベルなのか、それと

も、これに向かって明確に時間軸を決めて、こ

ういう形で絶対やっていくんですという決意と

か、そのあたりというのはどうなのかなという

のを伺いたいんですけれども。

九州広域行政機構につい○永山総合政策課長

ては、九州地方知事会議としてこのような方向

で進めていきましょうと。国の出先機関を基本

的には丸ごと受け入れるという方向でいきま

しょうということでございますので、県として

も、その流れの中にはあると思っています。た

だ、これが実現するためには、まだまだ課題が

たくさんありますから、この概論のままで物事

。を進めていいというふうには思っておりません

例えば、人員がどういうふうに合理的なもので

受け入れられるのか、財源の確保はいかにある

べきか等については、かなり突っ込んだ議論を

行った上で、国の制度設計で反映していただか

ないといけないというふうに思っておりますの

で、全体的な流れとしては、地方分権を進める

という意味では正しい選択肢の一つであるとは

思いますけれども、具体に向けてはまだまだや

らなければならないことがたくさんあるという

ふうに思っています。

特に人員にかかわることというの○武井委員

はそうそう簡単にはいかないだろうと思います

ので 方向性としてはそういう思いでいらっしゃ、

るということで理解したいと思います。

続いて、あと２点、国勢調査について伺いた

いんですが、見てみますと、人口は宮崎と三股

以外は全部減っていうことなんですが、世帯数

の減少というのは人口に比べてかなり緩やかで

あると。これは御夫婦２人でお住まいになって

いて、お一人お亡くなりになれば、当然、そこ

が単身世帯になるというようなことで、人口は

減っても世帯数は減らないというような形での

減少というのがあると思うんですけれども、綾

町とか門川町とか、人口は減りながら逆に世帯

数はふえているというところがあるんですが、

これはどういう要因なのかが１点。

隣に松村委員がいらっしゃいますが、世帯数

が人口以上に減っているのは、唯一、高鍋町な

んですが、４％世帯数が減っている。これは、

、南九州大学の移転等が関係しているのかどうか

この辺をお伺いしたいと思います。

まず １点目の人口が減っ○大野統計調査課長 、

て世帯数がふえるということについては、これ

は、２町ほど挙げられましたけれども、全体的

に、人口は減っても世帯数はふえるという傾向

になっておりまして、要は少人数化ということ

。 、でございます 単身世帯あるいは２人世帯とか

そういったところがふえているので、総体的に

世帯数としてはふえていくということでござい

ます。

２点目の高鍋の状況でございますけれども、

これは私どものほうで個別的にまだ分析をした

わけではございませんが、町のほうから聞こえ

てくる情報としては、今おっしゃいました南九

州大学が移転したということも影響があるのか

なというふうに聞いております。以上です。

わかりました。○武井委員

続いて、高千穂鉄道の整理基金の件なんです

が、状況は説明があったとおりでわかるんです

が、見てみますと、レールとかまだ残っていま
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すね 鉄道も鉄橋等もあるんですけれども レー。 、

ルとか鉄道の鋼鉄・鋼材というのは、当然、販

、売をすれば売却益が出ると思うんですけれども

こういった残資産の売り渡し収入みたいなもの

というのはどういう位置づけになるのか、お伺

いしたいと思います。

23ページを見ていただき○中田総合交通課長

ますと 軌道敷のところの撤去費用がゼロになっ、

ております。すべてというわけではございませ

んけれども、基本的には、そういうレールの販

売益を活用して軌道敷を整備するというような

ところもございます。

ということは、本来は経費がかか○武井委員

るけれども、相殺してゼロになっているという

ふうな形での理解をすればいいということでよ

ろしいですか。

全額か、もしくは一部を○中田総合交通課長

レールの売却益で充てるということで、基本的

には沿線自治体の責任においてやっていただく

ということになります。

わかりました。○武井委員

最後に１点、お伺いします。日豊本線のダイ

ヤ改正、説明はわかったんで細かいことは結構

なんですが 「Ｂ&Ｓみやざき」というのがあり、

まして、３時間８分で6,800円で博多まで行きま

すという話なんですが、販促をちゃんとしない

とかなり厳しいと思うんです。バスが３時間半

ぐらいで今、宮交シティから天神まで行くんで

。 、 、すね 乗りかえを考えたり 天神まで行くなら

バスは多分、今、片道3,000円で行くわけですか

ら、3,000円で行くバスと6,800円で行く新幹線

と、乗りかえを考えたら時間はむしろバスのほ

うが速いんではないかというぐらいだと思いま

。 、す 時間をお金で買ってでも速く行きたい人は

当然、飛行機に乗るわけですし、極めて位置づ

、け的に中途半端なところがあると思うんですが

それでも民間会社さんがされるわけですから、

応援していかないといけないと思うんですが、

県として、販促とかＰＲとか、その辺をある程

度協力していかないとなかなか難しいんじゃな

いかと思いますが、その辺についてどのような

取り組みをされようとしているのか、お伺いし

たいと思います。

今、高速バスは大体４時○中田総合交通課長

間ぐらいというふうに理解しておりますけれど

も、県民もしくは観光客にとって、いろんな移

動の選択肢がふえるということで、今回の取り

組みについては、我々としては非常にありがた

い取り組みだというふうに思っております。活

用につきましては、例えば、県職員の出張で午

後からの会議とかについては、このＢ&Ｓあたり

を使っていただきたいと思っていますし、沿線

自治体、えびのとか都城とか、あのあたりの活

用についても、例えば、新八代での新幹線の停

車本数をふやすという意味においても、やっぱ

り活用をやっていかないといけないということ

で、沿線自治体とも協力しながら、活用促進に

努めていきたいというふうに考えております。

わかりました。以上です。○武井委員

ほかにございませんか。○押川委員長

九州広域行政機構についてわから○横田委員

ないところがいっぱいありますので、教えてい

ただきたいんですが、まだぼやっとした段階だ

と思うんですね。それはわかっての質問なんで

すけれども、知事が各部門、例えば九州地方整

備局等を分担管理するというふうにありますけ

れども、出先機関というのは福岡とか熊本あた

りに集中していると思うんですけれども、例え

ば宮崎県が九州地方整備局を受けたとした場合

に、そこに宮崎県の県庁職員が出向していくと
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いうことなんですか。

この九州広域行政機構と○永山総合政策課長

いうのは、今現在の例えば九州整備局、あるい

は農政局の職員が、そのまま九州広域行政機構

に移ってくる。身分としては地方公務員として

。の何がしかの身分を与えるという形になります

したがって、今、局で行われている業務のやり

方そのものは従来と大きくは変わらないわけで

すけれども、それを、例えば宮崎県が九州整備

局を持つとすれば、重大な案件については、宮

崎まで来ていただいて、知事と協議を行うとか

決裁を行うというふうなことが必要になるとい

うことのイメージだろうというふうに思ってい

ます。

ということは、例えば宮崎県のだ○横田委員

れかがそこに行ってトップに座るとか、そうい

うイメージではないんですね。

基本的には、県の現在の○永山総合政策課長

人員とか機構には影響しない形で、連携体とし

ての機構が別枠でできるということでお考えい

ただいて結構だろうと思います。

これをするためには、新たな立法○横田委員

措置が必要ということで、24年の通常国会に法

案が提出されて、26年度中の移譲が予定されて

いると書いてありますけれども、移譲されたと

仮定した場合、将来は８府省15系統の機能をそ

のまま県が譲り受けることになるのか、それと

も九州道に組み込もうということになるのか、

そこらあたりはどうなんですか。

まず、法案が九州の提案○永山総合政策課長

に沿った形になるかどうかは全くわからないと

いう前提でございます もしも九州の提案に沿っ。

たような形での国の出先機関の移譲の制度がで

きた場合に、これはあくまでも、今、国の出先

機関がやっている業務について、地方のガバナ

ンスを働かせるということだけを目的にしてお

ります。したがって、先ほども言いましたけれ

ども、局がやっている仕事のやり方に執行機関

である九州知事会の連合会議が目を光らせると

いう意味合いだということでございまして、道

州制というのは、国の本省が持っているさまざ

まな権限、例えば産業振興であるとか、福祉で

あるとか、そういうものも含めて地方が担いま

しょうということでありますので、この行政機

、構そのものはそこまでをにらんだものではなく

あくまでも、国の出先機関の二重行政、あるい

はガバナンスが働いていない状態を、地域に引

きつけてガバナンスを働かせることに意味があ

るということでございます。

わかりました。○横田委員

、 。次に 国勢調査の結果についてお尋ねします

人口が５年間で１万8,000人弱減って、世帯数

が9,000強ふえているということなんですが、こ

、 、 、れは 先ほどありましたように 単身というか

独居世帯がふえているということだと思うんで

すね。これは高齢者、若齢者あわせてだと思う

んですけれども、これは非常にまずい傾向だな

。 「 」というふうに思うんです 河野知事も きずな

という言葉をよく使われていますけれども、こ

のままいったら本当にきずなの弱体化といいま

すか、そっちのほうにつながってしまうんじゃ

ないかなと思って非常に心配をするんです。東

北か北陸かの知事さんが、この人口減少社会に

対して、３世代同居とか、そっちのほうに持っ

ていくことを考えないかんということを新聞に

、 、この前書いてあったんですけれども 実は私も

３世代同居を政策的誘導をすべきじゃないかと

いうような質問をしたことがあるんです 今 20。 、

年後を見据えた長計をやろうとしていますけれ

ども、そういうことも含めて、十分この結果を
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組み入れていくことが大事じゃないかなと思う

んですけれども、そこらあたりはどのようにお

考えでしょうか。

20ページにあるグラフの○永山総合政策課長

中で平均世帯員数の推移、これがずっと下がっ

てきている。一番多いときで１世帯5.25であっ

たものが、２人強になってしまっているという

、ところが宮崎県の現状をあらわしているわけで

これがやはり地域の力あるいは家庭の力を弱め

ている。その結果として、さまざまな問題が起

きてきているというのは事実だろうというふう

に思っております。ただ、無理やり３世代が住

めるかどうかということも含めて考えないとい

けないと思っていますが、以前もお答え申し上

げたように、さまざまな社会的な問題あるいは

リスクを改善していくという意味合いからは、

地域における「きずな」を強めていくという意

味で、同居していただくか、あるいは社会的に

同居に近い形 お互いに共助し合うという意―

味です。そのようなシステムを考えていくべき

だろうというふうに思っております。具体的に

は、アクションプランの中でどこまでそこを描

けるかということで現在、悩んでいるところで

ございます。

ぜひ、国勢調査の結果を十分反映○横田委員

させるような計画にしていただきたいなと思い

ます。

次に、文化振興ビジョンについてお尋ねしま

す。29ページの一番下にビジョンの基本的な方

向性というのがあって、文化財の保護・継承と

活用というのがありますけれども、教育委員会

の文化財課との違いというのがよくわからない

んですけれども、そこらあたりを教えていただ

けないでしょうか。

文化財課の文化財○安井文化文教・国際課長

とうちのほうでやっている伝統文化とか、そう

いった関係がわかりにくいということだと思い

ますけれども、基本的に、教育委員会は学術的

とか教育的な観点から、指定文化財とかを中心

に事業を進めております。うちのほうは、あく

まで生活文化という幅広い概念で課が成り立っ

ているものですから、そういった意味合いで、

、例えばその中には歴史のあるものもありますし

本当に小さな地域の文化もございます そういっ。

たものが芸能であったりしますので、そういっ

た違いはあるんですけれども、確かに、ちょっ

とわかりにくいかもしれませんが、そういった

違いは一応ございます。

33ページに、現存する伝統的な建○横田委員

造物の調査と保存への取り組みが必要とありま

すけれども、国の重要文化財とか県の文化財と

かの建物、建造物なんかを修復するとか、そう

いったのはここの課では全然タッチしないとい

うことですね。

、○安井文化文教・国際課長 おっしゃるとおり

そういった事業はやっておりません。ただ、伝

統文化の保存事業等は、国のほうでいろいろ補

助事業がありまして、そういったものを活用し

て、例えばビデオに残すとか、そういったもの

はございます。そういった窓口は一応しており

ますけれども、修復とかの事業は直接はしてお

りません。

ほかにございませんか。○押川委員長

先ほど横田委員からも出されまし○鳥飼委員

、 、た口蹄疫復興対策基金事業 農業以外のところ

本会議でも私、申し上げましたけれども、宮崎

県の経済状況とか非常に危機的な状況だと私は

思っておりまして、1,000億円の分もありますけ

れども、かなり手広くというか、目配りをして

やっていただきたいということを要望としてお
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きたいというふうに思います。

、 、それから 市町村連携推進会議ですけれども

。これまで市町村長会議というのがありましたね

これとの違いといいますか、これまでの市町村

、長会議はどういう位置づけでやられていたのか

今回のこれはどう違うのかということを御説明

いただきたいと思います。

これまで市町村との懇話○永山総合政策課長

会、首長同士の話し合いの場は、基本的に年に

１回やっております。それも意見交換をして十

分に連携を図りましょうという目的は同じだっ

たと思います。連携推進会議にしたから何かが

ドラスチックに変わってくるということではな

いと思いますけれども、どちらかというと、こ

れまでのものが陳情・要望であったり、あるい

は県の施策の説明に終わってしまったりという

ふうな形になってしまっていたということの反

省も踏まえて、これから非常に行政運営自体は

難しくなるんですけれども、住民ニーズが多様

化している それにきちっとこたえていく サー、 、

ビスを充実するという意味では、より役割分担

なり連携なりを具体的に議論していきましょう

、 、と これが必要ではないかという認識のもとに

全体会議もやりますし、特に幹事会あるいは検

討部会等で具体的な連携事業として組み立てて

いく、それを総会までつなげていくことで、県

全体の動きにつなげていくということがこれま

でと少し違うのではないかなと。ただ、今はま

、 、だかけ声の段階でございますので ここから先

どこまで実効性のあるものにできるかというの

は、私たちの事務方の努力次第だろうというふ

うに思っております。

2月16日に設立総会というのが行わ○鳥飼委員

れたということですけれども、ここでいろんな

期待感なり意見が出たと思うんですけれども、

市町村長の皆さん方の反応としてはどういうも

のがあったんでしょうか。

このような形で県からの○永山総合政策課長

提案、これも行き着くまでには市町村の担当課

長会議を昨年の４月から数度にわたってやって

きました。どういう形でやれば実効性のあるも

のになるかということを議論しながら、積み重

ねてきて２月16日に至ったんですけれども、よ

り連携を強めるために、具体的にアクションを

しようということについては、首長さん方は非

常に理解をいただいたし、期待もいただいたと

思っています。また、そのときの個別の議論の

中で危機管理をやりましたけれども、危機事象

が起きたときの市町村間の広域の連携、それに

対して県がどうサポートすべきか、情報集約を

県がどういうふうに担うべきかというふうなか

なり突っ込んだ意見交換もできましたので、私

たちも含めてですけれども、期待感は持ってい

るところでございます。

これまで根回しといいますか、段○鳥飼委員

取りしてこられたんですけれども、御苦労さま

でした。具体的に、例えば先ほど言った市町村

の事務移譲の予算が少ないじゃないかとか、福

祉事務所の例も出しましたけれども、具体的に

そういうようなものも議論のテーマになって

いって、一つの方向性なりというのができてく

るのかなと思っていいんでしょうか。

個別テーマの１項目で県○永山総合政策課長

内における地方分権の推進ということを固定化

していきます。これについては幹事会で議論を

してまいります。その際には、もちろん、費用

負担の問題もありますし、小さな市町村で事務

を担えない場合に、水平あるいは垂直でどう補

、完するのかというふうな議論もやっていく中で

分権型社会の構築を進めていきたいということ
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でございます。かなり突っ込んだところをやる

必要があるというふうに思っております。

ぜひ、頑張っていただきたいと思○鳥飼委員

います。

続いて、九州広域行政機構構想についてなん

ですけれども、関西広域連合という構想があり

、 。ますけれども どういう違う点があるんですか

関西広域連合、広域連合○永山総合政策課長

そのものは地方自治法に定められたもので、関

西地域が集まって、例えば防災であるとか、産

業であるとか、特定テーマを決めて広域的に連

携をしていきましょうというのが広域連合にな

ります。その連携を進めていく中で、国の出先

機関の事務をもらったほうがより効率的・効果

的だと思われるものについて、出先機関の事務

をいただきましょうというふうな流れになって

います。一方で、九州広域行政機構のほうは、

九州管内はこれまで政策連合ということで、さ

まざま連携事業をやってきましたので、広域連

合をつくるのではなく、あくまでも出先機関の

事務を専門的に受ける組織をつくりましょうと

いうふうなことで、形としては違うということ

でございます。

そうしますと、関西広域連合でい○鳥飼委員

けば、琵琶湖とか流域がありますけれども、そ

ういう部分について、一級河川の事務を下さい

というところに発展していく。広域連合そのも

、 、のは制度としてあるわけですから それプラス

国の河川国道事務所の業務を下さいというとこ

。 、ろに発展していくのが関西の部分だと ただし

奈良は入っていませんので、これはちょっと違

うよということを言われる可能性はあると思う

んですね。

そこで、九州広域行政機構、先ほど横田委員

からもありましたけれども、宮崎にはほとんど

そういう行政機関というのはないですね。福岡

県が主導して、前の知事はたった１期４年しか

おらんかったから、ちょっとわあわあ言うぐら

いで、余り相手にされなかったのかなという感

じがしますけれども 麻生さんなんかは長くやっ、

ておるわけですから、福岡とか熊本とか、そう

いうふうな事務所があるところは我が事のよう

にしてやるし、我々は九州の端っこですね。そ

ういう意味では、地域的な熱の入れ方といいま

すか、こういうことは答えられんかもしれませ

んけれども、やはり主導しているのは福岡県と

いうことになるんでしょうか。

九州の知事さん方は皆さ○永山総合政策課長

ん、一応、賛成ということでございます。我々

が事務的にいろんな議論をする中で、この意味

合いとすれば、例えば九州地方整備局が九州管

内の直轄事業のどこをやるかということについ

ては、整備局が考えて本省に上げて、そして予

。 、算がついてくる 九州内の補助事業についても

整備局が上げて決まってくるというふうな流れ

になるんですけれども、どういう基準でそれが

選ばれたのかということについては、外側から

見れないという状態にあります。宮崎県は、御

存じのとおり、社会資本整備が非常におくれて

いる中で、そのような予算の配分、箇所づけに

ついて、一定の地域のガバナンスを働かせると

いうことについては、宮崎県としても意味はあ

。るのではないかなというふうに思っております

なお、九州内で特に熱心という意味では、大

分県、佐賀県 大分県は今、九州地方知事会―

の会長ということもございますけれども が―

かなり主導的に引っ張っていただいているとこ

ろでございます。

私が心配するのは、宮崎は九州の○鳥飼委員

下の端っこということで、非常にインフラがお
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くれているというのもありますし、高速道も、

、 。 、鉄道も 航路もというのがあるわけですね 今

一極集中で、ほぼ福岡県のひとり勝ちというの

が九州の置かれている状況だろうと思います。

そういう中で道州制に引っ張られていくのは困

るなと私個人は思っているんです 道州制に走っ。

ていけば、宮崎は切り捨てられていく運命にあ

る。そういう機運の中に乗っかってしまうのは

どうかなというような気がいたしまして、今言

われたように、インフラがおくれているから、

宮崎を重点的にというのは甘い考えではないか

なと思っています。それは各県、事情はあるわ

けだから、そこら辺はしっかり考慮しながら、

やっていきたいというふうに思います。

予想では、24年の通常国会に法案提出予定と

いうことですけれども、これは、まだ海のもの

ともというような感じなんでしょうか。それと

も、大体形が見えてきたぞというような感じな

んでしょうか。

これまでは海のものとも○永山総合政策課長

というふうに思っておりましたが、22年の12月

に閣議決定されましたので、具体的に動き出す

というふうに思っております。その中で、九州

の提案については、非常に興味があるというこ

とで国も表現しているようですので、何がしか

の形は出てくるのではないかなと。ただ、そこ

まで動いてきたのも、九州から「丸ごと論」と

いうのを出して、そこからやっと火がついてき

たということもありますので、九州からのこの

提言というのは非常に意味は大きかったんだろ

うというふうに思います ただ 委員がおっしゃ。 、

るように、宮崎県にとってどうなのかというこ

とは、先ほども申し上げましたけれども、しっ

かりと議論をし、言うべきことは言うというふ

うな体制で臨むべきなんだろうというふうに

思っております。

宮崎県の地理的な状況とか、所得○鳥飼委員

にしても、いろんな意味でしっかり分析して、

ぜひ、取り組んでいっていただきたい。知事も

宮崎県知事にはなったんですけれども、まだま

だ宮崎県民かという気持ちがあって、宮崎県に

骨を埋めてもらうようなことになれば、これは

大変だということになりますけれども、そうい

う意味では、実際に実務に当たるところの意見

なり考え方が大事ですから、そこはよろしくお

願い申し上げたいというふうに思います。

それから、国勢調査、いろいろ御意見が出さ

れましたけれども、私自身は、多人数でも、２

人でも、１人でも、やはりその地域で生きられ

る社会をつくっていくのが社会の責任ですし、

行政の責任だというふうに思っています。そこ

で、まだ気が早いと言われるかもしれませんけ

れども、この速報値を受けて、統計調査課とし

て、どのような分析なりというのをやっておら

れるのか、まだやっておられないのか。統計課

が統計調査課になったときも、そういう議論を

当時の課長としたんですけれども、そこは大事

なことだろうというふうに思っています。それ

で、何かやられておられれば御説明いただくと

いいんですが。

今の段階でということを○大野統計調査課長

申し上げますと、先ほども少し個別の分析云々

と申しましたように、この結果を受けた詳細な

分析は行っておりません。ただ、６月に１％分

の抽出調査というのがございまして、それで全

国あるいは地域の全体像を明らかにするという

こともございますので、10月以降に確定の数字

が出てまいりますので、それを踏まえて詳細な

分析はしたいというふうに考えております。

非常に大事だと思うんです。例え○鳥飼委員
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ば、中山間地を中山間・地域政策課がやってお

られるんですけれども、どうしても宮崎県その

ものというのは、民間の活力というよりか、官

活というところが大きいわけですね。それに農

業とか、そういう部門で飯を食っていくという

のが事実だろうと思いますけれども、中山間地

でどうやって飯を食っていくかということに

、 、 、なったらば 今まででしたら 公共事業と農業

農繁期で農業をやる、農閑期に公共事業に従事

して何とか暮らしていったというのが宮崎だっ

ただろうと思うんですけれども、250万以上の一

般競争入札というようなこともあったりして、

それが崩れてきているというのが中山間地市町

村の実態ではないかなと私は思っています。そ

こで、じゃ、どうやってその地域も飯を食って

生活をして暮らしていくのかということになっ

たら それなりのいろんな施策がくっついてやっ、

、 、てこなくちゃいかんわけで そこら辺も含めて

そこまではできんよと言われるかもしれないん

ですけれども、ぜひ、統計調査課でいろんな分

析をしていただいて、今後、県の施策に反映し

ていただくように努力をしていただければと

思っております。

今おっしゃいました内容○大野統計調査課長

については、国勢調査については人口とか世帯

数だけではなくて、仕事、生活の実態というよ

うなものをあわせて把握することになっており

ますので、いわゆる構造的な実態というものを

把握するということでございますので、それを

踏まえた対応をしていきたいというふうに思っ

ております。

よろしくお願いします。○鳥飼委員

口蹄疫復興対策基金についてで○前屋敷委員

すが、いろいろ要望も出されておりますけれど

も、私も、特に（６）に掲げます地域経済の再

生・復興への支援という点では、ここだけ予算

、金額が上がっていないのもあるんですけれども

要望があれば幾らでも頑張れるということなの

かというふうに思いますが、経済団体などが実

施する事業に対しての支援というふうに規定も

してあるんですけれども、ここはもう少し柔軟

な対応が必要じゃないかなと思うんです。地域

の皆さん方が一定の集団をつくって、そこで地

域おこし、町おこしなどの企画を立てるとか、

そういうあたりのところにまで支援をしていく

という部分もあってもいいんじゃないか。それ

がよりみずからの復興の力にもなっていくん

じゃないかなと思いますけれども、その辺の考

え方をお聞きします。

（６）がスペースになっ○永山総合政策課長

ておりますのは、これについては、中小企業復

興ファンドのほうでプレミアム商品券の支援等

を行ったということがございまして、そちらを

優先しましたので、現時点ではここに充当して

いないということでございます。ただ、事業対

象としては入れておりますので、今後、さまざ

まな工夫は行っていくことになります。

それから、経済団体等ということでございま

すので、これは限定しているわけではございま

せんので、さまざまなことが考えられますし、

特に1,000億円の運用型のほうでは、市町村等が

行う地域振興の事業への支援ということも考え

ていきたいと思っていますので、先ほど、中山

間のほうで報告があった各市町村が考えている

事業、そのあたりもうまくかみ合わせながら、

本当に経済が復興するような形での運用を行っ

ていきたいというふうに思っております。

基金の活用については、こうい○前屋敷委員

う形でもやれるんだというのは広く地域の皆さ

、 、ん方にも周知徹底を図って 大いに活用をして
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一日も早い復興につなげるような取り組みにし

ていただきたいというふうに思います。

、九州広域行政機構についてなんですけれども

九州知事会がかなりアプローチをして、こうい

う方向が出てきているというお話もあったんで

すが、私は、国会も含めて、国主導で進んでい

るんじゃないかというふうに思うんですね。将

来は道州制につないでいくという方向ではない

かというふうにも思っているところです 15ペー。

ジに、ハローワークなど各県で受け入れるほう

が効果的なものについては各県で受け入れると

いうこともあるんですが、どういう分析をして

こういう結論を出しておられるのか。いろんな

事業がありますけれども、今、それぞれの事業

を分析しておられるのか 既に国は 各県にあっ。 、

た出先機関の法務局などの統廃合など進めてき

て 地域住民にとっては非常に不利益をこうむっ、

ているということも今、かなりあるんですね。

そういった点も含めて これは知事会のアプロー、

チのもとですけれども、各県知事としては、各

市町村の皆さんの意見も吸い上げての方向を

持っているのかどうか。一番直接暮らしに影響

するのは地域住民の皆さんですので、市町村の

声もしっかりと把握しなければ進められるもの

ではないんじゃないかなというふうに思ってい

、 、るんですけれども その辺の流れといいますか

取り組みといいますか、その辺を御説明いただ

きたい。

九州地方知事会におきま○永山総合政策課長

しては、例えばハローワークについては、地域

雇用の創出・確保という観点から、都道府県レ

ベルでもさまざまな展開をやっているというこ

とで、これについては各県と一緒にやったほう

がいいのではないかという意味合いで、このよ

。 、うな表現にしております 個別の事業について

すべてがオーソライズされたというわけではあ

りませんけれども、各県でやるべきもの、ある

、いは連携してやるべきものというふうなことで

このような構想まで至ったということでござい

ます。ただ、実際にこれが法案になった場合に

どうなるのかというのは、繰り返しになります

けれども、まだまだこれからということでござ

います。

それから、もしもこのような形で法律ができ

、 、たとしても 今の九州知事会の考え方としては

具体的に制度ができたときに、それに参加する

かどうかというのは、各都道府県で意思決定を

行う、議決を行うということを想定しておりま

、 、 、すので それまでの間においては 県民の方々

市町村と十分に意見交換を行って、本当にこの

ような形が宮崎県にとっていい形なのかどうか

ということは、しっかり理解を得ていく必要が

。 、あるだろうというふうに思っております ただ

これまでは、国を動かすためにはどういう提案

がいいのかというレベルでの議論でしたので、

、それほど実態まで深く入っていくことはせずに

あるべき論のところで来ています。先ほども言

いましたけれども、これで物事が動き始めまし

たので、これから具体的にさまざまな意見交換

を行っていく必要があるだろうというふうに思

います。

あくまでも、住民を置き去りに○前屋敷委員

した形で進むというのが危険だなというふうに

思っていますので、そこのところは十分配慮が

必要だというふうに思います。意見として。

ほかにございませんか。○押川委員長

その他、ございませんか。なければ、以上を

もちまして、県民政策部を終了いたしたいと思

います。執行部の皆様、御苦労さまでございま

した。
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暫時休憩いたします。

午後２時14分休憩

午後２時20分再開

委員会を再開いたします。○押川委員長

本委員会に付託されました補正予算関連議案

等の説明を求めます。質問が多いようでありま

、 。すから 説明は簡潔にお願いしたいと思います

それでは、今回、御審議いた○稲用総務部長

だきます議案につきまして、まず初めに、お手

元に配付しております総務政策常任委員会資料

によりまして御説明いたします。

。常任委員会資料の１ページをお開きください

平成22年度２月補正予算案の概要についてであ

ります。今議会に提出しております予算案は、

議案第41号と議案第65号であります。

まず、議案第41号による補正は、経済・雇用

緊急対策の実施、口蹄疫復興対策及び国庫補助

の決定に伴うもの、その他必要とする経費等に

ついて措置するものであります。補正額は、318

億4,891万2,000円の減額であります。この補正

による一般会計の歳入財源の主なものは、県税

が24億円余、地方譲与税が10億円余、地方交付

税が124億円余の増額であります。国庫支出金以

、 、下は減額でありまして 国庫支出金が289億円余

繰入金が118億円余 諸収入が14億円余 県債が58、 、

億円余となっております。

次に、議案第65号による補正であります。こ

の補正は、高病原性鳥インフルエンザ及び活動

火山に関する緊急対策に伴う経費について措置

するものであります。補正額は、48億3,250

万6,000円の増額であります。

この結果、一般会計の予算規模は、7,587

億2,936万2,000円となります。

この補正による一般会計の歳入財源の主なも

のは、国庫支出金が19億円余、繰入金が28億円

余となっております。

次に、２ページをお開きください。一般会計

の歳出の款ごとの内訳でありますが、主なもの

を申し上げます。

議案第41号であります。総務費が増額となっ

ておりますが、これは、口蹄疫に関する特別交

付税の交付等に伴い、県債管理基金への追加積

み立て等を行うものであります。

その他の款につきましては、そのほとんどが

減額でありますが、特に減額幅が大きいのは、

農林水産業費であります。これは、口蹄疫防疫

対策として殺処分した家畜の評価額の確定等に

よるものであります。

次に、議案第65号についてであります。補正

額の８割以上が農林水産業費でありまして、そ

の内容は、高病原性鳥インフルエンザの発生農

家等に対する経営再建への支援や、新燃岳の噴

火に伴う農作物の降灰対策経費等であります｡

次に、８ページをお開きください。総務部に

おける２月補正の課別集計表でございます。表

の補正額の欄の一番下にありますとおり、総務

部といたしましては、議案第41号で230億2,276

万円の増額、議案第65号で１億7,700万円の増額

をお願いしておりまして、補正後の予算額

は、1,600億1,421万円となります。

補正予算案については、以上であります。

次に、報告事項であります。別冊の２月定例

県議会提出報告書をごらんいただきたいと思い

ます。

３ページの損害賠償額を定めたことについて

であります。上から４番目が総務部の関係でご

ざいます。これは、県有車両による交通事故の

損害賠償額について、地方自治法第180条第２項

の規定に基づき、御報告するものであります。
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それぞれの詳細につきましては、担当課長か

ら説明させますので、御審議のほどよろしくお

願いいたします。

私からは以上でございます。

次に、補正予算の一般会計歳○日隈財政課長

入について御説明いたします。

委員会資料３ページをお開きください。今回

お願いしております補正予算の一般会計歳入一

覧についてであります。

３ページの表の中央の太線枠内に記載してお

りますが、２月の区分のところでございますけ

れども、議案第41号とありますのは、議会初日

の２月17日に提案させていただいた分です。ま

た、議案第65号とありますのは、２月23日に追

加提案させていただいた分であります｡

それでは、それぞれの内容について御説明い

たします。

まず、議案第41号のほうですけれども、この

表の一番上の自主財源のところですけれど

も、104億2,844万9,000円の減額となっておりま

す。その内容につきまして主なものを申し上げ

ますと、まず、県税については、24億9,000万円

の増額になっております。その他が減額になる

んですけれども、繰入金が118億2,864万4,000円

の減額、諸収入が14億1,695万7,000円の減額と

なっております。次に、依存財源についてであ

りますが、合計で214億2,046万3,000円の減額と

なっております。内訳といたしましては、地方

譲与税が10億4,092万3,000円の増額であります｡

地方交付税124億752万8,000円の増額でありま

す。逆に、国庫支出金289億5,934万4,000円の減

額、県債が58億8,215万円の減額となっておりま

す。この結果、補正の歳入合計は、318億4,891

万2,000円の減額であります｡

続いて、議案第65号でありますけれども、表

の一番上に戻っていただきまして、自主財源の

欄でございますが、28億8,274万7,000円の増額

となっております。この大半は繰入金28億7,809

万4,000円であります。次に、依存財源につきま

しては、全額が国庫支出金でございまして、補

正額は、19億4,975万9,000円の増額であります｡

この結果 議案第65号分の歳入合計は 48億3,250、 、

万6,000円の増額となりまして、議案第41号と

第65号の補正後の一般会計の予算規模は、7,587

億2,936万2,000円となります。

その内訳について詳しく御説明いたします。

４ページをお開きください。歳入科目別概要

でございます。まず、県税、地方消費税清算金

についてでありますが、これは、後ほど、税務

課長から説明いたしますので、それ以外のもの

について御説明いたします。

主なものにつきまして御説明いたしますが、

。 、分担金及び負担金についてであります 補正は

議案第41号のみでありまして、公共事業等の事

業費確定に伴いまして、２億5,964万2,000円の

減額であります。

次に、繰入金についてであります。議案第41

号が118億2,864万4,000円の減額でありまして、

議案第65号のほうは、逆に28億7,809万4,000円

の増額となります。この内容としましては、議

案第41号につきましては、先ほど、部長からご

ざいましたけれども、口蹄疫の関係、いろいろ

補正がありましたけれども、ここに掲載してお

りますのは、特別交付税等の受け入れによりま

して、財政調整積立金、これまで取り崩してし

てきておりましたけれども、この分の繰り入れ

の減額、繰り入れ戻しなどであります。また、

議案第65号につきましては、財政調整積立金を

初め各種基金を取り崩して事業の財源に充てた

ものであります。
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次に、５ページ、諸収入についてであります

が、議案第41号のほうが14億1,695万7,000円の

減額、また議案第65号のほうが465万3,000円の

増額であります。このうち、議案第41号につき

ましては、商工貸付金の事業費確定等に伴う減

額であります。

、次の地方譲与税についてでありますけれども

これは、議案第41号のみでありまして、国の交

付決定に伴い、10億4,092万3,000円の増額であ

ります｡

地方交付税につきましても、議案第41号のみ

でありまして、普通交付税と口蹄疫に関する、

、先ほど申し上げました特別交付税の交付に伴い

合計で124億752万8,000円の増額であります｡

国庫支出金につきましては、議案第41号が289

億5,934万4,000円の減額でありまして 議案第65、

号のほうが、19億4,975万9,000円の増額となり

ます。内訳につきましては、次のページにかけ

て記載しておりますけれども、６ページをお開

きください。議案第41号のほうが、減額であり

、 、 、ますけれども これは 先ほどの説明のとおり

口蹄疫関連事業の事業費確定等に伴うものであ

りまして、いわゆる殺処分の関係等の補償金等

の確定に伴う減額であります。また、議案第65

号は、鳥インフルエンザの防疫対策等に伴うも

のであります｡

最後に、県債についてでありますけれども、

議案第41号で土木債、災害復旧債の減などによ

りまして、58億8,215万円の減額であります｡

歳入予算につきましては、以上であります。

県税収入及び地方消費税清算○永田税務課長

金の補正予算について御説明いたします。

委員会資料の３ページをお開きください。ま

ず、地方消費税清算金について御説明いたしま

す 地方消費税清算金につきましては ５億1,837。 、

万2,000円の増額補正をお願いするものでありま

す。これは、清算の対象となる全国の地方消費

税総額が当初見込みよりも増加したことによる

ものであります。

続きまして、７ページをお開きください。県

税収入について御説明申し上げます。予算額①

の欄の県税計でありますが、当初、779億8,000

万円を計上したところでありますが、今年度の

収入見込み額は、当初予算額に比べ、個人県民

税、自動車税等の減収が見込まれるものの、法

人税や地方消費税などの増収がそれ以上に見込

まれることから、②の欄であります804億7,000

、 。万 当初比103.2％と見込んだところであります

その結果、補正額②－①の欄にありますよう

に、24億9,000万円の増額補正をお願いするもの

であります。

それでは、主な税目について御説明いたしま

す。同じく、補正額の欄をごらんください。ま

ず、法人県民税が、企業収益が当初見込みより

堅調に推移したことによりまして、４億7,100万

円余の増額、法人事業税についても、同じく、

企業収益の堅調な推移により、12億7,100万円余

の増額、譲渡割地方消費税は、当初の見込みよ

り堅調に推移しておりますことから、３億2,300

万円余の増額、不動産取得税につきましては、

売買等の所有権移転による取得が増加したこと

によりまして、１億3,000万円余の増額と見込ん

だところであります。最後に、軽油引取税でご

ざいますが、当初見込みより消費数量が堅調に

推移したことから、３億4,500万円余の増額と見

込んだところであります。以上であります。

それでは、総務課の補正予算○緒方総務課長

について御説明いたします。

お手元の歳出予算説明資料の61ページをお開

きいただきたいと存じます。総務課の２月補正
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予算は、２億4,210万1,000円の減額をお願いし

ております。この結果、補正後の予算額は、14

億307万円となります。

それでは、補正予算の主なものについて御説

明いたします。

63ページをおあけいただきたいと思います。

（事項）連絡調整費でございます。これは、総

務部の連絡調整に要する経費でございますが、

総務部の政策課題や新たな施策の調査研究費及

び調整事務費等の執行残などにより、769万円を

減額するものでございます。

次に （事項）文書管理費でございます。これ、

は、文書の収受発送及び文書の管理保存に要す

る経費でございますが、文書の収受発送事務経

費や文書管理システム改修委託経費といったも

のの執行残などによって、257万9,000円を減額

するものでございます｡

次に 事項 浄書管理費でございます 次の64、（ ） 。

。 、 、ページをお開きください これは 文書の浄書

印刷ですけれども、これに要する経費でござい

ますが、庁内の印刷室の消耗品経費や印刷機器

の保守契約の執行残などによって、775万円を減

額するものでございます｡

次に （事項）文書センター運営費でございま、

す。これは、５号館にございます文書センター

の運営に要する経費でございますが、消火設備

機器やマイクロリーダーのリース料の執行残な

どにより、282万3,000円を減額するものでござ

います｡

、（ ） 。次に 事項 庁舎公舎等管理費でございます

これは、庁舎公舎等の維持管理、出先機関も含

むんですが、これに要する経費でございますけ

れども、保守管理に要する各種委託業務の入札

残などによりまして、１億528万1,000円を減額

するものでございます｡

次に （事項）公有財産管理費でございます。、

これは、公有財産の管理、運用、処分事務に要

する経費でございますけれども、次の65ページ

にわたっておりますけれども、公有財産の管理

費として県有財産保全工事費の執行残などによ

りまして、956万9,000円を減額するものでござ

います。

次に （事項）県有施設災害復旧費でございま、

す。これは、各種災害により被害を受けた庁舎

等県有財産の災害復旧を行うものでございます

けれども 災害復旧工事の執行残によって 8,074、 、

万4,000円を減額するものでございます｡

総務課は以上でございます。

それでは、人事課の２月補正○桑山人事課長

につきまして御説明いたします。

同じく、お手元の歳出予算説明資料の67ペー

ジをごらんください。人事課の平成22年度の２

月補正予算は、９億8,439万9,000円の減額補正

をお願いしております。その結果、補正後の予

算額は、48億8,723万7,000円となります。

それでは、主なものについて御説明いたしま

す。

69ページをごらんいただきたいと思います。

まず （目）一般管理費の（事項）職員費でござ、

いますが、420万9,000円の増額補正となってお

ります。これは、市町村から県への派遣職員の

人件費に係る負担金につきまして、派遣職員が

４名から５名にふえたことに伴いまして、増額

の補正をお願いするものでございます｡

それから （目）人事管理費（事項）人事給与、

費でございます。説明欄の２の退職手当で９

億239万8,000円の減額補正でございます。これ

は、退職予定者が、当初の見込みを176名として

おりましたが、これが136名ということで40名の

減となったことによりまして、補正を行うもの
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でございます。

このほか、次のページにも２つ事項がござい

ますが、それらにつきましては、いずれも、執

行残に伴う補正でございます。

続きまして、２月補正の追加補正につきまし

て御説明いたします。

お手元の別冊で歳出予算説明資料（議案第65

号）の３ページでございます。人事課からは、

１億7,700万円の増額補正をお願いしておりま

。 、 、す その結果 補正後の予算額につきましては

50億6,423万7,000円となっております。

５ページをお開きいただきたいと思います。

目 一般管理費 事項 人事調整費で１億7,700（ ） （ ）

万円の増額補正でありまして、その全額は時間

外勤務手当でございます。時間外勤務手当につ

きましては、これまでも口蹄疫対策のための増

額補正を認めていただいたところでありますけ

れども、御承知のとおり、１月下旬以降の高病

原性鳥インフルエンザの防疫対策、あるいは新

燃岳噴火の監視対策の対応業務のため、時間外

勤務手当につきまして不足が見込まれますこと

から、再度の補正をお願いするものでございま

す｡

説明は以上でございます。よろしくお願いい

たします。

それでは、行政経営課分○大坪行政経営課長

について御説明いたします。

再度、歳出予算説明資料の71ページをごらん

ください。行政経営課の平成22年度２月補正予

算につきましては、551万5,000円の減額であり

まして 補正後の予算額は １億1,500万円となっ、 、

ております。

主なものについて御説明いたします。

73ページをごらんください （目）文書費（事。

項）法制費157万5,000円の減額であります。こ

れは、宮崎県公益認定等審議会の委員報酬等の

執行残、並びに事務費の節約等に伴う減額補正

であります｡

行政経営課分につきましては、以上でござい

ます。

次に、財政課の補正予算につ○日隈財政課長

いて御説明いたします。

議案第41号「一般会計補正予算（第10号 」）

についてであります。お手元の歳出予算説明資

料75ページをお開きください。財政課の２月補

正予算は、239億3,823万3,000円の増額をお願い

しております。この結果、補正後の予算額

は、1,215億9,004万9,000円となります。

それでは、補正予算の内容について御説明い

たします。

77ページをお開きください （目）一般管理費。

の（事項）諸費でございます。これは、税及び

税外収入の還付等に要する庁内共通の経費につ

いてでありますけれども、県税の還付に要する

経費等が当初予算額より少なくなる見込みであ

りますことから、６億2,700万円を減額するもの

であります。

、（ ） 。 、次に 目 財産管理費でございます これは

財政課におきまして所管しております基金の積

み立てに要する経費でございまして 250億2,751、

万円を増額するものであります。その内訳でご

ざいますけれども、まず （事項）財政調整積立、

金でございますけれども、これは、利子の積み

立てで、682万1,000円の増額。

次に （事項）県債管理基金積立金が利子及び、

追加積み立てでございまして、200億1,577

万7,000円の増額であります。今回の追加積み立

ては、歳出において人件費あるいは口蹄疫対策

に係る経費の減、歳入において口蹄疫対策に係

る特別交付税等を計上しましたことから、基金
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に積み立てるものであります。

次に （事項）県有施設維持整備基金積立金で、

ありますが 50億26万の増額であります 78ペー、 。

ジをお開きください。利子及び追加積み立てと

いうことで、今回の追加積み立てについてであ

りますけれども、今後必要となります県有施設

の更新、あるいは需要等を考慮いたしまして、

基金に積み立てを行うものであります。

次に （事項）宮崎県21世紀づくり基金積立金、

につきましては、利子の積み立てで４万円の増

額となっております。

最後に （事項）宮崎県地域活性化・公共投資、

臨時基金積立金でありますけれども、これにつ

きましては、利子の積み立てによりまして、461

万2,000円の増額をお願いしております。

次に （款）公債費（目）元金（事項）起債元、

金償還金でございますが、これは、借換債の発

行に伴いまして、625万円の増額を行うものであ

ります｡

次に （目）利子（事項）長期債等利子償還金、

でございます。４億5,217万5,000円を減額する

ものであります。次に、79ページをごらんくだ

さい。これは、起債及び一時借入金の利子支払

い等の執行残についてということで減額を行う

ものであります｡

次に （目）公債諸費（事項）起債事務費でご、

ざいますけれども、これは、起債借り入れに係

る発行手数料の執行残1,635万2,000円を減額す

るものであります。

財政課につきましては、以上でございます。

よろしくお願いいたします。

税務課の補正歳出予算につき○永田税務課長

まして御説明いたします。

同じく、歳出予算説明資料の81ページをお開

きください。税務課の補正予算は、10億8,046

万6,000円の増額をお願いしております。この結

果、補正後の予算額は、258億4,404万5,000円と

なります。

83ページをごらんください。まず （事項）職、

員費でございますが、執行残等に伴いまし

て、9,504万1,000円の減額となるものでござい

ます。

次の（事項）賦課徴収費でございますが、１

億493万9,000円の減額をお願いしております。

その主なものといたしましては、まず、説明欄

の１の（１）徴税活動経費でございますが、県

税の徴税活動に必要な納税通知書等の印刷費、

郵送料、旅費等の執行残に伴いまして、4,085万

円の減額、また （３）個人県民税徴収取扱費交、

付金でございますが、各市町村からの請求額が

当初見込みよりも下回って推移していることか

ら、5,751万2,000円の減額となるものでありま

す。

84ページをお願いします （款）諸支出金につ。

きましては、全体で12億8,044万6,000円の増額

をお願いしております。まず （事項）地方消費、

税清算金につきましては、各都道府県に納付さ

れた地方消費税を都道府県間で清算を行うため

に要するものでありまして、算定期間の税収の

増に伴い、９億3,584万6,000円の増額となって

おります。

次の 事項 利子割交付金から85ページの 事（ ） （

項）自動車取得税交付金までの事項につきまし

ては、いずれも、税収の一定割合を市町村に交

付する法定交付金でございますが、それぞれ交

、付金の算定対象期間の税収の増減に伴いまして

補正をお願いするものであります。まず、利子

割交付金が6,074万8,000円の増額、配当割交付

金が1,117万5,000円の減額、株式等譲渡所得割

交付金が1,083万円の減額、地方消費税交付金が
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２億6,314万7,000円の増額、ゴルフ場利用税交

付金が1,848万6,000円の減額、自動車取得税交

。付金が6,198万5,000円の増額となっております

次の（事項）利子割精算金につきましては、

本県で徴収した利子割県民税のうち、他の都道

府県に帰属するべき額について、関係する都道

府県間で精算するために要するものであり、対

象期間の実績等に基づき見込んだ結果、78

万9,000円の減額となっております。

一般会計補正予算につきましては、以上でご

ざいます。

市町村課の２月補正歳出予算○茂市町村課長

につきまして御説明いたします。

同じく、歳出予算説明資料の87ページをお開

きください。市町村課の補正予算は、６億4,837

万4,000円の減額をお願いいたしております。こ

の結果、補正後の予算額は、39億8,807万円とな

ります。

主なものにつきまして御説明いたします。

89ページをお願いいたします。まず （事項）、

自治調整費でありますが、1,223万7,000円の減

額であります。主な理由といたしましては、説

明の欄４、住民基本台帳ネットワークシステム

事業費が933万5,000円の減額となっております

、 、 、が これは このシステムの運用におきまして

全都道府県共同で負担しております経費に係る

本県の負担金額が確定したこと等に伴う減額に

よるものでございます。

次に、90ページをお開きください （事項）市。

町村合併支援費でありますが ２億1,568万5,000、

円の減額であります。主な理由といたしまして

は、説明の欄アの市町村合併支援事業が1,749

万6,000円の減額となっておりますが、これは、

旧合併特例法のもとで合併した市町村に対して

交付いたします市町村合併支援交付金につきま

して、入札等によりまして、今年度事業費が確

定したこと等に伴う減額でございます。次に、

説明欄イの新市町村合併支援事業でございます

、 。が ２億340万9,000円の減額となっております

これは、改正前の現行合併特例法のもとで合併

いたしました市町に対して交付する新市町村合

併支援交付金につきまして、入札等により、今

年度事業費が確定したこと等に伴う減額であり

ます。次に、説明欄ウの合併関係市町村財政健

全化支援事業でございますが、522万円の増額を

お願いしております。これは、合併市町を対象

といたしまして、金利の高い地方債の繰り上げ

償還を支援するために行った償還金のうち、県

の市町村21世紀基金を財源とする償還金が増加

いたしましたことから、同基金への積立金の増

額をお願いするものでございます｡

次に （事項）市町村振興宝くじ事業費でござ、

いますが、１億700万7,000円の減額でございま

す。これは、市町村振興宝くじとして発売され

ました宝くじに係る収益金等の配分が決定され

たことに伴う減額であります｡

次に、91ページをお願いいたします （事項）。

知事選挙臨時啓発費でありますが、617万1,000

円の減額であります。さらに （事項）知事選挙、

執行費でありますが、7,069万9,000円の減額で

あります。これは、どちらも、昨年の12月に実

施されました知事選挙に係る経費の執行残に伴

う減額であります。

次に （事項）参議院議員選挙臨時啓発費であ、

りますが、140万3,000円の減額であります。さ

らに92ページをお願いいたします （事項）参議。

院議員選挙執行費でありますが、１億8,343

。 、 、万5,000円の減額であります これは どちらも

昨年７月に実施されました参議院議員通常選挙

に係る国庫委託費が決定されたことに伴う減額
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であります｡

次に （事項）県議会議員補欠選挙執行費であ、

りますが、1,416万6,000円の減額であります。

これは、昨年７月に実施されました県議会串間

市選出議員補欠選挙に係る経費の執行残に伴う

減額であります｡

一般会計歳出予算につきましては、以上でご

ざいます。

続きまして、平成23年２月定例県議会提出報

告書の３ページをごらんいただきたいと思いま

す。損害賠償額を定めたことにつきまして、御

報告いたします。

上から４段目の県有車両による交通事故の損

害賠償であります。この事案は、当課職員の運

転する県有車両が、ここに記載のあります相手

方の車両に接触したものでありまして、物件損

害の和解契約を締結したところであります。損

害賠償額は５万3,000円でありまして、全額、損

害賠償保険（任意保険）から支払われておりま

す。交通事故防止につきましては、日ごろから

注意を喚起しているところでございますが、今

後とも、その徹底を図っていくことにしており

ます。

市町村課は以上でございます。どうぞよろし

くお願いいたします。

次に、総務事務○假屋総務事務センター課長

。センターの補正予算について御説明いたします

お手元の歳出予算説明資料の93ページをお開

きください 総務事務センターは 7,257万7,000。 、

。 、円の減額補正をお願いしております この結果

補正後の予算額は、11億2,705万2,000円となり

ます。

補正予算の主なものについて御説明いたしま

す。

95ページをお開きください。まず （事項）総、

務事務センター運営費でございます。補正額

は、642万7,000円を減額するものです。このう

ち、１の総務事務センター運営費は、本庁の総

務事務センター及び各県税・総務事務所にあり

ます、いわゆる地区センターの運営費の節約な

どによります執行残でありまして、537万7,000

円を減額するものでございます｡

次に （事項）健康管理費であります。補正額、

は、645万8,000円を減額するものでございます｡

このうち、２の定期健康診断事業費は、職員の

定期健康診断の１次健診の結果をもとに、健康

管理医の指示により受診させております２次健

診の受診者が当初見込みよりも少なかったこと

や、人間ドックの受診者が当初見込みよりも少

なかったことなどによりまして、366万円を減額

するものであります。

96ページをお開きください （事項）職員厚生。

費でありますが、補正額は、127万6,000円を減

額するものであります。このうち主なものは、

１の保健体育施設管理費で、職員健康プラザの

施設管理に係る業務委託の入札残などによりま

、 。して 117万5,000円を減額するものであります

次に （事項）物品管理及び調達事務費であり、

ますが、補正額は、155万8,000円を減額するも

のでございます。このうち、３の物品調達シス

テム効率化推進事業は、電子調達システムの導

入に向けた調査検証等の業務委託に係る入札残

などによりまして、123万9,000円を減額するも

のです。

次に （事項）車両管理事務費でありますが、、

、 。補正額は 1,047万円を減額するものであります

このうち、２の自動車の集中管理に要する経費

は、公用車の任意保険の入札残や、副知事車の

運行管理に係ります業務委託の入札残などによ

、 。りまして 1,039万8,000円を減額するものです
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次に （目）恩給及び退職年金費と次のページ、

の（款）警察費の中の（目）恩給及び退職年金

費でございます。これらは、支給対象者の死亡

などによりまして、支給額が減少したために、

それぞれ、103万8,000円と387万8,000円を減額

するものでございます｡

総務事務センターからは以上でございます。

よろしくお願いいたします。

危機管理課の補正予算に○金井危機管理課長

つきまして御説明いたします。

平成22年度２月補正歳出予算説明資料99ペー

ジをお開きください 危機管理課の補正額は 927。 、

万9,000円の減額でありまして、補正後の額は、

３億3,297万1,000円となります。

主な補正の内容について御説明いたします。

101ページをごらんください （事項）防災対。

策費の815万7,000円の減額であります。主なも

のとしましては、口蹄疫の影響による総合防災

訓練の中止に伴う執行残でございます｡

次に （事項）防災会議費の70万4,000円の減、

額であります。今年度の防災会議開催に要する

諸経費の執行残であります｡

次に、102ページをごらんください （事項）。

林野火災対策事業費の120万円の減であります｡

これは、空中消火用機材のリース料などの執行

残であります｡

補正予算の説明につきましては、以上であり

ます。

続きまして、新燃岳噴火による被災及び対応

状況について御報告したいと思います。

別冊の霧島山（新燃岳）噴火による被災及び

対応状況についての資料をごらんください。３

月１日現在の被害状況、体制等についてまとめ

たものでございます。

１ページから説明させていただきますが、火

山活動の詳細につきましては省略させていただ

きます。これまでの主な経緯としましては、昨

年５月６日にレベル２ということで、活動が活

発化するということで情報連絡本部をつくって

おったんですが、ことしに入りまして１月26日

に小規模な噴火から始まりまして、昨日までに

約13回の爆発的噴火が発生しております。この

間、１月30日には、ドームが出現した日でござ

いますが、高原町が避難勧告を発令した状況も

ございます。現在については、避難については

ございません その間 ２月７日に政府支援チー。 、

ムが来県し、対策としまして、２月25日には活

火山法に基づく避難施設緊急整備地域及び降灰

防除地域の指定がなされたところです。先日２

月28日には、高原町と都城市に災害救助法が適

用になったところでございます。

体制としましては、１月26日に情報連絡本部

。 、から災害警戒本部に移行しております その後

１月28日でございますけれども、この日をもっ

て警戒本部から知事を長とする対策本部へ移行

し、現在も継続中でございます。

２ページをごらんください。被害状況につい

てでございます。人的被害につきましては、３

月１日現在でございますが、32名の方がけがを

されております。重傷12名、軽傷20名、いずれ

も、灰の除去作業中に屋根やはしごから落下し

たものでございます。

その他の被害としましては、住家被害はござ

いませんけれども、下のほうにございますよう

に 小林市で噴石による太陽光パネル 屋根 波、 、 （

板 、自動車ガラス等の破損を中心としまして、）

２月14日に発生しました爆発的噴火で696件の被

害が発生しております。

次に、３ページをお開きください。ライフラ

インの被害関係ですが、現時点では道路の規制
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が一部残っているということです。霧島山・新

燃の直近の降灰による規制がなされている道路

が５～６線あるということになっております。

、 、そのほか 農林水産関係被害につきましては

農作物被害、露地野菜、施設野菜に対して被害

が集中してきております。そのほか、農地・農

業用施設やビニールハウスの被害、特用林産被

害につきましては、原木シイタケの一部が出荷

不能となっているところが見られております。

次に 商工関係の被害につきましては ４ペー、 、

ジの上のほうでございますが、スポーツキャン

プの関連として、中止並びに日程変更などの影

。 、響がこのように発生してきております その他

それに伴って、ホテル・旅館等のキャンセルも

発生しております。

次に、５の県としての対応状況なんですが、

県民への情報提供ということで 県のホームペー、

ジに「新燃岳の噴火に関する情報」という欄を

設けまして、これを掲載しております。情報に

ついては一括してここを見ればわかるようなシ

ステムをつくらせていただいております。

次に、健康管理につきましては、同じく、パ

ンフレット等をホームページに掲載するなど、

噴火に伴うところの注意事項等を載せておりま

す。さらに、発生に伴いまして、小林保健所が

高原町の避難所におきまして健康管理を実施す

るなど、現場での対応も実施しております。

（３）の環境調査でございますけれども、大

、 、気汚染物質の測定もしておりますが 現在では

注意報を発生する濃度は全く測定されておりま

せん。報告もあっておりません。

次に、５ページをお開きください。商工観光

業関係ですが、金融相談の窓口を設置したり、

金融相談会を開きまして、県民の不安解消等に

対応しているところであります｡

そのほか、農林水産業関係につきましても、

営農資金の周知、相談窓口の設置、そのほか、

、降灰に対するところの対応マニュアルを作成し

配布しているところでもあります。

道路関係につきまして、降灰が中心なんです

けれども、県の管理道路の降灰除去作業につき

ましては、県道につきましては、路面清掃車、

散水車、合計17台を運用いたしまして、対応し

ているところであります。関係市町における降

灰除去につきましては、６ページの上のほうに

なりますけれども、鹿児島市から、もしくは国

交省等からの応援、並びに業者を委託してとい

うことで 路面清掃車21台 散水車19台 合計40、 、 、

台を運用して、現在も作業が進められておると

ころであります。

河川関係につきましても、河川に堆積してい

る土砂除去を実施している途中でございます。

学校関係につきましては、主に生徒へのヘル

メットの貸与 火口からおおむね15キロ以内―

にある県立高校の５校の生徒に対して へルメッ、

トを着用するように指導しているところであり

ます｡

以上が主な対応の状況ですが、被害の全額に

ついては最後のページをごらんください。総額

約５億5,000万の被害が発生しております。土木

関係につきまして、中の文章では土木に被害は

ないということなんですが、これにつきまして

は 直接的な被害がないだけでありまして 4,345、 、

万を上げておりますのは、降灰除去ということ

で、災害復旧事業の査定額を上げさせていただ

いております そのほか 農産物の被害４億9,000。 、

万等々が発生して、計５億5,000万円の被害とい

。うことが現時点で判明している分でございます

私からは以上でございます。

それでは、消防保安課○山之内消防保安課長
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。の補正予算につきまして御説明を申し上げます

平成22年度２月補正歳出予算説明資料の103

ページをごらんいただきたいと思います。消防

保安課の補正額は、3,369万4,000円の減額であ

りまして、補正後の額は、５億4,971万6,000円

となります。

主な補正の内容について御説明いたします。

105ページをごらんいただきたいと思います。

まず （事項）防災行政無線管理費でございます、

が、1,668万円の減額についてでございます。こ

れは、主に無線設備の保守委託の入札残等に伴

うものでございます｡

次に （事項）航空消防防災推進事業費552、

。 、万7,000円の減額についてでございます これは

防災救急ヘリコプター「あおぞら」の運航経費

の執行残でございます。

次に （事項）消防防災施設設備整備促進事業、

費823万9,000円の減額についてでございます。

これは、消防広域化等体制強化促進事業補助金

等の執行残によるものでございます｡

106ページをごらんいただきたいと思います。

（事項）消防学校費150万円の減額についてであ

ります。これは、消防学校における講師等の謝

金、旅費等の執行残でございます｡

消防保安課は以上でございます。

以上で執行部の説明が終了いた○押川委員長

しました。議案関係について質疑はございませ

んでしょうか。

税務課長にお尋ねしますが、県税○鳥飼委員

の賦課徴収ということで大変御苦労さまでござ

います。22年度の収入見込み額ということで、

補正が24億9,000万ということなんですけれど

も、企業収益が当初見込みより堅調に推移した

ことによるというようなことで、景気そのもの

。はよくなっているようなことで税収がふえたと

私の実感では、なかなか景気が上向いてきてい

ない。国の財務事務所の発表でしたか、あれで

も緩やかに回復しているというような表現だっ

たんですけれども、実際的には、いろんなとこ

ろを回りますと、どうなるんだろうかと。鳥フ

ルとか新燃岳 新燃岳のほうが特に深刻なよ―

うな感じなんですね。しかし、税収は上がって

きているということなんですけれども、そのあ

たりで、数字でしかお答えできないんでしょう

けれども、実際の感覚といいますか、それとは

ちょっと違うような状況が今、出てきていると

思うんですけれども、そのことについて何かコ

メントはないでしょうか。

私も非常に不思議に思いまし○永田税務課長

て、ただ、当初予算の際に、その前の年よりも

相当落として見込んでおります。実際、法人県

民税は、決算ベースの今年度の見込みと比較し

ても伸びる形にはなっているんですけれども、

意外と伸びているなと。県外に本店がある法人

についてのものなんだろうかということでも調

べてみたんですけれども、意外と県内の法人も

昨年実績よりも上がっておりまして 上がっ―

ているといってもほんのわずかなんですけれど

も、平成21年度が底だったのかなと。それが余

りにも落ち込み過ぎたために、若干上がってい

るのかなというふうに感じておるところです。

一時900億を超した時期もあって、○鳥飼委員

それからすると100億ぐらい減少しているわけ

で、いろんな状況をお聞きすると、なかなか厳

しいような状況があるなと思っていまして、課

長もそんなふうに分析しておられるということ

で、参考になりました。ありがとうございまし

た。

消防保安課、消防学校費が減額150万というこ

となんですけれども、この間、消防学校に行き



- 56 -

まして、いろんな訓練の機器とかを見せていた

だいたんです。お話はお聞きになっていると思

いますけれども、初任者なり中堅なり訓練をす

るときに、消防車とかいろんな車なり見せてい

ただくと、中古品というか、都城市が使った消

防車とか、かなり老朽化していて、現場との食

い違い等が相当出ているんじゃないかなという

ような感じがしました。そのことについてどう

感じておられるのか、今後、改善するところが

あるのかどうか、そのことについてお尋ねしま

す。

、○山之内消防保安課長 ただいまの委員のお話

私も伺っております。今、御指摘がありました

ように、消防車、特に救急関係の資機材等々が

非常に購入年次からたっておりまして、非常に

古くなっているというようなことで、今の最先

端といいますか、そういったものに比べますと

旧式化して、そぐわなくなっているということ

で現場の声も聞いているところでございます。

、 、 、これにつきましては 現在 消防学校のほうで

非常に費用がかかるものですから、すべてのも

のを一時に買いかえるということもなかなか厳

しいところでございます。今、切りかえと申し

ますか、そういう計画を鋭意策定中であるとい

うことでございまして、計画を策定いたしまし

て、その計画に基づきまして、来年度以降、で

きるものから具体的にそういったものをお願い

していくというようなことで、現在、現場で検

討しております。それを見ながら、今後、対応

していきたいというふうに現在のところ考えて

いるところでございます。以上でございます。

座学と訓練ということで非常に重○鳥飼委員

要な県民の命と財産を守るということに従事す

る消防職員の研修ですから、ぜひ、計画的に充

実・整備をお願いしたいと思います。

ふるさと納税についてお尋ねした○井上委員

いんですけれども、ふるさと納税というのはど

のくらい伸びているのか 伸びているといっ―

たらおかしいんですけれども、今の実績として

はどのくらいなんですか。

３月２日現在で申し上げます○日隈財政課長

と、実績としては、今年度、4,551件で、金額で

申し上げますと１億5,262万余ということで、昨

年度が400万ぐらいでしたので、けた違いで、何

倍でしょうか、そういうような状況です。

実は先日、イチロー選手がふるさ○井上委員

と納税で ついている税理士さんがいい方で―

すね。そういうふうにしていただきたい。宮崎

にぜひ税金を落としていただきたいというふう

に思うんですけれども、このふるさと納税につ

いては、相手任せといったら相手任せなんです

けれども、何かアプローチするようなこととい

うのはしていないんですか。本当は国がもう

ちょっとふるさと納税についてのアピールをし

てくださるといいんですけれども、47都道府県

あって、どこに納めなさいなんて言えないわけ

ですから、そういう意味でいうと、今回は口蹄

疫とか鳥インフル、新燃、いろんなものがあっ

たので、こういうふうな納税をしていただいた

ということだと思うんですね。寄附でいただく

ことも大事だけれども、ふるさと納税というシ

ステムはすごくいいなと思うんです。アプロー

チすると汚いんですか。その辺はちょっとわか

らないんだけれども。

決して汚いことはないと思い○日隈財政課長

ます。ふるさと納税については、昨年度の実績

が400万ぐらいということで、余り伸びておりま

せんでした。昨年から、実は東京事務所のほう

にもチラシ等も置きまして、配布をしていただ

いているところです。そして、ふるさと納税の
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インターネットのサイトがあります。各県それ

ぞれ趣向を凝らしてつくっております。本県の

ほうも、できるだけそこのところは今、取り組

みをしているところです。ことしは特にそこの

ところにバナーとか 口蹄疫とかそういった―

関係がありましたので いろいろ各県から御―

協力もいただきまして、宮崎県は特に配慮いた

だいて、すぐアクセスできるようにというよう

なこともありまして、そういった効果もあった

んではないかなと思っております。

なお、イチロー選手から1,000万円というあり

がたいお話でしたけれども、東国原前知事から

も100万ございました。

先日は横峯さくらさんたちなんか○井上委員

も、寄附とかいろいろされていたみたいですけ

れども、ある意味、うちのように財政のないと

ころにとってみると、ふるさと納税というシス

テムは、活用の仕方によってはいいのかなと。

本当は県民所得が上がって税金をいっぱい納め

られるといいんですけれども、なかなかそこま

で至っていないという状況ですので、できるだ

けアピールをしてただいて、ぜひ、頑張ってい

ただきたいなというふうに思っています。以上

です。

ほかにございませんか。○押川委員長

歳入のところなんですけれども、○武井委員

国庫支出金の減が289億5,934万4,000円とあるん

ですが、項目がるるいろんなものが減少されて

いるわけですけれども、中には農水省の199億と

か、疾病対策ですかね、非常に大きな金額でか

なり減らされているものというのがあるんです

、 、けれども これは国が途中で減らしてきたのか

それとも、補助事業の中で県の事業の進捗が至

らなかった結果として減額補正をしていく、そ

れぞれいろいろあるんだろうと思うんですけれ

ども、特に大きなものというのはどういうよう

な要因でこういうふうな形で減っていっている

のか、お聞かせいただきたいと思います。

２月補正で先ほど私のほうか○日隈財政課長

ら御説明しましたように、300億を超える補正減

額ということになっているんですけれども、中

身的には、180億が口蹄疫対策の補正減でありま

して、その財源の多くが国庫支出金になってい

ます。

内容的には、御説明いたしますと、ちょっと

ややこしいかもしれませんが、口蹄疫のときの

ことを思い出していただきますと、疑似患畜、

発症した家畜の補償は５分の４が、直接、国か

ら被災者のほうに行きます。県のほうは５分の

１だけの措置でした。国庫をいただいているの

は、その疑似患ではなくて、ワクチン接種、病

気でない家畜の分は県が５分の５全部払って、

５分の４の国庫をいただくということで予算計

上をしておりました。ところが、実際は、これ

も思い出していただきますと、ワクチン接種し

た家畜の中でも、結果的に発症家畜が多かった

です。かなりふえました。それと、評価額の問

題等もありまして ワクチン接種の家畜も多かっ、

たわけなんですけれども、そっちのほうが少な

くなって、疑似患畜のほうの補償が多かったと

いう傾向にあります。その関係で、予算として

は180億ぐらい、口蹄疫５分の５のほうが減って

５分の１のほうにシフトした関係で、大きいほ

うが減って小さいほうにシフトしたので、両方

とも５分の５であったり、５分の１、５分の１

であれば別に増減はなかったんですが、５分の

５の家畜が減って５分の１のほうがふえた関係

で、差し引き補償の関係で、予算としては県が

払う分は180億ぐらい減った。国が直接５分の４

払う分はかなりふえていると思いますので、農
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水省のほうからすると、宮崎県に対する国庫の

ほうの180億等の分は、自分のほうが直接お支払

いになるような流れになったんではないかなと

思います。したがいまして、もう一度繰り返し

になりますが、県の予算を通るほうの分は180億

ぐらい減りました。国がお支払いになっている

分はかなりふえているというような関係です。

わかりました。○武井委員

土木の国庫負担金なんかも11億、ほかにも10

億単位で耕地災害とか含めて、土木債とかいろ

いろあるんですけれども、こういったものとい

うのは、県も当然負担するわけで、進捗のおく

れた結果としておりてこなかったという理解で

よろしいんですか。

２月補正のほうに入っており○日隈財政課長

ますけれども、公共事業が実は、補助公共事業

あるいは直轄事業、思ったほど宮崎県には来な

かったというようなことがあります。具体的に

申し上げますと、２月補正の減額として、補助

公共事業が24億円近くの減額、直轄事業負担金

についても35億6,000万ぐらいの減額ということ

で、直轄の事業、あるいは国から配分いただい

て箇所づけ等が行われる補助公共事業について

は、実は思ったほどの確保ができなかったとい

う年でした。県単公共については100％執行して

いるんですけれども、国からとってくる分が十

分できていなかった関係で、県土整備部の補助

公共事業の場合は受け入れの補助金 50％なり65、

％になるんですけれども、そういった事業がな

かなか難しかった。議会でも議論がございまし

た。例えば直轄事業でいくと、例の日南の220号

線であったり、そのほか要望していた箇所が十

分確保できなかったというのが正直なところで

す。

県の事業であれば、例えば繰越明○武井委員

許費を立てて、繰り越しをして、また次年度も

していくという形になるんですけれども、こう

いう形で結局減額をするということは、平たく

言えば国に返していくようなイメージになろう

かと思うんですけれども、進捗ということは、

また次年度は次年度で工事を進めていくという

ことになるわけなんですけれども、そういった

中で、一度そういう形で戻したというものが、

次年度また予算を立てていって、ことしどおり

ちゃんとつくとか、その辺の確実性みたいなも

。のというのはどういうふうな形なんでしょうか

国の予算が、公共予算は、ま○日隈財政課長

だ成立しておりませんけれども、最終的には対

年度比で95％ぐらいの予算、そういった規模で

すから、前年度よりは若干少な目になるのでは

ないかなというような見通しです。したがいま

、 、 、して 本県としましても 前年度比で95％程度

肉付け予算までまだ予算編成を本県はやってお

りませんけれども、事業量としても、前年度比

の90数％ぐらいは確保に当たっていきたいとい

うことで、県土整備部のほうで今、検討されて

いるし、また要望されているところです。

わかりました。○武井委員

５ページの商工貸付金元利収入、広域拠点工

業団地整備促進貸付金収入等30億というのはフ

。リーウェイのことと理解してよろしいんですか

違いまして、これは、商工の○日隈財政課長

ほうの事業で、広域拠点工業団地を整備される

市町村があった場合に、枠として30億構えてい

、 、たんですけれども 単年度ずつ貸し付けていく

例えば都城市で４月１日で10億円の規模のが

あったとするならば、都城市に10億円貸し付け

て、３月31日で返していただくというので、５

年程度だと思いますけれども、そういった事業

をやろうということで考えていたんですけれど
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も、なかなか整わず、日向市あたりへのお話が

あったというふうに聞いているんですが、具体

的に工業団地の造成等が行われなかったという

ことで、貸し付けがなかったので、執行残でそ

のまま30億減額ということになっております。

わかりました。○武井委員

最後にしますが、７ページのゴルフ場利用税

なんですけれども、ほかのものに比べたら補正

のマイナス幅が大きいんですけれども、これは

ゴルフ場利用客が減って、ことしの見込みから

いくとこれぐらい減らさなきゃいけないという

ようなことだというふうに理解をしてよろしい

んでしょうか。

口蹄疫の税への影響なんです○永田税務課長

が、22年度全体でいえばそう大きなものはない

んですが、ただ、ゴルフ場利用税に関しまして

は、口蹄疫のありました高鍋地区、都城地区を

中心に、前年を大きく下回っておることが影響

いたしておりまして、ゴルフ場利用税について

はこれだけ減額の補正になったということでご

ざいます｡

、 、 、○武井委員 最後に１点ですが ゴルフ場 今

なかなか経営が厳しいところもあって、去年も

新富町のゴルフ場が１件、経営が行き詰まって

、倒産したということがあったかと思うんですが

経営破綻したゴルフ場からのゴルフ場利用税の

滞納の状況とか、また、ゴルフ場利用税を破綻

したところからの回収とか、その辺というのは

。どういうふうな形で取り組んでいっているのか

若干、納入がおくれるという○永田税務課長

ような状況はたまにございますけれども、最終

的に未済になって残るというのは、現在のとこ

ろ、ございません。

わかりました。○武井委員

。○押川委員長 その他を含んでございませんか

歳出で総務課の64ページ、庁舎○前屋敷委員

公舎等維持管理費で１億の減額補正なんですけ

れども、出先も含めての入札残ということだっ

たんですが、どの程度のものでこれだけ残った

のか。

お答えいたします。ここの中○緒方総務課長

身で多いのは、委託料でございますけれども、

もともと３億3,000万ほど予定したものを9,000

万円減額しまして、２億4,000万程度にするもの

なんですけれども 実際入札した結果 全部ひっ、 、

くるめて概算で大体75％程度の落札率でありま

したので、その入札残が約9,000万円残ったもの

でございます｡

県としては支出は少ないほうが○前屋敷委員

いいんだけれども、事業を受けるところは最低

のそういうものがないと、従業員も抱えたりし

ているというのもあるので、適正な額でちゃん

と落ちないと、かなり残ってきているので、そ

の辺のところの状況などは把握しておられます

か。

いろんな委託、清掃業とか警○緒方総務課長

備業なんですけれども、それについては、大体

どれぐらいの人件費を払っているかとか、そう

いう報告を求めておりまして、法に違反してい

ないかどうか、それはちゃんとチェックをいた

しております。23年度からも、そのあたりを配

慮しながら予算を組んでおります。

いろいろお話も聞くんですけれ○前屋敷委員

ども、余り安くとり過ぎてしまうと、結局、人

件費も含めてですが、仕事そのものが十分なも

のがやれないという声も聞くんです 県だけじゃ。

なく、市なども含めてなんですけれども、その

辺のところはきちっと把握もしながら進めてい

ただきたいと思います。

その他で、先ほど新燃の報告をし○鳥飼委員
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ていただいたんですが、７ページ、霧島山噴火

に係る被害状況というところです。これの被害

額というのは、それぞれの部局から出た額とい

う理解でよろしいんでしょうか。

そのとおりです。各部か○金井危機管理課長

ら数字をいただきまして、まとめだけ、うちで

このペーパーで最終的な数字を出しておるとい

うことでございます｡

私も実は本会議で、どなたかも聞○鳥飼委員

いたんですけれども、新燃岳の噴火のほうの影

響が大きいということで、新燃岳のテレビが出

ると九州全体が爆発しているように韓国の人た

ちは見ると。日本の人たちも、本当は霧島だけ

噴火しているんですけれども、灰の除去とか出

ますから、宮崎県内全部ああいうふうになって

いるんだという誤解をされて、ホテル・旅館の

キャンセルが何千泊でしたか、ありますし、宴

会のキャンセルもあって、１億5,000万か6,000

万というような被害額だというようなことで、

本会議でも報告があったんですけれども、これ

には商工関係ということで載っていないもので

すから、こういうものも実際的には載せていた

だいたほうが、後々、いろんな事業を県が組ん

でいくときにいいんじゃないかなと思うんです

けれども、いかがでしょうか。

これにつきましては、実○金井危機管理課長

質的な被害があったということで、キャンセル

とかの被害がどの程度出たのかというのが

ちょっと見込めなかったものですから、将来に

わたる分については、今のところ出しておりま

せん。ただ、統計資料で出すものですから、そ

の数字的なものについては、担当部局と調整し

たいと思っております。

余り言いませんけれども、現実に○鳥飼委員

１億5,000万ぐらいキャンセルで被害が出ている

んですよ。将来的にもまだ出る可能性はもちろ

んあるし 例えば、農業のホウレンソウだっ―

て、私どもも、２月２日に現地に行きまして、

イチゴ農家のハウスとか、ホウレンソウの露地

とか、いろんなところを見てきまして、本当に

ひどい被害を受けているなということですか

ら 商工のホテル・旅館の分も、爆発してそ―

こに飛んできたわけじゃないんですけれども、

やはり実質的な被害ですから、そこは正しく載

せていっていただきたいと思いますので、よろ

しくお願いします。要望にしておきます。

、○横田委員 同じような意味なんですけれども

例えば、航空機がかなり欠航とかしていると思

うんですけれども、それもすごい被害だと思う

んですね。それなんかは宮崎県に直接ではない

から上がってこないんですか。例えばＡＮＡと

かＪＡＬとか。

これには載せておりませ○金井危機管理課長

、 、んけれども これは現在の状況でございまして

発生した当時については、始発便並びに最終便

の欠航がございまして、その統計的なものはあ

るんですけれども、私たちのほうで把握してい

ないところが現実でございます。

その他で何かございませんか。○押川委員長

この前、新聞で、県に対して路面○中村委員

清掃車の寄附がありましたね。５月ぐらいから

使えるとか載っていましたけれども、県全体で

路面清掃車というのはないんじゃないですか、

１台も。県、市含めて、持っていないんじゃな

いんですか。

噴火するまでにつきまし○金井危機管理課長

ては、こういう特殊車両については保有してい

たということはありません。

保有していない。○中村委員

保有しておりません。○金井危機管理課長
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新燃がいつまで続くかわかりませ○中村委員

んが、３年続くのか、終息するのかわかりませ

んが、九州管内で鹿児島は持っていますね。鹿

児島からも借りておるわけだけれども、やっぱ

り何台か購入しておったほうがいいのではない

かと。その辺の考え方はどうですか。

今後長引けば、そういった車の○押川委員長

購入あたりも検討したほうがいいんではないか

という御意見であります。

２点回答させていただきたい○日隈財政課長

と思います。まず１点は、今、御質問があった

とおり、今後の降灰の状況、被害状況も含めま

して、あるいは期間とかございますけれども、

担当部局とまた十分協議してまいりたいという

ふうに考えております。

もう一点は、財源の問題で、今、国に要望し

ております活動火山対策特別措置法の関係、こ

れでは、市町村が行われる分については３分の

２の国の補助があります。残りの３分の１につ

いても、特別交付税が80％まで措置されるとい

うことですから 93％まで措置される こういっ、 。

た事業を活用して、例えば車両も対象となると

いうことであれば、市町村の場合は買いやすい

というところがありますが、県が管理します国

県道の関係、県が行いますそういった事業に対

しては、全く措置がございません。特別交付税

をお願いしていくことになると思いますが、最

大でもその場合は80％ではなくて、国の補助の

、 、裏負担は80％までありますけれども ない場合

県単事業はよくて50％という状況であります。

申し上げたいのは、対策特別措置法の改正等を

今、要望しておりますので、財源については国

のほうにしっかり要望して、存続を踏まえた対

応をしていきたいということで考えています。

都城市が鹿児島市から借りてやっ○中村委員

、 、 、ていましたけれども まず 市道からやります

県道はやりませんと。本当に大事な県道はほっ

たらかしで、住民の皆さんが、自分のところの

前は自分で取ろうよといって 自治会で全部取っ、

ていたんです。県道はずっとおくれたんだけれ

ども、宮崎県が持っていて、都城市も持ってい

る、高原も持っている。どこか必要なときは譲

り合って、皆、貸してあげる。例えば、九州全

体で備えておって、貸し出しをして回していく

というようなシステムをつくってほしいなと思

うんです。私は都城ですから、大変。といの灰

も取らないかんし、我が家の前の道路も積もっ

ているし 大変なんです それを考えると やっ、 。 、

ぱり備えておかなくちゃいけないと思います。

そして、これは本当かどうか知りませんが、

都城市あたりで鹿児島から借りて使っている車

は、１日15万ぐらい払っているというような話

を聞いたけれども、どうなんですか、わからな

いかもしらないけれども。金が要るんだという

話でしたけれども。

私も聞いておりませんの○甲斐危機管理局長

で、確認いたします。

これが本当なら、運転手つきで15○中村委員

万幾ら払っているというような話を聞いたんで

す。そうであれば、そういったものをそろえな

くちゃいけないし、私が聞いたのは、あれは講

習会をやらんと乗れないらしいです。左側を通

るので、左ハンドルになっているから、常日ご

ろから、県なり市にあって、そういう訓練もし

ておかないと乗れないらしい。そういったこと

も含めてひとつ検討をお願いします。

ほかにございませんか。なけれ○押川委員長

ば、次に、請願の審査に移ります。請願につい

て、執行部からの説明はございませんか。

請願第49号「個人住民税にお○永田税務課長
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ける寄附金控除の対象としての更生保護法人の

指定についての請願」についてであります。そ

の中にあります個人住民税控除につきまして御

説明いたします。

、 、この寄附金控除につきましては その対象が

それまで共同募金会及び日本赤十字社への寄附

金に限られていたものが、平成20年度の地方税

法改正によりまして、所得税の寄附金控除の対

象となる寄附金のうち、地域における住民の福

祉の向上に寄与するものとして、都道府県また

は市町村が条例で指定したものを加えることが

できることとなっております。

ちょっと詳しく説明申し上げますと、今回、

請願のありました更生保護法人を初め、社会福

祉法人や学校法人などに対して行われた所得税

の所得控除の対象となる寄附金の中で、県が条

例で指定した場合については、寄附金額か

ら5,000円を差し引いた金額の４％を個人県民税

の所得割額から、同様に、市町村が条例で指定

した場合については、６％を個人市町村民税の

所得割額から税額控除できるというものであり

ます。具体例で申し上げますと、例えば、３万

円寄附された方については、5,000円を引いた２

万5,000円について、県民税ですと４％の1,000

円が、市町村民税では６％の1,500円が税額から

控除できることとなっております。また、これ

らの控除額に伴う減収につきましては、地方交

付税等による補てんは行われないこととなって

おりますので、そのまま減収となります。

なお、平成20年度の改正以降現在までに、東

日本を中心に32都道府県が条例指定を行ってお

り、本県を含め15府県がまだ指定を行っていな

いというような状況でございます。以上でござ

います。

説明が終わりました。委員の皆○押川委員長

様方、質疑はございませんでしょうか。

私は、30年来、保護司をやってい○中村委員

ます。今、おっしゃったように、32県が指定し

ておって、15県しか指定がされていないという

ことであれば、こういう更生保護をやっている

人たちのために……。本当に金がないわけです

、 。ね 総額を含めても大した額じゃないでしょう

ぜひ、やっていただきたいと思います。

32が指定ということなんですけれ○鳥飼委員

、 、 、ども 他県の状況は 更生保護法人に限るのか

。それ以外の社会福祉法人とかあるんでしょうか

どんな状況でしょうか。

今回の税法改正で対象となり○永田税務課長

ましたのは、例えば、私立学校法人とか、社会

福祉法人なども対象になりますので、条例で定

めた場合はそちらへの寄附金も対象になるとい

うことになります。

他県の例で。○鳥飼委員

他県について詳しい調査をし○永田税務課長

ていないんですが、基本的には、今回、税法改

正で対象になったものはすべて指定がされてい

。るんではないかなというふうに考えております

１点、今まで32県が指定されて、○武井委員

、宮崎はしていなかったということですけれども

今まで指定してこなかった経緯というのは、何

か意思があってなのか、それとも純粋におくれ

ているというか、特に他意はないのか、何か理

由があってしていなかったのかとか、そのあた

り、もしあればお聞かせいただきたいと思いま

す。

、 、○永田税務課長 税法改正後 税務課としては

関係の所管する各課について、この税法改正が

されましたということで紹介しまして、その要

望の有無については照会をしたところなんです

が、現在まで、それについて控除を要望すると
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かいうようなのが関係各課からまだ寄せられて

おらないところです。

、 、 、それから この条例指定に当たって 例えば

県民税減収について交付税措置がされませんの

で、他県の例を見ますと、相当な額の控除がさ

れる。その分、税額が減収になるというような

ことがございます。

それから、例えば社会福祉法人とか学校法人

については、従来、県のほうから助成措置もさ

れておるという中で、それに加えてこの措置を

することについて適当なのかどうか、そこ辺の

議論も十分にした上でこれを導入する必要があ

るんではないかなと税務課としては考えておる

ところです。

言わんとされていることはわから○武井委員

んではないんですが、実際、これで県税の収入

が大きく減るのかなと、そういう感じもするん

ですが、他県の事例とかで、実際にこれを導入

した結果として、減収がこれぐらいあるとか、

あったというようなこととか、もし把握されて

いる部分があれば、お聞かせいただきたいと思

います。

九州各県では、福岡県、佐賀○永田税務課長

県、長崎県、熊本県の４県が指定をしておるん

、 、 、 、ですけれども 例えば 福岡県では 約2,100万

熊本県では1,000万の控除をしておりますので、

その分減収になるということになろうかと思い

ます。それから、この寄附金については、これ

からだんだんこういうことが周知されていくと

いうことで、今後は、これがふえていくんでは

ないかなというふうなことで考えております。

わかりました。○武井委員

ほかに。○押川委員長

一応、そういう税制があるという○横田委員

ことを紹介されて、今まで要望が上がってこな

かったということですけれども、今回、更生保

護法人が要望されたわけですね。条例で指定し

ようというときに、ここだけを指定するとか、

そういうわけにはいかないんですか。要望が全

然上がっていないところまで指定することにな

るんですか。

社会福祉法人とかＮＰＯとか○日隈財政課長

を含めて、どういった団体に対する寄附を対象

にするかというようなことについては、慎重な

検討が必要かと思います。例えば、私学振興に

つきましても、補助金も今ある中で、宗教系の

私学もございますので、宗教関係者からの寄附

金というようなところあたりもどう取り扱うの

かというようなことを含めて、やる・やらない

の入り口があった上で、やるとした場合はどこ

まで対象にするかというのは慎重な検討が必要

かと思います。

よろしいですか。○押川委員長

もう一回確認ですけれども、更生○横田委員

保護法人１つだけしていくということもできる

んですか ここだけしか今のところ要望は上がっ。

てきていないということですけれども。

あすも当初がありますから、ま○押川委員長

た時間があるので、調べられる範囲の中で調べ

ていただいて、また報告していただければあり

がたいと思います。よろしいでしょうか。

他県にそういう例があるか把○永田税務課長

握できていないんですけれども、理屈上は可能

ではないかなと考えております。

それでは、以上をもちまして総○押川委員長

務部を終了いたします。執行部の皆様、御苦労

さまでございました。

暫時休憩いたします。

午後３時52分休憩
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午後３時59分再開

委員会を再開いたします。○押川委員長

委員の皆様にお諮りいたします。

本日の日程は、午後４時までとなっておりま

すが、このまま継続してよろしいでしょうか。

〔｢異議なし｣と呼ぶ者あり〕

それでは、このまま継続いたし○押川委員長

ます。

それでは、本委員会に付託されました補正予

算関連議案等の説明を求めます。

会計管理局の平成22年度２○加藤会計管理者

月補正予算につきまして御説明申し上げます。

お手元の歳出予算説明資料の389ページをお開

きください。会計管理局は、7,416万円の減額を

お願いしております。この結果、補正後の予算

額は、６億1,878万2,000円となります。

その主なものにつきまして御説明申し上げま

す。

393ページをお開きください。まず （目）一、

般管理費（事項）職員費ですが、1,191万5,000

円の減額でございます。これは、給与改定等に

よる執行残によるものであります。

次に （目）会計管理費（事項）出納事務費で、

すが、5,955万9,000円の減額でございます。こ

れは、出納事務執行に要する経費や財務会計シ

ステム運営管理等に要した経費の執行残による

ものであります｡

最後に （事項）証紙収入事務費ですが、268、

万6,000円の減額でございます。これは、収入証

紙売りさばき人に対して支払う売りさばき手数

料や収入証紙印刷経費の執行残であります｡

会計管理局は以上でございます。御審議のほ

どよろしくお願いいたします。

執行部の説明が終了いたしまし○押川委員長

た。質疑はございませんでしょうか。

証紙なんですけれども、マイナス○武井委員

の補正が結構続いて 証紙という形で行政をやっ、

ていくというのも、システム的に古いのかなと

いう感じもしなくはないんですが 手数料が減っ、

ているということは、平たく言えば、当然、手

数料というのは売り上げに対して発生するもの

ですから、証紙の売り上げ自体が下がっている

ということの結果として、手数料が下がってい

るということの理解でよろしいということです

か。

証紙売りさばき手数料でござ○川野会計課長

いますが、売りさばき手数料というのは、売り

さばき人に証紙を売り渡した時点で発生すると

いうことで、今、3.15％ほど払っておるんです

が、今年度は、特に、建築関係の業務の中で、

これまで県が行っていた業務につきまして民間

の業者や、宮崎市などの建築主事設置市に対し

、て業務がおろされたということもございまして

、そういうことも相まって県の手数料が減少して

その結果として売りさばき手数料が減ったんで

はないかというふうに考えております。

ほかにございませんか。○押川委員長

財務会計システム運営管理費5,300○鳥飼委員

万の減なんですけれども、これは、運営は委託

しているんですね。減をするというのはどうい

うふうなことなんでしょうか。

今年度は、財務会計システム○川野会計課長

のハードのほうの入れかえを行いました。その

賃借料が、一般競争入札をした結果、予定より

かなり下回りまして、例えば、月630万ほど予定

しておったものが、結果として490万円ほどで済

んだということもございまして、今年度、5,300

万余の減額になったものでございます。

一般入札ということは、ハードは○鳥飼委員

。どこからどこにかわったということでしょうか
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ハードは、もともと富士通シ○川野会計課長

ステムですので、今回も富士通が引き続きとっ

たところでございます。

そうすると、そこでかなり熾烈な○鳥飼委員

のがあって、それだけ減額になったということ

なんでしょうね。

今回は、ハードの機器の入れ○川野会計課長

かえをやったんですが、基本的には、これまで

と同様の能力を有した機器ということで入れか

えを行っております。その結果として、今ある

機器については５年前に入れたものでございま

すので、５年後、今回、同程度の機能を持った

機種ということで入れかえました。コンピュー

ターは日々、技術革新によって価格が下がって

きておりますので、その結果として賃借料が大

きく減少した、こういうことが一番大きな要因

かなと思っています。そのほかにも、若干、機

器の見直しも行いまして、サーバーの数が若干

減ったということもございます。以上です。

通常はソフトとハードとセットに○鳥飼委員

なっているだろうと思うんですが、５年間、こ

の富士通のシステムでいくということになるん

ですね。

今回は、あくまでもハードで○川野会計課長

ある機器の部分だけ入れかえておりますので、

ソフトについてはそのままという考えでやって

います。したがいまして、古いサーバーから新

しいサーバーに中身のシステムを移行したとい

うことでございます。

ソフトも富士通がつくっているん○鳥飼委員

ですか。

そうです。○川野会計課長

わかりました。○鳥飼委員

何年か前に、システムの金額が高○中村委員

いということで、富士通かどこかではなかった

か、メーカーにおった人を県に臨時で入れて、

非常に格安になった。要らんことを聞きますけ

れども、その人はどうなりましたか。まだいま

すか。

今、情報政策課におるようで○川野会計課長

ございます。この関係につきましても、機器の

選定とかに当たりましては、十分に情報政策課

とも協議の上、見積もり等もいたして、機器の

。選択をして要求したというところでございます

その人は県職員になっているわけ○中村委員

ですか。

４年の任期つき職員というこ○川野会計課長

とでございます｡

。 、○押川委員長 ほかにございませんか その他

何かありませんか。

〔｢なし｣と呼ぶ者あり〕

それでは、以上をもちまして会○押川委員長

計管理局を終了いたします。執行部の皆様、御

苦労さまでございました。

暫時休憩いたします。

午後４時７分休憩

午後４時９分再開

委員会を再開いたします。○押川委員長

本委員会に付託されました補正予算関連議案

等の説明を求めます。

それでは、人事委○太田人事委員会事務局長

員会事務局の平成22年度２月補正予算につきま

して御説明いたします。

お手元の歳出予算説明資料の471ページをお開

きください。表の一番上の補正額の欄でござい

ます。総額で940万8,000円の減額をお願いいた

。 、 、しております この結果 補正後の予算総額は

１億4,636万2,000円となります。

次に、補正の主な事項について御説明いたし
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ます。

475ページをお開きください。まず （事項）、

。職員費の440万3,000円の減額補正でございます

これは、給与改定に伴う給料及び期末勤勉手当

の減額等によるものでございます｡

次に （事項）県職員採用試験及び任用研修調、

査費の133万2,000円の減額補正でございます。

これは、県職員採用試験の実施及び任用制度等

、に関する調査研究に要する経費でございまして

主に採用試験実施経費の執行残でございます｡

次のページをごらんください （事項）給与そ。

の他の勤務条件の調査研究費の102万3,000円の

減額補正でございます。これは、給与勧告及び

勤務条件に関する調査研究に要する経費で、主

に給与報告及び勧告等に係る事務経費の執行残

でございます｡

次に 最後の 事項 審査監督費の157万2,000、 （ ）

円の減額補正でございます。これは、不利益処

分に関する不服申し立ての審査及び労働基準監

督関係等に要する経費で、主に不服申し立て審

査に係る事務経費の執行残でございます。

以上でございます。よろしく御審議お願いい

たします。

執行部の説明が終了いたしまし○押川委員長

た。質疑はございませんか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

その他、何かありませんか。○押川委員長

今度、予算の審査があるんですけ○武井委員

れども、そのとき、総務部等が先になってしま

いますが、条例案についての意見というのが配

られたんですが、これについて見解等を改めて

お伺いしたいと思います。

今おっしゃったの○太田人事委員会事務局長

は、給与表の条例の改正……。

予算のときに総務部の審査が人事○武井委員

委員会より先にあるものですから、今、聞いて

おかないといけないものですから。

職員の給与、今回○太田人事委員会事務局長

の場合は管理職手当についてのカットというこ

とだと思うんですが、今回で改正３度目という

ことになろうかと思うんですが、人事委員会と

いたしましては、毎年、一定のルールに基づき

まして、職員の給与について勧告・報告等をい

たしております。基本的には民間、国の状況等

に準ずるように、知事、議会に対しまして勧告

いたしているところで、これを尊重していただ

くというのが基本でございますが、最終的な決

定ということになりますと、知事あるいは議会

の議決ということになります。そのときの財政

状況等、知事のほうで総合的に判断されて決定

、 、されるということで 原則はそうですけれども

基本的にはやむを得ないものというふうに私ど

もは考えておりますので、そのことを文書にし

て回答いたしまして、条例改正についてはやむ

を得ないという趣旨でございます。以上でござ

います。

それでは、以上をもちまして人○押川委員長

事委員会事務局を終了いたします。執行部の皆

様、御苦労さまでございました。

暫時休憩いたします。

午後４時14分休憩

午後４時15分再開

委員会を再開いたします。○押川委員長

本委員会に付託されました補正予算関連議案

等の説明を求めます。

それでは、監査事務局の○渋谷監査事務局長

平成22年度２月補正予算につきまして御説明い

たします。

お手元の歳出予算説明資料の465ページをごら
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んください。監査事務局は、総額で827万4,000

円の減額補正をお願いするものであります。こ

の結果 補正後の予算総額は ２億2,167万9,000、 、

円となります。

その主なものについて御説明いたします。

469ページをお開きください （目）委員費で。

ありますが、160万6,000円の減額となっており

ます。これは （事項）委員報酬が94万8,000円、

の減額 （事項）運営費、監査委員の監査に要す、

る経費でありますけれども、これが65万8,000円

の減額でありまして、いずれも、執行残による

ものでございます｡

次に （目）事務局費につきましては、666、

万8,000円の減額で、これは（事項）職員費、人

件費でございますが、325万8,000円の減額、ま

た、事務局の運営に要する経費であります（事

項）運営費が341万円の減額、いずれも、執行残

によるものでございます｡

、 。補正予算につきましては 以上でございます

次に、報告事項が１件ございますので、説明

させていただきます。

平成23年２月定例議会提出報告書の３ページ

をお開きください。損害賠償額を定めたことに

ついてであります。監査事務局関係につきまし

ては、４ページの上から３段目、県有車両によ

る交通事故であります。これは、事故の発生は

昨年11月18日で、場所は都城市北原町24街区21

号駐車場となっております。これは、都城総合

庁舎内の駐車場でございます。事故の状況とい

たしましては、事務局監査の際に、職員が誤っ

、 、て相手方 都城市の公用車に接触いたしまして

。 、損傷を与えたものでございます 損害賠償額は

８万1,953円で、すべて任意保険から支払われて

おります。専決年月日は、23年１月６日でござ

います。

説明につきましては以上であります。よろし

く御審議お願いいたします。

執行部の説明が終了いたしまし○押川委員長

たが、質疑はございませんでしょうか。

〔｢なし｣と呼ぶ者あり〕

その他、何かありませんか。○押川委員長

〔｢なし｣と呼ぶ者あり〕

それでは、以上をもちまして監○押川委員長

査事務局を終了いたします。執行部の皆様、御

苦労さまでございました。

暫時休憩いたします。

午後４時19分休憩

午後４時20分再開

委員会を再開いたします。○押川委員長

本委員会に付託されました補正予算関連議案

等の説明を求めます。

それでは、議会事務局の○日高議会事務局長

平成22年度２月補正予算につきまして、御説明

いたします。

お手元の歳出予算説明資料の１ページをお願

いいたします 補正額の欄でございますが 3,909。 、

万円の減額補正をお願いしております。補正後

の予算額につきましては、12億362万3,000円と

なります。

補正予算の内容について御説明いたします。

５ページをお願いいたします。まず （目）議、

会費でございますが、2,354万9,000円の減額を

お願いしております。その主なものを御説明い

たします （事項）議員報酬の1,172万2,000円の。

減額でございます。これは、議員の皆様の期末

手当の減額等によりまして執行残が生じたもの

でございます｡

次に （事項）常任委員会運営費の490万の減、

額でございます。これは、予定しておりました
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県内調査が、今年度は口蹄疫の影響で実施でき

なかったことなどによるものでございます。

次に （事項）議会一般運営費の429万7,000円、

の減額でございます。これは、正副議長の公務

関連旅費等の執行残によるものでございます｡

続きまして、６ページをお願いいたします。

（目）事務局費でございますが、1,554万1,000

円の減額をお願いしております。その主なもの

を御説明いたします 事項 職員費の484万2,000。（ ）

円の減額でございます。これは、職員の給与等

の改正に伴いまして、執行残が生じたものでご

ざいます。

次に （事項）議会一般運営費の705万4,000円、

。 、 、の減額でございます これは 主に説明欄の２

議会棟大規模改修事業の入札執行残等によるも

のでございます。なお、議会棟大規模改修事業

は、平成21年度から23年度までの予定でござい

ますが、平成22年度は、議会運営委員会室など

の壁の補強や防火シャッターの設置などを行っ

たところでございます。

説明は以上でございます。

執行部の説明が終了いたしまし○押川委員長

た。質疑はございませんでしょうか。

〔｢なし｣と呼ぶ者あり〕

その他で何かございませんで○押川委員長

しょうか。

〔｢なし｣と呼ぶ者あり〕

それでは、以上をもちまして議○押川委員長

会事務局を終了いたします。執行部の皆様、御

苦労さまでございました。

暫時休憩いたします。

午後４時23分休憩

午後４時23分再開

委員会を再開いたします。○押川委員長

採決につきましては、当初予算関係議案とあ

わせて、委員会最終日の３月９日（水）に行い

ます。あすより当初予算関係議案の審査を行い

ます。

以上で本日の委員会を終了いたします。

午後４時24分散会
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平成23年３月４日（金曜日）

午前10時０分再開

出席委員（９人）

委 員 長 押 川 修一郎

副 委 員 長 河 野 哲 也

委 員 中 村 幸 一

委 員 横 田 照 夫

委 員 松 村 悟 郎

委 員 武 井 俊 輔

委 員 井 上 紀代子

委 員 鳥 飼 謙 二

委 員 前屋敷 恵 美

欠席委員（なし）

委員外議員（なし）

説明のため出席した者

総 務 部

総 務 部 長 稲 用 博 美

総 務 部 次 長
四 本 孝

（総務・職員担当）

総 務 部 次 長
岡 田 英 治

（財務・市町村担当）

危 機 管 理 局 長 甲 斐 睦 教

部参事兼総務課長 緒 方 文 彦

人 事 課 長 桑 山 秀 彦

行 政 経 営 課 長 大 坪 篤 史

財 政 課 長 日 隈 俊 郎

部参事兼税務課長 永 田 裕 志

市 町 村 課 長 茂 雄 二

総務事務センター課長 假 屋 宗 春

危 機 管 理 課 長 金 井 嘉 郁

消 防 保 安 課 長 山之内 点

事務局職員出席者

総 務 課 主 幹 馬 場 輝 夫

議 事 課 主 査 大 下 香

委員会を再開いたします。○押川委員長

本委員会に付託されました当初予算関連議案

等の説明を求めます。

今回、御審議いただきます議○稲用総務部長

案につきまして お手元に配付しております 平、 「

成23年度当初予算案の概要について」と総務政

策常任委員会資料によりまして、御説明をした

いと思います。

まず、平成23年度当初予算案について御説明

いたします。

平成23年度当初予算案の概要についての１

ページをお開きください。今回の予算編成の基

本的な考え方でございます。平成23年度当初予

算案は、知事就任後、議会提案までに検討のた

めの十分な時間が確保できないことから、人件

費等の義務的経費や経常的経費を中心とした、

いわゆる骨格予算として編成いたしました。し

かしながら、知事の指示のもと、経済・雇用対

策経費や口蹄疫復興対策など早急な対応を必要

とする経費については、県民の生活に影響を生

じないよう予算案に計上し、骨太な骨格予算と

したところでございます。なお、そのほかの新

規事業や政策的な判断を要する経費につきまし

ては、新年度において追加補正する予定として

おります。

２ページをごらんください。一般会計当初予

算案の規模は、5,236億6,300万円、前年度比9.3

％の減となります。下にあります棒グラフを見

ていただきますと、予算の規模は、平成14年度

から20年度まで７年間連続のマイナスから、21

年度にプラスに転じまして、本年度まで２年連
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続のプラスでありましたが、来年度は骨格予算

のために、暫定的にマイナスとなります。

３ページから歳入予算の特徴を記載しており

ます。４ページをお開きください。自主財源に

ついてでありますが、真ん中の表をごらんいた

だきますと、平成23年度は、繰入金、諸収入の

減等によりまして、自主財源比率は、35.8％と

前年度に比べ0.4ポイントの減となります。

関連しまして、基金残高ですが、財政関係２

基金につきまして、５ページの上の表の基金残

高の推移を見ていただきますと、平成23年度末

の残高は、当初予算後の見込み額であります

が、480億円程度となる見込みでございます。

次に、６ページをごらんください。依存財源

でございます。下の表の地方交付税は、1,829

億2,300万円と前年度を上回っておりますが、７

ページの一番上の表にありますように、地方交

付税の代替財源であります臨時財政対策債との

合計で見ますと、臨財債の大幅な減によりまし

て、2,252億4,500万円と、額にして59億円余の

減となっております。

６ページの表に戻っていただきまして、県債

ですが、骨格予算であるということと、臨財債

の減によりまして683億110万円と、264億円余の

減となっております。

７ページをもう一度見ていただきまして、２

つ目の表ですが、県債残高であります。県債残

高につきましては、今年度、口蹄疫対策により

まして1,200億円の転貸債等を発行したため、初

めて１兆円を超えることとなりましたが、発行

額の減によりまして平成23年度末残高は 平成22、

年度末に比べて123億円減の１兆466億円となる

見込みでありまして、臨財債及び口蹄疫対策転

貸債等を除いた残高では、6,228億円と、450億

円の減となる見込みでございます。

次に、８ページをお開きください。歳出予算

の特徴であります。下の表をごらんいただきま

すと、骨格予算のためではありますが、投資的

経費やその他の一般行政経費については大幅な

減となっております。一方で、年間所要額の全

額を計上いたしました義務的経費につきまして

は、人件費の抑制分を社会保障関係経費を含む

扶助費や公債費の伸びが上回っており、依然と

して財政の硬直化が進んでいることがおわかり

いただけると思います。

13ページ以降には、重点施策の項目ごとに主

な事業を掲載しておりますので、後ほど、ごら

んいただきたいと思います。

以上を総括的に申し上げますと、平成23年度

当初予算は、依然として県税等の自主財源比率

が３割台にとどまるなど、脆弱な財政基盤によ

りまして厳しい財政状況が続く中で、知事の政

策提案をもとに、選択と集中により、宮崎県全

体の活力を高めるために真に必要な事業を可能

「 」な限り盛り込んだ 明日のみやざきの礎づくり

予算としたところでございます。

、平成23年度当初予算案の概要につきましては

以上でございます。

次に、委員会資料の２ページをごらんいただ

きたいと思います。総務部の各課別集計表であ

ります。表の一番下の総務部計をごらんいただ

きますと、平成23年度の当初予算額は、1,355

億4,208万2,000円で、前年度当初予算と比べて

４億6,326万7,000円の増となっております。

次に、３ページをごらんいただきたいと思い

ます。総務部の主な重点事業でございます。上

から４番目の丸、職員の心の健康づくり推進強

化事業につきましては、メンタルヘルス対策を

中心にサポート体制の強化を図るものでござい

ます｡
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その他の事業につきましては、後ほど、ごら

んいただければと思います。

次に、特別議案について御説明いたします。

６ページをお開きいただきたいと思います。

議案第19号「宮崎県職員定数条例の一部を改正

する条例」についてであります。これは、職員

数の状況等を踏まえ、職員定数の見直しを行う

ため、所要の改正を行うものであります｡

次に ７ページでございます 議案第22号 知、 。 「

事等の給与の特例に関する条例」についてであ

ります。これは、財政改革推進の一環として、

特別職等の給料等及び管理監督の立場にある一

般職の管理職手当について、特例的に減額する

ための条例を制定するものであります。

特別議案は、以上の２件でございます｡

次に、その他報告であります｡

本日、御報告いたしますのは、まず、８ペー

ジの平成23年度組織改正について 次に 19ペー、 、

ジのみやざき行財政改革プラン（素案）につい

て、23ページの持続可能な財政基盤の確立につ

いての３件でございます｡

それぞれの詳細につきましては、担当課長か

ら説明させますので、御審議のほどよろしくお

願いいたします。

私からは以上でございます。

地方消費税清算金及び県税収○永田税務課長

入の当初予算について御説明申し上げます。

まず、地方消費税清算金であります。平成23

年度当初予算の概要についての４ページをお開

きください。真ん中の表、自主財源の状況の地

。 、方消費税清算金の欄をごらんください これは

一たん、各県ごとに国から払い込まれた地方消

費税を各都道府県の実際の消費シェアに合わせ

て、各都道府県間で清算し配分するものであり

ます。23年度の予算額は、213億8,618万5,000円

を計上しております。前年度に比べ６億7,239

万3,000円、3.2％の増となっております。これ

は、全国合計の地方消費税が地方財政計画等で

増加すると見込まれることによるものでありま

す。

続きまして、県税収入予算につきまして御説

明申し上げます。

総務政策常任委員会資料の１ページをお開き

ください。県税収入につきましては、県内の経

済動向や主要企業の業績見通し、22年度の税収

状況、地方財政計画等を総合的に検討して見込

んだものであります。当初予算は、①の県税計

の欄でありますが、779億8,000万円を計上した

ところであります。これは、結果的に、前年度

と同額となっております。

それでは、主な税目について御説明いたしま

す。増減額の欄をごらんください。まず、個人

県民税は、課税対象となる平成22年分所得の減

、 、少により９億1,900万円余の減収 法人県民税が

企業収益の増加により３億9,000万円余の増収、

法人事業税につきましても、同じく、企業収益

の増加により11億1,700万円余の増収、また、自

動車税は、課税台数の減少により２億8,200万円

。 、余の減収と見込んでおります 自動車取得税は

低公害車特例等、いわゆるエコカー減税の影響

等を受け１億7,700万円余の減収と見込んでいる

ところであります。

。 。以上であります よろしくお願いいたします

議案の概要説明及び歳入予算の○押川委員長

説明が終了いたしました。ここまでのところで

委員の皆様方、御意見はございませんか。

県税の収入予算のところで教えて○井上委員

いただきたいことが１つあります。全体が100で

すので、数字をもしかしたら合わせられたのか

もしれないんですけれども、産業廃棄物税が増
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になっていますけれども、これの根拠は何なん

ですか。

、○永田税務課長 産業廃棄物税につきましては

産業廃棄物の特別徴収義務者、最終処分場等を

持っておられる事業者について、30事業者ほど

多いところから選びまして、アンケートをとっ

。 、ております それの事業者の見込みに基づいて

最終的に見込んでおるところです。

、○井上委員 これは私のあれかもしれませんが

他県から余りにもたくさん持ち込まれるような

ことがないように、そこはちゃんと……。ここ

がふえていくというのがちょっと心配な気はす

るんですけれども、根拠はそういうことであれ

ば、わかりました。

総括的にということなんだろうと○鳥飼委員

思いますけれども、本県の財政構造といいます

か、自主財源比率が厳しいというのは、私が議

。員になってからずっとそういう話が出ています

そういう財政構造ですから、それを改善すると

、 。いいますか 基本的にどういう方策があるのか

宮崎県の財政構造というのは、地方交付税が、

上がり下がりはありますけれども約2,000億、そ

れから国庫支出金、その後いろんな形での県債

、 、がふえてきたりしますけれども 宮崎県の場合

この自主財源比率を高めていくということは極

めて困難であろうと。産業をどうやって殖産す

るのかということとつながってきて、法人事業

税なりをどれだけ収入していくかということに

なると、企業誘致なりというものがあるんです

けれども、宮崎県の状況、総務部長からも説明

があったんですけれども、今、どんなふうに見

ておられるのか、改善すべき点というのは、ど

ういうふうにしていけば財政構造を改善できる

というふうに思っておられるのか、それについ

て基本的なところを議論したいと思います。

今、鳥飼委員のほうから御指○日隈財政課長

、 、摘いただきましたとおり 自主財源については

なかなか伸びがないというようなお話もありま

す。大きくは、国と地方の関係で申しますと、

税源の問題、いわゆる地方に財源をしっかりい

ただきたいという一つの考えがございますけれ

ども、税制を一応置いて現状の税制で考えます

と、やはり県税収入の確保というのが大切であ

ろうと思います。御指摘があったとおり、企業

、 、 、誘致 企業立地含めまして 事業所得等の向上

個人所得の向上をしっかり図っていければ県税

収入は上がっていくという方向にあろうかと思

。 、います 人口減少傾向に何とか歯どめをかけて

所得の向上を図っていくというのが、地道では

ありますけれども、どの県でも、税収というの

が一定割合確保をしておりますので、本県もで

きるだけ自主財源の確保に努めていく必要があ

るんではないかと思います。

付随してもう少し御説明申し上げますけれど

も、先ほど、総務部長から説明がありましたと

おり、地方交付税とその代替財源であります臨

時財政対策債を足しますと、ことしも当初予算

で59億マイナスになっております。地方財政計

画では、この分は税収の増で埋めております。

地方の税収も地方財政計画では2.8％の伸びを見

込んでおりますし、国のほうでは9.7％ですか、

。 、税収増というような傾向にあります 本県だけ

税収が今、税務課長から説明がありましたとお

り、プラマイゼロというような状況にあります

ので、やはり税収の確保が図られないと、どう

してもそこのところが補えないというようなこ

とも出てまいりますので、やはり自主財源の中

でも県税収入というのは非常に大事じゃないか

なというふうに考えております。

県税収入900億、何ぼ頑張って○鳥飼委員
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も1,000億には恐らく届かないだろうというふう

な感じはいたします。そうしますと、この財政

構造というのは変わらないわけなんですよ。確

かに、企業誘致で法人を誘致するとか、そうい

う努力はするにしても、今の国の政策の中では

なかなか難しいものがある。地方交付税も、麻

生政権の末期には１兆円でしたか、ぎりぎりに

なって増額をしてもらったという経緯もありま

すし、新政権になっても、確かに、地方交付税

の入りは少なくても、出のところで上積みをし

てもらって、それなりに地方に配慮してもらっ

ているというような感じは持っているんですけ

れども、そうであれば、なお一層、宮崎県とし

ては努力をしなくちゃならない。

九州知事会で地方交付税の総額確保というこ

とで、そういう集会を各県でやりましょうとい

うことをやったけれども、前の知事に提起をし

、 、たけれども 全く関心を持たないといいますか

おざなりのことしかやらない。ふるさと納税み

たいなことで、確かにちょっとふえたところは

ありますけれども、大宗のところではやらなく

て、枝葉末節のところで熱を出しているという

ようなことでは困ると思うんですね。事務方が

努力をしても、トップがそういう認識だから変

わらないというのもあって、なかなか苦慮され

たということは十分理解するんですけれども、

そういう現実にあるということを押さえて、そ

していかなくてはならないと。知事が提案理由

説明の中でいろいろと言っておられましたけれ

ども、そういう財政構造にあるわけですから、

それを改善するのに職員を減らす、賃金を減ら

すというのは、本当に一番安易な方法だと私は

思っているんです。ですから、そこはしっかり

押さえていただかなくちゃならないというふう

に思っています。

それともう一つ、５ページに基金の状況とい

うのがありまして、この間ずっと、安藤知事、

さかのぼれば松形知事のときもそうなんですけ

れども、表現はあっても、そこまではやってこ

、られなかったというのが一つありますけれども

実際、今、こういう状況が続いています。23年

度末が480億、21年度が471億、22年度は554億と

いうことになっています。それは皆さん方の努

力でこういう結果が出ているというのは評価し

たいとは思うんですけれども、説明があるとき

にいつも脅しみたいに県民とか我々に聞こえる

んです。貯金がなくなる、このままいったらな

くなる、だからこうするんだというようなこと

では、私はいけないんじゃないかなと。基本の

ところは、企業誘致なりをどうやって図ってい

くのかということが大事だろうと思うんです。

本県の財政構造は、現状では交付税に頼るしか

ないわけですから、確かに、永田課長のところ

で一生懸命頑張っていただいて900億という状況

になるというのもあるだろうと思いますが、そ

こはそういう財政構造にあるということをまず

持っておいて、そして、知事の発言もそうなん

ですけれども、やっていただかないといけない

なと私は思っております。何か御意見があれば

お願いします。

御指摘のとおり、基金残高に○日隈財政課長

ついては、かなり減ってきております。実は５

ページの資料では、23年度末は480億ということ

で記載しておりますが、これはまだ骨格予算で

ございまして、これが肉づけ、いわゆる本格化

予算という形になりますと、あと130億から140

億ぐらいは必要ではないかと見込んでおります

ので、残高としては340億前後ぐらいまでは落ち

。 。るのかなと もう少し落ちるのかもしれません

そういったふうに見込んでいるところです。
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全体の問題といたしましては、今、鳥飼委員

からありましたとおり、なかなか地方財政も厳

しいんですが 歳出のほうで申し上げると 黙っ、 、

ていてもどうしてもふえていくのが社会保障関

係費です。本県のベースで申し上げても、10億

から20億、毎年ふえてまいります。本年度の当

初予算でも15億強ふえております。10年間でこ

れが伸びていきますと150億から200億伸びる中

で、今の税制体制ではそれだけの税収が見込め

ません。

それで、今までの行政改革の中では、定数削

減というような工夫もしてまいりましたけれど

も、経費節減も、後で御説明しますが、なかな

かこれ以上絞っていく、例えば今、行政経営課

長が横におりますけれども、1,000名削減なんて

いうのは、今後なかなかできるものではないだ

ろうと思っております。したがいまして、経費

の削減も限界に来ております。その中で、歳出

だけがふえていく分をどう賄っていくかという

のは、先ほど、私は省略させていただきました

けれども、税制の問題、これを抜本的に考えて

いただいて、何とか地方財源を確保していく、

そういった方策を講じない限りは、これ以上は

なかなか難しい時期が近づいているんではない

かというふうに思っているところです。以上で

す。

、○鳥飼委員 国税５税の算定比率を上げるとか

そういう努力をやっていかなくちゃならないん

ですね。前の知事にも何回も言いましたけれど

も、しかし、やろうとしない。不幸な知事だっ

たなと私は思っているんです。そういう努力を

していかないと、そういう痛み、苦しみという

のは県民にもわかってもらわないといけないと

思うので、財政構造を変えていこうということ

でこういう努力をしているんです、それが地方

交付税を確保する集会なんですとか、それは理

解していただかないと、僕はわからないと思う

んです。県庁の人たちがそこはうまいぐあいに

やってくれるから、立派に頑張ってくれている

んだろうなぐらいの認識しか持つことができな

いんじゃないかなと思うんです。それを県民に

訴えていくということが大事ではないかと思い

ますので、そこは日隈課長が財政課長で答える

でしょうけれども、本当は総務部長に答えても

らいたかったんです。それはそれでいいですけ

れども、今後の課題として指摘をしておきたい

というふうに思います。

もう一つ、県税のところでお話がございまし

た。きのうも補正のところでありまして、当初

予算では779億ということで、前年度と一緒なん

ですけれども、２月補正では804億まで回復して

いるということがあるんですね。それでも当初

と比較したという形でこういうふうになってお

るわけなんですが、特に、個人県民税というの

。がぐっと下がってきているというのがあります

補正では253億までなっていまして 当初では244、

億というようなことで、厳しく見積もりといい

ますか、予算が立てられております。法人県民

税は36億、これが35億ということになっていま

す。法人事業税は109億が107億ということで当

初に上がってきているというような理解だろう

。 、というふうに思います この予算を立てるとき

実際、税務課に私はいたこともないのでわかり

ませんけれども、ほとんど昨年と同額の見積も

りがしてあるんですけれども、それと２月補正

の分との関係で、きのう、御説明を受けたもの

ですから、どういうものを考慮して23年度当初

の県税の見積もりになっているのか、大まかで

結構ですので、御説明をいただきたいと思いま

す。
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県税の見積もりにつきまして○永田税務課長

は、各税目ごとにそれぞれ見込んでおります。

例えば個人県民税が相当下がっておりますけれ

ども、22年分所得の減少ということで、状況と

しては、昨年１年間の国税における源泉徴収の

状況、こういったものを見てみますと、実際に

国税のほうから聞き取りをしますと、約４％ほ

ど下がっているというような状況等がありまし

て、このぐらいしか見込めないというような状

況なんですが、法人税につきましては、当初比

ではこういった状況なんですが、御指摘のよう

に、22年度の最終見込みよりは減とかいうよう

な状況もありまして、最終的に、計では同額な

んですけれども、各税目ごとの内訳につきまし

ては、昨年とは違っておるというような状況で

ございます。

最後にします。総括的にといいま○鳥飼委員

すか、予算を財政課長なり総務部長が記者発表

します。それを新聞が書くわけですけれども、

「本県は厳しい財政状況にありまして、自主財

」 。源が乏しく とかいうようなことがあるんです

なお一層、県の財政の状況を県民に知ってもら

うような努力をしていくべきだというふうに思

います。交付税の集会とか九州地方知事会でや

ろうと決めたんだから、それをやるとか、そう

いう努力を積み重ねていくことで、県民の皆さ

んにもそういう理解をしてもらう。ただ県庁の

職員を減らせばいいわ、給料を減らせばいいわ

というような安易なことで努力をしているなと

いうふうに見てもらうのは、私としては不本意

なんです。しっかり行政の仕事をいただくため

には、何が足りんで、何が必要なのかというこ

とをしっかり県民にわかっていただく努力をお

願いしておきたいと思います。

ほかにございませんか。○押川委員長

関連するんですけれども、昨年、○松村委員

口蹄疫ということで県内、非常な被害だった。

私たちの地域は児湯郡というところで、それぞ

れの市町村なんかでお話を聞くと、これだけ被

害を受けて、企業関係も売り上げは相当減って

、 、いるはずだ 農家関係もほとんど厳しいはずだ

飲み屋さんもほとんど売り上げはない、そうい

うお話をしていて、そうすると、ことしの税収

は厳しいと、町村の財政も大変じゃないのか、

下手すると危ないよというような話なんか去年

の中でありました。引き続き、鳥フルはそろそ

ろ終息してほしいんですけれども、また火山灰

とかあって、児湯郡だけじゃなくて県内一円、

昨年度を含めて下がっているんじゃないかと

思って、県税収入等を見ていたら、そこまで影

響はないのかなというふうに私も見てびっくり

しているんです。昨年は宮崎県の被害はどれだ

けだったかというと、3,000億だとか何とかだと

いろんなことを言っていましたね。宮崎県の総

ＧＤＰの占める割合というのは、相当大きいと

思うんですけれども、昨年こんなことだったか

ら、反映するのはことしですから、ことしの税

収は厳しいだろうなと思っていたんです。大体

昨年並みということが出ているので、大したあ

れはなかったのかという気もあるんですけれど

も、昨年からの被害は、これには影響していな

いんでしょうか。

、 、○永田税務課長 私も 委員おっしゃるとおり

どうなのかなということではちょっと思いがあ

るんですけれども、22年度の当初予算比なもの

ですから、22年度の最終見込みからすると約25

億円、実態としては減少というような状況でご

ざいます。22年度の当初予算を見込むときに、

、 、その前の21年度が 例えば法人の２税あたりは

見込みよりも相当下がったというようなことも
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ありまして、22年度の法人は相当低く見込みま

した。ところが、低く見込んだけれども、22年

度は最終予算でプラスで見込みましたように、

若干上がったというようなこともありまして、

当初予算同士で比べると同額だけれども、実質

は25億円ほどは下回っているというような状況

であるということでございます｡

そんなものですか。安心していい○松村委員

のか何かわかりませんけれども、実際にふたを

あけたらという不安があるので、もし、予測さ

れるものが本当にあるんだったら、県税収入と

いうのはもうちょっと低目に抑えて、それ以外

のところでどう確保していくかということで、

逆に国に向かって、これだけの被害があるんだ

から、交付税措置はこういう形で当初予算に上

げることはできないのか、そういう措置を約束

できないかとかいう形で、自主財源は本当に少

ないんだということで、依存財源の割合を、こ

としはしようがない、ふやしていこうというぐ

らいになるのかなと私は思っていたんですけれ

ども……。また補正もあるでしょうし、次の対

策があると思いますから、それをまた見ていき

たいと思います。

たばこ税についてお尋ねしたいん○横田委員

ですけれども、昨年10月１日にたばこ税が値上

がりしたわけですけれども、それを機会にやめ

た人もかなりおられると思うんです。たばこ税

の増税がどういうふうに影響するのかなと非常

に関心があるものですから、10月の前と後、ど

ういう傾向があったのかを教えていただきたい

んです。

たばこ税につきましては、昨○永田税務課長

年10月に大幅な税の増額がありました 本数ベー。

スでいいますと、10月の値上げ直前にどんと膨

らみまして、これが対前年比で57.1％の増、と

ころが、値上げ直後の10月の分については、対

前年比で38.2％というふうに大きな影響がござ

いました。

。○横田委員 金額とかではわからないんですか

金額では、値上げ直前１カ月○永田税務課長

が２億8,600万ということで、対前年比57.2％の

増、直後が約１億3,000万ということで、対前年

比では、税額が上がったということもありまし

て、約７割ほどに減少しております。

もうちょっと経緯を見ないとはっ○横田委員

きりわからないと思うんですけれども、たばこ

税を上げることが税収にプラスになるのか、マ

イナスになるのか、推移を見てみたいと思いま

す。

次に、自動車取得税がエコカー減税等の影響

で１億7,700万減収ということですけれども、逆

にそれだけ車が売れたということで企業の収益

が上がったと思うんですが、それで税収が相殺

、 、されたのか またそれ以上の税収があったのか

そこ辺を教えていただきたいんですが。

22年度はということでよろし○永田税務課長

いでしょうか。ちょっと確認をいたします。し

ばらくお待ちください。

ほかに。○押川委員長

私も総括的なんですが、県税収○前屋敷委員

入予算を御説明いただいた中で、今もお話が出

ましたけれども、企業収益が伸びて税収もふえ

ていく。その一方で、個人県民税は大幅な減と

いう点では、本来、企業が収益が上がれば、所

得に反映されなきゃならないというふうに思う

んですね。しかし、それがそうなっていないと

いうところが非常に不幸なことで、個人県民税

が減っているというのは、所得の減と、今、仕

事がなくて失業している方もいらっしゃるとい

う点では、地域の経済も活性化して、企業その
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ものがもっと元気になって、雇用も、賃金にも

それがはね返るというような状況をつくってい

、 、かなければならないと思うんですけれども 今

、 、国の施策も含めて それが逆だというんですか

大企業への減税は進むという中で、国民の所得

はどんどん減り続ける。これは世界の中でも、

先進国では日本は異常な状態だという点では、

国民の暮らしはますます疲弊していくというこ

とが言えるというふうに思うんです。

それから、社会保障の予算の問題も出ました

けれども、高齢化とともに社会保障予算はふえ

ていくのは当然のことです。ですから、予算の

組み方も、第一にそこの必要な部分はしっかり

確保する、これは国家財政も同じなんですけれ

ども ところが 国は2,200億も前の時代からずっ、 、

と社会保障を減らしてきているという問題は、

社会的な問題になって、国民の共通の認識にも

なっていると思うんです。根本的に地方の財政

のあり方はどうかというものを問う前に、国の

財政のあり方そのものも同時に問われていかな

いと、非常にバランスは崩れていくというふう

に思います。県の財政の問題だけじゃなくて、

そういった意味では国と一体となってその辺の

改革を進めていかないと、ますます地方は、交

付税も減らされる一方では疲弊をしてくるとい

うことは当然のことで、その点では国の財政の

あり方だけを私たちは問題にするものではあり

ませんし、そこは健全な税制のあり方を県とも

一体となって私は追求もしていきたいなという

ふうに思っているところです。総括的な意見に

なっていますが。何かコメントがあれば。

総括的ということでいろんな○稲用総務部長

御意見をいただいていますので、私のほうから

あれですけれども、根本的に税源のあり方とい

うのは国でも議論されていると思いますので、

地方分権とかを考えたときには、しっかりとそ

の議論がされて、地方の安定的な財政運営のた

めの税源というのが確保できるようにしていた

だく必要があるというふうに思います。

、 、それから 交付税というのが現実的にあって

その額をどう確保するのか、これは全国知事会

なんかでも委員会を設けていまして、その中で

も議論をしています。消費税に関しても、全国

知事会の中の委員会をもって議論して、これは

国民の皆様にも御理解いただくためにというこ

とで、パンフレットをつくってわかりやすくし

て、こういう地方の財政状況になっていますと

いうことを示しながら、その上で国に何とかお

願いしますということを示していますので、そ

ういう動きはしていかないといけないと思いま

す。

また、一方において、歳出は本当にいろいろ

考えていかないといけない。当たり前にふえて

くるもの、これは仕方ないといいましょうか、

社会保障費関係というのは、せざるを得ないも

のになりますので、全体の事業費を、我々は毎

年毎年、しっかり見直しておりますが、さらに

優先度といいましょうか、選択と集中という言

葉が使い古されてしまった感じがあって、新し

さというか、新鮮みがなくなった感じもあるん

ですが、再度、そういう意味においては、事業

をしっかりと見直す中で、必要な事業をきちん

とやっていくということ、歳入、歳出どちらか

でなくて 両方バランスしながら しっかりやっ、 、

。ていく必要があるというふうに考えております

骨太な骨格予算ということですか○武井委員

ら、逆に言えば、骨格予算とはいえ、本格予算

に近しいという理解で臨んでいきたいと思うん

ですが、当初予算案の概要の７ページの表、県

債発行額と県債残高の推移を見ると、臨財債及
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び口蹄疫対策転貸債等を除く県債残高は順調に

下がっていますというふうに見えるんですが、

私は今の状況からいうと、臨財債が本当に100％

交付税で手当てしていただけるのかなというこ

とには、かなり不安を感じているんです。逆に

こういう表を見ると 県債としては順調に下がっ、

ているんだなというように見えてしまうんです

けれども、実際は、県債というのは、上のライ

ンのほうが実際の現状であるわけであって、あ

えてこういう表を示す必要というか、意味とい

うのはいずこにあるのか、お聞かせいただきた

いと思います。

まず、臨時財政対策債のこと○日隈財政課長

からですけれども、非常にくどいかもしれませ

んが、景気の動向にもよりますが、税収が伸び

悩む中、地方交付税の財源的にも十分確保でき

ないということから、臨時財政対策債を発行し

なさいと。要するに交付税を満額交付できない

のでということで、臨時財政対策債がこれまで

大幅に伸びてきた。今、武井委員から御指摘が

あった７ページの棒グラフで申し上げると、黒

い部分が本県。本当は現金の地方交付税でいた

だくべきだと思っています。そこのところを臨

時財政対策債という枠でいただいているという

のが現状です。鳥飼委員からもありましたけれ

ども、国税５税の引き上げ等も含めて、地方交

付税財源の確保をお願いしているんですけれど

も、十分賄えないということで、臨時財政対策

債の発行で賄うのであれば賄いなさいというこ

とでいただいている部分が黒い部分ですから、

本県、先ほどありましたように、自主財源が豊

かではありません。交付税に頼ってきておりま

す。ここのところは交付税でいただきたいとい

う部分を臨時財政対策債で補っている部分が黒

い部分でありますので、その部分はいかんとも

しがたく、交付税でいただきたい部分を臨時財

政対策債でいただいているということでありま

して、なかなかここのところを減らすというわ

けにはまいりません。

本来の借金としての部分は白い部分でありま

して、これは、いわゆる我々の公共事業を含め

た行政経費に係る県債発行なんですけれども、

ことしのところを見ていただきますと、白い部

分が非常に少なくなっていまして、骨格であり

ますが、683億のうち、わずかに260億が借金、

本来の私どもの県債発行は260億であります。何

とかそこしか圧縮できない。例えば、臨時財政

対策債を発行しないということになれば、交付

税を放棄することと同じことになりますので、

どうしてもそこのところの圧縮に努めていかざ

るを得ない、そこしか努力できないというよう

な財政構造、歳入構造であります｡

したがいまして、弁解がましいことを申し上

げたいとは思いませんが、結果としては、やは

り折れ線グラフのほうでいえば、上のほうのラ

インが、確かに県債残高ではあります。ただ、

口蹄疫の転貸債の1,200億だけは５年間一応置い

ておくだけで、５年後にはそれぞれの団体から

お金が返ってきて、すとんと返済いたしますの

で、県の負担にはなりません。1,200億円という

のは特例的に考えていただければというふうに

思っているところです。

加えて、臨財債の分は、交付税の代替であっ

て、元利償還金は交付税で賄えるというふうに

見るんであれば、下のラインが実質的な私ども

の借金の残高のラインということで、この部分

が努力のところだというふうに御理解いただき

たいということで表示しております。

もう一つ加えて申し上げるならば、臨時財政

対策債、実はまだ元利償還が済んでいませんか
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ら、これからも残高の中の大きなウエートを占

めていくということになります。元利償還金が

交付税の中で算定されるということであれば、

交付税総額が変わらないとすると、公債費の占

める割合がふえていきますから、いわゆる自由

に使える行政経費の部分の配分という算定が圧

縮されていくということになりますので、やは

り交付税財源については、しっかり確保してい

く方向で今、要望を重ねているというところで

す。

国税５税の中のシェアを地方がとると国のほ

うの取り分も少なくなるということも含めて、

今、消費税の論議もありますけれども、そこら

あたりも含めて、税制全体の中で地方財政だけ

は、少なくとも我々の立場からは確保していた

だきたいという声を上げていきたいというふう

に考えております。

非常に怖いんですね。麻薬みたい○武井委員

な、感覚がだんだん麻痺していって、これは国

のやることですから、私も頑張らなきゃいけな

いんですけれども、国がいざというときに、臨

財債はもう見れませんとかいう話になったとき

というのは、それこそ、地方はその段階で破綻

してしまうんじゃないかと非常に怖さを感じた

ものですから、御質問をしました。

あと２点ほど、説明資料の１ページ、収入予

算なんですけれども、①と②というのは数字が

見事にきれいに合っているんですけれども、こ

れは合わせてあるんですか。たまたま合ったと

いうには余りにもきれいな感じなんですけれど

も、これは、あえて合わせてあるという理解で

よろしいということでしょうか。

先ほども御説明いたしました○永田税務課長

ように、税目別にはそれぞれ違いますので、最

終的にこの数字になったということでございま

す｡

偶然にしてこうなったということ○武井委員

ですね。わかりました。

先ほど横田委員からありました、自動車税と

か自動車取得税の関係なんですけれども、低公

害車、いわゆるエコカー減税とか、この辺なん

ですけれども、こういうのはひとえに国の政策

であって、結果としてそれに引きずられたよう

な形で地方税が減収になるというのはいただけ

ないところがあるんですが、その分、例えば、

自動車取得税の１億7,000万とか、自動車税の２

億8,000万 課税台数減少とあるんですが、い―

わゆる国策によって減収した分というのは、何

がしかの手当てというのはなされることになる

のか。それとも、純粋に地方がかぶらなきゃい

けないものなのか、お伺いしたいと思います。

低公害車特例等については、○永田税務課長

県については措置はされておりません。

国政がいろいろ人気取り的なとこ○武井委員

ろでいろんなことがあったり、今、子ども手当

なんかもそういうので非常に問題になったりし

ているところがあるんですが、子ども手当につ

いては、首長さんがいろいろ声を上げられたり

ということがあると思うんですけれども、こう

いったような減収分等についての手当てについ

て、例えば、県としてそれを求めていったりと

かというような動き等はあったのかどうか、お

伺いしたいと思います。

国の政策で減税を行ったよう○日隈財政課長

な場合、例えば、今、お話があったエコカー減

税、私どもの意思で決定したわけではありませ

んので、そういった部分については、全額とい

うのはちょっとあれですけれども、一定の割合

については特例交付金ということで キックバッ、

クじゃないですけど、国のほうから一定の措置
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はございます。そのほか、付随して申し上げる

と、住宅減税みたいな形で行って地方の税収が

下がった部分については、一定の配慮というの

はございます。

自動車減税で１億7,000万、これは○武井委員

エコカー減税だと思うんですけれども、これに

ついてはどれぐらい措置されるとかいうのは、

ある程度見えているものなんですか。

特にこれを決算で締めて１○日隈財政課長

億7,000万だから１億7,000万ということではな

いんですけれども、国のほうも当初予算で特例

交付金という形で組むんですけれども、その部

分の一定割合ということで、見込みとしての交

付金をいただく、そういった形になっておりま

す。

ことしのそういった政策的なもの○武井委員

によって生じる特例交付金というのは、大体幾

らぐらいか。全体で結構です。

手持ちの全国ベースの数字で○日隈財政課長

申し上げますと、今ありました自動車取得税に

係る減収補てんの特例交付金というのが、これ

は22年度なんですけれども、全国枠で500億円と

いうような措置がされております。

先ほどの22年度の自動車取得○永田税務課長

税の状況でございますけれども、ことし１月末

現在で、調定額、いわゆる課税額が約11億5,500

万円ほどとなっておりますけれども、これは、

。昨年度比で約２億円ほどの減となっております

さらに、エコカー減税等がなかった場合と比較

しますと、影響額が13億8,000万円ほど減という

ふうになっております。

それと、新規登録台数ですけれども、１月末

現在で約３万7,500台ほど新規登録があります。

これは、昨年に比べて0.3％の増ということで、

微増なんですが、年度の当初、４月から９月ぐ

らいまではずっと伸びていたかと思うんですけ

れども、その後、エコカー補助金等について廃

止になったということもありまして、今のとこ

ろは昨年並みぐらいになっておるというような

状況です。

さらに、軽減税率の対象者が、この登録台数

のうち２万8,700台ほど、全体の約77％というこ

とで、昨年は約６割ちょっとだったと記憶して

いるんですけれども、この割合がふえておりま

すから、相当これの影響で税収が減っておると

いうような状況でございます。

エコカー減税とかいった減税は、○横田委員

消費を喚起することによって経済を活性化させ

る、その対策で打たれているものだと思うんで

す。確かに、減税するわけだから、自動車取得

税は減ると思うんですけれども、自動車会社と

かは物すごくそれによって売り上げが上がるわ

けで、当然、法人税とか上がってくると思うん

ですね そこらあたりがどのようにプラスになっ。

ているのかを見ていかないと、この減税をした

効果というのが全然わからないんじゃないかと

思うんですけれども、そこらあたりまで見ない

んですか。エコカー減税したことによって、例

えば、日産とかトヨタとかの企業が、どれだけ

売り上げが上がったか、どれだけ税金を納めた

のか、そこらあたりまでの検討とかはされない

んですか。

数字的にはどのくらい影響し○永田税務課長

たかということは出しておりませんけれども、

イメージとしては、補助金とか減税によって新

規登録台数もその間は伸びましたし 効果はあっ、

たんではないかなというふうに感じておるとこ

ろです。

先ほど、エコカー減税について、県に対して

は補てんがありませんということで御説明いた
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しましたけれども、自動車取得税については、

税収の一定割合を市町村のほうに交付するとい

うふうになっております。この市町村への交付

金については、市町村のほうに減収の補てんが

されるというふうに聞いておるところです。

ほかにございませんか。○押川委員長

ここで議論をしておいたほうがい○鳥飼委員

いだろうと思いますのでお尋ねしますが、本会

議でも申し上げました、編成過程の公表につい

てですけれども、資料をつくっていただいて、

事務事業の見直しの結果とか、予算要求状況と

か、計上状況とかいうのがあります。確かに、

こういうので一定程度わかるんですけれども、

。あと考えておられることというのはありますか

予算編成過程の透明化という○日隈財政課長

ことで、議会のほうの御質問でも回答させてい

ただいているんですけれども、今年度特に改善

した分ということで 夏に事務事業見直しを行っ、

て、財源を一定捻出しまして、そして翌年度の

新規事業、あるいは改善事業と称していますけ

れども、新しい事業に充てる財源等を一応確保

した上で、そして予算編成に入っていくという

作業をしております。その過程の公表につきま

しては、予算編成方針を出した時点で、今年度

は、県庁ホームページのほうに財政関係資料と

いうことで、従前より前倒しという形で公表さ

せていただいた部分は、改善として今年度取り

組んだ部分です。

、もう少し御説明させていただきますけれども

、 、実は ことしも特に骨格予算というような形と

昨年あたりから国の予算の見通しが非常に立ち

にくい状況になってきています。予算編成の中

でも、各部から要求を一たん受け付けて、昨年

度は特に子ども手当とか大きな制度改正等も

入ってきていまして、数字が日々出入りしてい

るような状況もありますので、一定のところで

また公表の改善というのはいろいろ工夫してい

きたいということで考えておりますので、また

引き続き検討してまいりたいというふうに考え

ております。

こういうのをつくっていくのはな○鳥飼委員

かなか大変だろうというふうに思っていますの

で、その努力は多とするところではあります。

しかし、結局、先ほどの議論と同じで、県民に

どれだけ県の財政状況をわかっていただくかと

いうことですね。それと、県の政策としてやろ

うとしていることについて、どういうものがあ

る 県民の側からすればこういうことをやっ―

てもらいたいんだけれどもというのは、それぞ

れ要望で議員に上がってきたり、直接来たりす

、 、るわけで 例えば ここにもありますように―

医師・看護師等育成・確保・活用基金積立金と

いうものがありまして、これは10億が10億のま

まということになっているようです。そのほか

にもいろいろとＤＭＡＴの予算とかあります。

こういうことをやってもらいたいというのがあ

。 、りますね 議会でもいろいろ出ましたけれども

廃船をどうするんだということで、廃船の予算

なりを現課がどういうふうにして要求して、財

政課長の査定の段階でこうなった、最終的には

知事の査定でこうなったというのを見ることに

、 、 。よって 県の財政状況を知る 県の政策を知る

。県民の皆さん方が県政に関心を持っていただく

議会のあり方をどうするんだというようなこと

で我々もいろいろ批判を受けていますね。それ

と一緒で、そういう努力をやっていっていただ

きたいというのがありますので、これは答弁は

要りませんけれども、そういう方向に向けて、

なかなか御苦労は多いだろうと思いますけれど

も、努力をしていただきたいということをお願
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いしておきます。

ほかにございませんか。○押川委員長

１点だけお願いしたいんですが、今、中山間

地を初め、鳥獣被害が相当出ておるところなん

です。この予算を見ると、狩猟税が293万3,000

円減でありますから、金額的にはそうないんで

すけれども、23年度減る方向というのは狩猟者

が減るということでしょうから、人数的にはど

のくらいの方が免許を返納されるのかわかりま

すか。わからなければ結構であります。またわ

かった段階で教えてください。

それでは、引き続き、数課ごとに班分けして

説明と質疑を行い、最後に総括質疑の時間を設

けることといたします。

なお、歳出予算の説明については、重点・新

規事業を中心に、簡潔にお願いいたします。

まず、第１班といたしまして、総務課、人事

課、行政経営課、財政課、税務課の審査を行い

。 。ます 総務課から順次説明をお願いいたします

それでは、総務課の平成23年○緒方総務課長

度当初予算について御説明いたします。

お手元にあります平成23年度歳出予算説明資

料の59ページをごらんください 総務課の平成23。

年度当初予算額は、13億8,091万6,000円でござ

いまして、平成22年度当初予算に比べまして１

億2,741万円、率にして8.4％の減となっており

ます。

それでは、当初予算の主なものについて御説

明いたします。

61ページをお開きください （事項）文書管理。

費、予算額4,968万9,000円でございます。これ

は、文書の収受発送及び文書の管理・保存に係

る嘱託職員等の人件費や、文書管理システムの

運用管理の経費でございます｡

次に （事項）浄書管理費4,483万円でござい、

ます。62ページをお開きください。これは、庁

内印刷室における嘱託職員等の人件費、各種印

刷機器リース料及び印刷用紙などの消耗品経費

等でございます。

次に 事項 文書センター運営費3,327万3,000、（ ）

円でございます。これは、本県公文書の適正な

保全を図るとともに、歴史的価値のある明治期

からの公文書あるいは県史資料を良好な環境の

もとに保存して、県民等の閲覧利用に供するた

めの経費でございます｡

次に （事項）庁舎公舎等管理費６億6,974、

万3,000円でございます。これは、庁舎等の光熱

水費や保守管理のための各種業務委託費及び職

員宿舎建設に要しました費用を地方職員共済組

合へ償還するための経費等でございます。

次に、63ページをお開きください （事項）公。

有財産管理費２億7,298万8,000円でございます｡

これは、公有財産の維持管理に要する災害共済

保険料、あるいは公共下水道受益者負担金及び

財産処分等の事務に必要な用地鑑定手数料、測

量委託の経費でございます｡

次に （事項）県有施設災害復旧費7,410万円、

でございます。これは、災害により被災した県

有施設の災害復旧に要する経費でございます｡

総務課は以上でございます。よろしくお願い

いたします。

それでは、人事課の平成23年○桑山人事課長

度当初予算につきまして御説明いたします。

同じ資料の65ページをごらんいただきたいと

思います 人事課の23年度当初予算は 55億6,565。 、

万6,000円でございまして、前年度当初に比べま

して１億7,402万円、率にしまして3.2％の増と

なっております。

主な事業につきまして御説明いたします。

67ページをごらんいただきたいと思います。
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まず （目）一般管理費の（事項）人事調整費７、

億495万1,000円でございます。これは、説明の

欄にあります１の非常勤職員の雇用、３の臨時

職員の雇用、６の職員手当の調整経費、具体的

には時間外勤務手当になりますけれども、こう

した人事給与管理のための全庁的な調整に要す

る経費を計上しております。

事項 人事給与費でございますが 44億3,544（ ） 、

万3,000円となっております。前年度に比べまし

て１億4,961万1,000円、率にして3.5％の増と

なっております。これにつきましては、説明欄

の２の退職手当42億9,825万8,000円が主なもの

でありまして、この退職手当におきまして、定

年退職の見込み数がふえたことによりまして、

増加となっているものでございます。次に、68

ページをごらんいただきたいと思います。説明

欄の３の人事給与システム管理事業１億2,879

万8,000円を計上しております。これは、職員の

人事管理、給与の計算等の事務を効率的に行う

ためのシステムの経費でございます｡

次に （事項）県職員研修費3,316万3,000円で、

ございますが、これは、自治学院研修機関にお

きまして行います県職員の研修に要する経費で

ございます｡

最後に （事項）職員派遣研修費1,798万1,000、

円でございますが、これは、自治大学校への職

員の派遣研修の経費、職員が自主企画で短期で

海外研修を行いますが、そういったものに要す

る経費でございます｡

当初予算の説明につきましては、以上でござ

います。

続きまして、特別議案につきまして御説明申

し上げます。

お手元の委員会資料の７ページをお開きいた

だきたいと思います。議案第22号「知事等の給

与の特例に関する条例」でございます。

まず、１の制定理由でありますが、財政改革

推進の一環といたしまして、特別職等の給料等

及び管理監督の立場にあります一般職の管理職

手当につきまして、特例的に減額を行うもので

ございます。

２の内容でございますが （１）の給料等の額、

の特例でありますけれども、平成23年４月１日

から河野知事の任期満了となります平成27年１

月20日までの間、①から③にありますように、

知事を初めとする特別職等の給料または報酬の

額につきまして、５％から20％の減額を行うも

のであります。次に （２）の管理職手当の額の、

特例でありますけれども、同様の期間におきま

して、管理職手当の額を10％減額するというも

のであります。なお （１ （２）の給料等、管、 ）

理職手当につきまして、他の手当の算出の基礎

となる場合には、減額前の額をもって計算する

というふうにしております。これらの減額につ

きましては、東国原知事の任期中に実施してお

りました内容と同じでございます。

最後に、施行期日でございますが、平成23年

４月１日としております。

説明は以上でございます。

それでは、行政経営課分○大坪行政経営課長

について御説明いたします。

歳出予算説明資料の69ページをごらんくださ

い。行政経営課の平成23年度当初予算額は、１

億1,908万円でありまして、前年度当初に比べ

て143万5,000円の減、率にして1.2％の減となっ

ております。

それでは、主な事業について御説明します。

71ページをごらんください （事項）行政管理。

費321万8,000円であります これは 行政管理・。 、

、 、行政改革に要する経費でありまして 行政組織
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行政事務の管理改善ですとか、宮崎県行財政改

革懇談会の開催等に要する経費であります｡

、（ ） 。次に 事項 法制費866万8,000円であります

これは、条例の審査等に要する経費でありまし

て、条例・規則等の審査事務ですとか、宮崎県

公益認定等審議会の開催等に要する経費であり

ます｡

72ページをごらんください。最後に （事項）、

。 、県公報発行費879万8,000円であります これは

条例や規則など、県民に周知すべき事項を掲載

します県公報の発行に要する経費であります｡

予算については以上でございます。

次に、特別議案について御説明いたします。

常任委員会資料の６ページ、議案第19号「宮

崎県職員定数条例の一部を改正する条例」につ

いてであります｡

、 、１の改正の理由にありますように 本県では

行財政改革大綱2007に基づきまして、総職員

数1,000人の純減に努めてきました結果、条例に

定める職員定数と実員数との差が大きくなりま

、 、 、したことから 今回は ７年ぶりになりますが

実員数に合わせた改正を行うものでございます｡

２の改正の内容ですが、そこに記載していま

すとおり、知事部局、労働委員会の事務部局、

、海区漁業調整委員会の事務部局の職員の定数を

、 、それぞれ削減することとしまして 施行期日は

平成23年４月１日を予定しております。

なお、下の参考の表にありますように、病院

局につきましては、収益を確保するために、柔

軟な人員配置が必要ですので、従来どおりの定

数といたしております。

次に、その他の報告事項として２点ほど御説

明いたします。

委員会資料の８ページをごらんください。１

点目は、平成23年度組織改正についてでござい

ます。

まず、Ⅰの基本的な考え方ですが、①にござ

いますように、県政の重要課題であります口蹄

疫からの再生・復興に取り組むとともに、常在

する危機事象への対応や医療・福祉の充実等、

県民の暮らしを守るために緊急を要する課題に

的確に対応しまして、河野知事が提案しました

「みやざき新生」を実現するための組織体制を

構築することといたしました。１月21日の知事

就任から間もない中ではありましたが、４月１

日付で実施すべきものにつきまして、スピード

。 、感を持って対処したところでございます なお

②にありますように、現在発生しております新

燃岳火山災害対策につきましては、今後、状況

の変化に応じて、職員の臨時的な配置を行うな

ど、時機を失することなく的確に対応すること

としております。

次に、Ⅱの組織改正の内容ですけれども、５

点ほどございます。１点目が、口蹄疫からの再

生・復興についてですが、農政水産部のほうに

畜産・口蹄疫復興対策局を新設しまして、その

局内に復興対策推進課と畜産課を設置し、畜産

課には、その中にさらに家畜防疫対策室、児湯

農林振興局のほうに児湯地域復興担当を設置す

るなど、思い切った体制強化を図ったところで

ございます。全庁的な業務の進行管理を含めま

して、再生・復興対策にしっかりと取り組んで

いくことといたしております。

２点目、安全・安心なくらしの確保につきま

しては、さまざまな危機事象に対処するため、

危機管理課の体制強化を図るとともに、健康増

進課のほうに感染症対策室、畜産課に設置しま

す家畜防疫対策室とともに、両者を危機管理課

との兼務体制とすることといたしております。

３点目の医療・福祉が充実したくらしづくり
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につきましては、医療薬務課に医師確保担当を

設置しまして、専任体制で医師確保対策に取り

組みますとともに、健康増進や母子保健、児童

相談支援等について、体制強化を図ることとい

たしております。

４点目の地方分権・地域振興等の推進につき

ましては、すべての農林振興局と西臼杵支庁に

地域企画調整担当を置くとともに、それぞれの

総括次長と担当者を総合政策課のほうと兼務さ

せまして、分権や地域振興、危機管理等の業務

を担うことといたしております。

その他、５にありますように、特定の行政課

題につきましても、専任の室を設置するなどし

、 。て 的確な対応を図ることといたしております

なお、９ページ以降に今回の改正内容につい

て詳細に記載いたしておりますので、後ほど、

ごらんいただきたいと存じます。

２点目の報告事項になります。資料の19ペー

ジをごらんいただけますでしょうか 「みやざき。

行財政改革プラン」についてであります｡

これは、御案内のとおり、現行の行財政改革

大綱が本年度で終了しますことから、来年度以

降の行財政改革のあり方について、素案として

提示するものでございます。今後、さまざまな

御意見をお聞きしながら、最終案を取りまとめ

ていきたいと考えております。

なお、計画書本文につきましては、別冊にし

て配付いたしておりますので、後ほど、ごらん

いただければと存じます。

まず、１の基本的な考え方ですけれども、県

財政が非常に厳しい状況にあっているという中

で、来年度から始まります県総合計画の施策等

を推進していくため、県庁総力戦で県民本位の

行財政改革に取り組む指針として策定するもの

でございまして、基本理念、推進期間等はそこ

に記しているとおりでございます。

なお、計画の骨子につきましては、２のプラ

ンの体系にありますように、大きく３つの視点

。 、 、で構成いたしております まず 改革の視点１

効果的・効率的な行政基盤の確立では、４点ほ

どありますが、１点目が効率的で質の高い行政

基盤の整備、２点目が公正で透明性の高い県政

運営、３点目が適正で成果重視の県政運営、４

点目が市町村との連携。

視点２のほうでは、県民目線による行政サー

ビスの提供といたしまして、１点目が県民への

情報発信、県民ニーズの的確な把握と県政への

反映、２点目が県民等との連携・協働、３点目

が県民サービス・利便性の向上、そういった事

柄をそれぞれ柱といたしております。

視点３、持続可能な財政基盤の確立につきま

しては、第３期財政改革推進計画に基づきまし

て、新たな財政改革の取り組みを行うこととい

たしております。

20ページを開いていただけますでしょうか。

具体的な中身について３の改革の視点ごとの主

な改革プログラムとしてまとめております。

なお、それぞれの項目の右側にページ数を記

しておりますが、これは別冊の計画書本文のほ

うの該当ページでございますので、後ほど、御

参照いただければと存じます。

今回は、委員会資料に沿って要点のみ説明を

させていただきます。まず、１点目の効果的・

効率的な行政基盤の確立につきましては、①、

行政需要に対応した簡素で効率的な組織体制の

見直しにつきまして、県総合計画の推進や危機

管理体制の充実・強化、口蹄疫からの再生・復

興、さらには社会経済情勢の変化や地方分権の

流れ、そういったものへの対応等を図ることと

いたしておりまして、本庁、出先とも抜本的見
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直しを含めた組織体制の検討をしてまいりたい

と考えております。

また、③、適正な定員管理につきましては、

、引き続き職員数の削減に取り組みますとともに

新たな行政需要等への弾力的な対応にも努める

ことといたしております。ただ、職員数の削減

につきましては、現在の大綱の中で合計1,000名

の純減という非常に大きな改革を進めてまいり

ましたので、今後は、可能な範囲での削減に取

、 、り組むこととしまして 表にございますように

知事部局等で今後４年間で100名程度、平成17年

対比で１割程度の削減になるような数値目標を

設定したところでございます。

また、⑤ですが、意欲と能力に満ちた人材の

育成と活用や、21ページの⑥、風通しのよい職

場環境の醸成と職員の健康管理にも取り組みま

して、人材を最大限に生かすということにも留

意してまいりたいと考えております。

また、⑨ですが、公社等改革の推進につきま

しては、昨年２月に策定しました新指針に基づ

きまして、公社等に対する県の人的関与、財政

的関与のあり方の見直し、そういったものを進

めることといたしております。

、 、 、さらに ⑩ 市町村との連携につきましては

行政運営の適正化や職員の政策立案能力の向上

等について支援をしますとともに、地方分権に

対応した連携のあり方を検討していくこととい

たしております。

次に、２番目の視点であります県民目線によ

る行政サービスの提供につきましては、①、県

民本位の情報発信の充実・強化や ② 県民ニー、 、

ズの的確な把握と県政への反映に努めまして、

河野知事の重視します「対話」を積極的に進め

ていくことといたしております。

、 、また 22ページの③の多様な主体との協働や

④、アウトソーシングの推進等を通しまして、

県民参加型の事業推進にも努めることといたし

ております。

また、⑦ですが、新たに、ひとり一改善「県

民サービス向上運動」の推進なるものにも取り

組みまして、県職員がそれぞれに事務処理の迅

速化ですとか、きめ細かな情報提供など、質の

高い県民サービスの提供になるような目標を、

それぞれ設定、実践しまして、そのうち効果が

高いものにつきましては、それを全庁的に波及

させる、そういったことを予定しております。

さらに、全体のまとめとしまして⑧ですが、

県民目線に立った行財政改革の推進を掲げまし

て、昨年秋に実施しました県民アンケートの中

でも意見が多かったんですが、わかりやすい情

報提供ですとか、県民意識、そういったものを

踏まえました行革の取り組みの改善に留意する

こととしまして、表にございますように、それ

ぞれ高い目標ですけれども、そういった目標を

設定しながら、４年間の行財政改革を進めてま

いりたいと考えております。

それから、３番目の視点の持続可能な財政基

盤の確立につきましては、別途、財政課長のほ

うから御説明いたします。

最後に、４番目、今後の主な予定ですけれど

も、素案につきましてパブリックコメントを実

施することにしています。さらには、県内の有

識者で構成します行財政改革懇談会を開催する

などして、幅広く県民の御意見をお聞きしなが

ら、最終的な案を作成しまして、６月議会に提

案をさせていただきたいというふうに考えてお

ります。

説明は以上でございます。

財政課のまず当初予算につい○日隈財政課長

てお願いしたいと思います。
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お手元の歳出予算説明資料の73ページをお願

いいたします。財政課の平成23年度当初予算

は 997億8,260万7,000円でございまして 平成22、 、

年度当初予算に比べ31億5,966万2,000円、率に

して3.3％の増となっております。

75ページをお開きください。主な事項につい

て御説明申し上げます。

まず （目）一般管理費の（事項）諸費でござ、

いますが、25億3,482万3,000円をお願いしてお

ります。これは、説明の欄に記載しております

ように、県税あるいは税以外の収入につきまし

て還付が生じた場合の経費として、財政課のほ

うで一括して計上しております。額にして24億

円でございます。また、各課ごとに執行額を見

込むことが困難な経費、いわゆる庁内の一般共

通経費といたしまして、１億3,482万3,000円を

計上しております。

、（ ） 。 、次に 目 財産管理費でございます これは

財政課において所管しております基金に係る利

子の積立金であります。まず （事項）財政調整、

、 、 、積立金で 利子分ですけれども 437万4,000円

76ページの（事項）県債管理基金積立金につき

ましては、2,324万1,000円 （事項）県有施設維、

持整備基金積立金が210万3,000円 （事項）宮崎、

、（ ）県21世紀づくり基金積立金48万1,000円 事項

宮崎県地域活性化・公共投資臨時基金積立金

が207万円を、それぞれお願いしております。

次に （款）公債費でありますが、77ページの、

（目）元金（事項）起債元金償還金でございま

す。これは、起債の元金の償還を行う経費でご

ざいまして、811億7,904万5,000円をお願いして

おります。

次に （目）利子（事項）長期債等利子償還金、

でございますが、起債等の利子の償還を行う経

費でございまして、157億323万2,000円をお願い

しております。

次に （目）公債諸費（事項）起債事務費につ、

いてでありますが、これは、起債借り入れに係

る発行手数料などでございまして 1,788万6,000、

円をお願いしております。

歳出につきましては、財政課所管は以上でご

ざいます。

続きまして、委員会資料の23ページをお願い

したいと思います。新たな財政改革の取り組み

につきまして、御説明申し上げます。

先ほど、行政経営課長からございました、行

財政改革の中の第３期の財政改革推進計画の関

、 、係でございますけれども 素案でございますが

第３期計画について御説明申し上げます。

タイトルは上のほうに書いてございますが、

持続可能な財政基盤の確立ということで （第３、

期財政改革推進計画に基づく新たな財政改革の

取り組み）についてであります。

まず、１の中期財政見通しと財政改革継続の

必要性についてであります。先ほども御説明し

ましたが、社会保障関係経費の増大あるいは高

水準で推移します公債費によりまして、今後と

も、収支不足は拡大していくものと見込んでお

ります。このままでは多額の収支不足によりま

して、財政関係２基金が枯渇しまして、平成26

。年度には財政再生団体に陥るおそれがあります

財政改革の継続が必要不可欠と考えていますの

で、こういう計画を立てさせていただきたいと

いうふうに考えております。

中期財政見通しというタイトルの表をごらん

ください。平成23年度から26年度までの見通し

について記載しております。この表は、財政改

革を行わない場合の収支不足、あるいは財政関

係の２基金の残高見込みを、２月追加補正予算

を踏まえて試算したものであります。したがい
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まして、この見通しについては、23年度に入り

まして６月補正、恐らく肉付け予算を提案させ

ていただくとなりますが、補正予算決定後に再

度、数値については修正をお願いしたいという

ふうに考えております。現時点での数値だとい

うことで御理解ください。この表の一番下の収

支不足の欄をごらんください。収支不足につき

ましては、今後も拡大していきまして、平成25

年度には300億円台に達するものと見込んでいる

ところであります｡

次に、その下の当初予算編成後基金残高見込

み額の欄をごらんください。収支不足額を補う

のが財政関係２基金でございますけれども、基

金は、見込みでは、平成25年度で枯渇するとい

うような状況にありまして、そのまま単純に計

算いたしますと、26年度にはマイナス348億円と

なることが見込まれております。このマイナス

の額というのは、標準財政規模、本県の場合、

一般財源の標準財政規模というのが、21年の数

字でありますけれども、約3,148億円ということ

でございまして、その５％が約158億円になるん

ですが、158億円を超えますと、財政再生計画の

策定を義務づけられます。いわゆる財政再生団

体となります。そうなりますと、国の指導のも

と、県債の発行が大幅に制限されるなど、県民

生活に大きな影響を及ぼすというようなおそれ

が出てまいります。

そういったことを踏まえてということで、次

の24ページをお開きください。今回の新たな財

政改革の取り組みについてということで記載し

ております。まず （１）の見直し目標額等につ、

いてであります。短期的には、財政再生団体に

陥らないよう、歳出の見直しと歳入確保策を一

体的・集中的に実施してまいりたいというふう

に考えております。先ほど質疑等もございまし

たのとおり、歳出見直しだけではどうしてもこ

こを克服できないというような状況もあります

ので、歳入確保策とあわせて、一体的・集中的

。に行っていきたいというふうに考えております

もう一つは、中長期的には、臨時財政対策債な

ど特例的な県債を除く部分の実質的な県債残高

については、さらに縮減を図ってまいりたいと

いうふうに考えております。なお、臨時財政対

策債等の圧縮等については、引き続き国に要望

してまいりたいというふうに考えております。

見直しの目標額でありますけれども、平成23年

度から26年度までの４年間で、一般財源と県債

と合わせまして総額999億円を目標として掲げて

いるところであります｡

見直し目標額の内訳は、中ほどの表に記載し

ておりますとおり、主な項目は、投資的経費の

縮減・重点化によりまして、４年間累計で210億

円、事務事業の見直しによりまして268億円、執

行段階での経費節約等で毎年100億円の、計400

億円を見込んでいるところであります｡

次に、２つ目の目標、県債残高の見込みにつ

いてであります。今年度発行した口蹄疫対策の

、 、転貸債等の償還が 平成27年度になりますので

、次期財政改革推進計画中は１兆円を若干超えた

１兆円台を微増傾向で推移するものと見込んで

いるところであります。これを臨時財政対策債

を除いた普通債の償還については、徐々に進ん

、でいくというようなふうに見込んでおりまして

ただ、臨時財政対策債は、平成21年度以降、平

成20年度までの額の２倍程度になっております

ので、償還額を大きく上回るため、こういった

。傾向になっていくというようなことになります

次に、財政関係２基金の残高をごらんくださ

い。見直し目標額の表に掲げた見直しを実施し

た場合、計画期間中の２基金の枯渇を何とか回
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避することができるのではないかというふうに

考えております。計算上は26年度末で83億円と

いう金額を置いておりますけれども、これを目

標に頑張ってまいりたいというふうに考えてお

ります。

次に、25ページをお開きください （２）にそ。

のための具体的な取り組みということで書いて

おります。アで効果的・効率的な歳出の実現と

。 、いうことで歳出の関係を記載しております ①

義務的経費についてであります。見直し目標額

、 、は92億円でありまして 人件費につきましては

先ほども説明ありましたとおり、特別職の給料

等、あるいは一般職の管理職手当の減額等、引

き続き特例的な減額について実施していきたい

と思っております。公債費につきましては、県

、 、債の元金 利子分の圧縮等になりますけれども

償還年限あるいは発行時期、県債の発行の種類

等多様化に取り組みまして、負担の縮減・平準

化を進めてまいりたいというふうに考えており

ます。

次に、②の投資的経費についてであります。

見直し目標額は210億円程度でありまして、公共

事業につきましては、国の予算編成の状況によ

り変更が生じてくるとは思いますが、基本的に

はこれまでと同様、維持管理等に要する経費、

いわゆる道路維持関係、あるいは東九州自動車

道等の直轄事業負担金等についてはそのままと

いうことで そういった必要経費についてはシー、

リングをかけないということで考えているとこ

ろであります。その他につきまして、毎年度、

対前年度比５％程度のシーリングを継続してま

いりたいというふうに考えております。また、

箱物整備につきましては、緊急性のあるもの、

危険性のあるものを除いて、原則、凍結といた

したいというふうに考えております。

次に、③、一般行政経費でございます。見直

し目標額を268億円としております。この中で、

県単補助金の抜本的な見直しを行いまして、特

に市町村向けの補助金につきましては、各市町

村の財政力を考慮した制度に見直しを図ってま

いりたいというふうに考えております。また、

公社等への支出金につきましては、この期間

中、20億円程度削減してまいりたいというふう

に考えております。

さらに④、特別会計・公営企業会計への繰出

金の関係と⑤、執行段階での経費節約等につい

て、それぞれ10億円、400億円の見直しに取り組

んでまいりたいというふうに考えているところ

であります｡

次に、26ページをお開きください。次に歳入

の関係であります。イ、歳入確保の強化につい

てでありますけれども、①、自主財源につきま

しては、見直し目標額を18億円という数値を置

いております。これは、個人県民税における特

別徴収の導入、あるいは財産貸付料の確保、団

体等への出資金等の引き揚げ、こういったこと

に取り組んでまいりたいというふうに考えてお

ります。

次に、②の依存財源につきましては、本県最

大の財源であります地方交付税、それと、いわ

ゆる一般交付金、これから出てまいりますが、

正確には地域自主戦略交付金につきましては、

十分な配分をいただけますように、全国知事会

などと連携しまして、国に強く要請してまいり

たいと思います。特に、一括交付金につきまし

ては、社会資本整備がおくれております本県に

とりましては非常に重要な交付金となりますの

で、しっかり取り組んでまいりたいというふう

に考えております。

最後に、ウ、予算編成システムの見直しにつ
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いてであります。まず①の事務事業の見直しに

、 、ついては 徹底強化を図っていくということで

これまで以上に役割分担の見直しは当然のこと

といたしまして、組織、制度設計のあり方にま

で踏み込んだ見直しを行ってまいりたいと考え

ております。

、 、先ほどからお話が幾つかあっていますが ③

効率的で適正な予算編成システムの構築につい

てでありますけれども、財政総合システムを現

在見直しておりまして、引き続き不適正な事務

処理の防止策であります調整事務費を各部に措

置する、あるいは節約を奨励するメリットシス

テムについては継続してまいりたいと考えてお

りまして、④の予算編成過程の透明化等につき

ましては、さらに検討を進めますが、公表のあ

り方につきまして、特に県民の皆様にわかりや

すいような情報提供を図ってまいりたいという

ふうに考えているところであります｡

済みません。②を一つ飛ばしましたが、ゼロ

予算につきましては、知事の政策提案にも掲げ

ておりますので、予算は伴いませんけれども、

ゼロ予算施策の積極的な推進については、積極

的に取り組んでまいりたいというふうに考えて

おります。

財政課は以上です。よろしくお願いいたしま

す。

歳出予算の説明に入ります前○永田税務課長

に、先ほどの狩猟者登録の数について御説明い

たします。登録者数はここ数年、毎年減ってき

ておりまして、平成22年の最終見込みが5,013人

となっています。前の21年度が5,256人、その前

の平成20年度が5,439人ということで、毎年、

約200名ほど登録者数が減っておるというような

状況でございます。

それでは、税務課の当初歳出予算について御

説明いたします。

歳出予算説明資料の79ページをお開きくださ

い。税務課の予算額は、246億7,261万2,000円で

ございまして、前年度当初に比べ9,096万7,000

円、率にしまして0.4％の減となっております。

81ページをごらんください。まず （款）総務、

費の主な事項につきまして御説明いたします。

（事項）賦課徴収費の21億6,842万4,000円で

ございます。これは、県税の賦課徴収に要する

経費でございまして、その主なものといたしま

しては、徴税活動費の（１）徴税活動経費とし

。まして２億5,038万2,000円を計上しております

これは、県税の徴税活動に必要な郵送料、印刷

、 。 、（ ）費 旅費等の事務経費でございます 次に ３

個人県民税徴収取扱費交付金としまして15億520

万円を計上いたしております。これは、個人県

民税を賦課徴収している市町村に対し、その事

務費として交付するものでございます。次に、

２の自主納税の推進費の（２）各種団体との協

力体制推進費でございます。２億5,649万4,000

円を計上いたしておりますが、その主なものと

しましては、ウの軽油引取税徴収取扱費報償金

で２億4,385万2,000円を計上しております。こ

れは、軽油引取税の特別徴収義務者であります

元売業者や特約業者の徴収取り扱いに対する報

償金でございます。

82ページをごらんください。次に （款）諸支、

出金でございます。これは、都道府県間の清算

に伴い支出する清算金と、県内の市町村に対し

まして、税収の一定割合を交付する法定交付金

でございまして、210億7,453万円を計上してお

りますが、前年度当初に比べ１億9,592万8,000

円、率にして0.9％の増となっております。

主な事項について御説明いたします。まず、

（事項）地方消費税清算金につきましては、税
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収額を各都道府県と清算するために支出するも

のでございまして、86億2,067万7,000円を計上

いたしております。

（事項）利子割交付金以下の各種交付金は、

いずれも、市町村に対する法定交付金で、来年

度の税収見込み額を基礎に算出したものでござ

います｡

事項別の説明は記載のとおりでございますの

で、省略させていただきます。

84ページをごらんください （事項）利子割精。

算金につきましては、本県で徴収した利子割県

民税のうち、他の都道府県に帰属するべき額に

ついて、関係する都道府県間で精算するために

要するものであり、200万円を計上いたしており

ます。

次に、平成23年２月定例県議会提出議案の９

ページをごらんください。債務負担行為の追加

でございます。

事項の税務課の欄でございますが、平成24年

度自動車税定期分納税通知書等の印字・封入封

緘業務を委託するものであり、円滑な業務の推

進を図る観点から、平成23年度から平成24年度

にかけての実施をお願いするものであり、限度

額1,565万5,000円を計上しております。

税務課の予算案につきましては、以上でござ

います。

執行部の説明が終了いたしまし○押川委員長

た。まず、議案関係について質疑を受けたいわ

けでありますが、午前中があと10分程度であり

ますので、13時から再開ということで、暫時休

憩いたします。

午前11時48分休憩

午後１時１分再開

委員会を再開いたします。○押川委員長

議案についての質疑を受けたいと思います。

予算説明資料68ページ、人事課、○松村委員

職員派遣研修費のことですけれども、前年度よ

りも少ない予算計上ということですが、まずは

国内派遣研修ということで、国の自治大学校に

、派遣されるんじゃないかと思うんですけれども

非常にいい施設で、すばらしい研修内容という

のを私たちも視察させていただいて感心したん

ですけれども、どれぐらいの方が行かれるんで

しょうか。

自治大学校の件につきまして○桑山人事課長

は、68ページの事項の下の１の職員の国内派遣

研修に要する経費の中に入っておりまして、予

算的には75万円の減ということで、節約という

観点から減額しております。中身的には、自治

、大学校にさまざまなコースがありますけれども

半年間行きます自治大学校の一部という研修が

ございます。それに２名、それから、通信教育

を中心として約４カ月ぐらいの研修があります

けれども、それに１名、３週間程度の研修に１

名、同じく３週間程度の研修が１名、合わせて

５名の職員を現在、研修に出しております。予

算でもそのように組んでおります。

宮崎は市町村あたりの職員が非常○松村委員

に少ないということで、もうちょっと宮崎も積

極的に来られたらという話も受けました。国内

のいろんな自治体の方が共通のテーマに沿って

いろんなディスカッションをしたり、実践的な

地方運営ができる職員の皆さんを研修できると

いうことで、私たちも感心して調査したんです

けれども、要するに財産は人ですので、人材と

いうことに関してはもうちょっと配慮されて、

補正とかでできるのかどうかは別として、余り

減額するのもあれかなという気がします。海外

派遣研修については、特段申しませんけれど
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も というのを感じました。―

希望者ですが、５名ということで○鳥飼委員

すけれども、私も行きたいんですと各所属に要

請を出すと思うんですが、それはどんな状況で

すか。定員ぎりぎりの状況なのか、それとも希

望が多くて抽せんにしているとか。

ただいま話題に上っておりま○桑山人事課長

す自治大学校の研修につきましては、こちらか

ら業務の状況等を勘案しまして、所属に打診し

て指名という形でやっております。そのほかに

も、民間企業あるいは中央省庁への研修をやっ

ておりまして、これは、人件費ですので職員費

の中に含まれておりますが、そういう民間ある

いは国の省庁等への派遣研修につきましては、

職員に公募しまして、面接の上、派遣を行って

いる状況にございます。毎年、派遣者数に対し

て希望者数が上回るような状況にございます。

今、松村委員からもありましたよ○鳥飼委員

うに、将来の県の中枢になっていくというか、

いろんなところで要所要所にということで、非

常に重要な位置づけにしなくちゃならんだろう

と思いますので、一律的に何％カットというの

はふさわしくないんじゃないかなというのがあ

りますので、そういうことも踏まえて今後も予

算化をお願いしたい。

ほかにございませんか。○押川委員長

何点かお伺いしていきたいと思う○武井委員

んですけれども、まず、総務課で、62ページ、

当初に比べて東京ビルの予算が増額されている

理由をお聞かせください。

東京ビルの運営費でございま○緒方総務課長

すが、これについては、東京ビルの運営委託料

として指定管理部分とその他委託する部分がご

ざいますけれども、その他委託する部分につい

て増額をしたところでございます。詳細は、済

みません、今、つかんでおりません。

次に、63ページの災害復旧費○武井委員

の7,410万円、災害ですからいつ起こる、起こら

ないというのはあるんですけれども、とりあえ

ず起こったときの予算なのか、それとも既に使

う当てみたいなものがどういうふうになってい

るのか、お聞かせいただきたい。

使う当てはございませんで、○緒方総務課長

今回は必要と思われる経費の大体80％を組んで

いるところでございます。

次に移ります。67ページの人事課○武井委員

の調整経費４億5,198万4,000円、これは残業手

当という理解をしていいんですか。

時間外勤務手当につきまして○桑山人事課長

は、各課におきまして職員費の４％の時間外を

計上しております。私ども人事課のほうでは、

職員費全体の３％の時間外勤務手当を持ってお

りまして、その年度年度で課の業務量が、臨時

的な業務等によって変わりますので、不足する

課に対して、４億5,000万ちょっとでありますけ

れども、これを配分して必要な時間外勤務手当

を補うという形で私どもで持っている予算でご

ざいます。

都合で４％プラス全庁の３％分み○武井委員

たいなものがあって、それを振り分けるという

ようなことで理解したんですが、今、水曜日が

ノー残業デーになっています。去年は口蹄疫と

かもありまして、いろんな臨時の出方も多くて

非常に大変だったなと思っておりますが、残業

手当の削減というものに対してどう取り組まれ

たのか。また、今年度、どういう努力をされて

いこうとされているか、お聞かせください。

時間外勤務手当につきまして○桑山人事課長

は、現在のところ、年間で業務執行計画をつく

りまして、それに基づいて時間外をなるべく計
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。 、画的にやっていただくと 時間外をやる際には

事前に所属長の命令を受けるという形で時間外

を行うようにしておるところでございます。

それから、おっしゃいましたようなノー残業

デー、子育て応援デーというのもやっておりま

すけれども、そういった形でなるべく定時退庁

日をつくって、効率的に業務を執行することで

時間外を減らしていこうという取り組みを行っ

ているところでございます。

部署なんかを見ますと、確かに忙○武井委員

しいところは物すごく忙しいんですけれども、

時期によっては定時になったらぱっと帰られる

ところもあったり、同じ課の中でも、こっちの

島の人はすごく遅くまでいるけれども、こっち

の島の人はほぼ定時で帰るとかあるわけです。

そういった意味で、できれば広い単位で、少な

くとも課の単位とかで、多少、仕事の平準化と

か、そういったことをしていって全体的に残業

を減らしていくであるとか、特に、特定の人が

過度に残業にならないように、そういった手当

て等が必要だと思うんですが、そういう施策等

は何かお考えになっているところがあるか、お

聞かせください。

時間外勤務手当そのものの話○桑山人事課長

ではないわけですけれども、現在、県の組織で

は、担当制という形をとっております。所属内

において複数の係が置いてあるわけですけれど

も、その中で、業務量に相当な差があるような

場合には、ほかの係の職員を応援で使うとか、

そのような形で基本的には課の中で業務の平準

化を図っていく必要があると思います。さらに

必要があれば、課を超えて、兼務なり、そうい

う体制をとっていく必要があると思っておりま

す。

さっき、行政経営課から組織改革○武井委員

の分も見させていただいたんですが、かなり細

かく担当を分けて、確かに、仕事の責任分担と

いう意味では非常に大事だというのは理解する

んですけれども 逆にその辺がちょっと気になっ、

たものですから、そういう形でできるだけフレ

キシブルに対応していただきたいなと思ってお

ります。

引き続いて、職員定数の話もありまして、改

正の内容は理解するんですが、私は議会で何度

も申し上げてきたんですけれども、事務局の職

員を、労働委員会でも海区漁業調整委員会でも

減らすというのもわかるんですけれども……。

経費削減という中で、前から申し上げていた行

政委員の報酬の見直しについては、今回の予算

ではどのように取り組まれたのか、お聞かせい

ただきたいと思います。

行政委員の報酬のお尋ねかと○桑山人事課長

思いますが、現在の全国の状況を申し上げます

と、滋賀の地裁、大阪高裁におきまして、一部

の滋賀県の行政につきまして、地方公務員法上

は日額が原則で、特別の定めをすれば月額によ

ることができるとなっておりますが、一部の行

政につきまして、月額は違法であるという判決

が出されました。ただ、その後、同じく大阪高

裁であったりとか、名古屋の地裁であったりと

かでは、知事の裁量の範囲内であるということ

で違法ではないという、全く正反対の判決も出

ておるというような状況でございます。全国都

道府県を見ますと、現時点で21県ほどが一部日

額化、委員によって月額と日額を分ける、ある

いは月額をベースにして日数に応じて日額の報

酬を払う 月額と日額の併用制と我々は言っ―

ておりますが、そういう見直しを行っていると

ころはあります。本県におきましても、今回の

行革プランの素案にありますように、行政委員
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の報酬のあり方につきましては、それぞれの行

政委員の従事の状況といいますか、そういうも

のを見ながら必要な見直しを今後行っていくこ

ととしております。

行革プランとかの後ということで○武井委員

すね。

はい。○桑山人事課長

ほかにございませんか。○押川委員長

総務課の61ページをお願いしま○前屋敷委員

す。文書管理費ですけれども、３番目の総合文

書管理システム運営管理事業が昨年度とすると

かなり減額になっているんですが、これは委託

か何かですか。

文書管理費の減額の件ですけ○緒方総務課長

れども、現在、新しい文書システムを入れまし

たけれども、これは簡易なシステムでして、前

のシステムのリース料が落ちたことによって、

来年度はぐっと削減できたということでござい

ます｡

ど れほ ど安 くな るん です○ 前 屋敷 委員

か。2,000万ほど安くなっていますけれども。

前のシステムはかなり複雑な○緒方総務課長

システムだったんですけれども、今、稼働して

いるんですが、現在のシステムは非常に簡素な

システムを導入しているものですから、随分安

くなっております。以上でございます。

続いて、同じ総務課でお願いし○前屋敷委員

ますが、先ほど、東京ビルのことが出されまし

たけれども、学生寮は今、何人で、定員はいっ

ぱいなんですか。

学生寮につきましては、定員○緒方総務課長

は100名でございますが、今現在、入居募集をし

て、その決定をしたところでございまして、数

。 。字はつかんでおりません ほぼ満室になります

次は人事課でお願いします。67○前屋敷委員

ページの事項の臨時調整費の１番で非常勤職員

の雇用ということで増額になっているんですけ

れども、非常勤雇用数をふやすんですか。

この非常勤職員に関しまして○桑山人事課長

は、例えば長期の病気休暇でありますとか、産

休・育休、そういった事態が生じた場合に、か

わる者として、特に専門的な資格等が必要な場

合に非常勤職員として雇用するような場合があ

りますけれども、そのようなものについて、実

績等を勘案しまして、予算増額が必要であると

いうふうに考えまして、今回、増額で予算計上

しているところでございます。

具体的には何人を予定してい○前屋敷委員

らっしゃるんですか。

昨年度当初を51名ということ○桑山人事課長

で考えておりましたが、今回は56名ということ

で予算を計上させていただいております。

３番の産休及び休職者等の代替○前屋敷委員

臨時職員の雇用という部分は減額になっている

んですけれども、こことの調整が図られている

わけですか。

直接的な調整ということでは○桑山人事課長

、 、ありませんけれども 臨時職員につきましては

実績を勘案しますと幾らか減額しても対応でき

るというふうに考えまして、月数で申し上げま

、 、すと 448月を予算計上しておりましたけれども

今回の当初予算では400月ということで、１割

。ちょっとの減額をしているところでございます

あくまで実績を勘案しての予算措置としており

ます。

その下の人事給与費の退職手当○前屋敷委員

ですけれども、補正でかなり減額になって、当

初予算では昨年よりもかなり上回っているんで

すが、何名ぐらいを想定しておられますか。

おっしゃいますように、昨年○桑山人事課長
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よりも増額になっております。中身としまして

は、総体の職員退職者数といたしましては、対

当初で176名だったものを、今回、177名という

ふうに見込んでおります。総体では１名の増で

ありますけれども、中身といたしまして、定年

退職者の数が115名から131名で予算を計上して

おります。これは、予算編成時点で確実に見込

まれる定年退職者を把握して計上しているとこ

ろでございます。一方で、希望退職者につきま

して、毎年、その前の３年間の平均で希望退職

者の数は予算計上しておるんですが、これが38

から28に減ってマイナス10名ということで、額

の大きな定年退職者 希望退職者が 16名増 10、 、 、

名減ということで、差し引き６名増になったた

めに、１億2,000万程度の増額となったところで

ございます。

定年を待たずに早く希望退職さ○前屋敷委員

れる方は、前年と比較すると、ことしの見込み

は多いんですか。

希望退職を実績で申し上げま○桑山人事課長

すと、昨日御審議いただきました本年度の２月

補正の予算では、21名を計上しております。21

年度の実績が22名、20年度が24名、19年度が38

名、18年度が51名ということで、近年、希望退

職者の数は減少してきておりまして 理由ははっ、

きりしませんが、考えますに、例えば年金受給

開始年齢の引き上げとか、そういったことなど

も影響しているんではないかなというふうに

思っているところでございます。

ほかにございませんか。○押川委員長

先ほどの武井委員の東京ビル○緒方総務課長

の運営費の増額ですけれども、これにつきまし

ては、来年度、指定管理者の選定をする必要が

ありますから、そのための費用が増額になって

おります。以上でございます。

債務負担行為のところで、先ほど○鳥飼委員

税務課から説明がありましたが、自動車税納税

通知書等印字・封入封緘委託業務ということで

すが、これは現行はどんなふうになっているん

でしたかね。

現行も同じように、前の年度○永田税務課長

から契約をしまして、年度を繰り越して事業を

実施するという形で毎年毎年、同じように執行

しております。

、○鳥飼委員 以前は各県税事務所なりでやって

何か間違いがあってどうこうというのが新聞に

出たりしたこともあったようですが、これは送

付するのもやってもらっているんですか。最近

の経緯を御説明いただけますか。

自動車税の納税通知書につき○永田税務課長

ましては、平成16年度に税務電算のシステムを

。 、全く新しいシステムにやりかえました その後

コンビニ納付に対応できる納税通知書というも

のを作成する必要が出てきたので、その年度で

は準備が間に合わないということで、過去はわ

かりませんけれども、平成17年度あたりから債

務負担行為を組んで実施しているという状況で

あろうかと思います。

わかりました あの小さいのになっ○鳥飼委員 。

た、あれですね。

実際、小さくなりまして、コ○永田税務課長

ンビニのほうに対応するバーコードが非常に長

いもので、一般の印刷所ではできない高度な印

刷が必要ということで、やっております。

議案第22号なんですけれども、知○鳥飼委員

事20％、それ以下いろいろ書いてありますけれ

ども、こういう方法といいますか、やり方が始

まったのはいつからでしたか。

平成16年１月１日から、安藤○桑山人事課長

知事が在任中に知事10％、副知事以下５％、管
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理職手当の10％がスタートしております。

20％になったのは東国原知事のと○鳥飼委員

きからですか。

平成19年４月１日からという○桑山人事課長

ことで、おっしゃるとおりでございます。

知事等の給与、これはわかりまし○鳥飼委員

た。知事の退職金については、何か議論がされ

。 、ているのか 知事が退職金をもらうというのは

いろいろ考えてみればおかしな話ではあるなと

思うんですけれども、戦前の官選知事は天皇の

官吏だったわけで、その人たちが回ってきて、

宮崎県にも有吉知事とか立派な知事がおられた

というような話も聞いたりしますけれども、そ

の辺の議論はされていないんでしょうか。

、○桑山人事課長 知事の退職金につきましては

知事御自身でいろいろ判断されることかと思い

ます。私どもは特に伺っておりません。

各都道府県で知事の退職金を廃止○鳥飼委員

しているようなところがございますか。

ごく少数あったかと思います○桑山人事課長

が、資料を確認しますので、後ほど答えさせて

ください。

わかりました。○鳥飼委員

議案第19号「宮崎県職員定数条例の一部を改

正する条例」なんですけれども、本会議でもい

ろいろとお尋ねいたしました。本来、この間も

申し上げたように、行政改革推進法ですか、あ

れで4.6％だったと思うんですけれども、そうい

う法律が通って、それを受けてということで始

まったんではないかなと思っているんですけれ

ども、今まではこれを受けて適正な定員管理と

かいうことで、６月に最終的には決めますとい

うことになっていくわけなんですが、今回は知

事部局等だけでやっていくと。それはなぜなの

か。今まででしたら公営企業、教育委員会、警

察本部も入っていたわけなんですけれども、そ

の理由についてお知らせいただきたいと思いま

す。

今回の定数条例の一部を○大坪行政経営課長

改正する条例につきましては、従来、行政改革

で削減してきた数に定数を合わせますというこ

との条例案でございまして、今後こうしますと

いうことではございません。そういう中で、ま

ずは知事部局等に限定しましたのは、警察と教

育委員会につきましてはそれぞれ別条例になっ

ておりまして、それぞれの理由がございます。

警察につきましては、警察官の定員については

国のほうでの定めがある、教育委員会のほうで

も、教員の数の配置については、文科省のほう

、の一定の定めがあるというような背景があって

そういった部局に関しては、今後の状況をもう

少し見たいということがありましたので、今回

の条例改正には入っていないということでござ

います。

そういう中で今回は、知事部局の職員に関し

まして、条例改正をお願いしているところであ

りますが、中でも、７部１局の部分と企業局の

部分に関しましては、これまで削減してきた現

員数にほぼ合わせるような形での新定数になっ

ております。病院局につきましては、確かに、

削減はしてきたんですけれども、今後、病院経

営をする中で、よりよい経営をするためには、

人員削減という視点よりももう少し医師とか看

護師を充実させて、医療のレベルを充実・向上

させる、そのことが結果的に病院経営としてい

いんじゃないかという判断もありますので、病

院局に関しましては、従来どおりの定数のまま

ということで整理したところでございます。

前回は４部局を対象にしておった○鳥飼委員

わけなんですけれども、ではなぜ、前回は対象
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にしたのかというのが一つあります。もう一つ

は、前回は病院局も対象にした。大坪課長が来

る前で申しわけないんですが、病院局を定数削

減の対象にするということは、10対１看護から

７対１看護にして増収を図ろうにも、手足を縛

るわけですね。そういう指摘を委員会のほうで

何回かしてきまして、それを改善されたという

のは評価はしたいと思いますけれども、当時は

現場といいますか、そこの意見が余り反映され

なかった。だから、そういうふうに流れている

んじゃないかということを心配するわけなんで

す。

知事部局等を現員に合わせたということです

けれども、知事部局は、現計画では7.5％減とい

うことになっておるわけですね。教育委員会

が5.4％、警察のほうが0.4％ということになっ

ています。どの程度を適当な職員数というふう

にしているのかと思うんですね。そこ辺につい

てはどんなふうに考えていますか。

確かに、どの程度が適正○大坪行政経営課長

な職員数なのかというのは大変難しい議論だろ

うというふうに思います。現実には、それぞれ

部局ごとに、どういう業務があって、どの程度

の業務量があって、それに対してどれぐらいの

人員が必要なのかということをかなり詳細に照

会し、意見交換をしながら、その積算した結果

が現在の定員数ということになっているわけで

して、現実の県に対する行政需要、それに基づ

く業務量、そこから積算した結果だというふう

に御理解をいただければと思っております。

、 、○鳥飼委員 現場の意見といいますか 例えば

今回、口蹄疫でかなりの打撃を受けた。じゃ、

家畜防疫員、獣医師の確保をどうするか。集め

たいけれども、人がいないという現実が一つあ

りますけれども、それは置いておいて、例えば

宮崎家畜保健衛生所に検査部門ができました。

しかし、検査をする体制は不十分だと思ってい

るんです。横田委員が詳しいんですけれども、

口蹄疫、牛白血病とかいろんな部分の中で、そ

れをしっかりと検査をするためにはこういう専

門の人が欲しいんだというのは現場では言って

いるわけです。それがどこまで反映されている

のかというのが、私には懸念として残るわけで

す。現場の声が十分反映されてこういうふうに

数が決められていくとなったらそれなりに理解

はできるんですが、そこら辺がちょっと不十分

ではないかなと思っているんですけれども、い

かがでしょうか。

先ほども申しましたよう○大坪行政経営課長

に、どれだけの行政需要があっているかという

ことをベースにやっていますので、現場とは十

。分相談をしながらやっているつもりであります

全部が全部、要求どおりになりますと相当な数

になってしまうでしょうから、そこは一定の全

体の中での配分ということになりますので、必

ずしも現場の要求が全部100％ということにはな

らないでしょうが、少なくとも、適正な定数を

どうするかということの議論をするときには、

現場の声 そして各部局と十分協議しながらやっ、

ているつもりであります。

。○鳥飼委員 そこまでしか答えにくいでしょう

では、どういう業務を省いていくのか。例えば

市町村に移管するとか、これは本会議でも提案

しましたけれども、福祉事務所の現業の生活保

護のワーカーを、児湯だけがまともな形といい

、 、ますか 普通の業務が遂行できるような体制で

５町ありますから、それはそれで意味はあると

思うんですけれども、例えば、中央でしたら国

富、綾しかないわけで、これが適切にやれてい

るかどうかというのが一つありますし、都城の
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分を、三股と高原の分については中央に持って

きて、そこから実際やるかとか、都城に委託す

るかとか、削減をするのがなければ、それはそ

れで不十分になってくるんじゃないかなと思っ

ているんです。

なぜ、口蹄疫があれだけ発生したのか、鳥イ

ンフルエンザがなぜこんなにも発生したのか。

、 、後で聞いたら 金網が破れていたというような

。 、反論できないような状況で言われる ところが

農政水産部が国に聞いたら、それなりの事業所

でやれる体制のあるところはやってもらっても

いいですよというようなことを言われているか

、 。 、 、ら それをやったわけですね ところが 実際

それでやったらそういうのが出てきた。今、国

はどうやっているかというと、かわりは市町村

とかじゃないとだめですよというふうに逃げて

いるわけですね 結局 悪者といいますか しっ。 、 、

かりやっていないじゃないかと言われているの

は、県が言われているわけなんですね。そうい

う意見が十分に反映されていないように私は思

えてならないんです。なかなか答弁しにくいで

しょうから、問題提起だけにしておきたいと思

います。

児童相談所の一時保護所でも、確かに非常勤

でもやれますよ。農家の営農指導、花卉の指導

とかやって、花卉も畜産も１人で３つぐらい担

当をすると。東臼杵南部農業改良普及センター

とかありますけれども、机はあったけれども、

人が来ないから空きになっている。しかし、そ

れでもやろうと思えばやれないことはないわけ

です。しかし、農家から見たら、これは何じゃ

と。それでなくても、農家のほうが詳しいわと

いうふうに批判を受けているわけです。これま

でずっと批判を受けてきたわけですから。そこ

、がどこまでしっかり農家指導をやっていくのか

やっていかなくちゃならないのかというところ

は、しっかり受けとめていただきたい。行政経

営課でいろんな方針をつくっていかれるでしょ

うけれども、現場といいますか、主管課、農政

水産部でいえば農政企画課で取りまとめをする

んでしょうけれども、それがなかなか上がって

こないというところがあるんではないかと私は

心配しておるわけです。そこを十分押さえてい

ただいて、最終的につくっていく段階では、そ

。れを反映したものにぜひやっていただきたいと

ただ単に人を減らす、給料を減らすということ

だったら、だれでもできると思うんです。そこ

を何とか知恵を出して、ここまではやらにゃい

かんからということを、主管課じゃなくて現場

の意見を大事にする、そういう体制でぜひ臨ん

でいただきたいというふうに思います。個別の

問題ですけれども、意見だけ聞いておきます。

委員がおっしゃった視点○大坪行政経営課長

はとても大事だと私も思っていましたので、実

は４月に行政経営課長になってからすぐ、現場

周りを始めました ほぼすべての出先機関を回っ。

て、いろいろ生の声は聞いたつもりです。その

結果として 今回の行政組織改革等の作業に入っ、

、 、たんでございますが その視点は十分持ちつつ

現場がどんなふうな状況になっているかという

のは十分把握しつつ、今後の行政改革を進めて

いきたいというふうに思っております。

先ほど、鳥飼委員からお尋ね○桑山人事課長

のありました知事の退職手当の減額状況ですけ

れども、昨年４月１日現在の取り扱いでいきま

すと、100％減額という県が５県ございます。50

％減額という県が２県、その他、それ以下の減

額率のところが６県ということで、全部で13の

都道府県で知事の退職手当の減額が行われてお

ります。
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わかりました。○鳥飼委員

先ほどの定数に関連してなんですけれども 20、

年ぐらい前の古い話で恐縮ですが、病気でとい

いますか、メンタルでうまいぐあいにいかない

という人たちが数人、そんな感じだったという

ふうに聞きますし、私どももそんなふうに思っ

ておるんです。現在は、かなりそういう人たち

がふえてきているんじゃないかというふうに

思っているんですけれども、その状況をどんな

ふうに把握しておられるのか、お願いします。

精神的な疾患にかかっている○桑山人事課長

職員の状況で申しますと、病気休暇のほうで

は、21年度のデータでございますが、傷病休暇

総数の78名のうち、38名が精神疾患ということ

で傷病休暇、90日以内の病気休暇をとっており

ます。90日を超える休職になりますと、同じ21

年度で41名の職員が休職となっておりますが、

うち30名が精神疾患ということで、病気休暇に

関しては約半分、休職、長期の休暇になります

と75％の方が精神疾患という状況です。本県に

限らず、日本全体で増加傾向にあるというふう

に公務員災害補償基金本部のデータなどでも示

されておりますけれども、増加しておりますの

で、なるべくそうしたことに至らないように、

あるいは至った場合には復職支援を今後とも

やっていきたいというふうに考えております。

先ほどの調整手当の時間外の話を○鳥飼委員

されましたけれども、時間外が多くて、最初は

体が疲れてくる、そのうちに心が疲れてくると

いうようなことではないかなと思っておるんで

すけれども、時間外勤務というのはしっかり把

握しておられるんでしょうか。

私どものほうでは、本年度の○桑山人事課長

この委員会でも御説明しましたが、労働基準法

、 、の改正に伴いまして 60時間を超える場合には

割り増し率が100分の125が100分の150になると

いうようなこともありましたので、10 0分

の150､60時間を超えるような職員はどういう状

況かというのは、データをもって把握しており

ます。また、これは総務事務センターのほうに

なると思いますが、80時間以上の職員に関しま

しては、所属に対して健康に関して相談を受け

ませんかというような取り組みもなされている

というところでございます。

ふろしき残業はないということで○鳥飼委員

すか。

私なんぞは持って帰って見る○桑山人事課長

こともありますけれども、基本的には、本来、

職場でやるべき残業は職場でやっていただいて

いるというふうに理解しております。

課長は管理職手当をもらっている○鳥飼委員

から持って帰ってもらってもいいんですけれど

も、管理職以外は時間外手当をしっかり払わな

いかんし、時間外をするときはしっかり把握す

るということが大事だと思うんですね。体が疲

れてきて 心が疲れてくるんですね そこはしっ、 。

かり対応していただきたいと思います。

関連しますので、もう一つ、組織改正の話も

出されました。これは、事前にこういうふうに

して形として出されるというのは非常にいいこ

とだと思います。議会が終わって、４月の発令

の10日ぐらい前に発表してこうでございますと

いっても、我々は全く議論にも何にもならない

というふうですから、そういう意味では、今回

は課長がかわられて、こういうようなことでこ

ういうふうにやりますということになったわけ

ですから、それはそれで評価をしておきたいと

思います。その中で、兼務というのがかなりふ

えてきているんですね。本庁と出先機関の連携

強化ということでいえば、振興局と支庁の総括
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次長を総合政策課と兼務させるということに

なっているんですけれども、この兼務の評価と

いいますか、実態についてお尋ねしたいと思い

ます。

兼務と申しますと、それ○大坪行政経営課長

ぞれの本務があって、さらにそれに関連する業

務について、もう一方の所属との業務をあわせ

持つというふうな趣旨だと理解しております。

特に、今回、地方分権、地域振興等の推進とい

う大きな命題に対して、現在でき得る体制の中

でどうするかということを議論した中で、新た

な大きな組織をどうするかとかいう議論は今後

じっくりやってまいりたいとは思っているんで

すが 今あります農林振興局の担当 それをしっ、 、

かりと地域企画調整担当というふうに位置づけ

をし直す。そして、それが農林振興局だけにと

どまっていましたら振興局の職員としての業務

だけになってしまいますので、もうちょっと幅

広い視点で、宮崎県内の分権を進める、地域振

興を進めるという視点では、本庁の総合政策課

と十分情報交換をしたり意見交換をしながら、

それぞれの現場でその仕事をするということが

必要だろうというふうに思いましたので、こん

なふうな兼務体制にしたところでございます。

その他報告事項も含んで、これ○押川委員長

から意見をいただきたいと思います。

済みません。定数に関連したもの○鳥飼委員

ですから。そうしますと、児湯農林振興局の方

が総合政策課と兼務になった場合は、一定時間

は総合政策課に出勤をするとか、そういうよう

な拘束とかも出てくるんでしょうか。

原則としては、本務でご○大坪行政経営課長

ざいます農林振興局のほうで勤務をするという

ことになります。そして、必要な都度、総合政

策課のほうに行って、いろいろ意見交換をした

り議論をしたりするということになりましょう

から、基本的には農林振興局での勤務というこ

とになります。

兼務については慎重にやっていた○鳥飼委員

だきたいというのがあるんです。どうもあいま

いになってしまう可能性がありまして、例えば

総務事務センターでいろんな業務がありますけ

れども、そこで発注の業務とか出てきますが、

例えば、ある出先機関があるとします。ここが

専門的だったとします。家畜保健衛生所でもい

いですし、都城の木材利用技術センターでもい

いですし、それがなかなか打ち込みができない

ということで、木材利用技術センターの人を総

務事務センターと兼務にして、そこでやっても

らおうとか、そんなふうにしてしのいできたの

、 、があると思うんですけれども 兼務というのは

いかにも体制が整備されているようですけれど

も、そうでない部分というのも結構あるようで

すから、そこはしっかりと線を引いていただい

てやっていただきたいということを要望してお

きたいと思います。

ほかにございませんか。○押川委員長

最初に、県債残高についてなんで○横田委員

すけれども、口蹄疫復興対策ということで1,000

億円借りて、結果的にとうとう１兆円を超えて

しまったわけですけれども、この１兆円という

数字が非常にインパクトが強くて、一般県民が

「とうとう１兆円を超えたっちゃげなね。宮崎

県は大丈夫か」という声が大分あるんです。予

算案の概要に書いてありますように、臨財債と

か口蹄疫対策転貸債を除いた数値ということ

で6,228億と書いてありますけれども、臨財債は

さっき武井委員が言ったように、私も返ってく

るかどうか非常に不安な部分もあるんですけれ

ども、口蹄疫関係の1,000億円は５年たったら全
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額返ってくるわけですね。そういったことを県

民にわかりやすく知らしめることも、心配を和

らげるというような意味で大事じゃないかと思

うんですね。例えば、４月１日付で県の広報紙

が発行されると聞いているんですけれども、そ

ういった中で県民にわかりやすい表現で表示す

ることが大事じゃないかなと思うんですけれど

も、いかがでしょうか。

横田委員のおっしゃるとおり○日隈財政課長

で、先ほど説明させていただいたとおり、1,000

億の応援ファンド、商工応援ファンドのほう

が200億、合計で1,200億。これは、それぞれの

お願いしております財団に貸し付けて、５年後

には確実に財団から返ってきますので、その分

で元金償還はできます。そういった意味でいう

と実質的な負担はないのかなと思いますので、

県民にはわかりやすく、説明資料等においては

表記等をしていきたいということで取り組んで

いきたいと思います。

ぜひ、よろしくお願いします。○横田委員

次に、先ほど鳥飼委員が言われたことに関連

して組織改正についてですけれども、今回、ウ

、イルス対策の危機管理体制の強化ということで

総務、福祉保健、農政にそれぞれ担当室とか課

が設けられたようですけれども 「21世紀はウイ、

ルスとの戦い」という言い方がありますけれど

も、そういった意味では非常にいいことではな

。 、いかなというふうに思います 口蹄疫にしても

いつ発生するかわかりませんし、今度は新型イ

ンフルエンザも鳥由来の強毒性のものが来る可

能性も十分あるわけで、そういった意味では非

常に大事なことかなというふうに思います。口

蹄疫だって、前回、10年ぶりに発生したという

ことで、非常に長いスパンでの発生になるかも

しれんですね。そういった場合に、実際、業務

として感染症対策室がどういう仕事をしていく

のか、そこあたりを詳しく教えていただきたい

んですが。

今回の口蹄疫の発生を踏○大坪行政経営課長

まえまして 具体的にどういう備えをしなくちゃ、

ならないのかということにつきましては、検証

委員会を通してさまざまな検討がされまして、

その結果として、膨大な報告書がまとまりまし

たので 基本的には それに沿って１つずつしっ、 、

。かりと対策をやっていくということになります

おっしゃいましたように、目に見えない敵との

戦いということになりますので、どうやったら

いいのかというのは大変難しい部分はあるんで

すけれども、こういうふうに防御しなくちゃな

らない、こんなふうに消毒しなくちゃならない

というのはある程度見えてきましたので、そう

いうことを危機管理局と連携しながら、もう少

し詳細にマニュアルをつくるという作業と、そ

れに基づいて日ごろから訓練をしておく、こう

いう作業を常時やってみたいというふうに思っ

ています。そして、いざ本番というときにしっ

かりと最小限の被害で抑えられるようにという

ことで、今回、こんなふうな組織づくりをいた

したところでございます。

、○横田委員 10年前の口蹄疫の経験を考えても

人間だれでもそうだと思うんですけれども、の

ど元過ぎればというか、期間が過ぎてしまった

らだんだん危機意識が薄れてしまうというのが

あると思うんですね。今回もまた、そういうこ

とを繰り返すことになるかもしれませんので、

そういうことがないように、そういった対応も

ぜひ、ここでやっていただきたいなというふう

に思います。

もう一つ、16ページですけれども、畑かん営

、農推進室を設置ということで書いてありますが
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これまでかんがい用水の目的外使用ということ

でいろいろ問題も起きましたね。今もまた、例

えば綾川用水なんかでいろいろ問題が起きてい

るという話もお聞きしているんですけれども、

主な業務というところに、営農部門との調整と

か農業用水の有効活用等というふうに書いてあ

りますけれども いわゆるかんがい用水だけじゃ、

なくて、そのほかの目的にも使えるような方向

づけをしていくということもその業務の一つと

して考えてよろしいんでしょうか。

一般論で申しますと、た○大坪行政経営課長

だハード整備を専任でするということだけでは

なくて、ソフトと連動してその業務を担ってい

こうという趣旨でございます。現行は、国営事

業対策監という農業土木の専門家がいるわけで

すけれども、それを畑かん営農推進室というこ

とで、営農部門とセットにして組織がえするこ

とによりまして、畑かん施設をどんなふうに利

用するかという問題とセットにして、今後、業

務をやっていこうという趣旨でございます。

かんがい用水ということだから、○横田委員

畑に水をまくとか、そういうことが目的の水だ

ろうと思うんですけれども 農家サイドからいっ、

たら 農作業に使うものは全部同じようにイメー、

。 、ジしているんですね 目的外使用と言われても

これが何でいかんとやろかということになりが

ちですので、そこらあたりまで検討していただ

いて、営農推進というふうに書いてありますけ

れども、営農として使えるような使い道という

か、そこ辺も一緒にあわせて検討していただく

とありがたいなと思いますので、よろしくお願

いします。

ほかにございませんか。○押川委員長

職員定数条例のことで本会議で○前屋敷委員

も質疑をさせてもらったんですけれども、定数

条例の考え方といいますか、今、適正な職員数

とはということも議論になりましたけれども、

適正な職員数を定数条例で決めるのが本来だと

いうふうに思うんです。条例に見合った人員を

。 、 、ちゃんと配置すると ところが 今度の場合も

逆になっているというのか、実員数に条例を合

わせるというのは、どう考えてもなかなか私と

しては理解ができないというところで 今回 680、 、

人の削減ということですが、果たしてこれだけ

削減した結果、業務そのものは残っているわけ

で、先ほど、鳥飼委員もかなりお話しになられ

ましたけれども 在職する方々がその仕事を担っ、

ていくわけですから、そこにいろんな課題が出

てくるのは当然だというふうに思うんです。も

ともとの職員定数条例がきちっとあるわけです

から、県の業務でどの程度人員が必要なのかと

いうのを、調査もしてきたというお話もありま

したけれども、そこはしっかりと把握した中で

定数が定まっていかないと、いろんなところに

疲弊も出てくるし、人件費を削減するという点

では効果があることは確かですが、それにかえ

られない問題も出てくるということで、この定

数条例そのもののあり方も一度、ちゃんと見直

していかなきゃならないんじゃないかなという

ふうに思っているものですから、私の意見とし

て申し上げておきたいというふうに思います。

関連してなんですけれども、非常○井上委員

勤という形で、職場に非常勤だけがふえていっ

て、私は本会議場でも申し上げましたとおり、

本来、本務者でないと責任がとれない部署なん

かにも臨時の人がいるわけです。それで本当に

いいのかなというのは、一回考える必要という

のはあるんじゃないかなと思うんです。大きく

言えば、雇用対策として何をどんなふうにした

いと考えているのかというのがよくわからない
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んです。自治体としてどう雇用対策に 例え―

ば、どこかで企業を持ってきて、だれか雇って

というだけの話で、全体の宮崎県の雇用がそれ

でおさまるわけでもないわけで、どうやって雇

用する場所をふやしていくのかということとか

も含めて、きちんとした納税者にするというこ

とが大事なわけです。今回出ている事業の中に

。 、も幾つもありますね 臨時で雇って何カ月間か

４～５カ月雇ってそれで終わりでというのを雇

用対策でも繰り返しているじゃないですか。結

果として効果が出ないわけです。雇用対策の効

果が出ない。最初から予算のところで、収入は

これだけなので、金は相対的にないのでと。県

民には金はない 金はないということだけはメッ、

セージしているわけで、施策としてあるものの

効果がどうやったら出るのかという基本的な議

論が物すごく足りないのではないかなという気

がするわけです。先ほど、前屋敷委員も指摘し

たように、実数に合わせて定数を変えるという

ことが本質的に合っているのかどうか。

私、今回、仕事でいろんな職場を回らせてい

ただきましたが、実際行ってみると、臨時でこ

ういう仕事をこれだけの金額でやっていいのか

と。じゃ、本務者の金額を下げるのかという話

になると思うんです。それだけのことをやって

いるんだったら。みんな臨時でいいのかという

話になるというふうに思いますね。現実に雇用

対策の一番末端のところは臨時の人がやってい

るんですから。ああいうことをしていていいの

かなという疑問を持つわけです。そして、人の

命だとかにかかわる部署のところも臨時で今

やっているわけだから、定数も含めてですけれ

ども、今回出ている議案に対して、認めるべき

なのかどうかで物すごく矛盾があるのはそうい

うところがあると思うんです。

今回も臨時の人たちの金額というのがすごい

、金額で予算上で上がっているわけですけれども

これが経済とか雇用対策とかに役に立つのか、

私はわからないです。臨時・非常勤職員の雇用

のこの金額も。このあたりというのは、本当に

議論されているんですか。そこがよくわからな

いんですけれども。

臨時・非常勤の予算、人事課○桑山人事課長

の予算を御指摘されているのかなと思うんです

けれども、これにつきましては、正規職員につ

いて、病休とか産前・産後休暇、育児休業、そ

のような状況で欠員となった場合、臨時的に補

うということを基本的に目標としておりますの

で、あくまでもその前提には正規職員という配

置があるということで御理解いただきたいと思

います。

それは違う。現実に実態のところ○井上委員

で、さっき言われたじゃないですか、実数に合

わせて職員の定数を今回決めたと言われました

わ 現実にずっと非常勤で来ているところはいっ。

ぱいあるじゃないですか。それは臨時的なこと

ではないんです。常時雇用なんです。実際は常

時雇用だけれども、名前は非常勤になっている

わけです。でも、人はかわっているんですよ。

１年だとか２年だとか、長いところで３年でか

わっているんです。だから、おかしくはないで

すかと。もう一回きちんと精査すべきではない

のかというふうに思うんです。

おっしゃるような、例えば食○桑山人事課長

肉の関係でしたら、食鳥検査とかで非常勤がつ

いているとか、そういうことを御指摘かと思い

ます。そういった予算につきましては、それぞ

れの担当部局のほうで予算措置をしております

、 。ので この予算の中には入ってきておりません

そもそもの問題として、おっしゃるような正規
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職員とすべきなのか、臨時・非常勤で大丈夫な

のかということにつきましては、また十分検討

していく必要があると思っております。

私は初めて総務の委員会に来てい○井上委員

るわけじゃないので、これの繰り返しなんです

よ。今回はがつんと680減らすわけだけれども、

それはそれで実数定数これだけですよというふ

うにしてしまうわけだけれども。そうすると、

最初の議論に戻るけれども、鳥飼委員が言われ

たように、行財政改革というのはそれだけがポ

イントですかということになると私は思うんで

す。事業効果とかも含めてきちんと見直す力を

持たないと、職員の給与を減らすとか、私たち

議員の給与を減らすとか、そういうことばっか

りの繰り返しの中で、じゃ、何ができるのかと

いうことなんです。

みやざき行財政改革プランの総体が、義務的

経費を抑えればそれで全部が賄えるというん

だったら別ですよ。そうはいかないんじゃない

かという議論を今、しようとしているのに、そ

れだけでは余りにもまやかしが多過ぎやしない

かということです。

県民政策部も何をする部なのかというのが最

近よくわからない部なんだけれども、事業の見

直しのところまで今言わなくてもいいんだけれ

ども、そういうこととかをもっとしっかりと見

ないと、何回も行財政改革プランというのは見

せられているわけだけれども、何がどんなふう

に、どこが変わったのかというのが意味がわか

らない。

さっき言われたように、兼務、兼務で、設置

場所だけつくればそれで終わりなのかと言われ

、 。たら 私はちょっと違うような気がするんです

そこの根本的な議論というのを本当にされてい

るのかどうか、そこに疑問を持つわけです。ど

うなんですか。定数はどんどん減らせばいいん

ですか。

定数に関しまして、今回○大坪行政経営課長

の条例は、先ほどから申し上げているように、

現在までに削減してきた数に定数条例上の定数

と合わせましょうという趣旨でございまして、

今後こうしますということではございません。

今後こうしますということにつきましては、そ

の次に御説明しました行財政改革プランのほう

で、例えば全体の定数については、今後４年間

で、知事部局の中で100名程度削減することに

よって、平成17年対比では10％ぐらいの削減に

なる。そういうことを一応の目標として進めて

まいりたいというようなことを御説明したとこ

ろでございます。

いずれにしろ、それだけが行財政改革の中身

じゃございませんので、当然ながら、業務につ

いて、市町村への移譲をしたり、県民との協働

、 、をする中で いろいろ参画していただきながら

、 、県としてはできるだけスリムに しかしながら

結果的には県民との協働等の中でしっかりとし

た県行政が回るようにということで、全体がう

まく立っていけるような格好で総合的に進めて

まいりたいというふうに思っております。

言われることはそのとおりだと私○井上委員

は思っています。そして、私は、本会議場で、

宮崎県の自治体の中で定数というのは何名が適

切なのかということを何回も聞いているわけだ

から、今回出た条例が答えなのかなというふう

に思っているわけです。だけど、実態としては

おかしくないですかと。非常勤、非常勤でつな

いで、それが雇用対策も、さっき出た心の問題

も含めてだけれども、本当に無駄なお金の使い

方にはなっていないですかということを聞いて

いるわけです。原因を究明しないがために逆に
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お金を余計なところに使っていやしませんか、

税金を無駄遣いしていませんかというふうに

言っているわけです。もうちょっとこの定数の

ことについて、組織の改正もそうなんだけれど

も、事業との関係とかをきちんとしながら決め

ていかないと、余り効果が出るものではないの

ではないかと。

今回は、こども療育センターの問題とかも出

させてもらったけれども、いろんなところで、

、細かく見ていただいたらわかると思うけれども

おかしくないかなという人たちがいっぱいいる

わけです。本務者でないとおかしいでしょうと

いう人たちがいっぱいいるわけです。本会議場

で鳥飼委員も、児童相談所もあんなでいいです

かというお話をされていましたが、その辺がお

かしいんですね。きれいにまとめるということ

だけではなくて、実態に合うということはそう

いうことなんじゃないでしょうか。使わないで

いいお金を使っていませんかというふうに私は

申し上げたいんです。無駄なお金を使っていま

せんかというふうに言いたいんです。じゃ、全

員、非常勤にするかですよ。そんなことじゃな

いと思うんですね。いいです。

今の井上委員の関連で、第19号で○武井委員

非常勤職員の話が出ていたんですが、22条の方

と非常勤、今、大体何人ぐらいいらっしゃるん

でしょうか。この定数というのは非常勤の人が

どれぐらいいることを前提に成り立つというも

のなのか、その辺がわかれば。

ちょっと調べますので、お時○桑山人事課長

間をいただきたいと思います。

次に移ります。予算書で１つ、77○武井委員

ページ 財政課の起債元金償還金が804億から811、

億と７億円上がって 一方で 利子は158億8,000、 、

万が157億になっているんですか、ちょっと下

がっているんですけれども、この辺を説明いた

だきたいのと、利子とかの払い先というのはど

こに払うのか、その辺をあわせてお聞かせいた

だきたい。

まず、元金と利子の関係を御○日隈財政課長

説明しておきたいと思います。元金自体は、償

還金としては、利子を除けば右肩上がりで少し

ずつ上がっていきます。利子のほうは、逆に、

昨今、金利が下がってきておりますので、例え

ば５％以上の金利の借り入れというのはほとん

どありません。0.4％から0.5％ぐらいになって

おります 最近発行する分については 例えば10。 、

年物は１％を切るぐらい平均になってきており

ますので、要するに、手前のほうの県債発行分

については金利が下がってきているということ

なので、例えば総量が変わらなければ支払い金

。利は徐々に落ちていくという傾向にございます

若干、元本が上がっていっても、まだ金利の低

減のほうが大きいのかなというような状況にあ

ります。

それと、借り入れの関係で申し上げますと、

まだ22年度の決算が済んでいませんので、21年

度の決算で申し上げますと、大体40％ぐらいが

政府資金の財政融資資金であります。残りが、

私たちは普通、縁故債と言うんですが、地方の

ほうで私どもが県内の市中金融機関からシンジ

ケート団を組んでいただいて発行する分という

ことになっております。今は４対６、国で受け

てもらうのが４で、地方の私どもがやるのが６

ですけれども、昔は逆でして、国の受けのほう

が多かったわけですけれども、今は地方での調

達のほうが多いというような傾向にあります。

利子のほうが157億あるわけです○武井委員

が、縁故債なんかも多いだろうなとは思うんで

すが、シンジケートを組んでいたら、厳密に言
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いづらいところもあると思うんですけれども、

この157億は宮崎銀行に幾らとか太陽銀行に幾ら

とか、そういう区分けをして支払っているとい

うような感じになるんですか。

具体的に申し上げて、指定金○日隈財政課長

融機関は宮崎銀行でございますので、宮崎銀行

を中心にということで、シェアが一番大きいの

が宮崎銀行、そのほかで多い順に申し上げます

と、宮崎太陽銀行、農協の県信連、九州労金が

現状、今、入って、４行で受けていただいてい

るということです。残高的には、信用金庫もご

ざいます。これはペイオフの関係で参加してい

ただいたことがありまして、過去でいうと信用

金庫も入っていますけれども、去年、おととし

は入っておりません。

わかりました。○武井委員

もう一点、組織改正のほうを伺いたいと思う

んですが、さっき、兼務等の話がいろいろ出て

いたんですけれども、今、兼務と、工事検査課

ですか、共管とかという概念もありますね。兼

務の人がいたり、共管の課にいる人がいたりと

か、そういった意味での確かにわかりにくさみ

たいなものは、当事者の職員の方はわかるんで

しょうけれども、そうなったとき、共管の人、

つまりは兼務の方というのは、基本的にはメー

ンのところがあって、こっちも兼ねているとい

うことですから、指揮的には、自分が主に所属

しているところの課長さんなり部長さんなりが

所属長ということになるんでしょうけれども、

ただ、サブのところの仕事の発生とか、仕事で

すから、アイドリングの時間がかぶるとかいう

ようなこともあると思うんですけれども、うま

く２つのそれぞれの課を持ちながら仕事をして

いくというのは、さっきうつの話もありました

けれども、精神的にも非常に厳しいところとい

うのがあるんじゃないかなと思うんですが、そ

のあたりの配慮というのはどういうふうになっ

ているのか、お聞かせいただきたい。

現実には部局横断的な業○大坪行政経営課長

務というんでしょうか、もうちょっと幅広い行

政ニーズみたいなものがありまして、それにい

かに対応するかということで、その結果として

こんなふうな兼務ということになっているわけ

でございます。それだから２人分の仕事をしな

くちゃならないということでは決してないわけ

ですから、通常の本来の業務をしつつ、他方、

もう一方の業務も念頭に置きながら、幅広い県

民ニーズに対応して仕事をしていくということ

でございます。

そういった職員に対するフォローについてな

んですが、そういった職員だけではないんです

が、特に今回の行財政改革プランの中で、新た

に職員の健康管理の問題ですとか、風通しのよ

い職場環境づくり、そういったものを今回、行

財政改革プランの中で新たに入れてみたところ

でございます。そういったことをしっかりやり

ながら、お互いに職員同士も連携し合ってやっ

ていきたいというふうに思っております。

わかりました。○武井委員

もう一点なんですが、今、人事課長が前の課

長でいらっしゃいましたけれども、いろんな組

織改正をずっとされてくる中で、いろんなこと

を考えてされているなとは思うんですが、一方

で担当分けがきっちりされていく。仕事の責任

分担という意味ではわかりやすいですし、私も

それはそれでいいと思うんですが、基本的には

課にはそれぞれ職掌分担があるわけですから、

申し上げたいのは、課長の指揮権との整合性と

いうのはどういうふうにお考えなのか。本来で

あれば、課長さんがいらっしゃって、その課に
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は与えられた職掌があって、それをその課の中

のスタッフという、いわゆるリソース、課の中

の人員という資源を使って、課長さんがそれな

りに配置していくわけですけれども、こういう

形でそもそもの枠組みとしても、担当割りつけ

をしていくと、縦割りを強化していくことで、

課全体の総合力みたいなものを逆にそいでしま

うんじゃないかという懸念もあるんですが、課

長の指揮権との整合性とか、そのあたりという

のはどういうふうに考えられてこういうふうな

形で担当分けされているのか、伺いたいと思い

ます。

県の組織は、従来は係制○大坪行政経営課長

だったんです。係から担当制ということに変更

しまして数年になりますけれども、担当制の一

番のメリットというのは、課長である所属長の

判断で業務の分担の内容をある程度柔軟に変更

できるという点にございます。従来やっていま

した係制というのは、おっしゃったように、き

ちんと係り、業務内容がフィックスされている

んですけれども、現在の担当制はそういうこと

ではありませんので、それぞれの主たる業務は

持ちつつも その時々の課内の業務の状況によっ、

て、所属長の判断でいろんな仕事を担当をまた

いでさせたりとかいうようなことで進めている

という状況でございます。

、○武井委員 さっきもお話ししましたけれども

部・課によっては、この島だけは夜中までやっ

ているというのがあったりもするんですが おっ、

しゃっていることは非常によくわかるんですけ

、 、れども それが実際的に機能しているのかなと

そういう気もしたものですから、そのあたりは

、また人事課あたりともしっかりとお話しされて

おっしゃったことはそのとおりだと思うので、

より実効性のあるものになるように取り組んで

いただければと思います。

先ほどの武井委員のお尋ねの○桑山人事課長

件でございますが、まず、臨時職員につきまし

ては、毎月平均で225人という数字になっており

ます。これは平成21年度の数値でございます。

非常勤職員につきましては、人の数でとらえて

おります 中には年間何日という方もいらっしゃ。

れば、月15日以上働く方もいらっしゃいます。

これが全体で1,317人でございます。

非常勤の方について、人・日みた○武井委員

いなとらえ方、1,317人というのがイメージしに

くいところもあると思うんですけれども、今の

形というのが、非常勤・臨時の方が多くいない

と成り立たないという形態になっているわけな

んですけれども、鳥飼委員なんかの御意見もあ

りましたが、県としての、べき論というか、今

後も人員を減らしていくという中で、臨時の職

員の方の割合とか非常勤の方の割合というのを

高めていきながらも、とにかく正職員を減らし

ていくというような方向性に持っていかれるの

か。ないしは、削減数は今程度のままで、臨時

の方も今ぐらいの規模でとか。つまり、正職員

はこれからも減らしていく、臨時職員をその分

はふやして対応をしていくということに結果的

になっていくのか、そのあたりをどういう方向

性をお持ちなのか、お伺いしたいと思います。

一概にあるべき論というのは○桑山人事課長

なかなか難しいところがございますが、臨時職

、 、員は基本的に事務補助ということで 一定程度

そう大きい変化なく雇用されてきているのかな

。 、と思っております 非常勤職員につきましては

極めて短期間で業務をやるようなものとか、例

えば統計調査員という統計調査の補助をやって

いただく方、この方が先ほどの数字に265名含ま

れておりますが、こういった方については、正
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規ということではなくて、一般の方にお願いす

るということでありましょうし、例えば屠畜検

査場に嘱託検査員という方が64名いらっしゃい

ますが、こういった方は鶏の検査が入ったとき

あたりからかと思いますけれども、なかなか獣

医師が確保できない中で、主にＯＢの獣医師の

方を雇用させていただいて検査をやっている。

非常勤の場合には、有資格者を県職員で賄うの

か、あるいは非常勤で対応できるものについて

は対応していくのか、そういった選択肢はある

んではないかというふうに思っております。

定数のことがいろいろ議論になり○鳥飼委員

ましたけれども、部定数という考え方は今はな

いのかどうか、お尋ねします。

それぞれの部ごとの定数○大坪行政経営課長

に関しましては、 内部規則で定めております。※

そうすると今も現存しているとい○鳥飼委員

うことで、今回、定数条例を決めれば、当然、

その部定数の内部規則も変わるということです

ね。

そうでございます。○大坪行政経営課長

それはまた後ほど資料でいただけ○鳥飼委員

ればと思います。

ちなみに、口蹄疫と鳥インフルエンザ、本県

の一大事というか、大変なことだったんですけ

、 、 、 、れども 例えばその部門 獣医師について 今

３つ合わせて50人ぐらいいるかいないかじゃな

いかなと思うんですけれども、これをこういう

ふうにするというようなのは今回の中の目標に

入っていますか。

多分、獣医師は、昨年４○大坪行政経営課長

月１日現在で160名程度だったと思います。家畜

保健衛生所に配属されている獣医師が40数名

だったと思います。獣医師に関しましては、こ

んなふうな事情ですので、できるだけ多く採用

したいというのはあるんですけれども、現実問

題として、十分に採用できないという問題があ

りますので、例えば年齢を上げるとか、いろい

ろと工夫をしながら、今、採用増に努めている

ところでございます。

獣医の部分は、本当に来てもらお○鳥飼委員

うと思っても来てくれないというふうになって

しまっているんですけれども、ある程度、宮崎

県はこういう数を目標とするんですよ、これを

確保したいんですというのは示してもらいたい

というのが一つあります。例えば今回の鳥イン

フルエンザ、４年前に発生して、夏場に各農場

を回って、金網に破れがないかとか、ネズミが

うろうろしていないかとかいうのは、現場とし

ては４年前の夏からやっておられるわけです。

ところが、しかるべき人がおるところは文書で

いいですよというふうになっていた。結局、そ

れが先ほど言ったとおりなんですけれども、そ

ういう状況になっていますが、それを明確に打

ち出してもらうというのが一つあるんじゃない

かなと思っております。

もう一つは、食肉衛生検査所の獣医なんです

けれども、これも圧倒的に非常勤が担う分が出

てきている。現実的には、現場の検査員、獣医

師が足りないから後輩が困っちょるわなという

、 。ようなことで ＯＢが何とか助けてくれている

本当はＯＢにおんぶしているような状況なんで

す。それがＯＢじゃなかったら、おれは知らん

という人も出てくるかもしれないだろうと思う

んですけれども、そこ辺の比率も変えていく努

、 、力をしていかないと 入りの部門といいますか

生産をする養鶏農家、採卵農家、畜産農家のと

、ころでチェックをしていただく家畜保健衛生所

それから、出であるところの食肉とかになって

※109ページ左段に訂正発言あり



- 109 -

いくところで検査をしていただく食肉衛生検査

所というところがあるわけですから、そこの体

制をしっかりしていかないといかんと思うんで

すね。そのことが結局は宮崎県の農政、畜産行

政といいますか、これをどういうふうにして位

置づけるのか。先ほど申し上げた農業改良普及

センターもおおむねこの程度とするとか、一定

程度決めていかないと、うちが減らさないかん

からなと、総務から言われるから、じゃ、ここ

を減らそうかというのが実態じゃないかなと私

は思っているんです。机はあるけれども、人が

いなくなったと。今まで野菜の専任がおったけ

れども、果樹の人が野菜も持つわとかいうふう

になっておるのが現状だろうと思いますから、

現場にもわかりやすいような形でそれを決めて

もらって、オープンにしていくということが大

事じゃないかなと思っておりますので、そこを

お願いしておきたいと思います。

そこら辺を含めまして、○大坪行政経営課長

本庁と出先機関のあるべき姿というのを相対的

に検討してまいりたいと思っていまして、きょ

う、お示ししました行財政改革プランの中でも

、 、記していますけれども 抜本的見直しを含めて

あらゆることを検討してまいりたい。その結果

としてまた、いろんな組織体制を改正してまい

りたいというふうに考えているところでござい

ます。

それから、私、さっき職員の定数、部ごとの

配分を内部規則で定めているとかいうふうな表

現をしましたけれども、間違っているようでし

て、部ごとの一応の配分を定めているというぐ

、 。らいのニュアンスだそうですので 済みません

発言を訂正させてください。

そこはある程度見え隠れして オー○鳥飼委員 、

プンにしていったほうがいいと思います。

関連して。今、課長から説明をい○井上委員

ただいたから、よかったな、その視点があるん

だなというのはわかったんですけれども、本課

と出先の関係は、仕事の二重的なところがある

わけです。どっちが責任をとって、どっちがど

んなふうにやっているかと言われると、なかな

かそこの分け方が難しいところになっているん

ですね。現実にどこが何をやっているかという

と、出先がやっていたりするわけです。そこの

本課との関係のところとか、手を入れるべきと

ころというのはもっともっとあるのではないの

かなというふうに思うんです。そのあたりは今

後、議論をしていただけると、もっと中身が実

態に合ったものになっていくのではないかなと

期待していますので、お願いします。

要望にしておきます。○押川委員長

担当部局じゃないので答えら○河野副委員長

れないかもしれませんけれども、わかっている

範囲で、12ページの組織改正ということで、医

療・福祉が充実したくらしづくりという中に、

お医者さんの２名兼務、先ほど、兼務というお

話がありましたが、今回の一般質問で出てくる

かなと思ったんですけれども、なかったんです

が、国が進めている地域医療支援センター、全

国15カ所の採択予定ということで参考２のほう

に書いてあるんですが、宮崎は手を挙げている

ということですか。

今、まだ厚生労働省のほ○大坪行政経営課長

うが募集しているかどうかは確認していません

が、いずれにしても、手を挙げたいということ

では話を聞いております。

調べたところでは 23年度 17○河野副委員長 、 、

億の予算を組んでいるということで、ぜひ、手

を挙げていただきたいという議論が議会で出る

かなと思ったんですけれども なかったんで―
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すが この条件の中に医師を２名確保しな―

きゃいけないという条件がたしかあったと思う

んですが、その上での兼務だと思うんですけれ

ども、この兼務というのは、県立病院のお医者

さんを使うという兼務でしょうか。

具体的にどの方をという○大坪行政経営課長

ことまではまだはっきりしませんが、いずれに

しろ、県職員である医師を２名ということで理

解をいたしております。したがいまして、県立

病院ですとか、保健所ですとか、いろんなとこ

ろにおりますので、そういったドクターを２名

ということで理解しております。

支援センターの業務内容を見○河野副委員長

ると非常に忙しいというか、その中での兼務と

いう考え方が先ほどから議論がありますけれど

も、お医者さんが不足している宮崎の、ある意

味絶好のチャンスじゃないかなということから

考えると、そこら辺の兼務の考え方を検討いた

だきたいと。

もう一問、持続可能な財政基盤の確立、財政

課のほうから提案されましたが、25ページに投

資的経費、箱物整備は原則凍結とありますが、

確認ですけれども、耐震関係の考え方は、凍結

というか、そういうことがあり得るということ

でしょうか。

耐震化関係については、特に○日隈財政課長

高等学校、まだ耐震化整備等も終わっておりま

せんので、その耐震の補強の程度の必要性、緊

、 、 、急度合い 要するに危ないところから順次 今

進めているところです。ここについて凍結とい

うことで考えているわけではありません。ほか

の県有施設についても、大体把握しているんで

すけれども、緊急を要するもの等については順

次、対応していくことになろうかと考えており

ます。

同じく、投資的経費の中のⅰの○押川委員長

公共事業 公共施設の維持管理経費、直轄高―

速自動車国道事業負担金あたりは除く とい―

うことでありますけれども、23年度からまた向

こう４年間、毎年度、前年度対比の５％を削減

するということで報告があったんですが、どう

いったことをイメージすればよろしいでしょう

か。雇用の場でも、今、県内の業者さんも大変

な時期でありますし、雇用を生む中の一つの財

源を確保する中でも大事なところだろうと思う

んですけれども、再度、お願いいたします。

数字だけで単純に申し上げる○日隈財政課長

と、補助公共、県単公共、新直轄を除く直轄事

業あたりを５％ということではあるんですけれ

ども、まず入り口論として、国からの補助公共

については、国の状況に応じてということにな

りますので、これがどうなのかはっきりわかり

ませんが、国が昨年度でいうと90％、10％カッ

トとか言ってきますと、大きく枠があくことも

ありますし、逆に、補正で当然、経済対策は全

部受け入れてまいりますので、公共事業につい

ては非常に変動幅が大きいのかなと思います。

加えて、補助公共については、今度の地域戦

略の一括交付金の問題、これが自由度が高まる

ということであれば、今、50％と65％と２種類

ございますけれども、補助の充て方のことも含

めると、事業量をどれだけにするのかと。単純

に50％補助というわけでもなくて、65％補助と

かの枠が拡大であるとか、そういうことの工夫

等によって、総体の事業量としてはできるだけ

確保していくというのは担当部局のほうでおの

ずと検討されていると思いますので、落ちてい

くかどうかというのは一概には言えないのかと

いうふうに考えております。

加えて、残りの負担についても、県債の関係
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の制度がどうなっていくのか、そこらあたりも

含めて検討していくことになるんではないかな

と思います。要するに、手厚ければある程度確

保していくでしょうし、交付税措置もないとい

う方向に進むのであれば、公共事業はこれ以上

に削減しなければ手出しが多過ぎるということ

も含めて、検討していくのかなというふうに考

えております。

。 、○押川委員長 ありがとうございます きょう

まだ我々が審議しない中で 昼のニュースでぱっ、

とテレビに流れてしまう こういうことはちょっ、

とおかしいんじゃないかと思うんです。議論を

してからこういったものは流すということにし

ていかないと、委員会の持ち方もおかしいのか

もしれませんけれども、せっかくそういうこと

であれば、見た人たちは毎年度５％ずつ落とし

ていくということで広がってしまう。さっきか

ら、県民に対してわかりやすい方向の中でいこ

うという意見がいっぱい出る中で、そこあたり

、は私も合点がいかなかったなと思いましたから

ここの部分だけは質問をしておきました。何か

ありますか。

公共の数字で出たので、私の○日隈財政課長

ほうから答えさえていただきます。行政経営課

長が冒頭申し上げたとおり、この行財政改革プ

ランは、まだ素案でございまして、これからパ

ブリックコメントに付して、６月議会で正式に

議会のほうに議決をお願いするという案件でご

ざいます。現在、こういう方向で考えています

という基本的な考え方、数値は、財政課で申し

上げると、まだ肉付け予算も終わっておりませ

んので、数値の変更等は、恐縮ですが、今後お

願いしたいということも含めて、あくまでも、

きょうのところは素案でありまして、ただ、一

部人件費については、既に、先ほど人事課長の

ほうから説明があったとおり、議案で出ている

部分、特別職であれ、一般職の管理職であれ、

削減の条例は出ておりますので、一部は既に骨

格ながらも入っている部分もあるということで

御理解いただきたいというふうに思います。全

体としては、あくまでも素案ということで委員

、会に私どもの考え方を御説明したということで

よろしくお願いしたいと思います。

わかりました。○押川委員長

先ほど、メンタルケアのことでい○鳥飼委員

ろいろ申し上げたんですけれども、総務事務セ

ンターから職員の心の健康づくり推進強化事業

というのが改善事業で上がっていますので、も

。う少し詳しく御説明をいただきたいと思います

まだそこまで行っていない。○押川委員長

いいです。失礼しました。○鳥飼委員

参考までに教えてほしいんです○押川委員長

けれども、実は、トラック協会のことなんです

が、これだけ鳥インフルエンザとか新燃岳の被

害あたりが出てくる中で、トラック協会のほう

に県の商業支援課から突然、23年度交付金の５

％カットの話が出たということでありまして、

理由は県の財政が厳しいというようなことであ

るようであります。そして、軽油引取税は地方

税であり県の税収ではありますけれども、県に

。対しては地方交付税措置ということであります

県の負担はないというようなことではないのか

なということの中で、バス協会の交付税は従来

どおりでありますけれども、トラック協会は５

％カットというような話があるということであ

りますが、わかる範囲でお聞かせください。

今、委員長からございました○日隈財政課長

補助金については、現在、商工建設常任委員会

のほうで審議されている案件であろうと思いま

す 担当課は商業支援課でありまして 県トラッ。 、
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ク協会とバス協会に対する運輸事業振興助成交

付金のお話であろうと思います。これは過去も

経緯があったものでありますが、かつて軽油引

取税が大幅に引き上げになった際に、その財源

の一部を交付税財源にして地方に交付して、そ

こから各団体の判断なんですけれども、一定の

基準で補助金等を交付するという制度で来たも

のと思います。今回、23年度当初予算で上げて

おりますのが、トラック協会に対して１億6,500

万余の補助金 バス協会に対して1,350万円余 10、 、

倍以上違うわけなんですけれども、そういった

補助金について、予算案を今、商工建設で審議

されているという内容です。

なお、一定のルールと申し上げた算定基準と

いうのがあるんですけれども、その額どおり補

助しているという県は、今のところ全国で15県

ぐらいなのかなということであります。あくま

でも地方交付税の算定でもらっていますので、

その算定でもらったお金を使うのは地方の判断

、 、でありますから いろんな費目があるんですが

算定どおりに予算化していくというわけではあ

りません。本県の場合、非常に財政が厳しいと

いうところ、また口蹄疫等々の所要の財政需要

もある中で、商工観光労働部としては、今回、

基準よりは５％低いんですけれども、95％水準

でお願いしたいということで、今、御審議いた

だいているというような状況であります｡

わかりました。商工関係のほう○押川委員長

で議論中ということで、また向こうのほうから

も伺いたいと思います。

それから、これも厚生のほうで議論がなされ

ているとは思うんですが、子ども手当財源の地

方負担に対する意見書でありますが、我々県議

会としては、11月の議会で満場一致で反対とい

、うことで実は議決をしておるわけですけれども

これに対して、今回、県のほうが措置されてい

るのが26億3,000万でしたか、これは議会に対し

て、議長・副議長あたりにも全くそういった予

算をつけるという相談なり あるいは話はなかっ、

たのかということを確認しておきたいと思いま

す。これは本会議でも出ておりますけれども、

方向づけとしては財政課はどういう形の中でこ

れをやっておられるか、再度、聞いておきたい

と思います。

お話のありましたとおり、11○日隈財政課長

月議会で意見書を採択されているのも十分理解

しているところです。私どものほう、各地方団

体、子ども手当につきましては、全額、国で負

担していただくよう強く要望しているところな

んですけれども、ただ、中身が、子ども手当法

については、従前の児童手当法の上乗せみたい

な法になっておりますので、それが１年間の暫

定法ということになっております。子ども手当

法が仮に廃案になっても、児童手当法が今度は

残ることになります。児童手当法は生きており

ます。したがいまして、今回の子ども手当の中

、の児童手当相当分の県負担分の予算というのは

児童手当法に基づくものを今回、計上しており

まして、子ども手当は、役所でいうと市町村の

予算がほとんどなんですけれども、県内の全体

の予算が市町村のほうが277億。その中で県から

の負担分をいただくものというのが26億3,000

万、市町村みずからが負担されるのが26億3,000

万手出しされて、国からの交付金が概算で224

億4,000万、トータルで277億を各市町村が組ん

でいらっしゃいます。ですから、県からの児童

、手当負担分が入らないということになりますと

これは市町村が全部負担されるのかなというこ

とも含めて、児童手当法自体はまだありますの

で、そういった趣旨から、歳出化としては、子
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ども手当の中の児童手当負担分を計上させてい

ただいて、市町村のほうにその分を交付すると

いう内容の予算案を提案させていただいている

ところであります。

確認いたしますけれども、今国○押川委員長

会で子ども手当が廃案になる、あるいは否決さ

れた場合には、従来の子ども手当金のための各

市町村分に、県から児童手当分でやるというこ

とでの理解でよろしいですね。

歳出の面で申し上げると、児○日隈財政課長

童手当分として、ちゃんと議会にも御説明した

いと思いますけれども、額は少々変わるかもし

れませんが、同額をこの予算の範囲内で市町村

のほうに交付していくということになろうかと

思います。

加えて、歳入のほうで申し上げると、国の予

算のほうで、県の分でいうと26億3,000万のうち

６億数千万が特例交付金に係る関係の特別法に

よりまして 特例交付金法があるわけなんで―

すけれども、それに基づく特例交付金の歳入と

して６億数千万、国のほうから交付になる予定

、ということで試算しているところでありまして

残りの20億程度が普通交付税、交付税法に基づ

く総務省令等で定まっているというわけなんで

すけれども、そういった予算が出ておりますの

で、歳入としてはそれを充てて、今回、予算を

編成しているところであります。

ありがとうございました。○押川委員長

今の件に関して 前もって話があっ○中村委員 、

たかという委員長の話ですが、それは聞いてお

りません。もともと国で負担するという話でし

たので、私の記憶では２回、意見書を出してい

ますね。それは全会一致で出していたと思いま

す。意見書が出ている手前、我々は本来、選挙

でもない年であれば、これは否決ですよ。否決

しなくちゃならないと思っています。しかし、

こういう御時世の中ですから、これを通すとす

ると、いろんな方法があるでしょうけれども、

市町村もあることだし、これは私の考えなんだ

けれども、附帯決議をつけて賛成しかないです

ね。いろいろ意見書を出している手前、これを

いいですよというわけにはいかない。可決され

ているんだけれども、附帯決議を付して賛成と

いうことが、議会側としては一番いいんじゃな

いかなというふうに思います。ぜひ、そういう

ふうに皆さんで。厚生常任委員会にも、きのう

言っていたけれども、これを否決したり、予算

組み替えなんかというのは不可能だし、非常に

混乱を招く。また、市町村にも迷惑をかける部

、 、分もあるだろうから こういう意見書を出して

全員で可決したにもかかわらず、やむなく予算

については賛成するという附帯決議をつけての

賛成にすべきかなというふうに思います。

まだそこまでなくて、私は、た○押川委員長

だ、昨年の県議会で子ども手当に対する反対意

見を決議していますから、財政としてはそうい

うことを含んで、議会のほうにどういう相談な

り説明があったのかということで聞いたので、

それはちょっと違うんです。

おくれて来て……。○中村委員

多分そうだと思います。申しわ○押川委員長

けありません。

それでは、以上をもちまして第１班の審査を

終了いたしたいと思います。

暫時休憩いたします。○押川委員長

午後２時45分休憩

午後２時54分再開

委員会を再開いたします。○押川委員長

これより、市町村課、総務事務センター、危
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機管理課、消防保安課の審査を行います。市町

村課から順次説明をお願いいたします。

それでは、市町村課の平成23○茂市町村課長

年度当予算につきまして御説明いたします。

お手元の歳出予算説明資料の85ページをお願

いいたします。市町村課の平成23年度当初予算

額は、20億8,698万5,000円でございまして、平

、成22年度の当初予算に比べ25億2,022万4,000円

率にして54.7％の減となっております。

。その主なものにつきまして御説明いたします

87ページをお願いいたします。まず （事項）、

自治調整費であります。これは、市町村の行財

政運営に関する助言等に要する経費でありまし

て、9,652万4,000円をお願いしております。こ

のうち主なものでございますが、88ページをお

願いいたします。７、住民基本台帳ネットワー

クシステム事業費であります。これは、情報化

、社会に対応した住民サービスの向上を図るため

全国でネットワーク化されております住民基本

台帳ネットワークシステムの全都道府県共同の

負担経費や機器使用料等の運用経費でありまし

て、7,968万4,000円をお願いしております。

次に （事項）市町村合併支援費であります｡、

これは、市町村合併支援に要する経費でありま

して、５億7,006万8,000円をお願いしておりま

す。内訳でございますけれども、アの新市町村

合併支援事業は、改正前の現行合併特例法のも

とで合併した市町に対して交付する交付金等で

ありまして、２億6,794万8,000円をお願いして

おります。次に、イの合併関係市町村財政健全

化支援事業でございますが、これは、金利の高

い地方債の繰り上げ償還を支援する貸付制度で

ありましたが、20年度、21年度で貸し付けを行

いまして、現在、貸付制度が終了したことに伴

いまして、この貸し付けに係る償還金のうち、

県の市町村21世紀基金からほぼ半分を財源とし

ていただいておりましたので、この基金へその

分の３億212万円を積み立てるものでございま

す｡

次に （事項）市町村振興宝くじ事業費でござ、

います。これは、市町村振興宝くじとして発売

されますサマージャンボ宝くじとオータムジャ

ンボ宝くじの収益金等につきまして、一たん、

県が配分を受けた後に、その全額を財団法人宮

。崎県市町村振興協会に交付するものであります

予算額は、６億2,491万4,000円をお願いしてお

ります。

次に、89ページをごらんいただきたいと思い

ます （事項）県議会議員選挙臨時啓発費及びそ。

の下の（事項）県議会議員選挙執行費は、こと

し４月に任期満了となります県議会議員の選挙

に要する経費であります。まず （事項）県議会、

議員選挙臨時啓発費であります。これは、県議

会議員選挙における臨時啓発に要する経費であ

、 。りまして 926万1,000円をお願いしております

その下の（事項）県議会議員選挙執行費でござ

いますが、これは、県議会議員選挙の執行に要

する経費でありまして、５億1,202万9,000円を

お願いしております。内訳でございますけれど

、 。も 90ページをお開きいただきたいと思います

委員会事務費として531万8,000円、管理執行経

費として５億671万1,000円をお願いしておりま

す。

市町村課は以上でございます。よろしくお願

いいたします。

総務事務セン○假屋総務事務センター課長

ターの平成23年度当初予算について御説明いた

します。

お手元の歳出予算説明資料の91ページをお開

きください。総務事務センターの平成23年度当
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初予算額は、11億5,572万6,000円でございまし

、 、て 平成22年度当初予算に比べ4,390万3,000円

率にして約3.7％の減となっております。

それでは、主なものについて御説明いたしま

す。

93ページをお開きください。まず （事項）総、

務事務センター運営費でございます。予算額

は2,032万1,000円をお願いしております。これ

は 本庁の総務事務センター及び出先の各県税・、

総務事務所にあります総務事務センターの運営

に係る事務費等でございます。

次に （事項）健康管理費でございます。予算、

額は6,434万1,000円をお願いしております。こ

れは、職員の健康管理等に要するものでありま

すが、詳細につきましては、94ページをお開き

ください。説明欄に４つの事業でお願いしてお

、 、りますが このうち２の定期健康診断事業費は

全職員を対象とした１次・２次の定期健康診断

を、３の特殊業務従事職員健康診断事業費は、

放射線業務などの特殊業務に従事する職員を対

象とした健康診断を、それぞれ実施するための

経費であります。次に、４の職員の心の健康づ

くり推進強化事業につきましては、改善事業で

ありまして、後ほど、御説明いたします。

次に （事項）職員厚生費でございます。予算、

額は9,517万6,000円をお願いしております。こ

のうち１、保健体育施設管理費は、職員健康プ

ラザの建設費を地方職員共済組合へ償還する資

金や、清掃、警備、保守点検等の業務委託に要

する経費でございます｡

次に （事項）車両管理事務費でございます。、

。予算額は2,919万5,000円をお願いしております

これは、県有車両の任意保険への加入、運行業

務の一部委託など、適正な維持管理経費や交通

事故の防止のための講習会などに要する経費で

ございます｡

、（ ） 。次に 事項 恩給及び退職年金でございます

。予算額は2,814万7,000円をお願いしております

これは、元知事部局職員28名に係る恩給等の経

費でございます｡

次に （款）警察費（事項）恩給及び退職年金、

費につきましても、元警察職員129名に係る恩給

等でございまして、予算額は１億2,422万6,000

円をお願いしております。

次に、改善事業につきまして御説明いたしま

す。お手元の総務政策常任委員会資料の５ペー

ジをお開きいただきたいと思います。職員の心

の健康づくり推進強化事業でございます。

まず、１の目的であります。近年の厳しい行

財政状況の中で、職員にはより一層の効率的な

業務推進が求められておりますが、職員が職務

に専念し、より質の高い行政サービスを提供で

きるよう、メンタルヘルス対策を中心としたサ

ポート体制の強化を図るものであります。

次に、２の業務概要等でございます （１）の。

健康相談等事業は、健康管理医が職員の健康診

断の結果等をチェックし、身体的に問題のある

場合に、医療機関への受診を勧奨したり、生活

習慣を改善するための指導等を行うものであり

ます。

（２）のメンタルヘルス対策は、まず、１次

予防として、うつ病等のメンタルヘルスに関す

る研修や啓発を、全職員を対象に幅広く行いま

す。次に、２次予防ですが、うつ病等を早期に

発見し、治療につなげるために、精神科医等に

委託して、全職員を対象としたメンタルヘルス

相談を行うほか、長時間の時間外勤務職員が多

い職場などを対象に その職場のストレスチェッ、

。 、ク評価を実施することにしております さらに

３次予防として、新たに配置する復職コーディ
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ネーターが保健師とともに病休や休職中の職員

に対しまして、円滑な職場復帰と再発防止に向

、 。けて きめ細やかなフォローアップを行います

（３）のライフプラン事業は、復職コーディ

ネーターが職場や家庭での職員の悩み等に助言

したり、将来の生活設計に関して指導、アドバ

イス等を行うものであります。

事業費は、健康管理医の派遣委託費や、精神

科医への報償費等で928万6,000円をお願いして

おります。また、復職コーディネーターに係る

人件費につきましては、職員給与で対応するこ

ととしております。

説明は以上でございます。

まず、説明の前に、昨日○金井危機管理課長

お尋ねのありました鹿児島市からの降灰除去の

応援に係る経費負担について、調査の結果を御

報告したいと思います。委員から15万円という

お話がございましたが、詳細については確認が

できませんでした。ただ、関係部局の話では、

道路の降灰除去作業には、路面清掃車のリース

や運転士、作業責任者の人件費など合わせ、１

つの班で日額20万から30万円の費用がかかると

いうことを伺っております。なお、この金額に

つきましては、仮に県が車両を保有しておりま

しても、かかる費用はほとんど変わらないと聞

いております。以上でございます。

それでは、危機管理課の平成23年度当初予算

につきまして御説明いたします。

歳出予算説明資料の97ページをごらんいただ

きたいと思います。平成23年度当初予算の総額

は、３億3,700万9,000円であります。22年度当

初予算に比べ524万1,000円、率にして1.5％の減

となっております。

次に、99ページをごらんください。まず （事、

項）防災対策費3,503万9,000円であります。主

なものといたしまして、説明欄の２、防災事務

の総合管理であります。これは、地震が発生し

た際の震度情報を迅速・的確に伝えるネット

ワークシステムの維持管理費が中心であります｡

次に、４の防災情報システムであります。これ

は、災害対策本部会議室及び総合対策部室に必

要な機器を設置し、災害対応に必要な各種気象

データの提供委託等に要する経費であります。

次に、５の県民への防災・防犯情報伝達システ

ム運営事業でありますが、この事業は、気象情

報や避難勧告・指示の発令状況などの防災情報

や防犯情報などを県民にメールで提供すること

で、災害時における被害の軽減化や、子供たち

の安全・安心を確保することを目的としており

ます。

次に、100ページをお開きください。８の県民

防災力向上事業について御説明します。この事

業は、地域や事業所において日常的に防災活動

を行い、災害時に迅速かつ連携した防災活動を

行うための中核的な人材を育成するとともに、

県民一人一人に防災知識や技術を得る機会を創

出することで、県民の防災力の向上を図ること

。 、を目的としております 事業の中心としまして

まず、防災士養成事業として、防災活動の担い

手である地域や事業所、ボランティア団体など

において、防災活動の中核となる防災士を幅広

く養成するものであります。次に、防災出前講

座事業により、地域や事業所、団体などの要請

に応じて、防災士などの防災専門家を派遣し、

防災出前講座を行うものであります。また、市

町村職員研修事業としまして、市町村職員に対

して、より一層の防災知識向上と、地域で主体

となって防災指導を実施できるように、防災指

導技術向上を図るために防災研修会を開催しま

す。これら３つの事業を体系的に組み立て、県
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民防災意識の啓発及び人材育成のための総合的

な事業として展開し、県民一人一人の防災力の

向上を図ってまいりたいと考えております。

次に、９の自助・共助・公助防災スクラム推

。 、進事業について御説明いたします この事業は

宮崎県防災対策推進条例に規定されている「宮

崎県防災の日」を中心として、実践的な防災対

策を学ぶ防災フェアや県民参加型の総合防災訓

練を実施することにより、自助・共助・公助の

充実と連携を図るものであります。事業の中身

としまして、まず 「県防災の日」フェア事業と、

して、大学や企業、ボランティア団体、防災関

係機関などと連携・協力しながら、体験・体感

、 、型の総合的な防災フェアを実施し 個人や地域

事業所における防災意識の向上や、防災への具

体的な取り組みを促進するものであります。ま

た 「県防災の日」普及推進事業として、新聞広、

告により「県防災の日」の普及啓発を図るもの

であります。さらに、県総合防災訓練事業とし

、 、て 県民参加型による県総合防災訓練を実施し

防災関係機関の連携強化や防災意識の強化を図

るものであります。

次に 事項 危機管理総合調整推進事業費980、（ ）

万7,000円であります。これは、危機事象の発生

を未然に防止するとともに、発生した場合に、

、 、迅速・的確に対応し 被害を最小化するために

危機管理に関する職員研修や、県民啓発及び災

害監視室による24時間監視体制に要する経費で

あります｡

次に （事項）国民保護推進事業費249万9,000、

円であります。これは、平成16年９月に施行さ

れました国民保護法に基づき、武力攻撃事態な

どにおける国民保護の推進を図るための経費で

あります。

危機管理課は以上であります。

それでは、消防保安課○山之内消防保安課長

の平成23年度当初予算につきまして御説明いた

します。

同じく、歳出予算説明資料の101ページをごら

んいただきたいと思います。平成23年度当初予

算の総額は ４億4,149万1,000円であります 22、 。

年度当初予算に比べまして8,123万5,000円、率

にいたしまして15.5％の減となっております。

103ページをごらんいただきたいと思います。

主な事業につきまして御説明いたします。

まず （事項）防災行政無線管理費２億3,510、

万7,000円でありますが、これは、防災行政無線

等の防災設備の維持管理、保守委託、設備更新

等に要する経費であります。

次に （事項）航空消防防災推進事業費１、

億3,018万円でありますが、これは、防災救急ヘ

リコプター「あおぞら」の管理運航に要する経

費であります｡

次に （事項）消防指導費1,550万1,000円であ、

ります。主なものといたしまして、説明欄の２

の救急振興財団に対する出捐等は、救急救命士

を擁する目的で、平成３年に都道府県が共同出

資して設立いたしました救急振興財団への負担

金でございます。説明欄の３、ふるさと消防団

パワフル21事業でありますが、これは、消防団

の活性化を目的といたしまして、消防大会の開

催や消防団員の加入促進を図るため、新聞等に

よるＰＲ活動を行うものであります｡

それから （事項）予防指導費1,810万2,000円、

でありますが、104ページをごらんいただきたい

と思います。これは、消防設備士に対する再講

習や危険物取扱者免状交付及び講習等に要する

経費でございます｡

次に （事項）消防学校費3,656万9,000円でご、

ざいます。これは、消防職員、消防団員等を対



- 118 -

象に、消防学校で教育訓練を実施するために要

する経費でありますが、説明欄の３の消防学校

教育21プラン事業、これは、消防団員の消防操

法や救急応援処置などの技術の向上を図るため

に、県内各地において指導、訓練を実施するも

のであります｡

次に （事項）火薬類取締費66万5,000円、そ、

の下の（事項）高圧ガス保安対策費470万1,000

円、105ページの（事項）電気保安対策費66万

6,000円は、それぞれ取り締まり及び保安指導に

要する経費でございます｡

消防保安課は以上でございます。

各課の説明が終わりました。質○押川委員長

疑はございませんか。

まず 市町村課の住基ネット 7,968○武井委員 、 、

万ということなんですが、都道府県各県均等割

と人数割とかいろんな計算方法があるんでしょ

うけれども、基本的には各県が一定のルールに

基づいて負担をしている金額という理解をして

よろしいんでしょうか。

おっしゃるとおりでございま○茂市町村課長

して、これにつきましては、人口割２分の１、

均等割２分の１ということをベースに計算をさ

れております。47都道府県で負担をしていると

いうものでございます。

前回でしたか、住基ネットで、例○武井委員

えば我々の選挙の手続なり住民票をとらなくて

もいいようになりますよみたいな話とかもあっ

たりもしたんですが、国が決めて、国のルール

の中でやっているわけですけれども、中には離

脱をするとか、接続をしない市町村があったり

とか、いろんな問題があるわけなんですけれど

も、平たく言えば、毎年8,000万近いお金を出し

ていく価値というか、意義というか、そのあた

りというのは実際にどのようにお感じになって

いらっしゃるのか。これはずっと毎年かかるわ

けですね。実際にそれほどのメリットがこの住

基ネットにおいて本当にあるのかどうかという

のは非常に疑義を感じるところなんですが、そ

の辺はいかがでしょうか。

おっしゃるように、確かに、○茂市町村課長

全国の中には接続をしていないところもござい

ますが、実は最高裁の判例におきまして、これ

については基本的に合法であるということが示

されております。そして、この経費につきまし

ては、先ほど、説明を漏らしましたけれども、

全国のセンター経費の部分と維持管理等の経費

というのがございます。先ほど申し上げました

人口とか均等割りしているというのは、全国セ

ンター経費、共通経費の部分でございまして、

それ以外に運用経費等がございます。それを全

部合わせてここの約8,000万弱ということでござ

います。この額につきましては、当初始まった

ころは１億数千万程度を要しておったわけでご

ざいますけれども、その後、数年前に、宮崎情

、報ハイウェイというところに接続いたしまして

少しでも経費の削減を図ろうということで、最

近は１億円を下回る額で運用しているというこ

とでございます。これについては、住民票を初

めとして、私どもは非常に利便性は高いんでは

ないかというふうに思っておるところでござい

ます。また、年金関係のいろんな届け出が不要

になったとか、そういうメリットもあるという

ふうに考えているところでございます。ただ、

特に、セキュリティーの問題については非常に

危惧される方もおられますので、そのあたりに

ついては、今後とも万全を尽くしていきたいと

いうふうに考えているところでございます。

今 ＭＪＨ 宮崎情報ハイウェイ21○武井委員 、 、

への接続なんかで経費を下げてというようなお
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話もありましたけれども、県も、情報政策課に

そういう担当職員を雇用してシステムの経費の

軽減化ということ、これはきのうもいろんなと

ころで話題が出たんですけれども、県としてい

ろいろ努力をすると、宮崎県としてこの経費と

いうのは下げ得る。今もＭＪＨの話が出てきて

感じたんですが、宮崎県の努力によって減らせ

る部分というのはあるものなんですか。それと

も、国の人数割、均等割の中でこの金額という

のは機械的に出ていく経費という理解でよろし

いんでしょうか。

これにつきましては、都道府○茂市町村課長

県単位で努力して減る部分というのはそんなに

、ないかなというふうに思っておりますけれども

今後とも、経費削減に向けて、特に維持管理と

かの運用経費については、削減していけるよう

に努力はしていきたいというふうに考えており

ます。

わかりました。○武井委員

次に、総務事務センターに２点伺いたいと思

います。改善事業で職員の心の健康づくり推進

強化事業、趣旨としてはわかります。非常に大

事なことだということはもちろん理解をするん

ですけれども、私と同じ年ぐらいの若手の職員

なんかにもいろいろ聞くと、２つあって、１つ

は、本庁と出先で優劣はもちろんないんでしょ

うけれども、出先は非常に大変だと。任用がえ

、の職員の方にメンタルが落ちている方もあれば

その指導をする若手の職員なんかが逆に非常に

精神的にきついとか、そういったような話もあ

、 、るというようなこともありまして 出先の対策

対応というのをどのようになさっていらっしゃ

るのかというのが１点。

もう一点が、話を聞くと、ある上司がいて、

そこに係で２人出て、その人が異動したらまた

その先に１人いたりとか、部下に対してストレ

スをかけるような、細かい言動とかどうかとい

うことはわかりませんけれども、特定の上司の

下につくとメンタルが落ちる人がというような

話も聞いたりするんですけれども……。あった

ことを回復させていくということも非常に大事

なんですが、そういったような意味で、上司の

部下に対する対応、ストレスをかけないような

言動とか、これは管理者研修に属する部分でも

あろうかと思うんですけれども、そういったよ

うなこともあわせてやっていくことが非常に大

事だと思うんですけれども、その２点について

お伺いいたしたいと思います。

まず第１点目の○假屋総務事務センター課長

各出先機関におけるそれぞれ職員間の仕事の連

携状況だろうと思うんですけれども、それにつ

いては、毎年の人事異動の中で、どういう問題

点があるというのは把握していらっしゃるはず

ですので、後に行かれる方というのは、それを

補う以上の方が異動で行っていらっしゃると。

仕事もできる、人間関係もうまくいけるという

方が動いていらっしゃるんじゃないかなという

ふうに思っております。

、 、また 出先のほうのメンタル指導については

私どものほうは、出張しまして、各地区で研修

、 、 、会を開催しておりまして 所属長 リーダー等

担当職員も希望者については研修会を受けて理

解を深めていただくという機会をつくっている

ところでございます。以上です。

出先でのお話がありましたけ○桑山人事課長

れども、任命がえ等の話がありましたが、任命

がえ当時は、教育指導を行う職員という役割を

持つ人を職場の中で決めていただきまして、指

導等を行っていただいたところでございます。

その結果、相当数の方がレベルアップを図られ
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て頼もしく思っているところでありますけれど

も、おっしゃるような話があるとすれば、それ

は外に向けて言うことなく、内部の中で上司に

言っていただくなどして 職場の中で解決を図っ、

ていただきたいなというふうに思うところでご

ざいます。

それから、上司の部下への対応ということに

つきましては、自治学院研修などでも、上司の

あるべき姿として、職員のストレスを早く察知

するような努力をしなさいとか、さまざまな場

面で部下への適切な対応を働きかけているとこ

ろでございます。地道ではありますけれども、

そういう努力を続けていくことで、そういうこ

とがなるべく少なくなるように努力していきた

いと思います。

これも要望にしますけれども、メ○武井委員

ンタルが落ちる職員の皆さん、例えば上司が同

じであったり、そういうこともまたあろうかと

思いますので、そういう場合は、その方に対す

る指導というのも要るでしょうから、そのあた

りもいろいろと調査をして取り組んでいただき

たいと思います。

最後にしますが、車両管理事務費のとこ

ろ、2,400万が2,900万に上がっているんですけ

れども、去年ですか、エコカーに買いかえると

補助金が出るというので、一気に買いかえ等を

、するんだみたいな話もあったりもしたんですが

きのうもありましたけれども、県有車両の事故

が結構多かったと思うんですが、ああいうのが

多いと保険料とか上がったりするのかとか、そ

ういうふうになれば結果として県の負担がふえ

ていくかと思うんですけれども、これが上がっ

た理由と保険料の変動等があれば、それについ

てお聞かせいただきたいと思います。

まず、車両管理○假屋総務事務センター課長

事務費の予算額が増額になっているという点に

つきましては、集中管理車の更新車両が２台あ

りますので、それで420万程度増額となっており

ます。

それから、任意保険につきましては、今年

度、700万程度の掛金となっておりますが、予算

上は、私どもで管理しております全県下の公用

車850台を任意保険の対象としているものですか

、 。ら それを通常計算した場合には1,400万ぐらい

去年もこの程度の予算を組ませていただいたん

ですが、それが入札で700万程度に落ちたという

ことで、現在は700万程度の保険料になっており

ます。以上でございます。

入札ということは、いろんな保険○武井委員

会社さんが来てやられるんでしょうけれども、

上がったとか、下がったとか、昨年度と比べて

の変化というのはどうなのか。

21年度と22年度○假屋総務事務センター課長

を比べてということでよろしいでしょうか。

そうですね。過去の実績で出ます○武井委員

からね。

ちょっとお待ち○假屋総務事務センター課長

ください。

わかればでいいです。以上です。○武井委員

ほかにございませんか。○押川委員長

市町村課で２点ほど。１つは、市○松村委員

町村合併支援に対する経費ということで、新市

町村合併支援事業の２億6,000万の分ですけれど

も、新しいまちづくり計画に基づいて、合併特

例法の中での支援という形でしょうけれども、

どういう市町村のどういう事業に対してこの支

援をされるのか、その中身について。

お答えいたします。この２○茂市町村課長

億6,500万程度の中身でございますけれども、３

市分でございます。宮崎市が清武町と合併した
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分が予算額としては8,840万円ということになっ

ております。事業の内容については、具体的に

これからさらに検討していくというふうに聞い

ております。延岡市が9,787万2,000円でござい

ます。内容は、新しい火葬場、新しい処分場を

今、計画しておりますけれども、これに充てた

いということでございます。日南市が7,880万円

でございますが、各種の計画を策定するための

事業費として充てたいということで、この３件

でございます。以上でございます。

わかりました。○松村委員

もう一つ、地方自治ルネッサンス事業97万円

ですけれども、項目によると、地方自治の本質

といいますか、住民自治の発展・充実を図るた

め、県と市町村の関係をより緊密にし、自治会

組織の強化を図るということです。中身が非常

に大きい話ですけれども、97万円でどういう事

。 、業をされるのか ルネッサンスが図られるのか

そこをお聞きしたいなと思います。

ちょっと名前負けしている感○茂市町村課長

じがなくはないんですけれども、内訳を申し上

げますと、従来からやっておりますけれども、

知事と市町村長との自治懇話会というのが一つ

ございます。知事と市町村職員との意見交換会

というのもございます。それから、チーム市町

村課と申しまして、市町村課の職員が市町村に

出向きまして、いろんな意見を伺うとかアドバ

イスをするというものもございます。それと自

治会連合会というのがありますけれども、これ

に対する補助金として30万ということで、すべ

てをトータルした金額がこの90数万という額で

ございます。以上でございます。

ありがとうございました。○松村委員

先ほどの任意保○假屋総務事務センター課長

険について説明いたします。21年度は、契約金

額は332万7,000円でございました。その332

万7,000円に対しまして、実際に保険会社が支

払った金額というのがこれを上回ったものです

から、22年度は、708万4,000円と保険金額が膨

れ上がったということでございました。以上で

ございます。

武井委員、いいですか。○押川委員長

はい。○武井委員

ほかにございませんか。○押川委員長

100ページ、武力攻撃事態等におけ○中村委員

る国民保護の推進に要する経費249万9,000円で

すが、国民保護計画の推進、国民保護協議会等

の開催となっておりますが、これは宮崎県内だ

けでやっているんですか。それとも全国的にこ

ういう会議をやっているんですか。大きな問題

であるのにかかわらず、予算が249万9,000円で

は、どんなことをして国民を救おうとされるの

かなと思って危機に感じたんですが、どうです

か。

、○金井危機管理課長 この金額につきましては

県単位での会議でございます。国民保護計画に

ついては、もちろん、国のほうで大きな計画が

ございまして、それに基づいて宮崎県国民保護

計画、さらには市町村国民保護計画というふう

につくられておりまして、平成16年度設置以降

に毎年開催されているものでございます。

会議につきましては、国民保護協議会の開催

の報償費、旅費、それに伴うところの幹事会の

費用、そのほかには、国民保護計画の推進とい

うことで、国が主催する国民保護の都度の改正

点の説明会、消防庁との訓練等の協議、全国で

行われております国民保護フォーラム等におい

て教養の実施、国民保護計画を改定した場合の

印刷費等にかかっておる費用でございます。本

年は訓練を実施する予定であったんですけれど
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も、口蹄疫並びに新燃の関係で中止した経緯が

ございまして、来年度についても未定でござい

ますので、その費用等には入っておりません。

以上でございます。

余りよくわかりませんが、有事の○中村委員

際にどのように国民を守るとか、県民を守ると

か、そういったことも突っ込んでやっておるん

ですか。

計画の中に、一番の眼点○金井危機管理課長

は、もし、攻撃されたときに、県民をいかに安

全に避難させるかというのが大きな目的でござ

います。各市町村ごとにも、もし、宮崎の中央

に爆弾もしくは生物兵器的なものが発生した場

合に対してどういうふうな対応をするかとか、

どちらのほうに逃がすかという計画を持ってお

るところであります｡

どういう内容を話されたのか 我々○中村委員 、

に知らされたことはないような気がするんです

けれども、こんな重大なことをこそこそとやっ

ているんじゃなくて、皆さんに知らせないと、

おれたちはどうして逃げるんかなと もっとちゃ。

んとしてもらわないかんなと思います。

この国民保護法は、特○甲斐危機管理局長

に9・11テロのときから、新たに危機管理の対象

になったりしまして、ことし開けなかったんで

すけれども、国と連携しまして、大きな訓練を

年に１回やることになっております。ことしは

爆弾テロを想定した訓練をやる予定で、準備も

ずっとしてきたんですけれども、こういうふう

。な一連の災害が起こりましたので中止しました

もし、やるとしましたら、いろんなところがそ

こに参加しまして それはまた新聞等にも説明・、

紹介いたしまして、中身を多くの方に知ってい

ただきたいと思っております。

例えば都城であれば、43普通科連○中村委員

隊がありますね。あそこに戦車やいっぱい重機

がありますね。有事の際、なかなか道路を通っ

て動けんのじゃないかな。43普通科連隊があっ

て、重量の大きな戦車等が何台も置いてある。

有事の際、あの道路を使ってあそこから出ると

いうことはできないと思う。そんなことなんか

想定は一つもされていないんですか。

戦車等につきましては、○金井危機管理課長

都城で一括管理しているわけではございません

で、大きく管理しておるのは熊本の８師団のほ

うで管理しております。それで、移動的にも、

キャタピラで道路はもちろん走れませんし、厚

さの問題もありますので、通常は台車に乗せて

大きく移動を展開しておるところであります。

有事の際に戦車を台車に乗せて行○中村委員

きよれば、間に合わんが。みんな死んでしまう

わ。

自衛隊が出動する事態と○甲斐危機管理局長

いうのは本当に戦争に類する大きな事態だと思

いますけれども、私どもは、県民の方の生命が

危うくなったような事象、本当に爆弾のテロリ

ストが侵入してきまして、爆弾を使うとか、あ

、るいはそれをもとに県民の方の人質をとるとか

そういうところでどう対応するか。例えばシー

ガイアに爆弾テロが侵入したとか、それが空港

に逃げたとか、そういう想定で、じゃ、どこの

機関がどういうふうに動くかということで訓練

をする準備をしておりました。そういうことの

内容になっております。これは国と一緒にやろ

うということにしております。

現場には自走したほうが○金井危機管理課長

間に合わないと思っておりまして、長距離を走

るときに、独自で走れば時速40キロから50キロ

しか出ないものですから、台車にすれば70キ

ロ、80キロは出ますので、早目に着こうと思っ
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たら台車に乗せて持っていくのが一番でござい

ます。場所によりますけれども、延岡まで戦車

で自走するというのは相当な時間等もかかろう

かと思います。以上でございます。

議論をやったってかみ合わんで○中村委員

しょうから、自衛隊からも聞いてみます。

ほかにございませんか。○押川委員長

99ページの気象台情報システム○井上委員

で67万3,000円、これは何なのかがよくわからな

いんですが、実はこの前の新燃のときなんか、

印象的ですけれども、気象台から出てくる情報

というのは非常に遅かったような気がするんで

すけれども、これはどういう意味での67万3,000

円なんですか。

気象台からの情報につき○金井危機管理課長

ましては、気象情報を随時受信して、市町村関

係機関にファクシミリ等で流しておるわけなん

ですが、その際の気象台との直接回線の受信に

関する費用、防災関係機関へ配信する費用、端

末等のリース料で67万、この程度になっており

ます。先ほどおっしゃったとおり、新燃岳のと

、きに情報が遅いというのが確かにございまして

気象台からうちのほうへ回ってくるのも情報が

遅かった。気象台も現地に観測する力がなかっ

、たということで遅くなっておりましたけれども

最近では、観測地点を設けて早目のニュースが

来ております。うちのほうにも噴火から５分以

内には、どの程度の噴火がというのは参ってお

りますので、順次、改正が図られておるという

ことでございます。

これは費用的に67万3,000円ぐらい○井上委員

でいいものなんですね。そういうふうに理解し

ていいということですか。

気象台からの連絡の手段○金井危機管理課長

だけの費用ということです。

消防保安課の103ページの一番下○前屋敷委員

のほうの消防指導費の３番、ふるさと消防団パ

ワフル21事業というので、新年度予算は前年度

よりも減額なんですね。今、地域消防団は、か

なり支援をして、地域の防災の役割も果たして

もらっていますし、先ほどの御説明では活性化

のためのＰＲなどの経費だというお話でありま

したが、具体的にどういう中身でこの500万が使

われているのかというのと、なぜ減額になった

のかというところを。

まず初めに、昨年比75○山之内消防保安課長

万ほど減額になっていて、この理由でございま

すが、これにつきましては、県のほうの消防操

法県大会というのを２年に一遍開催していると

ころでございます。ただ、今年度は口蹄疫で現

実にはできなかったわけでございますが、事業

としては２年に一遍、消防操法県大会というこ

とで、この予算を22年度は用意していたところ

でございますが、今申しましたように、２年に

一遍の開催でございまして、23年度は実施しな

いという関係で、この分が落ちたところでござ

います。

それから、559万1,000円の具体的な内容でご

ざいますけれども、主なものといたしまして、

県の消防協会というのがございますが、これに

対する運営補助を218万ほど行っております。そ

れから、年に一遍、消防大会というのを開催い

たしますが、これに合わせまして消防団のラッ

パ隊フェスティバル開催、こういったいろんな

事業をあわせ持っておりまして、これも消防協

会に委託する形でございますけれども、これに

つきましての費用が75万等々ございます。消防

団員加入促進事業といたしまして142万ほど用意

しているんですけれども、内容といたしまして

は、ポスターを作成しましての広報啓発、新聞
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広告によります広報啓発、女性消防団員がおら

れますが、この女性消防団員の育成ということ

で、いろんな研修等に用立てる費用といたしま

して142万ほど用意しているところでございま

す。以上でございます。

各地域の消防団の皆さん方が出○前屋敷委員

動に応じて一定の手当などが出るようになって

いると思うんですけれども、あれは各市町村の

負担になっているわけですか。県とか国からと

いうのは全然ないんですか。

県からの補助金とか国○山之内消防保安課長

からの補助金、そういう形で流れているものは

ございません。

。○前屋敷委員 自治体負担でということですか

実質的にそういうこと○山之内消防保安課長

でございます。

さっきも申しましたけれども、○前屋敷委員

今、地域の消防団の存在そのものが非常に貴重

な状況になっていますし、また、仕事が多かっ

たりとかで、加入促進ＰＲをしてもなかなか難

しい状況もあったりするので、消防団の皆さん

方の負担と責任というのは非常に大きな状況が

あるので、これまで県からの補助はなかったの

かもしれないんですけれども、やはりそういう

あたりのところも、市町村から要望が上がって

いるかどうかはわかりませんが、ぜひ検討もし

ていく必要があるんじゃないかなというふうに

思います。よろしくお願いしたいと思います。

職員の心の健康づくり推進強化事○鳥飼委員

業に関連してお尋ねいたします。94ページに健

康管理費で職員の健康管理事業等に要する経費

ということでそれぞれ上がっておりますが、定

期健康診断事業費として4,930万、１次・２次健

康診査とかいう御説明でしたけれども、どうい

うふうな健康診断をやっておられるのかについ

て御説明をお願いいたします。

健康診断の検査○假屋総務事務センター課長

項目でよろしゅうございましょうか。

大体でいいです。○鳥飼委員

１次健康診断に○假屋総務事務センター課長

つきましては、胸部エックス線検査、血液検査

などを実施しております。そして、40歳以上の

職員についてはＣ型肝炎ウイルス検査なども実

施しております。

若いうちは元気ですから、そんな○鳥飼委員

に注意する必要はないと思うんですけれども 40、

代とか中高年になってくると健康問題というの

が非常に大事なんですね。これを定期的にやっ

ていくということで、例えばがんの予防につな

。 、 、がる 例えば胃がんだったら 初期で発見して

手術をすれば治るというようなこともあります

し、成人病、いわゆる生活習慣病と言われるも

のについて、手おくれになるというようなこと

も考えられますので、そういう部門についての

チェックといいますか、それがどのようにやら

れているんでしょうか。

定期健康診断の○假屋総務事務センター課長

ときに特定健康診査というのを実施しておりま

して、そちらのほうで特別に40代以上の職員に

つきましては詳しく、いわゆるメタボ健診とい

いますか、そちらのほうもあわせて実施してい

る状況でございます。また、それ以外には、人

間ドックを実施しておりまして、そちらで年

間1,300名だったと思いますが、希望者、それか

ら年齢を３歳置きに設定しまして、定期的に受

診できるように共済組合、職員互助会と力を合

わせて職員の健康管理に尽くしているところで

ございます。その中で定期健康診断や人間ドッ

ク等におきまして、がんなどが見つかった職員

などもいらっしゃったという話を聞いておりま
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す。以上です。

ぜひ、これこそきめ細かに、年１○鳥飼委員

回はというのがありますので、十分な対応をし

ていただきますようにお願いしておきたいと思

います。

そこで、職員の心の健康づくり推進強化事業

ということで、先ほど御説明がございましたけ

れども、１次というのは研修・啓発、２次とい

うのは長時間職場のメンタルチェック、３次と

いうようなことでありますけれども、宮崎市で

したら職員健康プラザというのがありますね。

都城とか日南とか延岡とか、それぞれ県の出先

機関がございますけれども、そういう部門では

どのように対応しようとされるのかについてお

尋ねいたします。

復職コーディ○假屋総務事務センター課長

ネーターと保健師によりまして、出先のほうの

巡回指導を考えております。これがまず第一で

あります。それ以外には、委託しております精

神科医や臨床心理士の方と一緒にメンタル研修

会を開催して、それぞれの職場でいろいろ職員

啓発、相談に応じていく体制を整えることにし

ております。以上です。

円滑に職場復帰ができるようにと○鳥飼委員

いうことで取り組みをお願いしておきたい。そ

の際、人事課長にお尋ねしますけれども、休職

をしたことでマイナスの評価にならないよう

に そういうふうにしておられるとは思いま―

、 。すが 県庁の皆さんはまじめな方が多いですね

自分の健康のことも顧みずに仕事をする場合も

多々ありますので、それが昇進につながってく

るということになると、またこれは大変なこと

なんですね。そこについてはどのように対応し

ておられるのか、お尋ねします。

身体の疾患の場合もあり得る○桑山人事課長

と思いますけれども、当然、復職された後に業

務の軽減を図ってあげる必要のある方について

は、そういったフォローも行いながら、完全に

治癒して100％で職場で働いていただけるように

なる、そういった復帰後のしばらくの期間は十

分フォローを、今回のこの改善事業の取り組み

を含めてやっていく必要があるというふうに

思っています。その後、100％回復すればほかの

職員と何ら変わりないわけですから 当然 おっ、 、

しゃるようなことのないよう、十分配慮してま

いりたいというふうに思います。

人事評価の対象にならないように○鳥飼委員

ということで、しっかり治療していただくとい

。う体制づくりをお願いしておきたいと思います

関連して、何度も申し上げている○井上委員

のでわかっていただいていると思いますけれど

も、コーディネーターの人も、元上司みたいな

方がいてその人にはなかなか相談できないんで

すよ。そのあたりの配慮こそ私は必要だという

ふうに思います。そして、休職にまで至るとい

うことは、病院に行かないと診断書をいただけ

ないわけですから、どうやったらそこまで行か

ないで済むようにできるのかということが非常

に大事ですので、病院に行くというのは物すご

く本人たちは負担になるというふうに私は思い

ますので、その前段の手だてをどういうふうに

やるか。相談しやすい体制というのが物すごく

大事だと思いますので、そこを丁寧にやってい

ただけたらと思います。単に県庁の人たちの復

職先みたいなのはやめていただきたい。安易に

。人の配置をするというのはやめていただきたい

ここだけは本当に注意していただきたいと思っ

ています。

今のは復職コー○假屋総務事務センター課長

ディネーターの職員についての話であろうと思
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いますけれども、今段階でいろんな相談窓口を

私どものほうで持っておりまして、先ほど申し

上げましたように、精神科医、臨床心理士、保

健師、これらの人たちが窓口として今、直接な

り、電話なり、年間に約100件から200件ぐらい

相談を受けたりしております。それ以外に、今

回配置します復職コーディネーターといいます

のは、職員への指導もありますけれども、所属

長への指導というのを私ども、非常に重視して

おります。それから担当医、健康管理医との連

携というのを非常に重視しておりまして、職員

を充てようかなということで考えているところ

です。ただ、復職コーディネーターが動く際に

は、保健師がほとんど一緒に各関係出先機関等

に動いたりする予定でおりますので、そこは必

ず保健師のほうが前に出て職員の方と話ができ

る体制になるんじゃないかなというふうに考え

ております。以上です。

それでは、以上をもって第２班○押川委員長

の審査を終了いたします。

暫時休憩いたします。

午後３時52分休憩

午後３時54分再開

委員会を再開いたします。○押川委員長

各課ごとの説明及び質疑がすべて終了いたし

ましたので、これからは総括質疑を行います。

総務部全般について質疑はありませんか。

先ほど出ました子ども手当につい○横田委員

て、もう一回確認させていただきたいんですけ

れども、国のほうで予算が通らなかった場合に

児童手当は生きているということで、その負担

分を手当てしているということだったんですけ

れども、こども政策課のほうに児童手当支給事

業費ということで26億2,543万8,000円が計上さ

れていますが、そのことですね。それ以外に事

業主負担というのがあるということで、例えば

県警は２億4,130万円、企業局が1,558万円予算

計上しているという話なんですけれども、県と

しての事業主負担というのは発生しないんです

か。ないんですか。

県の分は、トータルで教育委○日隈財政課長

員会、警察含めまして一般会計分として15億程

度かかっております。その分を予算計上してお

ります。

どこに出ているんですか。○横田委員

児童手当も各課で予算計上し○日隈財政課長

ておりましたので、これはそれぞれの所属で計

上させております。要するに、職員の分につい

て各課ごとに少しずつ計上になっております。

財政課で一括してとかいうんじゃ○横田委員

なくて、各課でそれを手当てしているというこ

とですね。

各課ごとの計上でということ○日隈財政課長

で今、御説明したとおりですが、若干違うのが

事業主負担分だけではなくて、子ども手当の分

は、国庫負担金ではなくて、特例交付金はもら

うんですけれども、引っくるめて、県職員は市

町村からもらうわけではありませんので、県の

ほうから給付ということになります。わかりま

すでしょうか。

もう一度、わかりやすく。○押川委員長

一般的には、例えば民間の企○日隈財政課長

業にお勤めの給与所得者、いわゆるサラリーマ

ンであれば、市町村から子ども手当が支給され

。 、るということになります ただ公務員の場合は

それぞれの地方公共団体で支給するということ

になりますので、県職員が宮崎市であれ、高千

穂町であれ、その市町村から給付を受けるわけ

ではありません。それぞれの公共団体も、雇い
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主である公共団体の場合は公共団体が負担しな

さいということになっております。

ほかにございませんか。○押川委員長

私たちも予算を早く通したいとい○井上委員

うふうには思っていますが、お金が外に出ない

限り、県庁にお金を持っているだけではどうし

ても活性化しないわけですから、できるだけ早

い執行をするということを心がけていただきた

い。そのことだけを申し上げたいんですけれど

も、よろしくお願いしておきます。

一つお願いしておきたいのは、総○鳥飼委員

務部というのは人事権も持っていますし、金も

持っていますし、市町村指導というのもあるわ

けですね。そういう意味では県政のかなめの部

。 、「 」になるわけです それ以外のところは ははあ

というような感じに 本当はあってはならん―

ことなんですけれども、お金を持っているとこ

ろだし、人事権も持っているところだし、逆ら

えないなというような感じになりやすいのでは

ないかと思っていますので、そこは十分実態を

つかめるような、行政経営課長のところでやれ

ば、先ほど申し上げたような、そういう実態が

しっかりつかめるような形で折衝をするとか、

話し合いをするとか、そういうことは常に総務

部の方は心がけていただきたいなということを

申し上げておきたいと思います。

昨年の口蹄疫の非常事態宣言を出○中村委員

すときに、どういうふうにして協議がなされた

んですか。

あれは、実は調整をした○甲斐危機管理局長

のは県民政策部です。そういう意味で、私も含

めて、うちの部は途中は余りかかわっていない

と思います。

実を言うと、非常事態宣言が出る○中村委員

前に、知事のところに行って、非常事態宣言を

出すべきだと。レベル４なのか、そういうのを

出すべきだと 「ええっ、非常事態宣言を出すん。

ですか」というようなことだった。私が言った

から多分出したんだと思う。正直言って。その

ようなレベルであれば、常日ごろから、今から

もあってはならんことだけれども、危機管理あ

たりで、どの程度で非常事態宣言を出すのかと

いうあたりは、総務部がいいのかどこがいいの

かわかりませんが、そういうチームをつくって

おかないと、間違うと大変なことになると思う

ので、十分気遣いをしておっていただきたい。

口蹄疫に関しては、その○甲斐危機管理局長

後検証もいたしましたけれども、非常事態宣言

のあり方も一つの検討課題になりまして、今度

そういうことを発令する場合には、地域に応じ

て、あるいはその被害状況に応じて検討してい

こうということになっております。

総務部は、決して権限とか金○稲用総務部長

とかを持っているわけではありませんで、本当

にない金をどう使うのか、地味な部で、私はさ

らに地味な人間なものですから、目立ったとこ

ろがないんですが 本会議でもそうですし きょ、 、

うの委員会でも、皆さんのほうから御質問を受

けていることというのは重々わかっています。

その中で非常にまどろっこしい思いもありまし

て、何といったって金がないというのはすごく

、 。きついことで その中でどうやったらいいのか

一番反省というか、皆さんのほうからおしかり

というか、そういう感じで言われるのは、画一

的というか、決まったような形でやっているん

じゃないかみたいなことじゃないのかなと。よ

く考えてみろかというふうなことかなと思いま

す。

例えば予算でいけば、触れませんでしたけれ

ども、この中にゼロ予算というのもちゃんと組
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んでいます。本会議の中でもお一人褒めていた

だきましたけれども、県営住宅での高齢者の見

守りというのも、このゼロ予算の中で入れてい

ます。さっき行政経営課長も言いましたけれど

も、現場の出先の声を全部聞いて、意見を集約

して、その中でやっている。どうしても総務部

がやると、最終的にきつ目に映ってしまうもの

ですからそういうふうになるんですけれども、

十分そういうことは思いながらやっていってい

ると思います。人の問題にしても、あるべき論

というのは議論しながら、その中でもやっぱり

すべてはできないんで、ここは我慢してもらう

とか、いろんなことは当然出てくるだろうと思

いますので、これからもそういうつもりでやっ

ていきたいと思います。

ありがとうございます。どうぞ○押川委員長

よろしくお願いをしておきたいと思います。

それでは、以上をもちまして総務部の審査を

終了いたします。執行部の皆様、御苦労さまで

ございました。

暫時休憩いたします。

午後４時２分休憩

午後４時４分再開

委員会を再開いたします。○押川委員長

３月７日 月曜日の日程でありますが 午前10、 、

時から県民政策部の審査を行います。

本日は、以上をもって終了いたします。

午後４時５分散会
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平成23年３月７日（月曜日）

午前９時59分再開

出席委員（９人）

委 員 長 押 川 修一郎

副 委 員 長 河 野 哲 也

委 員 中 村 幸 一

委 員 横 田 照 夫

委 員 松 村 悟 郎

委 員 武 井 俊 輔

委 員 井 上 紀代子

委 員 鳥 飼 謙 二

委 員 前屋敷 恵 美

欠席委員（なし）

委員外議員（なし）

説明のため出席した者

県民政策部

県 民 政 策 部 長 山 下 健 次

県 民 政 策 部 次 長
土 持 正 弘

（ 政 策 担 当 ）

県 民 政 策 部 次 長
江 上 仁 訓

（県民生活担当）

部参事兼総合政策課長 永 山 英 也

部参事兼秘書広報課長 亀 田 博 昭

統 計 調 査 課 長 大 野 保 郎

総 合 交 通 課 長 中 田 哲 朗

中山間・地域政策課長 山 内 武 則

生活・協働・男女参画課長 大 脇 泰 弘

文化文教・国際課長 安 井 伸 二

人権同和対策課長 吉 田 正 彦

情 報 政 策 課 長 金 丸 裕 一

広 報 企 画 監 津 曲 睦 己

交通・地域安全対策監 柳 田 勇

会計管理局

会 計 管 理 者 加 藤 裕 彦

会 計 管 理 局 次 長 井 黒 学

会 計 課 長 川 野 直 記

人事委員会事務局

事 務 局 長 太 田 英 夫

総 務 課 長 江 藤 修 一

職 員 課 長 梅 原 裕 二

監査事務局

事 務 局 長 渋 谷 弘 二

監 査 第 一 課 長 道 久 奉 三

監 査 第 二 課 長 山 口 博 久

議会事務局

事 務 局 長 日 高 勝 弘

事 務 局 次 長 岡 崎 博

総 務 課 長 渡 邉 靖 之

議 事 課 長 武 田 宗 仁

政 策 調 査 課 長 日 髙 正 憲

事務局職員出席者

総 務 課 主 幹 馬 場 輝 夫

議 事 課 主 査 大 下 香

委員会を再開いたします。○押川委員長

本委員会に付託されました当初予算関連議案

等の説明を求めます。

。○山下県民政策部長 県民政策部でございます

どうぞよろしくお願いいたします。座って説明

させていただきます。

それでは、今回提案しております議案につき

、 。まして 概要を私のほうから御説明いたします

今回、県民政策部からお願いしております議
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案は、議案第１号「平成23年度宮崎県一般会計

予算案」ほか、合計で５件でございます｡

お手元に配付しております総務政策常任委員

会資料により御説明いたします。

資料の１ページをお願いしたいと思います。

、県民政策部の平成23年度一般会計当初予算額は

上のほうの表の一番下の合計欄にありますよう

に、103億8,967万3,000円となりまして、昨年度

当初予算と比較して91％、９％の減となったと

ころであります。これは、平成23年度当初予算

案は、人件費等の義務的経費や経常的経費を中

心とました、いわゆる骨格予算として編成した

ことによるものでございます。しかしながら、

経済･雇用対策経費など早急な対策を必要とする

経費につきましては、県民の生活に影響が生じ

ないよう予算案に計上しまして、いわゆる骨太

な骨格予算としたところでございます。

また、宮崎県開発事業特別資金特別会計予算

につきましては 表にありますように １億6,521、 、

万4,000円となりまして、昨年度と比較します

と299％、約３倍となったところでございます。

これは、後ほど、担当課長から内容を御説明い

たしますが、一般会計への資金の繰り出しの増

によるものでございます｡

次に、資料の２ページと３ページでございま

すが、これは、平成23年度の県民政策部の事業

のうち、県の重点施策に関連するものでござい

ます。それ以外の主な新規･重点事業について整

理をしたものが４ページ以降でございます。平

成23年度の県の重点施策につきましては、知事

の政策提案をもとに、口蹄疫からの再生･復興、

経済･雇用対策、長期的な課題への対応の３つを

設定しておりますが、県民政策部では、経済･雇

用対策として２つの事業、長期的な課題への対

応として12の事業を計上したところでございま

す。

４ページから８ページにかけましては、その

他の新規･重点事業を所管課別に掲載しておりま

す。後ほどごらんいただきたいと思います。

目次に戻っていただきまして、特別議案とし

て、議案第35号「宮崎県総合計画の変更につい

て 、議案第36号「宮崎県産業科学技術振興指針」

の変更について 、議案第37号「宮崎県国際化推」

進プランの変更について」の３つの計画につい

て御審議をお願いするものでございます。

以上が議案の概要でございますが、詳細は担

当課長から御説明いたしますので、よろしくお

願いいたします。

最後に その他の報告事項で これはⅡとなっ、 、

ておりますが、Ⅲの間違いでございますので、

御訂正をお願いしたいと思います。平成23年度

重点政策関連事業につきまして、その他の報告

事項として御報告を総合政策課長のほうから、

後ほど、御説明を申し上げます。

私からの説明は以上であります。どうぞよろ

しくお願いいたします。

。○押川委員長 議案の概要説明が終わりました

引き続き、説明をお願いしますが、数課ごとに

班分けして説明と質疑を行い、最後に総括質疑

の時間を設けることといたします。

それでは、総合政策課、秘書広報課、統計調

査課、総合交通課、中山間･地域政策課の審査を

行います。総合政策課から順次説明をお願いい

たします。

総合政策課でございます｡○永山総合政策課長

まず、総合政策課の当初予算について説明を

させていただきます。

お手元の平成23年度歳出予算説明資料の青い

インデックス「総合政策課 、11ページでござい」

。 、ます 総合政策課の平成23年度の当初予算額は
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総額で９億5,174万7,000円をお願いしておりま

す。内訳は、一般会計が７億8,653万3,000円、

特別会計が１億6,521万4,000円であります。

それでは、主な内容について説明をさせてい

ただきます。

13ページをお開きください （事項）連絡調整。

費1,687万9,000円であります。これは、新たな

政策立案のための政策調整研究費や部の連絡調

整に要する経費であります｡

次に （事項）総合企画調整費1,301万9,000円、

であります。これは、庁内の総合調整等を行う

とともに、国等の関係行政機関や全国知事会等

との協議調整等に要する経費でございます｡

次に （事項）地方分権促進費5,258万9,000円、

であります。14ページをお開きください。県内

における地方分権の確立及び近県との広域連携

の推進に要する経費でありますが、内容につき

ましては、後ほど、総務政策常任委員会資料で

説明をさせていただきます。

次に （事項）県外事務所費7,829万9,000円で、

あります。これは、東京、大阪、福岡の３つの

県外事務所の各種活動費及び施設の維持管理等

に要する経費であります｡

次に （事項）高等教育整備促進費240万円で、

あります。県内の高等教育機関の連携組織であ

ります高等教育コンソーシアム宮崎の活動を支

援し、魅力ある高等教育環境づくりを促進する

ものであります。

次に （事項）県計画総合推進費1,754万8,000、

円でありますが、これは、総合計画の着実な推

進及び政策課題に関する調査検討等に要する経

費であります。このうち、１の総合計画策定･戦

略展開事業につきましては、後ほど、委員会資

料で説明させていただきます。

次に 事項 エネルギー対策推進費864万5,000、（ ）

円であります。15ページをごらんください。１

のみやざきＥＶ―ＰＶ構想推進事業ですが、こ

れは、県内において電気自動車の県民等への普

及啓発や、電気自動車を活用したモデル事業の

検討・実施などに要する経費であります｡

一般会計については以上でございます。

16ページをお開きください。開発事業特別資

金特別会計であります。

この特別会計は、九州電力からの株式配当金

を主な財源としております。このうち （事項）、

繰出金の１億6,500万円でありますが、これは、

一般会計に資金を繰り出しまして、環境森林部

所管の住宅用太陽光発電システム等導入支援事

業に１億5,000万円、環境保全の森林整備事業

に1,500万円を充当するものであります。なお、

住宅用太陽光発電システム導入支援事業につき

ましては、21年度から３年間、実施をすること

としておりました。22年度までで約4,000件、約

４億円の支援を行っているところでございます

が 23年度分の財源が不足しておることから 23、 、

年度に限ってこの特別会計の積立金から支援を

することについて、開発事業特別資金審議会の

承認を得たものでございます。

特別会計については以上でございます。

続きまして、主な新規･重点事業について説明

させていただきます。

総務政策常任委員会資料の９ページをお開き

ください。まず、総合計画策定・戦略展開事業

についてであります｡

１の事業目的でありますが、総合計画の長期

ビジョンと知事の政策提案等を踏まえ、今後４

年間に優先的・重点的に取り組む施策の実行計

画となりますアクションプランの策定を行いま

す。また、計画の着実な推進を図るとともに、

県民の皆様へ長期ビジョン及びアクションプラ
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ンの周知を行うものであります｡

２の事業概要でありますが、１つ目にありま

すとおり、総合計画審議会及び専門部会におい

てアクションプランの策定に向けた調査･審議を

行います。また、長期ビジョンやアクションプ

ランの冊子 リーフレットを作成し 広報を行っ、 、

てまいります。さらに、県民の意識調査や各種

意見交換、情報収集などにより計画の推進管理

を行うこととしております。

事業費は ３にありますように 1,444万2,000、 、

円を見込んでおります。

４にスケジュールを掲げておりますが、４月

、 、に専門部会を ５月に総合計画審議会を開催し

アクションプランの調査･審議を行っていただい

た上で、６月にはその答申を受け、議会への提

案を行いたいというふうに考えております。

次に、10ページをお開きください。地方分権

促進事業についてであります｡

１の事業目的ですが、多様化する住民ニーズ

に的確に対応するためには、地方分権の促進が

不可欠であることから、県と市町村の適切な役

割分担や連携のあり方について検討を深め、市

町村と十分に協議の上、権限移譲等を進めると

ともに、増大する広域的な行政課題に的確に対

応するために、隣県との連携推進を図るもので

ございます。

２の事業概要でありますが、県と市町村の協

議の場として先月16日に設立いたしました宮崎

県市町村連携推進会議の開催や、市町村への権

限移譲を推進するとともに、広域的な課題につ

いて隣県との連携構築を図っていきたいと考え

ております。

事業費は ３にありますとおり 5,258万9,000、 、

円を見込んでおります。

、 。当初予算につきましては 以上でございます

続きまして、議案第35号「宮崎県総合計画の

変更」についてでございます。

委員会資料の20ページをお開きください。総

合計画につきましては、１の計画策定の趣旨に

もありますとおり、人口減少・少子高齢化やグ

ローバル化の進展など、取り巻く環境が変化す

る中で、本県の将来のあるべき姿とその実現の

ための基本的方向性を示すことを目標に、策定

を進めてまいりました。長期ビジョンの部分が

まとまりましたので、今回、議案として提案を

させていただいております。これまで策定の各

段階で、この長期ビジョンについて説明をさせ

ていただいておりますけれども、今回、全体の

。概要を再度説明させていただきたいと思います

、別冊で配付いたしております宮崎県総合計画

未来みやざき創造プラン（長期ビジョン）でご

ざいます。１枚めくっていただきまして目次で

掲げておりますが、今回の構成としては、第１

章で時代の潮流と将来予測を行った上で、第２

章で基本目標及び将来像、そして第３章が今回

、の長期ビジョンの一番中心になりますけれども

将来像を実現するための長期戦略を掲げており

ます。第４章が分野別施策というふうになって

おります。

１ページでございます。１で計画策定の趣旨

を書いておりますが、一番下の段落に書いてお

りますように、環境の変化と新たな課題に対応

していくため、将来の本県のあるべき姿を見据

えた、今後の県政運営の指針としてこのプラン

を策定するというものでございます。

、 、なお ２の一番下に書いておりますけれども

県民共有の指針となるよう策定に努めてきたと

ころでございます。

２ページでございます。再度、計画の構成で

ございますが、長期ビジョンについては、20年
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先を見据えた将来像及び長期戦略と基本的な方

向性を示しております。アクションプランにつ

きましては、今後４年間に優先的に取り組むべ

き施策や数値目標で構成いたします。

４の計画の進行管理と見直しの下段の部分で

すけれども、アクションプランについては、４

年間に取り組む施策について毎年度、評価・検

証を行いながら進行管理を行っていきます。長

期ビジョンにつきましても ４年ごとのアクショ、

ンプランの策定にあわせて見直しを行い、必要

に応じて改訂を行う、としております。

７ページでございます。今回、長期ビジョン

、を描くに当たって検討いたしました時代の潮流

将来予測でございますが、少子高齢化・人口減

少と書いておりますけれども、これにつきまし

ては、以前説明したものと同じものでございま

すので、割愛させていただきます。

33ページでございます。今回の長期ビジョン

の基本目標を「未来を築く新しい「ゆたかさ」

への挑戦」とさせていただいております。下か

ら２段落目になりますけれども、社会や経済の

システムが大きく変化し、それに伴い価値観や

豊かさに対する意識も変わっていくことが予想

される。人や地域のきずな、安全・安心な暮ら

し、豊かな自然や環境を生かした再生可能エネ

ルギーなど、これからの時代に対応した「新し

いゆたかさ」を宮崎県として県民とともに創造

していくという意味合いで、このような基本目

標にしたいと考えております。

34ページでございます。基本目標に沿う将来

、像ということで３つの分野で書いておりますが

まず、34ページですが 「人」については、地域、

や人の豊かなきずなの中で、みんなが持てる力

を発揮し、生き生きと活動する社会を目指して

いこう 35ページ くらし については 安全・。 、「 」 、

安心で心豊かに暮らせる社会を目指していこう

としております。36ページでございますが 「産、

業」の分野ですけれども、時代のニーズにこた

える産業が地域に展開し、安心して働ける社会

ということで、真ん中の行ぐらいに書いており

ますけれども、地域経済のエンジンとなる産業

を育てていこうということをメインに描いてい

るところでございます。

37ページ、第３節、県づくりの基本姿勢は、

このような総合計画を進めていくに当たっての

県政運営の基本的な姿勢を示しているものでご

ざいます。例示をいたしますと、１番が経済拡

大を前提とした社会・価値観から転換をしてい

く。２番が県内分権の推進と住民主体の地域経

営をやっていく。38ページ、３番目に、人材の

育成が非常に大事であること。４点目に、厳し

い財政状況の中ではありますが、長期的視点に

立った社会基盤の整備を進めていくこと。さら

に、グローバル社会の中で、アジアの中の宮崎

あるいは九州ということを確立する、その視点

で政策を描いていく必要があるということにし

ております。

41ページでございます。基本目標を実現する

ために、特に重点的に取り組むものについて今

回、長期戦略ということで描きました。下の図

でございますが、左側に４つの長期的な視点と

書いておりますが、人口、少子高齢化、グロー

バル化、資源・環境問題、この４つの視点に対

応していくという形で８つの長期戦略を描き、

その結果として基本目標である 未来を築く 新、 「

しいゆたかさ」への挑戦を実現していこうとい

うものでございます｡

それぞれの戦略内容について簡単に説明させ

ていただきます。

45ページでございます。まず、戦略の１が、
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脱少子化・若者活躍戦略でございます。戦略内

容のところに書いておりますが、まずは、若者

が定着できる環境をしっかりつくっていこうと

いうこと。さらに２番目で、安心して子供を生

み育てることができる環境を整えていく。さら

に３番目ですけれども、日本一の子育てあるい

は子育ち立県を目指していこうというものでご

ざいます。目標としては、若者（29歳以下）の

人口の割合を25％以上とすること。合計特殊出

生率を1.85とするということにしております。

次に、46ページ、戦略の２でございます。将

来世代育成戦略ということで、人を育てていこ

うということですが、戦略内容の１番目に書い

ておりますように、子供が将来の職業や生き方

を考えられる環境づくりを目指す。２番目に、

地域や社会を支える自立した社会人・職業人の

育成を図る。さらに、グローバルに活躍できる

。人材を育てていこうということにしております

目標としては、中学校３年生の時点で、将来の

夢や目標を持って職業や生き方を考えている生

徒の割合を100％にしたいということでございま

す。

戦略の３が健康長寿社会づくりというもので

ございます。戦略のねらいに書いておりますよ

うに、高齢者の概念を70歳以上にまで引き上げ

られるように、健康づくり、介護予防、さらに

地域社会に貢献する多様な活躍の場づくりを進

めていこうというものでございます。目標とし

ては、65歳の県民が介護等を必要とせずに生活

できる平均年数を、今よりか２年延ばす。さら

に60歳から70歳の就業率を60％にするというこ

とを掲げております。

48ページ、戦略の４が環境・新エネルギー先

。 、進地づくりでございます これにつきましては

本県の特性を生かすということで、戦略内容に

書いておりますが、太陽光、太陽熱、バイオマ

ス等の新エネルギーの創出、さらに低炭素・循

環型社会のライフスタイルを築いていこうとい

うものでございます。目標としては、新エネル

ギーの導入量を現在の10倍に 温室効果ガスを64、

％削減としております。

戦略の５がフードビジネス展開戦略でござい

ます。これについては、戦略のねらいに書いて

おりますけれども、農林水産業の一層の強化を

図る。さらに農業資材など農林水産業を支える

産業、あるいは農林水産資源を生かした食品産

業など、総合的なフードビジネスの展開を図っ

。 、ていこうというものでございます 目標として

就業者１人当たり農・水産業及び食料品の生産

額の20％増を目指しております。

50ページでございます 「地域発」産業創出戦。

略ということで、これについては、戦略内容の

ところに書いておりますが、太陽光、太陽熱等

、本県の特性を活用した環境・新エネルギー産業

さらに県北地域における医療機器産業等、特徴

ある産業をつくっていこうということ。さらに

そのための手法として、２番に書いております

が、産業間あるいは産学官の多様な連携を推進

していこうというものでございます。目標とし

て 従業者１人当たり製造品出荷額等の金額を20、

％増としております。

戦略の７､海外展開戦略でございます。これに

ついては、戦略内容に書いておりますように、

県内企業の海外展開を支援する。さらに２番で

アジアなどからの観光客の誘致に取り組む。さ

らに、多様な人材の交流を推進するというもの

でございます。目標としては輸出企業数の60％

増としております。

52ページでございます。持続可能な地域づく

り戦略ということでございます。戦略のねらい
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の一番下に書いておりますけれども、最終的に

は住民参加型の自立・持続する地域社会づくり

を目指すというものでございます。戦略内容に

ありますように、住民生活に身近な生活機能に

つきまして、消防・防災、医療等でございます

けれども、これについては、各ブロックの市町

。 、村の連携を進めていこうということ ２番目で

より高次の高等教育や高度医療等の都市機能に

ついては、宮崎、都城、延岡・日向の３拠点を

中心とした連携を図っていこうと。さらに、コ

ミュニティーの維持という意味では、地域住民

みずからが地域経営に参加する仕組みづくりを

進めていこうというものでございます。目標と

しては、これからも住み続けたいと思う人の割

合を100％にしたいということにしております。

53ページにこの長期戦略の８つの数値目標に

ついての解説を載せております。

57ページでございます。ここからが分野別施

策となっておりますが、先ほど説明しました長

期戦略は、今後、特に重点的に取り組むべき施

策を示すものでありますけれども、ここから先

の分野別施策については、県が行うべき施策の

全体像を示すものでございます。第２節にあり

ますように、人づくり、くらしづくり、産業づ

くり、それぞれの柱に沿って将来像を示すとと

もに、それぞれ施策の柱を掲げております。例

えば人づくりでいいますと、安心して子供を生

み、育てられる社会を目指すための１番目の施

策としては、子育て支援の充実というものでご

ざいます。

例示として見ていただきますが、63ページで

ございます。子育て支援の充実という施策の柱

について、将来予測と課題分析を行った上で目

指す将来像を定めて、それぞれ基本的方向性を

４つ掲げているところでございます。

このように、それぞれの施策の柱ごとに基本

的方向性を定め、今後、これに沿って施策事業

を展開していくという形で分野別施策は構成し

ております。

長期ビジョンの概要については以上でござい

ますが、次に、現在策定中のアクションプラン

のイメージについて、少し説明をさせていただ

きます。

資料が変わりますが、別添でお配りしており

ます宮崎県総合計画審議会・専門部会合同会議

の資料、２月２日に開催いたしました審議会と

専門部会の合同会議の資料でございます 14ペー。

ジをお開きいただきたいと思います。今回のア

クションプランは、これまでも御説明申し上げ

ておりますように、長期ビジョンと知事のマニ

フェスト等を具現化するという観点からつくっ

てまいります。14ページの上の段が今、御説明

申し上げました長期ビジョンについての概念図

。 、でございます 15ページに掲げておりますのが

知事の政策提案の概要でございます。

この２つを実現していくという観点からアク

ションプランをつくってまいりますが、14ペー

ジの下のほうの表でございます。アクションプ

ラン（平成23～26の４年間）の中で、４年間の

取り組みの視点として 「20年後を見据えた明日、

のみやざきの礎づくり」ということで掲げまし

て、口蹄疫からの再生・復興、産業・雇用づく

り 「人財」づくり、くらしづくり、この４つの、

視点を持って取り組んでいくということにした

いと思っております。１つ飛びますけれども、

それに沿った形でそれぞれの取り組み方針と目

標を定めてまいります。さらに、その下に重点

施策と書いておりますが この２つの長期ビジョ、

ンと政策提案を実現するために、特に重要な点

について、プロジェクトという形で「新しいゆ
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たかさ創造プロジェクト」を描いていきたいと

考えております。今のところ10個書いておりま

すけれども、口蹄疫再生復興・危機管理強化プ

ロジェクト、安心な「くらし」構築プロジェク

ト等でございます。今後、具体的に詰めてまい

りますけれども、この中では具体的な取り組み

と具体的な数値目標を掲げてまいりたいという

ふうに考えております。

それでは、総務政策常任委員会資料にお戻り

いただきたいと思います。20ページでございま

す。４に書いております、先ほども御説明しま

したように、４月に専門部会、５月に総合計画

審議会を開きまして、アクションプランの答申

をいただいた上で議会に提案させていただきた

いというふうに考えております。

次に 24ページでございます 議案第36号 宮、 。 「

崎県産業科学技術振興指針の変更」についてで

ございます。

１の策定の趣旨に書いておりますように、現

、行の指針が本年度末で終期を迎えるということ

それから本県の産学官連携による産業施策や技

、術振興の方向性を明らかにするという観点から

策定を進めてきたものでございます｡

２の（１）にありますように、今回の指針の

期間は、23年度から10年間を考えております。

３の指針のポイントでございますが、今回の

指針の大きなポイントとしては、今後の研究あ

るいは産業振興の重点分野として３つを定めた

ということ、さらに （２）でございますけれど、

も、産学官の連携推進に向けての具体的な提言

を行っているということでございます。

それでは、指針の内容について、少し本文か

ら見ていただきたいと思います。これも別冊で

お配りしております宮崎県産業科学技術振興指

針（案）の28ページをお開きください。科学技

術の役割と指針の基本目標ということにしてお

りますが、今回の指針の目標は、下に書いてお

りますように、科学技術の振興と産業の創出に

よる県民生活の向上としたいということで考え

ております。

29ページでございます。基本目標を具体化す

るために、さまざまな施策を考え、あるいは展

開をしていきますが、その際の基本的な視点を

整理しております。視点の１が時代のニーズに

こたえていくということ、視点の２が地域の強

みや特徴を生かす、視点の３が価値創造への挑

戦ということでございます。

このような考え方を踏まえまして、31ページ

でございます。今後の産業科学技術の振興施策

の柱を３つ立てております。１番が県民や産業

、界のニーズにこたえる研究開発を推進していく

２番が事業化・産業化に向けた仕組みづくりを

していく、これは、これまでの研究開発が、基

礎研究が多くてなかなか事業化・産業化までつ

ながらなかったというふうな認識に基づくもの

でございます。３点目が科学技術・産業を支え

る人づくりを進めていくというものでございま

す。

32ページで、まず１番目の柱、県民や産業界

のニーズにこたえる研究開発の推進について、

（２）で施策の方向性を示しておりますが、ま

ずは企業や生産者等が直面する技術課題に対し

て迅速・的確に対応するという意味で、地域産

業のニーズにこたえる研究開発を推進していく

としております。②、地域産業を先導する研究

開発ということで、これにつきましては、現在

のニーズに対応しているだけではなく、将来へ

の投資として中長期的な視点から研究蓄積等を

行っていく必要があるということでございます｡

33ページでございます ２点目の柱 事業化・。 、
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産業化に向けた仕組みづくりの観点では 34ペー、

ジ （２）の①、産学官の連携を今以上に強化し、

ていくこと。さらに②、農商工連携等、産業間

の連携を推進していくこと、さらに35ページ、

③、企業の技術力やニーズ等を把握し、その相

談・指導を行っていくこと、さらに⑤、知的財

産の保護、さらに積極的な活用を図っていくこ

とが必要であるということを書いております。

36ページが人づくりの分野でございますが、

これについては、①の発達の段階における学校

教育における科学教育の推進、さらに37ページ

の④、企業等の人材育成について、県なり大学

なりも積極的な役割を果たしていくということ

にしております。

38ページからが、今後考えられる研究分野を

６つ挙げておりますけれども、その中で今回は

。 。重点分野を定めました 42ページでございます

まず、農業・食品関連分野の研究を進めていこ

うということで、43ページの上のほうに例示し

ておりますけれども、例えばＩＣＴ利活用によ

る効率的な生産・販売管理体制の構築、生産機

械・施設園芸等の開発、さらに安全・安心な食

料生産と安定供給に関する研究等を行っていこ

うというものでございます｡

２番目が、医療、健康・福祉関連分野という

ことで、取り組みの事例でいいますと、機能性

食品あるいは医療機器、福祉機器の開発等を進

めていこうというものでございます。

44ページが３つ目の柱で 環境・新エネルギー、

分野、これにつきましては、新エネルギーの導

入促進、さらに杉の多岐にわたる利活用、ある

いは脱石油型農業の確立、このあたりについて

も農商工連携をしっかり組みながらやっていこ

うというものでございます｡

45ページでございます。これらの方針、施策

を推進していくために、産学官の連携が今以上

に必要であるということで、今回、産学官の役

。割分担等の提言を行っているものでございます

上段のほうに記載していますとおり、産業界、

大学等、行政がそれぞれの役割を認識しつつ相

互に連携協力をするということが１つ。それか

、 、ら また書きの部分に書いておりますけれども

金融機関とのより一層の連携も必要であるとい

うことを提言いたしております。

46ページでございますが、具体的な動きとし

て、情報や方向性の共有化という意味で、今後

考えられる取り組みとして記載しておりますけ

れども、行政、大学等、産業界の関係者による

定期的な協議やワーキングの実施、あるいは人

的な交流、さらに連携強化のための新たな組織

の検討等も必要ではないかということにしてお

ります。今後、この指針に沿って産学官あるい

は金融も含めた連携の強化を図り、そのための

具体的なアクションにつなげていきたいという

ふうに考えております。

次に、報告事項についてでございます。委員

会資料の30ページをお開きください。平成23年

度当初予算の重点施策についてであります｡

重点施策は 口蹄疫からの再生・復興 経済・、 、

雇用対策、長期的課題への対応の３つの項目を

位置づけたところでございます。

なお、資料の一番下に肉付け予算に向けた今

後の取り組みを記載しております。今後、知事

の政策提案や総合計画の長期ビジョンを踏まえ

たアクションプランについて検討をしていくと

いうことにしておりますので、肉付け予算にお

ける重点施策については、改めて整理をしてい

きたいというふうに考えております。

31ページ、32ページに23年度当初予算の重点

施策と主な関連事業を整理しております。後ほ
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どごらんください。

総合政策課は以上でございます。

それでは、秘書広報課の○亀田秘書広報課長

当初予算につきまして御説明申し上げます。

歳出予算説明資料の17ページでございます。

秘書広報課の平成23年度の当初予算額は、一般

会計４億2,277万3,000円をお願いいたしており

ます。

それでは、主な内容について御説明申し上げ

ます。

19ページをお願いいたします （事項）秘書業。

務費2,023万5,000円でございます。これは、知

事、副知事の活動経費、あるいは秘書業務など

に要する事務的経費でございます｡

次に （事項）広報活動費２億852万2,000円で、

ございます。これは、各種の広報媒体を活用い

たしました、県の重点施策など県政全般の広報

活動に要する経費でございます。下に６つ記載

しておりますけれども、１の印刷広報事業4,701

万8,000円でございますが、これは、県の広報紙

であります「県広報みやざき」を年６回、１回

につき36万部作成いたしまして、市町村の自治

会組織などを通じて県民の皆様に配布するもの

でございます。３の新聞広報事業7,188万3,000

円でございますが、これは、いわゆる新聞広告

という形で随時、県政に関する情報提供を行い

ますとともに、毎月２回 「県政けいじばん」と、

いうコーナーを設けておりまして、そこで県か

らのお知らせを掲載するものでございます。４

のテレビ・ラジオ放送事業7,104万1,000円でご

ざいますが、これは、テレビ２局、ラジオ２局

で県政番組の制作・放送を行うものでございま

す。６の県ホームページ情報発信事業1,163

万1,000円でございますけれども これは 県ホー、 、

ムページの作成、更新及びその維持管理を行う

ものでございます。

20ページをお願いいたします （事項）広聴活。

動費70万1,000円でございます。これは、県民の

皆様の御意見を県政に反映させるために、電話

やメール等によります「県民の声」事業を実施

するための経費でございます｡

次に （事項）県政相談費434万4,000円でござ、

います。これは、本庁の県民室のほか、各総合

庁舎、西臼杵支庁に10カ所、県政相談室を設置

しておりますけれども、その運営のための経費

などでございます。

秘書広報課は以上でございます。

統計調査課の当初予算に○大野統計調査課長

ついて御説明いたします。

引き続き、歳出予算説明資料の21ページ、青

いインデックス「統計調査課」のページをお開

きください。統計調査課の平成23年度の当初予

算額は、一般会計の３億5,744万2,000円をお願

いしております。

それでは、主なものについて御説明いたしま

す。

23ページをごらんください （目）統計調査総。

務費として２億1,534万7,000円をお願いしてお

ります。これは、その下の（事項）職員費２

億1,511万円の職員の人件費に加えまして、その

次の（事項）統計諸費23万7,000円の各種会議旅

費などの事務費となっております。

次に （目）委託統計費ですが、これは、国の、

統計調査を受託し実施するための経費でありま

して、１億4,021万5,000円をお願いしておりま

す。この主なものですが （事項）消費経済統計、

調査費につきましては、2,700万1,000円となっ

ております。これは、説明欄の１の家計調査と

して、国民生活における家計収支を初め、貯蓄

や消費の実態などを調べますとともに、２の小
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売物価統計調査として、商品の小売価格、サー

ビス料金等を調べるための経費であります。

次の（事項）労働諸統計費につきまして

、 。 、は 2,701万9,000円となっております これは

説明欄の１の労働力調査として、国民の就業や

失業の状況などについて調べますとともに、２

の毎月勤労統計調査として、事業所における雇

用者数や賃金などを調べるための経費でありま

す｡

次に、24ページをごらんください （事項）経。

済センサス費につきましては、5,799万6,000円

となっております。説明欄の２の平成24年経済

センサス活動調査は、今回初めて取り組む経済

の国勢調査と言われる大規模なものでございま

して、我が国全体の事業所及び企業の経済活動

の実態を把握し、全国と地域別の産業構造を明

らかにするために要する経費でございます｡

次の（事項）社会生活基本調査費につきまし

ては、1,019万7,000円となっております。これ

は、５年ごとに行っている調査でありまして、

国民の社会生活の実態を明らかにするため、生

活時間の配分や自由時間における行動などにつ

いて調べるための経費であります｡

続きまして、25ページの（目）県統計費につ

きまして188万円をお願いしております。この主

なものとしましては （事項）社会生活統計指標、

。 、整備費の81万9,000円となっております これは

各種統計資料を加工分析し、本県の経済活動の

実態や動向を把握するための経費であります｡

統計調査課は以上でございます。

それでは、総合交通課の○中田総合交通課長

当初予算につきまして御説明いたします。

お手元の歳出予算説明資料の青いインデック

ス 「総合交通課」の27ページをお願いいたしま、

す。総合交通課の平成23年度の当初予算額は、

一般会計の５億4,462万4,000円をお願いしてお

ります。

それでは、主な内容について御説明いたしま

す。

29ページをお願いします 事項 広域交通ネッ。（ ）

トワーク推進費8,326万6,000円であります。こ

、 、れは 交通基盤の整備や輸送機能の強化を行い

国内外の広域的な交通ネットワークの形成に要

する経費であります。このうち、１の陸上輸送

網整備事業の（２）南宮崎駅バリアフリー化設

備整備費補助事業につきましては、後ほど、常

任委員会資料で御説明いたします。次に、３の

物流・海上輸送対策事業の（２）宮崎県物流効

率化支援事業につきましても、後ほど、委員会

資料で御説明いたします。

次に （事項）地域交通ネットワーク推進費１、

億3,258万7,000円であります。これは、地域住

民の日常の生活交通手段でありますバスや鉄道

といった公共輸送サービスの確保に要する経費

であります。このうち、１の地方バス路線等運

行維持対策事業１億1,026万7,000円であります

が、これは、県内のバス路線が利用者の減少等

により、その維持が大変厳しい状況にあります

ことから、市町村と連携しながら、運行費等の

補助により地域住民の生活に必要なバス路線の

。 、維持確保に努めているところであります 次に

２の未来につなぐ地域公共交通ネットワーク創

造事業につきましては、後ほど、委員会資料で

御説明いたします。

次に、30ページをごらんください （事項）航。

空交通ネットワーク推進費9,149万1,000円であ

りますが １の みやざきの空 航空ネットワー、 「 」

ク活性化事業につきましても、後ほど、委員会

資料で御説明いたします。

最後に （事項）高千穂線鉄道施設整理基金事、
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業費１億4,013万5,000円であります。これは、

高千穂鉄道株式会社から沿線自治体に寄附され

た施設のうち、不用な施設の撤去等に要する経

費でありまして、先週の補正予算の委員会で御

説明しましたとおり、平成23年度は、県と沿線

自治体合わせまして約１億1,100万円の基金積み

立てを行いますとともに、施設の撤去に係る沿

線自治体の補助として2,840万円を予定している

ところであります｡

続きまして、主な新規・重点事業につきまし

て御説明いたします。

お手元の総務政策常任委員会資料の11ページ

をお開きください まず 南宮崎駅バリアフリー。 、

。 、化設備整備費補助事業であります 南宮崎駅は

日豊本線、日南線、宮崎空港線の結節点の駅で

あり、１日当たりの乗降客数が約4,000人で、県

内では宮崎駅に次いで利用者の多い駅でありま

す。しかしながら、改札が３階にあり、ホーム

とは跨線橋でつながれていますが エレベーター、

等の設備がなく、バリアフリー化されていない

状況にあります。

このため、１の事業目的にありますとおり、

ＪＲ九州が、国の交通施設バリアフリー化設備

整備費補助金を活用して実施いたします南宮崎

駅のバリアフリー化整備を支援することにより

まして、鉄道を利用する高齢者、障がい者等の

利便性、安全性の向上を図るものであります。

次に、２の事業概要でありますが、南宮崎駅

にエレベーター、多機能トイレ、２段手すりな

どを設置いたしましてバリアフリー化を図るも

、 。 、ので 総事業費は３億円であります 補助率は

国の補助事業の負担割合が、鉄道事業者３分の

１、国３分の１、地方自治体３分の１でありま

すことから、地方自治体分を県と宮崎市とで折

半し、県は６分の１を負担することとしており

ます。

したがいまして、事業費は、３にありますと

おり、5,000万円であります｡

次に、12ページをごらんください。宮崎県物

流効率化支援事業であります｡

まず、１の事業目的でありますが、物流効率

化支援事業は、陸上トラック輸送から県内港発

着の海上定期航路、または県内駅発着のＪＲ貨

物にシフトした貨物や、企業立地等により新た

に発生した貨物でこれらの輸送機関を利用する

者などに対して助成することによりまして モー、

ダルシフトを進めるとともに、荷寄せへの支援

を行うもので、平成21年度から行っている事業

でありますが、このたび、大口貨物に対する補

助単価の割り増し等、助成制度を拡充すること

によりまして、大口貨物の荷寄せを促進するも

のであります｡

、 。 、次に ２の事業概要であります 助成対象は

、荷主と運送事業者の共同申請としておりまして

これまでと変更はございません。次に、助成額

につきましては、原則、半年間に輸送した貨物

の量に応じて助成することとしておりますけれ

ども、上限額をこれまでの500万円から1,000万

円に引き上げることとしております。また、１

回の申請において、100ＦＥＵ相当の貨物、これ

は40フィートコンテナ100本相当以上の貨物とい

うことになりますけれども、この場合は従来

の1.2倍、250ＦＥＵ相当以上の貨物は1.5倍の割

り増し単価を新たに設定したところであります｡

これによりまして、大口貨物の荷寄せに対する

インセンティブが働くものと考えております。

事業費は、2,165万4,000円であります。

次に、13ページをごらんください。新規事業

の未来につなぐ地域公共交通ネットワーク創造

事業であります｡
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まず、１の事業目的でありますけれども、本

県では、人口減少やモータリゼーションの進行

に伴うバス利用者の減少によりまして、既存の

バス路線の維持確保が困難になる一方で、みず

から自動車を運転できない高齢者が増加し、日

常生活に必要な移動手段の確保が喫緊の課題と

なっております。このようなことから、地域の

公共交通機関の現状、問題点及び解決策などに

ついて、県と市町村が合同で調査研究を行いま

すとともに、市町村が行う実証実験等を支援す

ることによりまして、地域の実情に応じた持続

可能な公共交通ネットワークの確立を図るもの

であります。

２の事業概要であります。まず （１）の地域、

公共交通ネットワーク検討会議（仮称）を設置

いたしまして、将来にわたって持続可能な地域

公共交通ネットワークの確立のため、デマンド

バス等、先進的な取り組みなどについて、県と

。 、（ ）市町村で合同で調査研究を行います 次に ２

の計画策定及び実証実験に係る支援といたしま

して、デマンド方式の導入、スクールバスの混

乗化、市町村境を越えての広域運行など、新し

い地域公共交通に係る計画の策定及び実証実験

を行う市町村に対し、助成を行うこととしてお

ります。また、この実証実験等で得られました

ノウハウにつきましては （１）の検討会議によ、

りまして、他の市町村においても共有できるよ

うにしたいというふうに考えております。

事業費は、1,832万円であります｡

次に、14ページをお開きください 「みやざき。

の空」航空ネットワーク活性化事業であります｡

まず、１の事業目的でありますが、本県の経

済活動や観光誘客などにとりまして重要な基盤

であります宮崎空港の国内線・国際線の航空

。ネットワークの維持充実を図るものであります

２の事業概要でありますが、宮崎空港の利用

促進を行う組織である宮崎空港振興協議会が実

施いたします（１）から（３）の事業に対しま

して支援を行います。具体的には、まず（１）

の国際線維持・充実事業としまして、ソウル線

及び台北線の運航支援を引き続き行うこととし

ております。また （２）の国際線利用促進事業、

としましては、ソウル線、台北線のさらなる利

用促進を図るため、団体での利用や、児童生徒

の修学旅行等での利用を助成しますとともに、

利用促進キャンペーンや、メディアを通じたＰ

Ｒ等を行います （３）国内線利用促進事業とし。

まして、国内線につきましては、口蹄疫や新燃

岳噴火等の影響で利用が大きく落ち込んでおり

ますので、航空会社と連携してキャンペーンや

ＰＲなどを行い、利用促進に取り組んでまいり

たいと考えております。

事業費は、9,149万1,000円であります。

総合交通課の当初予算につきましては、以上

であります。

中山間・地域政○山内中山間・地域政策課長

策課の平成23年度当初予算について御説明いた

します。

お手元の平成23年度歳出予算説明資料の31

ページ、青いインデックス「中山間・地域政策

課」のところをお願いいたします。中山間・地

域政策課の当初予算額は、一般会計で４億9,409

万2,000円をお願いしております。

主なものについて御説明いたします。

33ページをお開きください （事項）中山間地。

域活力再生支援費6,170万1,000円であります。

これは、中山間地域に対する重点的・総合的な

支援に要する経費であります。説明欄２の「い

きいき集落」応援事業266万円、並びに説明欄４

の「いきいき集落」活性推進事業300万円につき
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ましては、中山間地域において、住民主体で元

気な集落づくりに取り組むいきいき集落を支援

する事業でありますが、いきいき集落に係る情

報発信や研修会等を行う応援事業と、先進的な

取り組みをモデル事業として支援する活性化推

進事業の２つの事業に要する経費であります。

説明欄５の中山間地域等創造支援事業4,719

万2,000円につきましては、市町村と地域住民が

一体となった地域づくりの取り組みについて、

ハード・ソフト両面で補助することで重点的に

支援していくものであります｡

次に （事項）過疎対策等推進費1,223万6,000、

円でありますが、これは、過疎地域活性化対策

等の推進に要する経費であります。説明欄３の

離島活性化対策費1,009万円につきましては、延

岡市の浦城―島野浦間に運航しております離島

。航路への補助事業などに要する経費であります

34ページをお願いいたします （事項）ふるさ。

、とづくり推進事業費482万6,000円でありますが

これは、地域の特性を生かした個性的で魅力あ

るふるさとづくりの推進に要する経費でありま

す。

次に （事項）移住・定住促進費6,151万2,000、

円でありますが、これは、本県への移住等の促

進に要する経費であります。説明欄１のみやざ

き移住定住促進事業の1,315万2,000円は、本県

への移住・定住を促進するために、あらゆる世

代の都市住民等を対象とした本県への魅力など

の情報発信や 市町村と地域住民等が一体となっ、

た移住促進の仕組みづくりに要する経費であり

ます。また、説明欄２の宮崎移住！地域おこし

後継者発掘事業の4,836万円は、中山間地域への

移住定住の促進を図るために、中山間地域にお

いて農業などの後継者になりたい移住者を雇

用・育成する業務を生産者に委託する事業に要

する経費であります。

次に （事項）エネルギー対策推進費２億190、

万円でありますが、これは、水力発電施設等の

所在する市町村に対し、地域活性化事業等のた

めの交付金を交付するものであります｡

35ページをお願いいたします （事項）土地利。

、 、用対策費3,021万9,000円でありますが これは

土地取引の規制等、国土利用計画法の適正な運

用に要する経費であります。説明欄４の地価調

査費2,159万1,000円は、一般の土地取引の使用

などに活用していただくため、県内全市町村に

おいて行う基準地の標準価格の調査及びその結

果の公表に要する経費であります。

説明は以上であります。

説明が終了いたしました。質疑○押川委員長

はありませんか。

まず、長期計画のほうから。総合○武井委員

政策課長からいろいろ御説明があったんですけ

れども、非常に資料も多くて、読んでみたんで

、 、すけれども 整理としてはよくされていますし

知事のマニフェストの取り込みなどもよく理解

するところなんですが、同世代の職員の方なん

かと話をするんですけれども、資料としてこれ

だけのものをつくられて、現場の職員の人とか

に対して、政策の形としては部長さん、課長さ

んを通じておりてくるんでしょうけれども、総

合計画というものを職員の皆さんそれぞれがお

読みになって理解をされるということも大変重

要だと思うんですけれども、つくられることは

よくわかるんですけれども、それを実際に全職

員の中での共有というのをどういうふうに図っ

ていこうとされるのか、お聞かせいただきたい

と思います。

これまでも連絡調整課長○永山総合政策課長

会議等を通じて各機関におろしていく、あるい
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は出先機関の職員との意見交換、さらに若手職

員等も含めた民間の方々とのワークショップ、

さまざまな機会を通じて、できるだけ参画型の

ものにしていきたいという意識でやってまいり

ました。ただ、全職員に周知というのはなかな

か難しい話だろうと思っています。この長期ビ

ジョンあるいはアクションプランにつきまして

も、さまざまな研修の機会であるとか、今後の

意見交換の中でこれを素材として使っていきた

いと。できるだけたくさんの職員がこれに関心

を持ち、この方向性の中で施策を展開するよう

な状態をつくっていきたいと思っております。

これは最終的には全職員一人一人○武井委員

にお配りになるということなのか。つまり、ど

ういうふうな形で目に触れたり、実際に理解し

たりというような形になるのか、お聞かせくだ

さい。

全職員用に印刷物という○永山総合政策課長

のはなかなか大変ですので、職場にはそれぞれ

、 、配りますけれども 職員はネット上でというか

県庁のホームページ等できちっと把握してもら

うような形にしたいというふうに思っておりま

す。

中身は大変長いですから、全部と○武井委員

いうわけにはいかないでしょうけれども、せっ

かくつくった以上は、ぜひ、必ず一度はしっか

り目を通すようにというようなことをお願いし

ていきたいと思うんですが、そういったような

取り組みはなさるのかどうか、伺いたいと思い

ます。

しっかりと教育は図って○永山総合政策課長

いきたいと思っています。

わかりました。○武井委員

次に移ります。秘書広報課のほうですけれど

も、広報のほうがいろいろ出ているんですけれ

ども、骨格とはいえ、大体こんなのは年度の予

算が決まっているので、ほぼこういう形でされ

るんだろうなと思うんですけれども、新聞の予

算が7,188万と非常に大きいんですけれども、御

案内のとおりで、今、新聞のシェアというのは

非常に下がってきておりますし、県民の皆さん

が情報をとる機会とかチャンネルというのが大

きく変わってきているわけですね 大きく変わっ。

てきているにもかかわらず、広報が新聞に依存

しているというのは、若干、今の時代の状況と

。整合していないんではないかということが１点

もう一点なんですが、新聞広報を見てみます

と、宮日、毎日、朝日、読売、いろいろあるん

ですけれども、平等に出すということに心がけ

ていらっしゃる。いろんなおつき合いの関係は

理解しないわけではないんですが、現実的に言

えば、宮日と、県北はデイリーに出せば、大体

宮崎の新聞広報というのは事足りるのではない

かと考えるんですが、そういった意味では、平

等・公平性ということよりも、今、予算も非常

に厳しいわけですから、実際的に費用対効果の

中でめり張りを持って、場合によっては出す社

をそれなりに絞っていくとか、そういったよう

な形での経費節減ということが図られてしかる

べきではないかと考えますが、２点、お願いし

ます。

秘書広報課でございます。○津曲広報企画監

今回、新聞広告という格好で御質問いただいて

おります。委員おっしゃいますように、新聞の

広告に対するシェアが下がっているんじゃない

か、今、ネットとか、いろいろそこ辺の部分が

ふえているんじゃないかという御指摘かと思い

ます。広報、いろんな考え方があるかと思いま

す。広く知らせる、テレビ・ラジオといいます

のは、時間的に短く、その間はかっちり入りま
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すが、残らない。新聞広告につきましては、少

なくとも１日はそこの家や職場にある。私たち

も、広告を展開する中で、しっかりごらんいた

だきたいもの、文章的にも長いもの、量的に多

いものにつきましては、新聞を展開しておりま

す 「県政けいじばん」というのを先ほど、私ど。

、 、もの課長が御説明しましたけれども 毎月２回

それぞれ日曜日 この曜日につきましても、―

じっくり読んでいただきたいということで日曜

日という格好にさせていただいております。

それから、今回、新聞のシェアというお話が

ございました。確かに、全県的に読まれている

新聞のシェアというのは当然ございます。我々

秘書広報課とそれぞれの各課とタイアップして

新聞広告を出させていただきますが、ざっくり

いいますと、半分ぐらいが宮日の広告になって

おります。ほかは、先ほど御案内ありました、

県北に非常に力があります夕刊デイリーに出さ

せていただいております。県政けいじばんにつ

きましては、広く県民の方にお知らせしたいと

いうことで、６つの新聞すべてに、同様に出さ

せていただいているというような格好でござい

ます。いずれにしましても、広報といいますの

は、選択、どうするのかということも集中して

考えていきたいと思いますので、よろしく御理

解いただくとありがたいと思っています。以上

でございます。

県政けいじばんのお話がありまし○武井委員

たけれども、県内で1,000部も出ていないような

新聞というのも中にはあるわけですね。そのあ

たりまで本当に出していく必要があるのかなと

いうのはいつも思うところなんですけれども、

単価の見直しとか、部数は減っているわけです

ね そういうことであれば 交渉の中でそういっ。 、

た価格帯の見直しとかはどのようにされている

のか、お聞かせください。

当然、単価の見直しもやら○津曲広報企画監

せていただいております。制作経費というのは

実際、上がっているんだそうですが、私たち、

まことに申しわけないんですけれども、県庁の

予算というのはそこまでついていかないもので

すから、１回ごと、このくらいでお願いをしま

すというお話ですと、折り合う線という格好で

折り合いをさせていただきますが、部数に応じ

て、例えば1,000部もないところと何万部かある

ところと単価がどうかと言われると、鹿児島、

宮崎のところにも出してこれだけの部数ですと

いう新聞もございます。そこはいろいろ考えて

、 。 、はいるんですが 難しい 部数が下がったから

あんたのところは単価を下げますというのはな

かなかやりづらいところがございます。以上で

ございます。

ぜひ、不断の見直しをお願いした○武井委員

。 、 、いと思います あと テレビなんですけれども

私も土曜日の午前中はいろいろ家事などしなが

ら見るようにはしているんですけれども、教育

委員会のものなんかもそうですけれども、出先

機関の活躍とか、食品開発センターがいろんな

ものをつくりますとか、そういった意味で工夫

して番組をつくっていらっしゃるなというのは

もちろんわかるんですけれども、県政番組です

から、例えば予算のことであるとか、もっと知

事が出て積極的に説明をするとか、ほのぼのネ

タ的な番組としては非常におもしろいんですけ

れども、県政の実態であるとか、県として訴え

たいこととか、番組をすることは意味はあると

思うんですけれども、もうちょっとそういった

ような戦略的な活用というものを図っていかな

いと、どちらかというと準情報番組的な感が最

、 、近は特に強いなと感じるんですが そのあたり
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ことしもせっかく予算を7,000万組んでやるわけ

ですけれども、そういった形での戦略的な活用

というのが必要ではないかと考えますが、どの

ような見解をお持ちか、御意見を伺いたいと思

います。

、 、○津曲広報企画監 私たち テレビの県政番組

ＭＲＴとＵＭＫに１本ずつ、ラジオがＭＲＴと

ＦＭ宮崎という格好でやっております。全体的

にどんなものを流すか、どうやって伝えるか、

せっかくやるテレビでございますので、ごらん

いただきたい、聴視率のアップのためにどうす

るかということで、いろんな間に、今度の宮崎

の県政テレビはこんなのをやりますよというお

知らせを各局に一生懸命やっていただこうと。

それも一生懸命進めています。中身も、広く浅

くやるか、一つはピンポイントにしてどんとそ

こだけ深くやるか。やはり時と場合に応じて、

、 。できたら 県庁はこんな仕事もしていますよと

光の当たらないところもあります。こんなとこ

ろもやっていたのというところも、どうしても

紹介したい。それで知っていただくことで、県

民の皆様がまた余計県庁の仕事を理解していた

だけるというのもありますので、広く薄くの部

分はありますが、そこはしっかりやっていきた

いと思っています。

わかりました。よろしくお願いし○武井委員

ます。

次、総合交通課の件を何点かお伺いして最後

にしたいと思いますが、南宮崎駅バリアフリー

の事業が出ています。これはこれで理解するん

ですが、この前の本会議でも出ていましたとお

りで、乗った方は必ずどこかの駅でおりるわけ

ですから、乗った駅だけあってもなかなか難し

い話だと思うんですが、ちっちゃな無人駅とい

うのが難しいというのはあるのかもしれないん

ですが、特急の停車駅、日豊線でいったら、上

りだったら佐土原、高鍋、日向市、南延岡、延

岡ですか、南だったら清武、都城、西都城とい

うのが県内の特急の停車駅だと思うんですが、

日向なんかは新しく駅ができましたけれども、

いわゆる降車駅の整備というのはどういうふう

になっているのか、例えば、今、申し上げたよ

うな駅の状況はどうなのか、お聞かせいただき

たいと思います。

当然、駅によって状況は○中田総合交通課長

変わってくると思うんですけれども、駅員が介

助できるところにつきましては、駅員が、例え

ば車いすの方が来られた場合は介助して、おり

ていただくなり乗っていただくという形になっ

ています。駅員が介助できないような駅がござ

います。例えば、１人しかいらっしゃらないと

か無人駅とかありますけれども、そういった場

合は、最寄りの有人駅を利用していただくよう

にＪＲのほうで御案内をすると。乗られる方は

目的地というのがあるわけですから、了解され

ない場合が当然あると思うんですけれども、そ

ういう場合はほかの駅とか、宮崎の事業部とい

うのがございますけれども、そこの職員が一緒

に行って介助をするというような対応をされて

いるというふうに聞いております。

それは当然、交通権というのがあ○武井委員

るわけですから、そういうことになろうかと思

うんですが、例えば、さっき申し上げたような

南延岡、延岡、都城、西都城、その辺もこうい

う整備というのは 県内でされているのは、―

平たく言えば、今の状況は、宮崎駅と日向、今

度、南宮崎駅、それぐらいものなんですか。

段差解消という意味でエ○中田総合交通課長

レベーターを設置しておりますのが、宮崎駅、

日向市駅、宮崎空港駅に設置しております。段
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差解消となるスロープを設置しているところも

ございまして、実際スロープを設置していると

ころは９つあるんですけれども、国の基準に適

、 、 、合しているのが３駅で 谷頭駅 えびの上江駅

えびの駅にスロープが整備されております。以

上でございます。

もちろん乗降客が多い駅から優先○武井委員

になるんだろうとは思うんですけれども、でき

るだけ今後も不断な取り組みをお願いしたいと

思います。

次 13ページの未来につなぐ地域公共交通ネッ、

トワーク創造事業なんですけれども、1,832万円

と結構な金額がつけてあるんですが、以前から

いろんな社会実験というのは行われていて、例

えば清武町が高速バス、清武インターから高速

道路を使って、昔、結構大きな社会実験をやっ

たりとか、その成果が今どうなっているのかわ

かりませんけれども、結構そういうようなこと

をやっているんですが、今回は、どこの市町村

でどういったような社会実験等を行うとかいう

予定があるのどうか、お聞かせいただきたいと

思います。

この事業は、地域バス再○中田総合交通課長

編支援事業、いわゆる市町村が行いますコミュ

ニティバスの支援事業というのが今年度で終了

したということが一つございます。そういうこ

とで市町村からコミバスへの支援とか、デマン

ドバスも含めた新たな交通体系についていろい

ろ考えていただきたいということで、今回、新

たにつくった事業でございます。したがいまし

て、基本的に広域的なバス路線ではなくて、地

域内を走る、いわゆるコミバスの支援を対象と

して考えているというところでございます。

コミュニティバスが５年ぐらい前○武井委員

から、はやるといったらあれですけれども、各

市町村が導入し始めてやっているんですけれど

、 、も 中には実績的に著しく少ないということで

非常に収支的に厳しいというような状況がある

ものが多いんですけれども、どうしても地域で

路線を決めるとなると、いろいろ地域の事情で

ルートが使いにくくなったりとか、地域の議員

さんの影響とかもろもろのことで、実際の利用

者的にいくと非常に難しいというような事例も

県内、いろいろあるようなんですけれども、そ

ういった意味でいくと、これからの戦略という

のは、どちらかというと今から新しくコミュニ

ティバスを広げていくというよりは、デマンド

バスとか、そういったような形で使いやすさと

いうような方向に政策的には誘導をしていこう

といった考え方だという理解でよろしいのか、

伺います。

まさしく委員がおっしゃ○中田総合交通課長

るとおりなんですけれども、やはり利用者が少

ないけれども、それでも利用者がいるというよ

、 、うな場合 例えば路線とか時間を決めておいて

需要に応じてその路線を走らせる、いわゆるデ

マンドバスなんですけれども、そういったこと

をやっている市町村もございます。できるだけ

住民にとって使い勝手がよくて、市町村も非常

に財政上厳しいので、そういう中でいかに効率

的に運行していくかということを考えながら

やっていく必要があるというふうに考えており

ます。

同じく、地域公共交通ネットワー○横田委員

クのことなんですが、私も以前、東大のオンデ

マンド交通システムを紹介したりとか、この委

員会でも、埼玉県の実証実験をやっているとこ

ろに視察に行かせていただきましたけれども、

コミュニティバスは、路線を決めていて、バス

停をつくってということですね。結局、そこに
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行くまでが大変だという高齢者がたくさんおら

れると思うんです。これからますます高齢化が

進んでいって、免許証も返上する人がふえてき

て、そういう高齢者を家に引きこもらせること

なく、外に出してやることが非常に大事なこと

だと思うんですね。地域の経済も活性化するこ

とにつながってくると思うし、そういった意味

でドア・ツー・ドアみたいな交通システムとい

うのが絶対、今後必要になってくると思うんで

す。コミュニティバスとかに特化して考えるん

じゃなくて、本当にみんなが利用してくれるよ

うな交通システムを市町村と一緒に考えていっ

ていただきたいなというふうに思います。そう

いった意味で、こうやって新規で事業を立ち上

げていただいたというのは大変うれしく思いま

す。現時点で、市町村の交通ネットワークに対

する考え方といいますか、それはどんなふうな

状況にあるんでしょうか。

基本的な県のスタンスと○中田総合交通課長

しましては、広域行政という立場がございます

ので、市町村境をまたぐ、要するに広域的なバ

ス路線に対して県が支援する。生活交通路線と

か、廃代バスの市町村をまたぐところにつきま

、 。しては 市町村に対して補助をやっております

市町村内のバスについては、基本的な考え方と

しては、市町村に考えていただきたいというこ

、とで県のスタンスでは考えておりますけれども

過疎化か高齢化が非常に進んでいるところ、財

政状況も非常に厳しいので、県でできることに

ついては、例えばコミバスの運行とか、今、委

員がおっしゃったように、デマンドバスとか先

進的な取り組みをしているところもございます

ので、そういった事例を一緒に研究して、その

市町村にうまく活用できないかとか、そういう

ことを県も一緒になって考えていきたいという

ふうに考えております。

、○横田委員 これは過疎地とかだけじゃなくて

例えば新興住宅地なんかにも非常に有効な交通

手段だと思うんですね。例えばデマンド交通を

する事業者とスーパーとが連携して、そのバス

を利用してそのスーパーに行って買い物をした

人には何％か割引をして、それを運行費に充当

するとか、そういったやり方も考えられると思

うんですね。いろんな考え方でそれぞれがその

交通システムに参加していって、地域の活性化

につなげていく そういうのも考えられるんじゃ、

ないかなと思いますので、いろんな方面から検

討していただけたらありがたいなと思います。

、○井上委員 今のに関連してなんですけれども

、 、今 横田委員からも武井委員からも出たように

これはすごくいい事業だと思うんですね。やり

方だとは思うんですけれども、その割には予算

額は1,800万なんですね。本当にこれが可能なの

かどうかというのは、疑問があるわけです。実

際、実施しようとしたときに1,800万で何ができ

。るんだろうとちょっと疑問がわく金額なんです

例えば調査研究費と、実際にデマンド方式のコ

ミュニティバスの運行とか、1,800万はどういう

ふうな割合になっているんですか。

内訳を言いますと （１）○中田総合交通課長 、

の検討会議が32万円で、残りの1,800万円が実証

。実験等に係る支援ということで考えております

1,800万というと、どのぐらいの規○井上委員

。模のものがどのくらいできるということですか

現在、我々が考えており○中田総合交通課長

ますのが、１市町村当たり大体200万円ぐらいを

予定していまして、想定ですけれども、計画策

定を50万円と、実証実験にかかわる支援を150万

円ということで考えております。

その金額で９市町村ぐらいやれる○井上委員
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ということですね。

1,800万円を200万円で割○中田総合交通課長

れば９市町村が一応対象になっていますけれど

も、既に計画をつくっているところもございま

すので、そういうところはすぐ実証実験に入る

でしょうし、来年度は例えば計画だけつくると

いうようなところもございますので、できるだ

け市町村の意見を聞きながら、使い勝手のいい

ような補助金にできたらいいなというふうに考

えております。

余り具体的には町村名は言えませ○井上委員

んか。

まだ予算が通っておりま○中田総合交通課長

せんので、予算が通り次第、各市町村を集めて

説明会をやろうと思っています。私ども、来年

度単年度で終わるつもりではおりませんので、

継続して、少なくとも３年ぐらいはやっていき

たいなというふうに考えております。

ぜひ、これは頑張っていただける○井上委員

といいなと思います。

それと、その上の地方バス路線等運行維持対

、 、策事業 これは１億1,000万以上あるわけですが

これはこの金額が固定的なものなんですか。金

額的には毎年そう変わってはいませんか。

地方バス路線等運行維持○中田総合交通課長

対策事業に１億1,000万ほどをお願いしておりま

すけれども、これは、いわゆる廃代バスに対す

る支援事業でありまして、例年、一応この予算

の範囲内でおさまっているということでござい

ます。

これについては精査できるような○井上委員

状況にありますか。この金額をぼんという感じ

じゃなく、例えば、先ほど出ましたデマンドも

含めてですけれども、そういう全体との兼ね合

いの中でこれを検討する余地はありますか。

この事業は、もともと路○中田総合交通課長

線バスが廃止されて、その後、市町村がやはり

バスを運行したいということで運行しているバ

ス、いわゆる廃代バスに対する支援です。それ

も市町村境をまたいでのバス支援ということで

ございますので、そう大きく変わるものではな

い。この事業につきましては、実績を見まして

実績払いをしておりますので、そういう心配は

ないというふうに考えております。

これについては見直しをする必要○井上委員

もないし、このままやっていったほうが効果的

だというふうに理解してよろしいということで

すね。

基本的には、市町村が行○中田総合交通課長

います廃代バスへの支援ということですので、

それも広域的なバス路線ですので、これについ

ては引き続きやっていく必要があるというふう

に考えています。

ぜひ、工夫しながら頑張っていた○井上委員

だきたいというふうに思います。

あと一点だけ、中山間地域対策の関係のこと

でお聞きしたいんですけれども、中山間地域活

力再生支援費の中の５番目の中山間地域等創造

支援事業、これは今、具体的にどんな事業をや

られているんですか。市町村と住民とが地域活

性化のためにやる事業なんだと先ほど御説明が

ありましたけれども、どういう事業をされてい

るのか。そして、今後もこれについては継続し

なければいけないような事業なのかどうか、そ

の辺について教えてください。

この中山間地域○山内中山間・地域政策課長

等創造支援事業、具体例ということでございま

すけれども、直近でいいますと、えびのの京町

温泉を中心とした地域づくり、具体的に言いま

すと、統一したのれんを製作して、雰囲気、お



- 149 -

、 。もてなしというような形で今 進めております

この事業につきましては、実は20年度から22年

度までの３カ年事業として考えておりまして 23、

年度は新たに新規採択は今のところありませ

。 、 、ん 21年度 22年度において採択した継続事業

今申し上げたえびのの分は22年度に採択した事

業ですので、あと２年を支援するという形であ

ります。市町村と一体となった地域事業につき

、 、ましては 必要性は十分に感じておりますので

今、この創造支援事業に続く事業として別途検

討しているところであります。以上です。

これについては市町村からの応募○井上委員

を含めて、非常に食いつきのいい事業だという

ふうに考えてよろしいということですか。

この事業は、地○山内中山間・地域政策課長

域住民と一体となったというところで、結局、

最終的には地元で運営をしていかないと、行政

が幾ら形をつくっても運営がうまくいかない。

ただ、市町村行政のほうでぱっと考えてぱっと

食いつくようなものではないので 委員おっしゃ、

るように、たくさんあって大変だというところ

まではなかなかなくて、市町村と十分協議をさ

せていただきながら、持続する事業として選定

をしてきておるところです。事業としては、22

年度は５件を採択しておるところであります。

以上でございます。

えびのの京町、今回、ちょっと元○井上委員

気が出たようなおもしろいあれですね。こうい

う何か少し水を注いであげると元気が出るよう

なものがたくさん出てくるといいなと思うんで

すけれども、市町村がそういうのに手を挙げて

いただく状況になかなかないのを心配している

ところなんです。ちょっとした工夫と、成功例

について市町村には十分に、こういうのもオー

ケーなんですということを連絡してあげるとい

うか、手を挙げたくなるような状況というのを

つくってあげていただけるといいのかなという

ふうに思っています。これもやり方によっては

おもしろい予算になるので、ちょっと工夫とい

うか、ひねりを入れていただけるといいなと。

えびのの京町はちょっとおもしろくなってきた

のかなというのはありますね。ぜひ、それを少

しスコップを入れてあげてくれるといいなとい

うふうに思うんです。

委員おっしゃる○山内中山間・地域政策課長

とおり、何か工夫ができないかなというふうに

思っておりまして、国の事業、県の事業、他部

局も含めて、いろいろ事業があります。それを

うまく情報を提供しながら、市町村の方にいろ

んな視点から地域振興を図っていくというのは

ありますので、いろんな会議の機会とか、こち

らが出かけていったり、うちの事業だけではな

くて、そういうものを含めて提案をして、一緒

につくり上げていく、そういうつもりでいつも

臨んでおりますので、今後も頑張っていきたい

と思います。以上であります。

未来につなぐというのが出ました○鳥飼委員

ので、関連してお尋ねしたいと思います。地域

公共交通を確保するということで、いろんな事

業を打たれています。第１種、第２種とかの路

線バスの補助が、バス事業者に直接交付という

ことになっていてわかりづらい面はあるんです

けれども、今後、バス路線はどうなっていくの

か。また、宮崎交通から、このバス路線につい

ては廃止をしますというのが出てくるんではな

いかというような懸念を持っておるわけですけ

れども、そういう状況についてはどんなふうに

分析をしておられるんでしょうか。

ネットワーク創造事業の○中田総合交通課長

事業目的のところに書いておりますけれども、
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。バスの利用者というのは年々減少しております

ピークから比べたら10分の１ぐらいの利用に落

ち込んでいるというのが現状でございます。だ

んだんと人口も減ってきておりますので、今後

も、引き続きバス利用者というのは減少傾向に

あるのかなというふうに思っておりますけれど

も、一方で、高齢化が進んでおりますので、こ

こに書いてありますけれども、みずから自動車

を運転できない方というのがふえてくるだろう

というふうに考えています。そうなってきます

と、一番身近な公共交通であるバスの重要性と

いうのは、ますます高まっていくのかなという

ふうに考えております。したがいまして、今回

この新規事業で掲げておりますけれども、地域

の住民にとって必要不可欠な公共交通をいかに

効率的に確保していくかというのが 我々にとっ、

ては非常に重要な課題であろうというふうに考

えております。もちろん県だけではできません

ので、国の事業を活用しながら、市町村と一緒

になって地域の方の足の確保を図っていく必要

があるというふうに考えております。

地域公共交通といえば、バス、電○鳥飼委員

車、そういうものが主になってくるだろうと思

うんです。この新規事業は置いておいても、今

のバスの運行なりというものが現状、どういう

。 、ふうに置かれているのか 例えば宮崎だったら

合併しましたので、田野とか高岡とかあるわけ

です。旧市街でも跡江とかあるわけです。そう

いうところが非常に不便だというところがある

わけです。今、課長も言われたように、そうい

うのが悪循環になってバスの利用者も減ってく

る。車利用がふえるということになる。今後、

バス事業がどういうふうに運営されていくかと

いうのはつかんでおく必要があると思うんです

ね。答弁は要りませんけれども、また何月何日

にこの路線を廃止しますというのが恐らく出て

くるんではないかというような状況とかは、や

はり把握しておいていただきたいというのがご

ざいます。そういう状況の中で、国が直接バス

事業者に交付する分と県がバス事業者に交付す

る部分があるわけですけれども、そういうもの

をしっかりつないでいくというのが大事ではな

いかなと思います。

そこで、この新規事業でいえば、県と市町村

でということになっておりますけれども、バス

事業にかかわっている関係者といいますか、そ

れからＮＰＯなりの市民団体とか、そういうも

のも一緒に議論をして積み重ねていくべきでは

ないかなというような感じもするんですけれど

も、その辺についてはどんなふうに考えておら

れるんでしょうか。

今回、ネットワーク検討○中田総合交通課長

会議というのを立ち上げたいというふうに考え

ておりますけれども 基本的には コミュニティ、 、

、 、バスの運行に係るノウハウとか 情報の共有化

あるいはほかの県での先進的な取り組みあたり

を市町村と一緒になって考えていきたいという

ことで考えておりますので、今回は県と市町村

でやりたいというふうに考えています。当然、

バスの運行というのは、交通事業者とか地域住

、民の方というのは密接な関係がございますので

必要に応じて、そういう方の協力をお願いして

いろんな意見は聞いていきたいなというふうに

思っております。

このこと自体は私は評価をしてい○鳥飼委員

るんです 県が音頭をとって市町村と一緒になっ。

。て考えていこうというのは評価をしております

しかし、もう一歩進んでできないかということ

は、今後の課題として受けとめていただければ

と思います。
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続けて総合政策課長にお尋ねいたします。み

、やざき創造プランというのを御説明いただいて

ちょっと聞いただけでは私の頭からどんどんこ

ぼれていくような感じがするぐらいですけれど

も、先ほどは、県庁職員に対してはどうかとい

。 、 、うのがありました これは 一般県民に対して

宮崎県はこう進むんだということを受けとめて

いただく必要があるんではないかなというふう

に思っております。そういう工夫をどうされる

のかというのが一つ。

その前に、資源環境問題のところでお尋ねし

、 、ますと 10ページに現状が書いてございまして

１次エネルギーの消費、恐らくこれは国内の状

況を書いておられるんだろうというふうに理解

いたします。それを受けて、48ページに戦略４

の環境・新エネルギー先進地づくり戦略という

、 、のがありまして 新エネルギーの導入量を10倍

温室効果ガス、90年度比64％削減というのが出

ております。私は、エネルギーの確保というの

は本当に重要なことだと思っています。現在の

宮崎県のエネルギーの地産地消というのが、科

学技術振興指針の中にも出ておりまして 44ペー、

ジに、環境・新エネルギー分野では 「メガソー、

ラーなど新しい地域エネルギーの創出や様々な

地域エネルギーを利用し、エネルギーの地産地

消を目指した地域型スマートグリッドの取組を

進めるための研究開発を推進します」というふ

うになっております。やはり、エネルギーも地

産地消という視点を持つということは非常に大

事だというふうに思っているんですけれども、

これまで私も課長に聞いてこなかったのは、反

省するところもあるんですけれども、宮崎県の

エネルギー事情 今 どういうふうな現状にあっ、 、

て、必要な消費量に対して県内でどれだけ産出

をしているのかというようなこととかは急に聞

いてもわかりませんね。その辺をちょっとどう

かなということなんですけれども。

エネルギー関係ですけれ○永山総合政策課長

ども、創造プランの53ページに戦略目標の解説

という表がございますが、その４番目が新エネ

ルギーの導入量についてということで、右側に

現況値、平成20年度を書いておりますが、18

万9,257キロワット、これは太陽光・バイオマス

発電等の総出力電力数でございますが、これが

全体の消費量の中でどのくらいかということに

、 、ついては 数値は手元にございませんけれども

極めて少ない量だと思います。産業用の電力も

含めて考えれば、恐らく１％にいかないんでは

ないかなというふうに思います。この量を10倍

にふやしていこうということで考えております

が、現状がそういうことですから、10倍にふえ

たといっても、地産地消というには本当に難し

いということは間違いないとは思うんですけれ

ども、産業用の電力については通常の電力を使

うとしても、家庭用の電力についてできるだけ

地産地消に努めていく、そのことで循環型社会

を形成していくというふうなことを頭に置いて

進めていきたいというふうに思っております。

宮崎県が大事にしている農業、食○鳥飼委員

料ということとか、介護、今から高齢化社会と

いうことで非常に大事な問題ですね エネルギー。

も本当に大事な問題であります。私たちもいろ

んなことでいろんな発言をしていくんですけれ

ども、地産地消はどうなのかということを考え

たときに、じゃ、エネルギーはどうなのかとい

うことをしっかり自分の頭に入っていないとい

うのは、私自身の反省点なんですけれども、そ

れを分析をしていくということも大事ではない

かなと。10ページに宮崎県はこういう状況に置

かれているということが書いてあります。これ
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は指摘といいますか、そういうことだけにして

おきたいと思います。

県民にわかりやすくということなんですけれ

ども、今、課長からありました現状、53ページ

の戦略目標の解説にあるわけです。県民が、新

エネルギーの導入量10倍 「ほう、10倍か」と受、

けとめるんですね。温室効果ガス、90年度比64

％削減 「おおっ」と思うんですけれども、、

じゃ、90年はどうだったのかな、今はどうなの

かなというのが、座ればぴたりとわかるじゃあ

りませんけれども、こういうものを示したら県

民の皆さん方にも理解していただけるというよ

うな工夫を今後していく必要があるんじゃない

かなというふうに思うんです。

３ページの概念図、１枚でよくまとめてある

んですけれども、そういうのを見たら、なるほ

ど、宮崎はこういう状況にあって、こういうふ

うになるんだな、こういう県づくりを目指して

いるんだなということがわかるというのが非常

に大事だと思っているんですけれども、そこあ

たりについての考え方と、今後の取り組みなり

についてお尋ねしたいと思います。

こういう計画をまとめま○永山総合政策課長

すと、つくった本人たちはよくできたなと思っ

ているんですけれども、一から読んでいただく

と、何が書いてあるのかよくわからないという

のが常であろうとは思っております 長期ビジョ。

、 、 、ン アクションプランについても 製本をして

いろんなところに配付したいと思っております

が、全体を読んでくださいと言っても、そこは

難しいだろうと思っていますので、できるだけ

、 、 、わかりやすい 宮崎県が今 何を考えているか

県民と一緒に何を考えようとしているかという

ことがわかりやすい形でのリーフレット等を作

成しまして、今、委員から御指摘のあったよう

な点、目標数値の基本的な考え方、県民の皆さ

んに何をお願いすればいいのか等も含めてです

けれども、できるだけわかりやすいリーフレッ

ト等を作成しまして、さまざまな機会でそれを

活用しながら、一緒に取り組めるような、理解

していただけるようなことにしていきたいとい

うふうに思っております。

アクションプランの中で 今 リー○鳥飼委員 、 、

、フレットを作成するというのがありましたので

長計といいますか、いわゆる総合計画はこうい

うことを目指しているんだ、今後４年間こうす

るんだというのが本当にわかりやすいように。

、 、 、皆さん そういうのにたけていますから ぜひ

わかりやすいのをつくっていただきたいと。よ

ろしくお願いします。

ほかにございませんか。○押川委員長

１点確認なんですけれども ビジョ○武井委員 、

ンとかは、全部県の職員がつくるのか。コンサ

ルにいろいろ頼んだりとかされていらっしゃる

のか、その辺をお聞かせいただきたいと思いま

す。

基本的な統計・データの○永山総合政策課長

分析のところで少し外注をした部分はございま

すけれども、課題の分析から政策の組み立てに

ついては、県庁職員プラス県民会議、総合計画

審議会等の中の意見をまとめたものということ

でございます｡

こういう文字とかは県の職員の方○武井委員

が全部つくったのか。

うちの課の職員が自前で○永山総合政策課長

やっております。

ちなみに、そういった外注の経費○武井委員

とかは大体幾らぐらいかかるんですか。発注と

か。どういう入札をしているのかとか含めてお

聞かせいただきたいと思います。
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今年度は特に外注はして○永山総合政策課長

いないと思いますが、昨年度、策定に着手した

段階で人口動態等の分析について委託調査を行

いました。21年度の数字ですので、手元にござ

いませんけれども、これについては、コンペを

行って、その結果、最もいいと思われたところ

に外注したところでございます。今年度、それ

をより深掘りする形で、例えば社会保障費がど

う動いていくとか、食料がどうなってくるとい

うところを外注しようというふうに思っており

ましたけれども、委託業者等とディスカッショ

ンをする中で、どうも我々がみずからやったほ

うが中身が濃いなというふうなことがございま

したので、今年度、22年度については外注をせ

ずに、職員がみずから分析・検討を行ったとい

うことでございます｡

22年度については委託というのは○武井委員

一切しなかったという理解でいいということで

すね。わかりました。

先ほど、私、広報のことを対策監に質問を申

し上げました。こういったものも、県の広報番

組とかでこういうふうなものをつくって、こう

いうふうなことを県が目指すとか、できたらそ

ういったようなことも戦略的にいろいろ発信を

。していただけるとよろしいなと思っております

、 、総合交通課で１件聞き落としたんですが 今

小型バスの導入を いすゞの車でポンチョと―

いうんですか、町でも結構見るようになったん

ですけれども、新年度予算でのその補助の予定

等についてお聞かせいただきたいと思います。

平成22年度が、７台購入○中田総合交通課長

されております。それに対して、先般の補正予

算で御説明しましたけれども、今年度から補助

制度が変わりまして、車両購入費から減価償却

費相当分の補助という形になっております。来

年度以降につきましては、今、手元に資料がご

ざいませんけれども、来年度が７台、同じよう

にノンステップバスを購入されると。宮交のほ

うも、年次的にどういう形で更新していくかと

いう計画を持っておりますので、予算との兼ね

合いもございますので、協議しながら、ノンス

テップバスの導入を図るようにしていきたいと

思っております。ただ、来年度分については、

今回の当初予算には上げておりませんで、６月

の肉付け予算で予算を出させていただきたいと

いうふうに考えております。

６月の補正の中で具体的に見えて○武井委員

くるということだと理解しますが、燃費とか含

めても、私も以前仕事をしていたんですが、客

も乗らんのに大きいバスを走らせてとよく怒ら

れたりというのがあったんですけれども、県民

の皆さんから上がってくるお声として、逆に言

うと、混んでいる時間に今まで座れた人が座れ

ないとか、積み残しというのがあるのかわかり

ませんけれども、県のほうにそういったクレー

ムとか、小型バスをふやしていったことによっ

て何か特にお声が上がっているとか、その辺が

もしあればお聞かせいただきたいと思います。

、○中田総合交通課長 具体的な取り組みとして

最近、団地等でフリー乗降をやっております。

小型バスの導入によって、これまでなかなか入

れなかったところまで入れるようになったとい

うことで、喜ばれている事例は幾つか聞いてお

ります。

移住と定住の促進費のことで教え○井上委員

ていただきたいんですが、みやざき移住定住促

進事業、先ほど、情報発信のための金額なんだ

というふうに説明があったんですが、私は 「地、

方に住もうぜ」みたいなのは国もやるべきだと

、いうふうに思っているところなんですけれども



- 154 -

この情報発信の中身は何なんですか。

具体的には ホー○山内中山間・地域政策課長 、

ムページ、それから移住専門誌というのがござ

。 、います 移住専門誌にＰＲというんでしょうか

宮崎はこんなところですよというような、もし

くは、その事業の内容のＰＲをするというふう

に考えております。

私は、沖縄に学びに行ったことが○井上委員

あるんですが、沖縄の人たちが一生懸命「沖縄

に住もうよ」ということを発信する場合に、雇

用についてのネットワークはこういうふうにア

クセスできますとか、いろんな意味で細かいわ

けです。あそこの情報発信の中身が非常に細か

い。それはされているものかどうか。やっぱり

知りたいのは雇用の関係のことと教育の関係の

こと。宮崎がよさそうというのはわかるかもし

れないけれども、一番大きくは雇用と教育はど

うなっているのかということとかを知りたいと

いうのは現実にあるわけです。それと、宮崎が

どれほどいいかということは強く発信してもら

わないといけないんですが、それはどうなって

いますか。

今、説明が漏れ○山内中山間・地域政策課長

まして、情報発信事業に、さらに移住情報ガイ

「 」、ドブック 来んね､住まんねガイドブック―

通称「コンスマガイド」と呼んでおりますけれ

ども、そこに委員おっしゃる市町村ごとの、住

むところはこんな感じです、場所的には、例え

ば空港からだとこれぐらいかかります、学校は

何校ありますみたいな、そういう情報を凝縮し

たものをガイドブックとして作成しておりまし

て、そこに一覧できるような形で情報発信をし

ているところであります｡

積極的に住みたくなるように情報○井上委員

発信してほしいという中身なんだけれども、私

。 、も市町村がつくっているものも見ました 一応

見せていただいたんですけれども、何かが足り

ない。何かと言われるとおおよそは雇用なんだ

けれども、雇用のところの情報と、教育レベル

がどうこうということよりも、どういう学びが

できるのかということが大事だと思うんです。

子供を持っていないある程度の年配の方たちな

らまだしも、若い人に移住してきていただこう

と思えば 年配の方だけがターゲットという―

ことだったら別なんですよ。ターゲットをどこ

に絞るのかということも含めて、情報発信のあ

りようがあいまいなのではないだろうかという

気がするわけです。

説明が不十分で○山内中山間・地域政策課長

申しわけありません。コンスマガイドにまず全

体が書いてあるのと、具体的に言いますと、商

工観光労働部でやっています就職相談会、そう

、いうところに市町村も私どもも出かけていって

具体的にＰＲをしております。市町村のほうは

積極的なところ、行けるところは限られており

、 、ますけれども そういう形で具体的な個別相談

なおかつ、コンスマガイドの中で、市町村はど

こが窓口ですよと。そして、そこで一元的に答

えられるような体制をとっているところであり

ます。以上です。

それを県がやるのか 沖縄みた○井上委員 ―

いにＮＰＯがやったりとか、そういう人たちが

熱心に沖縄を発信するという立場に立つの

か そこもまだ地域性的なところがあるのか―

なという気はしないでもないんですけれども、

はっきり言ってひねりが足りないんじゃないか

なという気が私は物すごくするんです。ふるさ

と回帰支援センターなんかも私ども行きました

が、発信の仕方が違う。発進力が違う。宮崎は

いいんですよ。実際、来て住んでもらいたいん
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です。私は宮崎はとてもいいところだと思って

います。ここしか知らないと言われればそうな

のかなとも思いますが。だから、移住させたい

と思ったら、それだけの売りみたいなのをきち

んと丁寧に。期待しているがゆえにちょっと厳

しく言い過ぎたかもしれないんですけれども、

。ひねりみたいなのを加えてみてもらえませんか

公務員発じゃなくて、地域活力発みたいなのを

。やっていただけたらいいのじゃないかなと思う

これにちょっと工夫をお願いしたいなと思って

います。

具体的に、呼び○山内中山間・地域政策課長

込むという形では、実際は、串間市で今、お試

し滞在というのをやっていまして、これが通常

だとお試し滞在の場合は２～３日なんですけれ

ども、ここは家を借り上げて、例えば１カ月と

か、ちょっと住んでみて、体験をして、そして

そこに決断をするというような仕組みの事業も

ありまして、今後とも、市町村と考えながら、

魅力的だということは委員おっしゃるとおり、

私もそう思っているんですけれども、そこをど

うやってアピールするかというのを工夫をしな

がら、頑張っていきたいと思います。

最後ですが、本気の事業でやって○井上委員

いただけたらなというふうに思います。

要望にしておきます。ほかにご○押川委員長

ざいませんか。

太陽光発電でお願いしたいんで○前屋敷委員

すけれども、太陽光発電の普及の啓発事業が新

たに開発事業から繰り出しして継続をするとい

うことで１億5,000万。事業継続は非常にいいこ

となんですけれども、融資制度が今まであった

んですけれども、この事業を継続するという点

では、住宅用太陽光発電システム融資制度はあ

。わせて継続をしたほうがいいんじゃないですか

今回、予算には上がっていなかったものですか

ら。

現在、太陽光への補助制○永山総合政策課長

度、融資制度、いずれも環境森林部のほうに移

して実施していただいております。今回、開発

事業特別資金会計のほうから繰り出しを行うと

いうことで、この繰り出しの部分について我々

のほうで予算化をさせていただきました。実際

の支出については環境森林部のほうで行います

が、融資制度についても継続をするということ

で聞いております。

すべて目を通していないもので○前屋敷委員

すから、こちらのところだけで、昨年からする

と抜けていたものですから、もう終わったのか

というふうに思いましたので、確認をさせてい

ただきました。わかりました。

交通ネットワークの関係でお伺いいたしま

す。29ページですけれども、地方バスの路線バ

スの廃代への支援ですね。先ほどからも御質問

がずっと続いていたんですけれども、確かに、

路線がなくなると、論議の中もですが、地域の

皆さん方の足が奪われるという点では、各市町

村も十分な対策を進めようとしておられると思

うんです。予算を見ますと、昨年からすると半

分以下になっているという点では、地元自治体

あたりの取り組みが、要望も含めてそれだけ少

なくなってきているのか、もともと予算が少な

くなっているという点で事業が進まないのか、

その辺のところを教えてください。

地域交通ネットワーク推○中田総合交通課長

進費が昨年から大幅に減った形になっておりま

すけれども、国と協調して補助する生活交通路

線、それから、バスの導入補助の事業が国の事

、 、業であるんですけれども これにつきましては

６月の肉付け予算で予算を出させていただきた
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いということで、その分が今回の当初に入って

おりませんので、金額的には大きく減った形に

なっております。以上です。

ほぼ昨年ぐらいの予算は確保で○前屋敷委員

きるというふうに見ていいんですか。

昨年と同程度の予算を確○中田総合交通課長

保したいなというふうに考えております。

あわせて、新規事業で未来につ○前屋敷委員

なぐ地域公共交通ネットワーク創造事業、これ

を今から進めるということで、各自治体の計画

なども進められつつあるということなんですけ

れども、地域コミュニティバスの事業が昨年で

終息をしたという点で、ここもかなり各自治体

が取り組まれて 私たちも自治体でコミュニティ、

バスの実際の運行なども見せていただいて、地

域の皆さんとしては使い勝手がよくて、非常に

好評だったというふうに思うんです このコミュ。

ニティバスの需要そのものも、一定程度、過疎

の地域も含めて終息したと見ていいのか。それ

と、これにつなぐ今度の新規の交通ネットワー

クというふうな事業展開で見ておられるのか、

その辺のところの関連があれば。

地域バス再編支援事業は○中田総合交通課長

今年度９月までで補助が終わったわけなんです

けれども、市町村のほうでコミュニティバスの

運行をやっております。コミュニティバスにつ

きましては、地域住民にとって重要な足の確保

になりますので、市町村にとっても今後とも力

を入れていかれる分野だろうというふうに思っ

ております 今回の新規事業では コミュニティ。 、

バスを各市町村で運行しておりますので、財政

も厳しい状況にございますので、より効率的な

コミュニティバスの導入というか、そのあたり

を一緒に考えていきたいということで出させて

いただいている事業でございます。今後ともよ

り重要になっていく分野なのかなというふうに

思っております。

コミュニティバス、非常に重要○前屋敷委員

、 。だし いい取り組みが進んできたと思うんです

オンデマンドなどはより身近な形で運行ができ

るという点では、コミュニティバスをまだ発展

的に進めていけることもあるかなというふうに

思うんです。今度の事業も含めて、十分持続可

能なといいますか、そういう方向で進めていた

だきたいというふうに思います。これは要望を

しておきたいと思います。

宮崎移住！地域おこし後継者発掘○松村委員

事業なんですけれども、これは中山間地域だけ

なのかなということなんです。私は児湯郡とい

、 、うところなんですけれども この間の統計では

児湯郡の人口が非常に減少しているということ

で、高鍋町も700人ぐらい減って２万1,500人ぐ

らいになっている。５年前は２万3,000人近くい

たんですけれども、ある意味、人口減少に歯ど

めをかけなきゃというところもあるんです。

例えば、移住してくる方というのが何を目的

に来るか、先ほど、その魅力を発信していきた

いということでしたけれども、高鍋町は、サー

フィンをするのに場所がいいということで サー、

フィンの愛好家が根づいているという話もあり

ます。ただ、仕事の問題とか、それとのマッチ

ングというのがあるんですけれども、たまたま

浜のすぐ近くに新築のおうちを建てられている

方は、九州電力の仕事を持っている方で、転勤

は余りしたくないという本人の希望でこちらに

来られているみたいです。あと、薬剤師の方、

資格を持っていらっしゃいますから、多少離れ

ていても、どこでも仕事ができるという方なん

ですけれども、この方も新築の住宅を建てられ

て定住されています。
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ただ、サーフィンでお見えになる方はたくさ

んいらっしゃるんですけれども、ある程度の期

間いらっしゃる方もいたりもするんですけれど

も、仕事ということになってくると、定住して

いただく気持ちはあるんですけれども、なかな

かここに結びつかないというところはあると思

います。そのほかにも、例えば山の好きな方が

山と親しみたいといって、山のそばに住みたい

方もいるでしょう。こういう仕事がありますと

か、仕事が発信できないから、収入があって、

仕事があって、技術がある人しかこの事業には

難しいのかなという思いもしているのと、先ほ

ど言いましたけれども、この支援事業に対して

は、中山間地域にしか当てはまらないのかとい

う点についてお伺いしたいと思います。

宮崎移住！地域○山内中山間・地域政策課長

おこし後継者発掘事業につきましては、地域は

中山間地域ということで募集をしております。

具体的に言いますと、高鍋町は対象にはなって

おりません。当然、移住するには仕事という面

が非常に重要でありまして、その相談を受けま

すと、まず仕事、それから住むところ、そうい

うようなお話、当然のことになります。雇用に

関しましては、商工観光労働部のほうとも連携

しまして、先ほど申し上げた就職の相談会であ

、 、りますとか そういうところに出かけていって

情報を共有しながら、そこで宮崎県の移住を勧

めていく。そういう形で進めております。以上

です。

今の移住に関しては、サーフィン○松村委員

が好きな人、山が好きな人、秘境が好きな人と

か、来たくてたまらない人たちは結構いるんで

すね。うまくそのあたりを掘り起こすと意外と

おもしろいのかなと思いますので、ぜひ進めて

いってください。

それと、中山間の「いきいき集落」関係の対

策についてですけれども、予算の少ない割には

「いきいき集落」という名前は非常に地域のイ

、メージを上げているんじゃないかと思いますし

、やる気を上げているんじゃないかと思いますし

非常にいいと思うんです。細かい費用で幾つか

分けていますけれども、その細かく分けている

事業はどういう事業なのか。300万、400万と細

かく分けるんじゃなくて、一くくりにして、予

算を分けないでできるようなことはできないの

かなというふうにも思うんですけれども、どん

なものなんでしょうか。

まず、事業はど○山内中山間・地域政策課長

んな事業なのかということでございますけれど

も 「いきいき集落」応援事業のほうは 「いき、 、

いき集落」を募集しまして、地域で、みんなで

伝統芸能を保存していくとか、一定の目標を決

めていただいて応募していただいて、認定をす

る。認定した場合に、認証マークとしてのぼり

旗というのを今、配付しておりまして、そうい

う費用ですとか、皆さん相互に知り合うことも

非常に重要でございますので、研修交流会を開

催する費用ですとか、ホームページも開設して

おりまして、そういう事業をしているのがこの

「いきいき集落」応援事業でございます。それ

と 「いきいき集落」応援事業の中では、まず、、

スタートアップ支援ということで、集落の取り

組みに対して、上限５万円、わずかでございま

、 。すけれども そういうものを支援しております

その支援をする中で 「いきいき集落 、今現、 」

在で15市町村の89ございますけれども、その中

でも特徴的に交流促進を図る取り組みが見られ

るところもございますので、そういうところに

対するモデルとなるような支援をしていくとい

うのが「いきいき集落」活性化推進事業でござ
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います。ただ、補助率というのは４分の３で決

めておりますので、どうしても自己負担は一定

程度ございます。そうしますと、自己負担で賄

いながらやっていくというところには、当然、

自分でお金を出していかないといけないという

こともございますので、この「いきいき集落」

活性化推進事業は、年間で上限100万として３集

落程度を予定しておりまして、そういう事業内

容になっております。説明は以上です。

委員の皆様方、よろしいでしょ○押川委員長

うか。時間が12時を過ぎたところでありますけ

れども、１班の審査でありますけれども、後で

総括もあるわけでありまして、総括の中でもい

いということであれば、１班の審議は終了した

いと思うんですが、いかがでしょうか。

いっぱいあれば、引き続き午後やりますけれ

ども、総括の中でできればということでの提案

であります。引き続き１班をまだしたいという

ことであれば、午後からも１班をということで

しますけれども、総括があるから総括の中でも

よろしければ……。午前中で１班は終了させて

いただくということでよろしいですか。

〔｢異議なし｣と呼ぶ者あり〕

それでは、午後は13時10分とい○押川委員長

うことで、暫時休憩したいと思います。

午後０時８分休憩

午後１時７分再開

委員会を再開いたします。○押川委員長

、 。それでは ２班の審査を行いたいと思います

大脇生活・協働・男女参画課長からお願いいた

します。

生活・協○大脇生活・協働・男女参画課長

働・男女参画課の当初予算につきまして御説明

いたします。

お手元の平成23年度歳出予算説明資料の37

ページをお開きください。生活・協働・男女参

画課の平成23年度の当初予算額は、総額で５

億1,127万5,000円をお願いしております。

それでは、主な内容につきまして御説明いた

します。

39ページをお開きください （事項）交通安全。

基本対策費163万7,000円であります。これは、

交通安全実施計画の策定及び交通安全活動の推

進を図るため、交通安全の広報・啓発・教育な

どに要する経費でございます｡

次の（事項）交通事故被害者救済対策費307

万9,000円であります。これは、交通事故被害者

救済のための交通事故相談所の運営に要する経

費でございます｡

次に （事項）安全で安心なまちづくり推進、

費615万8,000円であります。これは、説明欄に

あります○１、犯罪のない安全で安心なまちづ改

くり推進事業としまして、安全に安心して暮ら

せる社会づくりを推進するため、アドバイザー

派遣や青色防犯パトロール活動支援のための事

業、また、県民会議の運営、県民推進大会など

に要する経費でございます｡

40ページをお開きください 事項 ボランティ。（ ）

ア活動促進事業費9,195万1,000円でございます｡

これは、ＮＰＯボランティア活動の促進や県民

との協働を推進するため、県ボランティアセン

ター及びＮＰＯ活動支援センターの運営、多様

な主体からの提案を受けまして協働事業を実施

するための経費等でございます。説明欄の一番

下にあります○新しい公共支援基金事業につき新

ましては、後ほど、委員会資料で説明をさせて

いただきます。

（事項）消費者支援対策費4,417万2,000円で

あります。これは、消費者の自立を支援すると
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ともに、消費者被害の防止と解決支援のため、

消費者への啓発事業、消費生活啓発員の配置な

どに要する経費でございます。なお、説明欄に

あります○（３）消費生活啓発機能等強化事業新

につきましては、国の交付金によりまして設置

、する住民生活に光をそそぐ基金を活用しまして

、 、 。平成23 24年度の２年間 行うものであります

内容につきましては、消費生活相談窓口であり

ます消費生活センターの周知、県民への消費者

問題に対する啓発強化などに要する経費でござ

います。41ページをごらんください。○（２）新

商品表示監視サポーター設置事業につきまして

は、後ほど、委員会資料で説明をさせていただ

きます。

次の（事項）消費生活センター設置費2,112万

円であります。これは、消費者施策を推進する

ために設置しております消費生活センターの運

営や、生活情報センターの施設管理等に要する

経費でございます。

次の 事項 消費者行政活性化基金事業費7,818（ ）

万3,000円でございます。これは、消費者の安全

で安心な生活を確保するため、消費者行政活性

化基金を活用しまして、県及び市町村の消費者

行政の活性化を図るものでありまして、具体的

には、消費生活相談窓口の機能強化や、消費生

活相談を担う人材の育成、専門家の活用による

消費生活相談窓口の高度化、消費者啓発の強化

などに要する経費でございます｡

次の（事項）男女共同参画総合調整費260

万2,000円でございます。これは、男女共同参画

、社会づくりの推進に関する総合的な体制の確立

国や市町村との連絡調整に要する経費でござい

ます｡

次の（事項）男女共同参画推進費4,049万円で

ございます。これは、男女共同参画社会づくり

に関する意識啓発及び活動を推進するため、パ

ンフレット等の作成や推進の拠点であります男

女共同参画センターの運営等に要する経費でご

。 、 （ ）ざいます 42ページをお開きいただいて ○ ４新

、ＤＶ防止啓発キャンペーン事業につきましては

住民生活に光をそそぐ基金を活用しまして、平

成23、24年度の２年間、ＤＶを防止するための

広報・啓発活動を行うものでありまして、23年

度につきましては、啓発資料の整備に要する費

用を計上しております。

続きまして、常任委員会資料の15ページをお

開きください。○新しい公共支援基金事業につ新

きまして御説明いたします。

１の目的でありますが、ＮＰＯ、企業等が積

極的に公共の担い手となります「新しい公共」

の拡大と定着を図るため、国からの交付金によ

り新しい公共支援基金を設置しまして、平成23

年度と24年度の２年間、ＮＰＯ等の活動基盤の

整備のための事業、ＮＰＯ、企業、行政等が協

働をする新しい公共の場づくりなどを行うもの

でございます｡

２の事業概要ですが、国が作成しましたガイ

ドラインに基づきまして （１）から（５）まで、

の事業を実施することにしております。

（１）ＮＰＯ等の活動基盤整備のための支援

事業につきましては、ＮＰＯ等の活動基盤を強

化するため、財務諸表、事業計画書等の作成の

ための専門家派遣による個別指導、講習会の開

催を予定しております。それから、ＮＰＯ等の

活動を県民に紹介するための広報、ＮＰＯ法人

の財務諸表等のデータベースの整備などを行う

ものでございます。

（２）寄附募集支援事業につきましては、県

民の寄附に対する意識の醸成や寄附金の受け入

れ方法などを整備などのため、寄附金募集につ
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きまして、マスコミを活用しました広報、企業

への説明会の開催、先進事例の収集などを行う

事業でございます。

（３）融資利用の円滑化のための支援事業に

つきましては、ＮＰＯ等の融資申請に係るスキ

ルの向上を目指しまして、講演会の開催、金融

機関関係者などによります個別指導などを行う

こととしております。

（４）つなぎ融資への利子補給事業につきま

しては、行政からの委託事業の実施に当たりま

して、ＮＰＯが金融機関からつなぎ融資を受け

た場合に、この融資に係る利子補給を上限２％

で行うものでございます。

（５）新しい公共の場づくりのためのモデル

事業は、ＮＰＯ、企業、行政等から成りますグ

ループが行うまちづくりとか環境保全、子育て

とか高齢者支援、そういった地域が抱える諸課

題を解決するためのモデル事業を支援するもの

でございます｡

最後に、３の23年度の事業費ですが、新しい

公共支援基金は全額、国からの交付金を利用し

まして、総額は１億4,600万円でございますが、

平成23年度は7,000万円を計上しております。

新続きまして、16ページをお開きください。○

商品表示監視サポーター設置事業について御説

明いたします。

１の目的でございますが、商品の表示につき

ましては、一般消費者の利益を保護するという

ことから、景品表示法などにより事業者に対し

ましてさまざまな規制がございます。これらの

商品の表示の適正化を図るため、監視活動を行

うサポーターを設置するものでございます。

次に、２の事業概要でございますが、消費生

活アドバイザーや消費生活専門相談員など、消

費生活に関する専門家15名程度を商品表示監視

サポーターということで委嘱し、サポーターに

対しまして監視活動を行うために必要な研修を

実施することにしております （２）の具体的な。

サポーターの監視活動でございますが、県内各

地区ごとに小売店舗を巡回の上、表示に問題が

ないかを監視していただきまして、問題があれ

ば県に御報告をいただくということにしており

ます。また、年に３回程度、サポーターと県と

の合同の巡回監視を予定しております。

３の事業費としましては、258万4,000円をお

願いしております。

なお、本事業につきましては、住民生活に光

をそそぐ基金を活用しまして、平成23、24年度

の２年間実施することとしております。

生活・協働・男女参画課の当初予算の説明に

つきましては以上でございます。

それでは、文化文○安井文化文教・国際課長

教・国際課からは、当初予算と宮崎国際化推進

プランの変更について御説明いたします。

それでは、歳出予算説明資料の43ページをお

開きください。文化文教・国際課の平成23年度

当初予算額は、総額で61億1,311万8,000円をお

願いしております。

主な内容について御説明いたします。

45ページをお開きください （事項）県立芸術。

劇場費４億9,368万3,000円であります。次の46

ページをお開きください。主なものについて御

説明いたします まず １の指定管理料３億7,027。 、

万5,000円は、芸術劇場の指定管理者であります

財団法人宮崎県立芸術劇場へ支払う経費となっ

ております。内訳としましては、まず （１）の、

国際音楽祭開催事業9,838万6,000円であります

が、これは、平成23年度、ことしの４月、５月

に実施します第16回音楽祭の開催経費と 平成24、

年度に実施します第17回音楽祭の準備経費を合
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わせた金額であります （２）の県立芸術劇場管。

理運営委託費２億7,188万9,000円は、県立芸術

劇場の貸し館業務ですとか施設の維持など、管

理運営に要する経費であります｡次の２、県立芸

、術劇場大規模改修事業費１億1,771万9,000円は

平成19年度から劇場の設備などの改修・修繕を

行っておりますけれども、23年度につきまして

も 劇場の運営に支障が出ないように 演劇ホー、 、

ルの舞台照明などの改修を計画しているもので

ございます｡

次に （事項）文化活動促進費2,042万8,000円、

であります。これは、文化団体などのいろいろ

な活動を促進するための経費でありますが、主

なものについて説明いたします。

まず、１の宮崎県芸術文化協会補助1,527

万3,000円は、文化団体の活動を促進し、県民が

文化に親しむ機会、発表する機会を拡充するた

め、県内の文化団体の取りまとめ役を担ってお

ります財団法人宮崎県芸術文化協会の運営に必

要な経費と、同団体が実施します県民芸術祭と

。いうイベントの経費を補助するものであります

３の○ミュージックランドみやざき展開事改

業380万5,000円ですけれども、これは、平成20

年度から22年度まで実施してまいりました事業

を見直しまして、県が直営で開催していました

音楽コンサートを市町村が主体的に取り組んで

、いく場合に県が支援するという形に改めまして

より多くの市町村が、自主的にいろいろなジャ

ンルのコンサートが開催できるような事業とい

たしました。

次に （事項）文化環境育成費514万1,000円に、

つきましては、県民の文化活動を支えるための

経費となっておりますけれども、主なものは、

財団法人地域創造への負担金であります。

次に （事項）海外渡航事務費3,569万7,000円、

であります。これは、県民の海外渡航の利便性

を高めるため、宮崎パスポートセンターと県内

、６カ所の県税・総務事務所の旅券窓口において

旅券の発給事務などを行うための経費でありま

す｡

次に、47ページをお開きください （事項）国。

際交流推進事業費7,597万円についてでありま

す。

主なものを説明いたします。まず、３番目の

外国青年招致事業1,743万5,000円は、国際感覚

豊かな人づくりということで、当課に国際交流

員を３名配置しておりますが、英語、中国語、

韓国語による通訳・翻訳、あるいは各種国際交

流事業、また、市町村国際交流員や外国語指導

助手のカウンセリング、研修などの事業を実施

するための経費であります｡

その次の４、海外国際交流推進拠点整備事業

負担金1,400万円は、財団法人自治体国際化協会

（ＣＬＡＩＲ）が行っております地域の国際化

推進事業の負担金として、同財団に納付するも

のであります｡

次に、６の○多文化共生地域づくり推進事改

業2,610万9,000円は、県民と外国人住民がとも

に地域の一員として協力し合う多文化共生の地

域づくりを推進するため、県民への啓発、外国

住民への支援を行う事業でありますが、財団法

人宮崎県国際交流協会に委託して実施している

ものであります。今後さらに多文化共生の地域

づくりを広げていくということで、宮崎市以外

の市町村にも外国人住民を対象とする日本語講

座を広げていくということにしております。

次に、７の○外国人も暮らしやすい地域づく新

り事業600万円につきましては、後ほど、常任委

員会資料のほうで御説明いたします。

次に、10の○東アジア民間交流促進事業305万改
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円は、宮崎と台湾との間で文化・スポーツの民

間団体の交流が活発になることをねらいとしま

して、県がそのきっかけづくりを行う事業であ

りますが、宮崎と台湾の団体のリーダーに相互

に相手国を訪問してもらい、具体的な交流に向

けた話し合いの場を提供するという事業でござ

います。これまで行っておりませんでした参加

者に対する事前の語学研修、こういったものを

来年度からは取り入れて、より効果的な事業に

していきたいというふうに考えております。

次に、11の○アンニョンハセヨ！少年少女国改

際交流事業450万円ですけれども、これは、県内

の小・中・高校生と韓国の小・中・高校生に

ホームステイなどの相互交流を行ってまいりま

して、本県と韓国との交流促進や国際感覚豊か

な人づくりを推進しようというものでございま

す。22年度までは対象者を小学生と中学生とし

ておりましたけれども 内容を見直しまして 23、 、

年度から高校生にもリーダー役ということで参

加してもらう事業といたしました。

次に （事項）海外技術協力費579万円につき、

ましては、○海外技術研修員・留学生受入交流改

事業でございます。これは、これまで開発途上

国から研修員を受け入れる事業と、もう一つ、

本県出身のブラジル移住者の子弟を留学生とし

て受け入れる事業、これを別々に実施しており

ましたけれども、これを一つにまとめまして、

あわせて事業内容につきましても、研修員・留

学生、せっかく宮崎に来ているわけですので、

県内各地の国際交流イベントに一緒に参加して

もらうような見直しを行ったところでございま

す。

次に （事項）私学振興費52億6,985万9,000円、

であります。主なものにつきましては、48ペー

ジをお開きください。

まず、１の私立学校振興費補助金37億5,014

万5,000円でありますが、これは、私立高校・中

学校・小学校の教育の振興や保護者負担の軽減

などを図るため、学校法人に対して運営費の補

助を行うものであります。

次に、７の私立専修学校教育充実支援事

業2,227万5,000円は、私立専修学校の教育の向

、 、上を図るため 国家資格取得のための経費など

専修学校の教育について補助を行うものであり

ます｡

次に、８の私立高等学校等就学支援金14

億5,369万2,000円でありますが これは 平成22、 、

年度から始まりました私立高校生徒に対する公

立高校授業料相当額を助成する事業であります｡

最後に、９の私立高等学校就職対策強化事

業3,480万円であります｡これは、高等学校卒業

予定者の就職状況が大変厳しい状況にあります

ので、私立高等学校に就職対策の専門職員を配

置しまして、求人の開拓、就職情報の収集、生

徒への就職指導等を行うことにより就職率の向

上を図る事業でございます。財源は、緊急雇用

創出事業臨時特例基金となっております。

それでは、説明を省略しました新規事業につ

いて御説明いたします。常任委員会資料のほう

の17ページをお開きください。○外国人も暮ら新

しやすい地域づくり事業についてであります。

まず、１の事業目的でありますが、本県の外

国人住民数は、現在、約4,200人となっており、

最近、少しずつ増加しておりますが、日本語能

力が十分でないということなどが原因で、地域

でさまざまな困難やトラブルを抱えている場合

がございます。このようなことから、この事業

では、外国人住民にも暮らしやすい地域づくり

を進めるため、市町村でのモデル事業や、外国

人住民の生活実態調査、また、外国人住民を支
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援しますＮＰＯ等の民間団体の活動に対しまし

て支援を行うものでございます。

２の事業概要ですが、事業期間は、23年度か

ら24年度までの２カ年となっております。事業

は２つありまして、１つ目が、外国人住民の生

活環境づくりを推進する事業を、財団法人宮崎

県国際交流協会に委託して実施するものであり

ます。具体的には、①から③の外国人住民の生

活実態調査、生活に役立つ情報、例えば水道・

電気などの公共サービスに関する情報や、病院

情報などを複数の外国語で表記しました便利帳

の作成などのほか、ＮＰＯ民間団体の支援を行

うものであります （例）のところにありますよ。

うに、例えば、日本語を母語としない子供たち

への学習援助活動、多文化共生に関する研修等

への参加、そういった外国人住民支援のための

民間団体の活動を助成するということにしてお

ります。

２つ目は （２）にありますように、１つの市、

町村を選びまして、具体的に外国人支援に取り

、 、組むためのモデル事業を実施するもので まず

①の外国人住民を対象にしました通訳つきの子

育て相談などの窓口の設置、また②の日ごろ日

本語を学習する機会の得られない外国人の配偶

者の方や、就労している外国人住民等を対象に

した日本語講座を行う事業でございます。それ

から、⑤にありますように、このモデル事業で

得られました成果は、報告書にまとめまして他

の市町村にも配付しまして、各市町村での外国

人住民支援に役立てていただくということにし

ております。

最後に ３の事業費でありますが 本年度は600、 、

万円をお願いしております。財源につきまして

は、宮崎県住民生活に光をそそぐ基金の活用を

考えております。

、 。次に 同じ資料の28ページをお開きください

議案第37号「宮崎県国際化推進プランの変更に

ついて」であります｡

まず １の変更する理由ですけれども 平成23、 、

年度からスタートします新たな県総合計画に合

わせて、その部門別計画でありますこのプラン

も見直すということでございます｡

次に、２のこれまでの取り組みであります

が、11月定例県議会で当常任委員会に御報告さ

せていただきましたほか、県民等アンケートや

３回開催しました国際化推進懇話会、また、パ

ブリックコメント等によりいろいろな御意見を

伺ったところでございます。

次に、３のプランの概要についてであります

が、対象期間は、23年度からの10年間としてお

ります。

基本的な方向性としましては （３）の①から、

④にありますように、国際感覚豊かな人づくり

の推進、多文化共生社会づくりの推進、多様で

身近な国際交流・国際協力の促進、アジアとの

経済・観光交流の拡大という４つの柱を掲げて

おります。具体的な内容につきましては、後ほ

ど、御説明いたします。

それから （４）にありますように、このプラ、

ンでは、将来の目標としまして３項目を設定し

ております。１つ目は、県民の方が外国人や外

国の文化・習慣などに対する偏見や差別がある

と感じたことのある割合につきまして 現在16.3、

％となっておりますが、これを10年かけまして

ゼロにしていきたいと考えております。２つ目

は、外国人との交流や国際協力などの行事や活

動に参加したことがあるという県民の割合です

が、これを現在の12.9％から10年後には50％以

上ということにしたいと考えております。３つ

目は、宮崎に住んでいる外国人に暮らしやすい
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と感じてもらえる満足度ということですが、こ

の目標は100％としております。

次に、29ページをごらんください。３のプラ

ンの概要を体系図にしたものであります。左側

の一番上に第１章、みやざき国際化推進プラン

とはというのがございます。国際化の定義や必

要性などを記載しております。その下のほうの

、 。左側に第２章 国際化の現状となっております

その右隣が第３章、国際化の将来予測と課題と

なっております。第３章の下に、ちょっと飛び

ますけれども第６章の国際化施策の推進に向け

てという章を入れております。そして、右半分

のページが第４章、国際化施策の基本的な方向

性と第５章、具体的な施策の展開という構成に

なっております。

それでは、順番に説明いたします。

左側に戻っていただきまして、第２章、国際

化の現状のところをごらんください。黒い丸が

縦に並んでおりますけれども、上から３つ目の

黒丸をごらんいただきたいと思います。本県の

外国人登録者数のことを書いておりますが、こ

の20年間で約２倍となっております。人数につ

、 、きましては 先ほども申し上げましたけれども

平成21年で約4,200名となっております。その下

のほうに下がっていただきまして、ちょうど真

ん中あたりに経済の動きについて記載しており

ます。アメリカの金融危機の例のように、世界

経済の一体化がますます進んでいる中で、アジ

ア地域におきましては、いち早く景気回復を実

現しまして、世界経済を牽引しているという現

状にございます。

このような本県の在住外国人の増加していく

、 、状況や アジアの経済発展の状況ということは

その右側の第３章、国際化の将来予測と課題の

ところにも書いておりますけれども、今後もさ

らに進んでいくということが見込まれておりま

すので、本県におきましても、下の課題のとこ

ろに書いておりますが、特に、在住外国人への

適切な対応や、アジア地域の活力の取り込みと

いうことが重要な課題であるというふうに考え

ております。

次に、第４章の基本的な方向性と第５章の具

体的な施策について御説明いたします。

今、申し上げましたような現状を踏まえまし

て、大きく４つの方向性で施策を進めていくと

いうことにしております。まず、１つ目の柱の

国際感覚豊かな人づくりの推進でありますが、

（１）にありますように、県民の国際理解をさ

らに進めるための知識や情報などの提供、２つ

、 、目には 学校での国際化教育を進めていくこと

、 、３つ目としましては 県民の主体的な国際交流

協力活動に対する支援ということに取り組んで

いきたいというふうに考えております。

次に、２つ目の柱になりますが、多文化共生

社会づくりの推進であります。今後、宮崎県の

人口が減っていくという中で、逆に外国人住民

がふえている、その割合は高くなっていくとい

うことが予想されておりますが、国籍等の異な

る人々が地域社会の構成員ということで、仲よ

く、トラブルがないように生活していくという

、 、（ ） 、ことのためには まず ４ にありますように

外国人住民に対する何らかの支援が必要と考え

ております。具体的には、その右側の黒丸にあ

りますように、日本語学習の支援、行政・生活

情報の提供、生活相談窓口の充実、外国人児童

生徒の教育といった取り組みを行うこととして

おります。また （５）や（６）にありますよう、

に、地域での取り組みを進めるための啓発、体

制づくりというものに取り組んでいきたいとい

うふうに考えております。
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次に、３つ目の柱の多様で身近な国際交流・

国際協力の促進でありますが、まず、国際交流

の促進としましては、アジアを初めとした地域

との交流や文化・スポーツなどの多様な分野・

主体による交流、また、国際協力の促進としま

して、海外技術研修員などの受け入れや、ＪＩ

ＣＡと連携した国際ボランティアの促進などに

取り組んでいくこととしております。

最後に、４つ目の柱、アジアとの経済・観光

交流の拡大であります。まず１つ目には、アジ

アへの海外展開の推進としまして、県産品の販

路拡大や県内企業の輸出力の強化などに取り組

む必要があると考えております。また、次のア

ジアからの観光客誘致の推進としまして、地域

資源を生かした観光地づくりの推進、誘致宣伝

活動の推進、最後に、世界につながる交流基盤

の整備・充実としまして、航空や海上のネット

ワークの維持充実などに取り組んでまいりたい

と考えております。

以上１から４までの基本的な方向性で施策を

進めていくということにしております。繰り返

しになりますけれども、今後は特に、宮崎県内

でも徐々に進んでいきます国際化にしっかりと

対応していくためには 多文化共生社会をつくっ、

ていくという取り組みと、もう一方で、先ほど

最後に申し上げました県勢発展のための戦略と

いうことで、アジアとの交流拡大に力を入れて

いく必要があるというふうに考えております。

文化文教・国際課は以上であります。

人権同和対策課の当○吉田人権同和対策課長

初予算について御説明いたします。

もう一度、平成23年度歳出予算説明資料にお

戻りいただきまして、49ページをお開きくださ

い。人権同和対策課の平成23年度の当初予算額

は、総額で１億3,167万5,000円をお願いしてお

ります。

それでは、主な内容について御説明いたしま

す。

51ページをお開きください （事項）人権同和。

問題啓発活動費2,520万3,000円であります。こ

れは、同和問題を初めとするさまざまな人権問

題に対する県民の正しい理解と認識を深めるた

めの啓発活動に要する経費であります。説明欄

の１の○みんなで築く人権啓発推進事業2,520改

万3,000円でありますが、これは、県民の人権意

識の高揚を図るため、県民運動の推進母体であ

ります宮崎県人権啓発推進協議会に委託しまし

て、年間を通じて切れ目なく、さまざまな啓発

事業を実施するものであります。県民の皆様の

、共感をより一層得られるような啓発とするため

今回、人権をテーマにした体験記やエッセーを

募集し、地域情報紙に掲載するなど、県民参画

の観点から事業の見直しを行ったところであり

ます｡

次に （事項 「宮崎県人権教育・啓発推進方、 ）

針」推進事業費1,368万8,000円であります。こ

れは、本県の人権教育啓発の基本方針でありま

す宮崎県人権教育・啓発推進方針に基づく施策

の推進に要する経費であります。説明欄１の宮

崎県人権啓発センター事業960万8,000円であり

ますが、これは、人権同和対策課内に開設して

、おります宮崎県人権啓発センターを拠点として

人権問題に関する相談や情報誌の発行 人権ホー、

ムページよる情報提供等の事業を実施するもの

であります｡

人権同和対策課の当初予算につきましては以

上であります。

それでは、情報政策課の○金丸情報政策課長

当初予算について御説明いたします。

、「 」ただいまの人権同和対策課の次 情報政策課
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のところ、53ページをお開きください。情報政

策課の当初予算額は、10億2,814万1,000円をお

願いしております。

それでは、主な内容について御説明いたしま

す。

55ページをお開きください （事項）行政情報。

化推進費の1,127万9,000円は、全庁においてイ

ンターネットによる行財政情報サービスを利用

するための経費であります｡

次に （事項）行政情報処理基盤整備費の１、

億2,424万6,000円は、全庁で使用しているパソ

コンのうち、情報政策課において経費負担して

いる分の経費でございます｡

次に （事項）行政情報システム整備運営費の、

２億1,967万5,000円は、県の本庁と出先機関を

結ぶ県庁ＬＡＮや、全国の都道府県・市町村を

結ぶ総合行政ネットワークなど、情報システム

を動かすためのネットワークの維持管理等を行

うものであります。

56ページをお開きください （事項）電子県庁。

プロジェクト事業の２億7,606万円は、電子行政

を推進する上で必要な情報システムの維持管理

改等に要する計費であります また 説明欄６の○。 、

行政情報システム全体最適化推進事業の3,011

万9,000円は、県の情報システムについて、県民

サービスの維持向上を図りながら、さらなるコ

スト削減を推進するための具体的な方策等につ

いて、調査検討を行うものであります。

次に （事項）地域情報化対策費の2億9,084、

万8,000円は、宮崎情報ハイウェイ21の運用に係

る経費などでありますが 説明欄 ３ の○新・、 （ ） 新

宮崎情報ハイウェイ21構築事業は、委員会資料

で御説明いたします。

それでは、委員会資料の18ページをお開きく

ださい。○新・宮崎情報ハイウェイ21構築事業新

についてであります｡

恐れ入りますが、まず資料の訂正をお願いい

たします。右のページにネットワークの構成図

を書いておりますけれども、小林市のところに

「須木村」と表記しておりますが、これは「須

木」の誤りでありますので、謝罪いたしますと

ともに、訂正をお願いいたします。

左のページにお戻りください。１の事業目的

でありますが、宮崎情報ハイウェイ21は、右の

構成図に示しておりますように、県と全市町村

を結ぶ高速大容量の情報通信ネットワークであ

りまして、県・市町村間における行政事務の効

率化はもとより、携帯電話の不感地域の解消や

ケーブルテレビのエリア拡大など、情報通信格

差の解消にも幅広く利用されているところであ

ります｡しかしながら、近年、民間の通信事業者

によるサービスが充実するなど、情報通信技術

を取り巻く諸情勢が大きく変化していることか

ら、新たなネットワーク社会に対応する高速で

高品質なネットワークを構築するものでありま

す。

次に、２の事業概要であります （１）の事業。

、 。期間は 23年度から29年度を予定しております

次に （２）の事業内容は、①の23年度事業とい、

、 ） 、たしましては １ のネットワーク設計・構築

２）の新・宮崎情報ハイウェイ21検討委員会の

運営を予定しております。まず、１）のネット

ワーク設計・構築は、右のページをあわせてご

らんいただきたいと思いますが、実線で示して

おります部分、延岡―宮崎間と宮崎―日南間に

ついては、平成14年に既に光ケーブルを取得し

ておりますので、今回は、点線部分及び各アク

セスポイントと市町村とを結ぶ光ケーブル回線

の借り上げなどの詳細設計を行うとともに ネッ、

トワーク管理センター等の機器設置工事を行う
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ものであります。また、２）の新・宮崎情報ハ

イウェイ21検討委員会の運営は、設計・構築か

ら利活用まで継続的に評価、検証を受けるため

に、外部有識者等で構成する委員会を運営する

ものであります。次に、②の24年度から29年ま

での６年間は、23年度に構築したネットワーク

新・宮崎情報ハイウェイ21の運用を行うことと

しております。

次に、３の事業費は、１億1,110万円を願いし

ておりますが、米印にありますように、運営費

に係る債務負担行為の設定をあわせてお願いし

ております。

また資料がかわりますけれども、平成23年２

月定例県議会提出議案（平成23年度当初分）の

９ページをお開きください。第２表、債務負担

行為の追加でありますけれども、一番上の欄、

宮崎情報ハイウェイ21運営事業であります。た

だいま申し上げましたとおり、新・宮崎情報ハ

イウェイ21は、24年度から29年度までの６年間

の運用を予定しておりますが、24年度当初から

運用を開始するためには 23年度中にネットワー、

クの調達を行う必要があるため、23年度から29

年度まで７年間、16億1,280万円の債務負担行為

をお願いしております。

説明は以上であります。

各課長の説明が終了いたしまし○押川委員長

た。質疑はありませんでしょうか。

生活・協働・男女参画課のほうか○武井委員

らまず伺いたいんですが、新しい公共の件なん

ですけれども、この前の議会でもいろいろと出

まして、新しい公共という言葉の定義であると

か、いろんな考え方であるとか、いろいろあっ

たわけなんですけれども、広い意味でいえば、

例えば指定管理なんていうのも新しい公共の一

部と言えるだろうと思うんですけれども 「ＮＰ、

Ｏ、企業等が積極的に公共の担い手となる「新

しい公共」の拡大と定着を図る」とあるんです

が、つまり、こういったようなところは、今ま

では役所がやっていたけれども、公共でやると

か、これを広げることによって、県なり市町村

なりがやっていたことで、新たに民間が手がけ

ることになる事業というのはどういったような

もの想定され得るとお考えか、お聞かせいただ

きたいと思います。

何回か申し○大脇生活・協働・男女参画課長

上げたことがあるんですが、子育て支援であり

ますとか、高齢者支援、そういった福祉関係の

仕事、環境でいえば森づくりなどの事業も行わ

れておりますので、そういった分野になってく

るのかなと思っています。モデル事業を行いま

すので、その中でまた新しいものが出てくるん

ではないかなというふうには考えております。

大事なことは、そういうふうに任○武井委員

せるということになれば、その分、行政の担当

職員を減らしたりとか、行政の担当業務が減っ

たりとか、そういったようなことになっていか

ないと、さっき、森林のお話もありましたけれ

ども、県の財団の推進機構もまだあるわけです

ね。例えば、民間に任せることによって、外郭

団体とかの整理統合が進んでいくであるとか、

そういったようなものが一方で進んでいかない

と、逆に屋上屋を重ねるようなことになってし

まうんではないかと思うんです。つまり、こう

いった事業を進めていくことによって、行政全

体のスリム化みたいなようなこと、これは行政

経営課的なこともあるのかもしれないんですけ

れども、目的としてはそういったようなものに

も資していくということになるという理解でよ

ろしいのか、伺いたいと思います。

新しい公共○大脇生活・協働・男女参画課長
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の考え方なんですけれども、住民のニーズに対

。応するというのが基本にあると思っております

、 、 、社会が変化する中で 随分 住民の方のニーズ

要求も変わってきておりますので、それに行政

だけで対応するというのはできない。行政は、

画一的であったり、定型的であったり、決まり

事、約束事が多いということでなかなか仕事が

進まないということがありますので、そういっ

た中でＮＰＯ、企業、住民の方が役割分担して

一緒にやっていただくということで 住民のニー、

ズに対応できるきめ細かなサービスができると

いう、いわゆる住民サービスへの提供というの

が主眼というか、考え方の基本でございます。

それはわからんではないんですけ○武井委員

れども、今、ＮＰＯの方なんかとも種々お話を

してもそうですけれども、本来ならば行政がや

るべきことがこういう形でＮＰＯとかに出てく

るというようなことで、特に指定管理なんか受

けているＮＰＯなんか、下請的なところとか、

単なるコスト削減みたいにされているんじゃな

、 。いかとか いろんなお声とかあると思うんです

、新しい公共という形で任せていくことによって

ＮＰＯとか市民団体と行政の、ちょっと抽象的

な話で申しわけないんですけれども、関係性と

いいますか、お互いの補完的な役割、そういう

関係は成長していくのか。つまり単なる業務を

委託する、下請するというような関係ではなく

て、パートナーとしてよりしっかりしたものに

、なっていくということが期待できるのかどうか

伺いたいんです。

新しい公共○大脇生活・協働・男女参画課長

支援基金事業におきましても行政は入っており

ますし、当課が行っております県民との協働で

も県が入っておりますので、県とＮＰＯ、企業

等が一緒にやっていくということで、丸投げと

いうことでなくて、一緒に役割分担して、お互

い得意なところをやっていきながら、協力しな

がら一つの事業をやっていくということで考え

ております。

その辺をしっかりと期待申し上げ○武井委員

たいと思います。

次に移りますが、１点教えていただきたいん

ですが、41ページの消費生活センターと生活情

報センター、地方というのは出先のことなのか

なと思うんですけれども、地方消費生活セン

ター、この３つは非常に言葉は似ているんです

けれども、それぞれ何がどう違うのか、お聞か

せください。

41ページの○大脇生活・協働・男女参画課長

（事項）消費生活センター設置費の説明の３つ

でございますが、１番目の消費生活センター運

営費、これにつきましては、江平の本所のセン

ターの運営費になります ２の生活情報センター。

管理費、この情報センターといいますのは、江

平の本所が入っております３階建ての建物で、

。１階と２階は福祉関係の団体が入っております

、消費生活センターは３階に入っておるんですが

その建物全体の管理費になります。３の地方消

費生活センター管理費は、都城と延岡の２つの

支所の管理費でございます。

わかりました。○武井委員

次に移りますが、その上の新規事業で商品表

示監視サポーター設置事業、非常に大事なこと

だと思うんですけれども、巡回し監視活動を実

施する、そういうことだろうなと思うんですけ

れども、これによって問題があるというふうな

ことがあった場合は、どういうような指導をす

るのか。場合によっては店舗名とか商品名の公

開とか、どういったような形で具体的な問題の

発見と改善に取り組んでいくのか。
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委員会資料○大脇生活・協働・男女参画課長

の16ページにあります商品表示監視サポーター

設置事業 新規事業でございますが サポーター、 、

を設置しまして、店舗を巡回していただきまし

て、問題がありましたら県に報告をしていただ

くということにしております。それを受けまし

て、県のほうで確認し、確かに問題があるとい

うことであれば、表示をしている事業者を指導

するということになります。

その辺をぜひ積極的にしていただ○武井委員

きたいと思うんですけれども、このサポーター

というのは、専門家とありますけれども、弁護

士さんとか、いわゆる法的な専門家なのか、主

婦の目線とか、そういういろいろなものもある

と思いますが、専門家とはどういったような人

たちを専門家というのか。

消費生活に○大脇生活・協働・男女参画課長

関する専門家でございますが、一定程度の表示

に関する知識がある方ということで考えており

まして、考えておりますのが消費生活アドバイ

ザーの方、くらしのアドバイザー、商品金融ア

ドバイザー、消費生活専門相談員、そういった

方々の中から選んでいこうということで考えて

おります。

そういう方が匿名で行って、見ら○武井委員

れる、されるというようなことで理解をしたい

と思います。わかりました。

次に、文化文教・国際課に御質問しますが、

１点 46ページの財団法人地域創造負担金 ホー、 、

ムページなんかも見たんですが、文化事業をい

、ろいろやっていますみたいなことですけれども

県がこの財団に負担金を出さなければいけない

理由をお聞かせいただきたいと思います。

、 、○安井文化文教・国際課長 この財団は 各県

全国知事会ですとか市長会とか町村会とか一緒

になって、文化事業を共同でやっていこうとい

うことでつくった財団でございます。財源につ

きましては、宝くじの収益金を使うということ

で、その中から拠出した分を割り当てまして、

、 、各県 売り上げに応じて負担をしているという

そういう根拠で支払いをしております。

支払いをしているのはわかるんで○武井委員

すけれども、この財団に支払いをすることで、

宝くじのお金であってもこれに出さなきゃ別に

使えるわけですから、ここに出すことによって

の県としてのメリットというのはどこにあるの

か、お聞かせいただきたい。

さらにその集めた○安井文化文教・国際課長

お金の中から各県のいろんな事業に支援をして

くれるということで、本県の負担金は460万ぐら

いですけれども、実際、地域創造からいただい

ている助成金は22年度で630万ですとか、21年度

で1,100万ですとか、そういったものが市町村と

か県とかの事業の財源として使えるということ

がメリットになっております。

よくわかりました。○武井委員

次に、新規事業であります外国人も暮らしや

すい地域づくり事業の件なんですが、市営住宅

とかいろいろ行くと 結構 外国人の方がいらっ、 、

しゃって、文化的な問題で近隣の方からいろん

なお声を聞いたりとか、確かにあるのはよくわ

かるんですが、私ども日本人が外国に行っても

そうですけれども、自分が選んで住んで、その

国の文化・習俗になれるというのは、住む人が

一義的にはみずから自助で行うべきことであり

まして、ましてや外国の方でもあるわけですか

ら、そういったような意味で、地方行政が県費

を使ってそれをやらなければいけないのは、ど

ちらかというとそういう方が共生できるという

ことが住民の生活の安定というものにプラスに



- 170 -

なるというほうに力点が置かれていくべきでは

ないのかなと思うんですけれども、なぜ行政と

して、県がそういうことをしなければならない

のかということについて改めて伺いたいと思い

ます。

今、武井委員おっ○安井文化文教・国際課長

、 、しゃったように マイナスの部分といいますか

対応せざるを得ないという部分も一つあると思

います。ことし、懇話会でいろんなお話を聞い

た中でも、地域でトラブルがあるとか、あるい

は引きこもっている方がおられるとか、いろん

な問題が地域にあるというお話を伺っておりま

す。それが大きなトラブルになるということも

ございますし、もう一つ、もともと日本に来ら

れている外国人の中で、今、労働者で来られて

いる方とか、配偶者ということで日本人と結婚

して来られているとか、いろんな事情で日本に

、来られている方が多くなっているものですから

例えば旅行で来るということじゃなくて、来た

くないと言ったら変ですけれども、いろんな状

況で来られている方が多いものですから、そう

いったことを踏まえると、やはり行政でもそう

いう対応をしていかなきゃいけないということ

で、国のほうも進めておりますので、県のほう

でもそういう対応をしていこうということで新

規事業を立ち上げたわけでございます。

今、ＴＰＰなんかがいろいろ議論○武井委員

されていますけれども、もし、ＴＰＰが導入さ

れるとなれば、あらゆる形で労働者の方がもっ

ともっと入ってきて、それがいいとか悪いとか

ということは一たん置きますけれども そういっ、

た意味では大変危惧するところです。例えば、

こういう事業をしますよといって来る人という

のはまだいいと思うんですね 問題は引きこもっ。

ている方とか、所在がよくわからないとかいう

方も中にはあると思うんです。これは、来るの

を待つのではなくて、そういう方を発掘という

言い方がいいかよくわかりませんけれども、積

極的にアプローチをしていって、引きこもって

いる人たちのところにも足を運んだりして理解

をしていただくようなことまでやっていくとい

うことですか。

事業が２本立てに○安井文化文教・国際課長

なっておりまして、一つが、国際交流協会のほ

うで、実態調査というのを（１）の①のところ

に書いておりますけれども、今おっしゃったよ

うな、どういう実態にあるかというのを調べる

というのが一つございます。もう一つの（２）

のモデル事業のほうで１市町村を選んで事業を

やるというのが、まさしく今おっしゃったよう

に、掘り起こして、例えば土日しか休みがない

とか、平日行けないとか、そういった人たちの

ための日本語講座とか、あるいは御自宅におら

、れる配偶者の方で引きこもっておられる方とか

そういった方を積極的に来ていただけるように

働きかけて、対象にしていきたいというふうに

考えております。

わかりました。○武井委員

次に移ります。私立学校の関係で、48ページ

にいろいろ項目が出ているんですが、高校無償

化の関係というのは８番ということだと思うん

ですが、高校無償化が政府の政策で行われたわ

けですが、これに伴って県費がふえる部分があ

るのかどうか、お聞かせいただきたいと思いま

す。

就学支援金が導入○安井文化文教・国際課長

されたからといって県の負担はございませんで

したが 高校生の無償化に伴って 対象外となっ、 、

た留年生の方が私立高校にもおられますけれど

も その方たちは国の制度上は対象にならなかっ、
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たものですから、これについては教育委員会と

足並みをそろえまして、県単で支援をするとい

うことにいたしました。

私も聞きたかったのがその件なん○武井委員

ですけれども、実際、昨年度どれぐらいその数

があったのか、また今年度の予算としてはそん

なに多いとは思わないんですが、どれぐらい見

込んでいらっしゃるのか、お聞かせいただきた

いと思います。

留年生ということ○安井文化文教・国際課長

ですか。

そうです。○武井委員

留年生につきまし○安井文化文教・国際課長

ては、今時点で９名の方が実人数。ただ、途中

から復学した方とかいろいろいらっしゃいます

ので、月数はばらばらですけれども、実数とし

ては９名の方がいらっしゃいました。来年度も

同額の予算をお願いしておりまして、県単分117

万3,000円が留年生の分ということで、月数で97

月という分を積算させていただいております。

私立学校は学力向上ということで○武井委員

今、県立よりもいいような学校も出てきて、そ

れぞれ努力をされていると思うんですが、特待

生が非常に多いかと思うんですが、特待生とい

うのは、高等学校がいろんな実績をふやしてい

くというような目的もあって、どちらかという

と自社の営業的な感覚の中で、学費をいただか

ないというような形でやっているわけですけれ

ども、こういった人たちも、結果としては、無

償化になるとその分も出るということですね。

本来ならば営業政策的なところで出ないもので

も、国はそれも支払いしているということにな

るわけですね。

制度上はそういう○安井文化文教・国際課長

形になります。

これは国のことですから、ここで○武井委員

その是非はあれですね……。確認をしたという

ことです。

最後にしますが、情報政策課、情報ハイウェ

イの件と県庁ＬＡＮのことを伺いたいんですけ

れども、ＬＡＮの改修を去年やってきたと思う

んですけれども、混む時間は非常に使いづらい

とかいうのがあったんですけれども、その辺は

改善されてきたんでしょうか。

時間云々の問題は県庁○金丸情報政策課長

ポータルシステムのほうの話ですので、それは

今回新しいのにかえまして、これまで10分以上

アクセスするのにかかっていたものを、今、３

。秒以内でアクセスできるようになっております

県庁ＬＡＮに関しましては、きめ細かな交付金

を使って21年度補正からやっておりますけれど

も、今やっているのは主にスイッチ類、突然動

かなくなるというところをやっておりまして、

それは１月補正でもお願いしましたけれども、

そういう重要性の高いところから順次、計画的

。 、に更新をしていくこととしております 今回は

情報ハイウェイの中に県庁ＬＡＮも入っていま

す アクセスポイントまではですね。その中―

の品質の向上を図る。遅いと、特に画像系が見

られないというのもありましたので、その辺も

含めて今回、ネットワークの中でより高速で高

品質なものを調達するということで設計をして

いるところでございます。

わかりました。○武井委員

電子県庁の件なんですけれども、電子申請届

出システム3,500万とあるんですが、昨年度、大

体どれぐらい電子申請がなされたのか。また、

申請の項目はこういうのをつくりましたという

、 、のがあっても 実際には１件も使われないとか

そういったようなものも中にはあったかと思う
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んですが、ほとんど使っていないようなものも

それなりの整理とか、そういったこともしてい

かなければいけないんではないかということを

去年申し上げたかと思うんですが、そういった

ブラッシュアップはどういうふうになさってい

らっしゃるか、伺います。

実は21年12月に今のシス○金丸情報政策課長

テムに入れかえをしたんですが、そのときに抜

本的に見直しをいたしまして、それまでは162ぐ

らいの手続をやっておりました。その中には全

く使われていないというシステムもあったんで

すが、考え方として、面接審査が必要なもの、

これは電子申請したって面接審査が必要ですか

ら、向かないんではないかと。あるいは添付資

料が多いもの、そういったものについては電子

申請の対象から外しまして、通常の届け出であ

りますとか 資料が少なくて電子申請になじむ42、

の手続に限定したところでございます。22年度

につきましては、１月末で７万3,000件ぐらい申

請件数があったんですが、そのうち約２万4,000

件が電子申請を使われていたということになっ

ておりまして、随分利用率が上がってきており

ます。

あわせて、新しい電子申請システムは、簡易

申請のシステムを持ちまして、例えばイベント

の参加者募集とか、そういったのが携帯からで

もできますというふうにしておりますので、そ

ちらのほうの普及を図っているところでござい

ます。

その辺はあわせて広報も非常に大○武井委員

事だと思うんですね。こんなことをやっている

というのを知らしめていくということも、あわ

せて努力をしていただきたいと思います。

最後に、６番の行政情報システム全体最適化

推進事業、私ども、監査とか会計管理局とかい

ろんなところも見るんですけれども、サーバー

とかシステムに係るところの経費は非常に高い

ということはいろいろ議論があるんです。専門

の職員の方も置いていらっしゃるかと思うんで

すけれども、この事業も含めてなんでしょうけ

れども、全体のシステムに係るコストというの

が非常に県の中でもウエートが大きくなってき

ていると思うんですが、そういったコスト削減

というものにどういうふうな形で取り組もうと

されるのか、この事業のこととあわせてお聞か

せいただきたいと思います。

平成17年から任期付職員○金丸情報政策課長

を採用いたしまして、17から21の５年度間で25

億円のコスト削減 年平均ベース５億 を― ―

やってまいりました。５年経過しましたので、

これまでのような個別のシステムについてどう

こういうということでは、ワンサイクルしまし

たから、さらにコスト削減というのは非常に厳

しいかなということで、今後は、今、武井委員

おっしゃいましたように、各課ばらばらにサー

バーを持っているのを、１カ所に集めて大きな

サーバーで一緒に運営してしまうとか、県土整

備 部が 運用し て おり ます 電子 調達 シス テ

ム 22年度から、ＡＳＰ型といいまして、自―

分で持たずに、メーカーが提供するのをそのま

ま使うということで数千万のコスト削減をして

おります。そういう自治体クラウドの取り組み

もやっていますので、共同利用であるとか、そ

ういったことをどこができるのか、県同士の共

同利用、あるいは県と市町村のシステムの共同

利用とか、そういったところを具体的に行政情

、報システム全体最適化推進事業の中で検討して

少しずつ具体化をしていきたいというふうに考

えております。

これを最後にしますが、情報ハイ○武井委員
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ウェイ21なんですけれども、平たく言えば、突

然落ちたりというのが去年ですか、あったりし

たかと思うんですけれども、システムの安定運

用ということについての改善はどのように図ら

れたのか、お聞かせいただきたいと思います。

幸いにも今年度は落ちて○金丸情報政策課長

いないんですけれども、委員会資料の19ページ

の図をごらんいただきたいんですが、幹線部に

つきましては、北リング、南リングという言い

、 、 、方をしておりますけれども 南側は宮崎 日南

都城、小林で円をつくっていますので、例えば

宮崎―日南間が切れても小林経由で日南にはつ

ながると。北でいけば、宮崎から延岡を通って

西臼杵、日向、また宮崎に戻ってくるというリ

ングをつくっておりますので、同様に、１カ所

が切れても大丈夫というような仕組みをしてお

りまして、これは続けていこうと。問題は、こ

れから分かれていく単独庁舎であるとか市町村

が、山のほうに行くとそういう弧が描けないと

いうことで、そこをどうしようかというところ

を、今回の調達で事業者からどういう提案が出

てくるかというところで評価したいというふう

に考えております。

ほかにございませんか。○押川委員長

生活・協働・男女参画課でお願○前屋敷委員

いしたいんですけれども、40ページの新しい公

共支援基金事業の中身についてですが、全額、

国の費用で２年間行うという事業で、かなり大

がかりな事業のようなんですが、かなりのメ

ニューといいますか事業内容があるんですが、

その中で委員会資料15ページ （４）つなぎ融資、

への利子補給事業なんですが、これは、この財

源の中から利子補給の分まで手当てをしていく

のか。もう一つは、ＮＰＯ、企業、行政等が協

働してということなんですが、構成がよくわか

らないんですけれども、窓口はどこに置いて事

業を行うのかとか、その辺のところを詳しく御

説明ください。

新しい公共○大脇生活・協働・男女参画課長

支援基金事業のつなぎ融資ですけれども、これ

につきましては、利子補給は、この事業費7,000

。万円の中から支出をするということになります

それから、新しい公共の場づくりのためのモ

デル事業ですけれども、これは、事業によって

主体は変わってくるのかなと思っております。

ＮＰＯ、企業、行政 市町村なんですけれど―

も、事業の中身によってどこが主体的に取り組

むのかは変わってくるのかなと。場合によって

はＮＰＯが中心的な役割を担うかもしれません

し、企業かもしれません。そこ辺は事業によっ

て異なってくるのかなということで考えており

ます。

、○前屋敷委員 ＮＰＯもさまざまありますので

―どういうＮＰＯの方々がどのような企業と

行政は一つですが どういう形でつながって―

いくのか、どういう規模になるのかというのも

はっきりつかめないんですが、その利子補給で

すけれども、１年間7,000万円の枠の中で、どの

程度をこの事業に充てるのかとか、そういうの

が既に決まっているんじゃないかと思うんです

が、その辺を。

予算配分と○大脇生活・協働・男女参画課長

しましては、つなぎ融資への利子補給事業とし

ては75万円を考えております。

いろんな事業での融資の利子補○前屋敷委員

給というのは、県が独自にやっていたりとか、

いろいろあるんですけれども、それをこういう

形で協働事業のほうにゆだねるという目的、そ

。のあたりのところがあるんだろうと思うんです

もし、こういう事業をするんだったら、こうい
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うところでもそういう事業が利用できますよと

いうものも、県民の皆さんに周知徹底も必要な

んですけれども、なぜ、こういうところに利子

補給などの事業 委託みたいになると思うん―

ですけれども なのかが、いまいちよくわか―

らないんです。

つなぎ融資○大脇生活・協働・男女参画課長

への利子補給事業なんですけれども、どういっ

た場合に利子補給をするかといいますと、ＮＰ

Ｏ等が行政から委託事業を受託して事業をして

いくんですが、お金の支払いが年度末になると

いった場合には、ＮＰＯはお金を借り入れて事

業をしなければなりませんので、その分の利子

負担がＮＰＯ等の財政負担を圧迫しますので、

その分について一部の利子を補給しようという

ことでございます。

あくまでも対象はＮＰＯのつな○前屋敷委員

ぎ資金への利子補給ということですね。

ＮＰＯが行○大脇生活・協働・男女参画課長

政から委託事業を受けて実施した分についての

利子補給ということで考えております。

あわせて、今、御説明もいただ○前屋敷委員

きましたが （５）の「地域の諸課題解決」と、、

抽象的なんですけれども、諸課題といってもい

ろいろあるので、その課題が財源を必要とする

ものであったりとかいろいろあるんですが、ど

ういう範疇を考えておられるのか。

おっしゃる○大脇生活・協働・男女参画課長

とおり、地域の諸課題というのは多種多様だと

思っております。地域によっても全然違ってく

るのかなと思っていまして、都市部と中山間で

全然違っております。中山間であれば産業とか

あるかもしれませんし、都市部であれば核家族

化という問題もあるかもしれません。それぞれ

の持っている問題ということで、かなり幅広い

問題が出てくるのかなと。対象はそういった幅

広い範囲かなということで考えております。

ＮＰＯ、企業、行政が協働でそ○前屋敷委員

ういう解決に当たるということもわからないで

はないんです。さまざま地域が抱える、住民の

皆さん方が抱える課題を、そういう分野でどの

程度解決が図られるかわからないんですけれど

も、ここにはかなり行政が入っていかないと解

決できないというふうなことも考えられるんで

す。どういう課題に取り組むかはこれからのこ

となんですけれども、そこはしばらく見ておか

なきゃならないというふうに思います。

あわせて、42ページの（２）の地域で進める

男女共同参画実践塾、これはずっと続けておら

れるんですが、今の状況といいますか、これま

で取り組んできた成果などを御説明ください。

この地域で○大脇生活・協働・男女参画課長

進める男女共同参画実践塾につきましては、地

域で男女共同参画を進めるための事業で、今年

度からの新規事業であったんですが、内容が県

内の各地域で女性リーダーとか市町村職員が一

緒に研修ということでしたが、これにつきまし

ては、口蹄疫の関係で一部地域で事業ができな

いということでしたので、今年度は中止してお

ります。

各自治体も含めて、男女共同参○前屋敷委員

画のさまざまな取り組みといいますか、研修と

かを含めて実践をしておられるんですよ。この

間、こういう取り組みが始まってかなり長いん

ですけれども、事業としては、それなりにそれ

ぞれ各地で成功して、意識の啓発には非常につ

ながっているんですけれども、それが本当に日

常生活の中でどう徹底されていくか、地域全体

がその水準が上がるかといったら、なかなかこ

れが難しい状況があって、実際活動に参加して
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おられる、とりわけ女性の皆さん方から、地域

全体としてはいまいちだという声をよく聞くん

です。そういった点では、かなり県が率先して

地域の自治体とも連携をとりながら、男女とも

に意識が高まらないと難しい話なんですけれど

も、そこは握って放さず、きめ細かな事業を進

、めていただきたいなというふうに思いますので

これは要望でお願いしたいと思います。

あわせて、予算の関係とはちょっと離れるん

ですけれども、女性の方々の社会参加であると

か、そういったものは参画事業にもつながって

くるんですけれども、県段階としては各種委員

会への女性の皆さん方の登用というのは割と進

んできている。市町村あたりはもうちょっとか

なという状況があるんですけれども、県の段階

で結構ですが、現段階でのそういうところの登

用状況とあわせて、県庁内の女性の皆さんの役

職といいますか、幹部登用のところの状況を、

わかれば教えていただきたい。

１点目は、○大脇生活・協働・男女参画課長

県の審議会等への女性登用ということで、登用

率なんですけれども、平成20年度末では43％で

した。これが21年度末では45.8％という女性の

構成率になっておりまして、全国では徳島県に

次いで２番目の登用率ということになっており

ます。県の職員のほうは、22年度、課長以上の

管理職が11名ということで、４％という登用率

になっております。

これは人事課との関係もあるん○前屋敷委員

ですけれども、生活・協働・男女参画課のほう

からも、働ける環境というのも整えながら、大

いに女性の皆さんの能力も引き出していただけ

るように、ぜひ提言もしていただきたいという

ふうに思います。

文化文教・国際課にお願いしたいんですけれ

ども、１つには、芸術劇場の関係で46ページ、

指定管理料の（２）の委託費です （１）の開催。

事業とともに昨年度をかなり下回っている金額

なんですね。開催事業は、事業そのものの取り

組みが縮小されれば、当然その金額も少なくな

るんですが、管理運営委託費ですけれども、こ

こには当然、人件費等かかっていると思うんで

すけれども、昨年とすると8,500万ほど委託料は

少なくなっているんですが、その辺のところの

中身についてといいますか、入札だろうと思う

んですけれども、状況がわかれば御説明くださ

い。

第１期の指定管理○安井文化文教・国際課長

料と第２期の指定管理料で削減した部分、特に

今おっしゃいました管理運営委託費に関しまし

ては、人件費をかなり削減いたしました。管理

運営費だけで人件費が2,600万ぐらい、積算上で

削減をしております。

そこにしわ寄せが来るというの○前屋敷委員

はどうかなというふうに思っているんです。人

件費というのは、最低限の生活そのものも保障

しなければなりませんので、そういうところで

の委託料の削減というのは、今後の検討課題と

して受けとめていただきたいというふうに思い

ます。

中身的には、以前○安井文化文教・国際課長

は県職員がかなりおりましたので、そういった

分がございまして、それも委託料に入っていま

したけれども、今回、県職員の派遣分の人件費

が直接払いということになりましたので、その

分も落ちておりまして、かなりその分で減って

おります。それと、将来的にも、県職員で見て

いた劇場の管理運営ですけれども、民間給与に

置き直して基準額も出しておりますので、そう

いった分で落ちたわけですけれども、さらに、
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今申し上げましたように、県職員の人件費は、

来年度から県が直接支払うということになりま

したので、その分かなり落ちております。

状況はわかりましたけれども、○前屋敷委員

その辺のところは、今後の課題としてきっちり

配慮していただきたいというふうに思います。

その下の文化活動促進費ですけれども、これ

、までいろいろ顕彰事業がなされていたんですが

今回その事業費が入っていないんですが、事業

を取りやめたりとかいうものがかなりあるんで

しょうか。

ここにつきまして○安井文化文教・国際課長

は、６月補正に持っていった分もかなりござい

まして、特に４月以降、早目にやらなきゃいけ

ないというのを入れさせていただいておりまし

て、例えば芸術文化協会の運営費が入っており

ます補助ですとか、そういったものを入れてお

ります。そういった意味ではなくしたものが少

ないということではないんですけれども、例え

ば郷土芸能関係の事業は落としていますので、

確かにそういったものはあります。

大方は６月の肉付け予算で組ま○前屋敷委員

れるということですね。

48ページの私学助成のところで少しお聞きし

たいんですけれども、１つは、先ほどお話もあ

りましたけれども、これまで授業料の免除の補

助金を出していたんですね。授業料の無償化に

伴って、結果的にはこの補助金は出さなくてい

いということになったわけですけれども、しか

し、すべてが無料になってしまったものですか

ら、それまで減免を受けていた方にとっては恩

恵はなくなってしまったということで、財政が

厳しい世帯の子供さんたちの分は、何らかの形

で支援というものが必要じゃないかなというふ

うに思うんですけれども、その辺のところは考

えておられないんですか。

就学支援金が入り○安井文化文教・国際課長

まして、授業料減免を受けておられた方は、全

額免除ということで一定の前進はしたかなとい

うふうに思っておりまして、そのあたりが今の

。ところは現状かなというふうに思っております

さらに何かというのは今のところ特に考えてお

りません。

ぜひ、今後の検討課題で。私ど○前屋敷委員

もも提案させていただきたいと思いますので、

よろしくお願いします。

あわせて、就職対策強化事業、昨年は10校の

予算を組んで、10校から減ったところだったん

ですけれども、ことしは昨年よりも予算額も少

しふえているんですが、ことしは何校を予定さ

れていますか。

補正の御協議をい○安井文化文教・国際課長

ただいたときに、今年度７校ということでした

けれども、来年度につきましては、10校を再度

予算を組ませていただいて、各学校にいろんな

働きかけをしていきたいというふうに思ってお

ります。

わかりました。○前屋敷委員

もう一つ、情報政策課でお願いしたいんです

けれども、一番最後の地デジの対応のところで

す。今、地デジの対策がどんどん進められてい

るところです。県も、専任の相談員を配置する

という事業も置かれているんですが、なかなか

難しい状況もあったりして、全国の市長会あた

りも、アナログ停波期限の延長などを要求して

いるところなんです。今の宮崎県内の状況を、

わかれば教えてほしいんですが。

県内の状況でございます○金丸情報政策課長

けれども、一番心配しておりました辺地共聴施

設 周辺で今、共聴施設で受信しているとこ―
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ろですけれども、これについては、ほぼ７月ま

でにめどが立つということになっております。

ただ問題は、新たな難視といいまして、今、ア

ナログ放送は見えているんだけれども、デジタ

ル放送になったら見えなくなるという世帯が、

県内で今のところ1,846世帯確認されておりま

す。ことしの１月時点でございますけれども、

このうち371世帯が７月までの対応が間に合わな

いために、衛星放送によるセーフティネットに

移行するということになっております。衛星放

送になりますと、ＮＨＫとＴＢＳとフジテレビ

の中央の番組しか受けられないので、ローカル

が見られないということがありますので、これ

については、早期に本来の姿にいけるようにと

いうことで、これは今、デジサポと各地元とで

協議が進められているところでございます。こ

れもある程度めどが立ってきておりますので、

そう大きな混乱はないんじゃないかなと思って

おりますし、７月24日が停波日でございますけ

れども、その直前といいますか、５月ぐらいか

ら全国に1,000カ所、相談窓口をつくりたいとい

うことで、宮崎を１％と見ると10カ所ぐらいな

んですが、各市町村に相談窓口を置きたいとい

うことで協力してほしいというような話も来て

おりますので、そういうことを対応しながら、

円滑に移行ができるようにしたいというふうに

考えております。

経済を伴うところの対策あたり○前屋敷委員

はどんなですか。いろんな設備を更新したりし

なきゃならないので、経済的にも困難なところ

への配慮は。

ＮＨＫ受信料免除世帯、○金丸情報政策課長

住民税非課税世帯が対象になって、チューナー

の無償給付をやっておりますけれども、申請が

思ったより上がってこないという状況で、これ

も福祉部門が一緒になっていろいろ支援しなが

らやっているところでございます。

ぜひ、その辺は徹底していただ○前屋敷委員

けるようによろしくお願いします。

ほかに。○押川委員長

２点だけ。15ページの新しい公共○鳥飼委員

支援基金事業ということでモデル事業をやられ

るということなんですけれども、最終的な事業

の責任者はどこになるんでしょうか。

モデル事業○大脇生活・協働・男女参画課長

につきましては、国のガイドラインの中でも、

、市町村は必ず入りなさいとなっておりますので

市町村だけではないんですけれども、市町村プ

ラス企業プラスＮＰＯ。市町村が当然入ります

ので、市町村が中心になって事業をすれば、市

町村等が一定の責任を負っていくということに

なるかと思います。

、 、○鳥飼委員 心配といいますか 懸念するのは

新しい公共という概念そのものにもいろいろ意

見があるわけなんですけれども、例えばＮＰＯ

、法人が破綻するということも考えられるわけで

そのときにどこが責任を持ってこの事業をやる

のかということが出てきますので、事業を進め

る場合はそこは十分議論をしていただいて、支

。障のないようにお願いしておきたいと思います

もう一つ、国際化推進プランの変更について

ということで、安井課長のほうから御説明がご

ざいました。総合計画については、知事の４年

間のプランと一緒に進捗状況というのはその都

度公表されますから、ある程度わかりますけれ

ども、国際化推進プランの場合は、定期的な

チェックというのは行われるのかどうかをお尋

ねしたいと思います。

うちのほうで取り○安井文化文教・国際課長

まとめをやっておるわけですけれども、先ほど
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申し上げた目標３つにつきましては、毎年の調

査で推移を調べていきたいと思っております。

中身につきましては、毎年、予算等を取りまと

めたりいたしますので、各部にまたがっている

事業でございますので、そういった把握はして

いきたいというふうに考えております。

プラン・ドゥ・シーじゃないです○鳥飼委員

けれども できるだけチェックをして どうだっ、 、

たというのができるような形をとっていただき

たい。これは要望だけにしておきます。答弁は

要りません。

ほかにございませんか。○押川委員長

１点だけ確認で、51ページ、○河野副委員長

人権同和問題啓発活動費 「宮崎県人権教育・啓、

発推進方針」推進事業費、いずれも前年度に比

べて1,000万の減なんですが、これは肉づけでプ

ラスされる予定があるのか。なければ、何が縮

減されていくのかを確認したいと思います。

ここに上がっていな○吉田人権同和対策課長

い事業がございまして、これにつきましては、

６月の補正でお願いする分がございますので、

個々の事業では減額になっている事業も当然あ

るわけですけれども、６月の分で多少ふえてく

るということになろうかと思います。

ほかにございませんか。○押川委員長

交通被害者の対策というので、こ○松村委員

れも６割ぐらいの予算になっています。これも

また補正で何か入るんですか。

これにつきまし○柳田交通・地域安全対策監

ては、交通事故相談の件数が減をしておりまし

て、今、２名おるんですけれども、１名減にし

たいということの経費の削減でございます。

わかりました。○松村委員

それでは、以上をもちまして第○押川委員長

２班の審査を終了いたします。

暫時休憩いたします。

午後２時45分休憩

午後２時46分再開

委員会を再開いたします。○押川委員長

各課ごとの説明及び質疑がすべて終了しまし

たので、これから総括質疑を行います。県民政

。策部全般について質疑はありませんでしょうか

産業科学技術振興指針の変更につ○横田委員

いてお伺いしたいんですけれども、冊子のほう

の43ページに、農林水産物や加工品等の高付加

価値化ということで４つぽつが書いてあります

けれども、これは、これまでもずっと同じよう

なことをやってきたと思うんですけれども、こ

れまでやってきたこととどう違うのか、または

同じようなことを続けていくということなのか

お尋ねします。

健康を重視する社会、ラ○永山総合政策課長

、 、イフスタイルに伴って 高付加価値化の部分で

例えば機能性とか、このあたりは非常に重要に

なると思っています。これまでも地域結集型等

でやってきたところですけれども、何らかの素

材に機能性があるというところまで来ました。

それをどうやって商品化にまで結びつけていく

のかというところがなかなか難しかったという

ことがございます。例えばブルーベリーについ

ても、もうすぐ大学のベンチャーができるとい

うふうな話もございますので、より具体的に事

業化まで結びつけていく。それが農林水産業そ

のものの活性化につながるような取り組みをし

ていくということで、できるだけ出口に近いと

ころの活動をしていきたいというふうに思って

おります。

確かにそうだと思うんです ７ペー○横田委員 。

ジのほうに反省すべき点ということで、研究成
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果を事業化、産業の振興に生かすことができて

いないとか、技術シーズと企業ニーズのマッチ

ングや研究開発から事業化に向けた過程におけ

る支援・連携がうまくいっていない、まさにこ

のことを言われていると思うんです。こういう

研究というのは、ヒット商品を生んでいかなけ

れば余り意味をなさないと思うんです。大学と

かの研究室の基礎研究じゃなくて、いかに売れ

るものをつくっていくかというのが目的の研究

じゃないといけないと思いますので、簡単には

いかないと思うんですけれども、本当にこれを

やっていかないと農業とかの将来がなかなか見

えてこないというのもあると思いますので、ぜ

ひぜひ、そこらあたりまで進めていただくよう

にお願いをしたいと思います。

現在までの取り組み、例○永山総合政策課長

えば平成14年ぐらいまで、宮崎県というのはこ

、ういう科学技術の大型プロジェクトの白地地帯

ほとんど何もない状態だったところからスター

トしましたので、基礎研究であっても何がしか

宮崎県でもできるんだということを示すという

意味合いもあって、かなり無理をして取り組ん

。 、 、できた部分はございます その結果として 今

委員からございましたような、少し反省すべき

点はあるだろうというふうに思っています。た

だ、産学官が連携すればかなりのものまでやれ

るという自信はそれぞれ持ってきておりますの

で、より事業化・産業化につなげるということ

を明確に持って、今後10年間、進めていきたい

というふうに思っております。

総合計画について、未来みやざき○松村委員

創造プランの長期ビジョンで、53ページの戦略

目標の解説という中でうたってありますけれど

も、例えば金額ベースで、生産額の２割増、３

割増ということがございますけれども、これも

当然、物価とかにスライドしてあるものだと考

えてよろしいんですね。

当然、そのあたりは変化○永山総合政策課長

をしてくるものですし、14ページに20年後の推

計値をあらわしておりまして、ケース２に持っ

ていくためにはどうしたらいいだろうかという

ところをベースにして、このような目標値を立

てているというものでございます。計画の説明

の中で申し上げましたけれども、４年ごとにア

クションプランをつくる段階で この長期ビジョ、

ンがどうなのかということはしっかり見直しを

行っていきますので、必要に応じて、そこにつ

いては改訂を行うこともあるだろうというふう

に思っております。

もう一点なんですけれども、未来○松村委員

につなぐ地域公共交通ネットワーク創造事業に

ついて、地方バス路線等運行維持対策関係につ

いてですけれども 特に地域公共交通ネットワー、

クに関しましては、地方の公共交通にとっては

今、非常に危機的なところがあるんですけれど

も、路線バスが赤字だから、廃止あるいは赤字

部分の補てんをという形でよく話を聞くんです

、 「 」けれども ２月24日の ゆうどきネットワーク

というＮＨＫの番組で、埼玉県の新規参入のバ

ス事業者が、赤字撤退することを受けて、大手

、バス事業者より路線を引き継いだということで

このバス路線の黒字化を目指して、埼玉大学と

ダイヤ最適化による路線バス改善事業というこ

とで、ＧＰＳとか光センサーとか使ったり、あ

るいはどこでお客様が待っているかということ

で、路線のちょっとした変更で、これまでの赤

字が大きく改善されたという案とかあります。

特に 宮崎県は 一つの会社が長くやっていらっ、 、

しゃいますし 路線バスの中身に関しても しっ、 、

かり見直す必要もあるんじゃないかと思います
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けれども、これは国の公共交通事業活性化・再

生事業の認定を受け、国の支援をいただくとい

う形で入っていますので、またそのあたりも十

分検討を願いながら、地域交通の存続を目指し

ていただきたいと思います。要望で……。何か

ございましたら。

従来、路線として走って○中田総合交通課長

きたバスを今、市町村が廃代バスで走らせてい

ますけれども、基本的に廃代バスの要件という

のが、以前の路線バスと同じ路線を走らないと

。いけないというのが一つ要件になっております

今、委員がおっしゃったように、路線の見直し

、も含めて検討すべきじゃないかなということで

今、市町村とそういう部分についても話をして

、 、おりますので 効率的に運行されるような形で

引き続き市町村と話をしてまいりたいと考えて

おります。

ほかにございませんか。○押川委員長

１点だけ、総合政策課長にお伺い○武井委員

したいんですが、総合計画があります。さっき

も類似の話はしたんですが、20年後を見据えた

基本目標ということで、果敢な挑戦をするのは

私はすばらしいと思っているんですが、文化振

興プランなんかもありまして、ほかの部署でも

いろんな計画類をつくっていくわけなんですけ

れども、これからつくられる人が、これを常に

意識しながら、またこれとの整合性というのを

常に考えながらやっていかないと、結局、大も

とはつくったけれども、個別的な政策とかプラ

ンにおいては整合性がとれていないとか、ばら

ばらになっては意味がないわけなんです。こん

なに挑戦的な総合計画をつくられるということ

に当たって、全職員は数も多いですから難しい

のはわかるんですけれども、各部署の計画をつ

くる担当の方へ総合計画をどういうふうに落と

し込んでいって、今後、この総合計画がより生

きたものとして継続して代々つながっていくよ

うにしていかないといけないと思うんですが、

そのあたりをどういうふうにされていかれよう

としているのか、お聞かせいただきたいと思い

ます。

先ほど申し上げました、○永山総合政策課長

さまざまな研修の機会とか出先機関との意見交

換の場とかを活用することがまず一義的にはあ

ると思いますけれども、今、具体的にアクショ

ンプランの策定に入っています。これは、うち

、の企画班のほうがさまざまな骨格を示した上で

各部に投げかけをして、長期ビジョンあるいは

政策提案を具現化するには、４年間でどんな取

り組みが必要なのか、どこを目標に置くのかと

いうことについては、各部各課でまずしっかり

考えましょうということにしています。それを

踏まえて、全体のバランス、あるいはもう少し

突っ張らんといかん部分があるんではないか等

も含めて、我々のほうがトータルで調整をする

ということで、アクションプランについては毎

年度、政策評価もしながら、工程表もつくりな

がらという作業になりますから、それを着実に

やる中で、総合計画の位置づけなり重要性なり

というのはしっかり認識してもらうようにしな

ければならないというふうに思っています。具

体的には、そのようなアクションプランの策定

及びローリングの中で相当程度は担保できるの

ではないかなというふうに思います。

確認ですけれども、各部各課がい○武井委員

ろんな計画とかプランをつくったときに、発表

する前、議会に出す前に一回、総合政策課とし

て総合計画との整合性を確認するというか、

チェックしていくとか、そういったようなこと

は仕組みとして今後、置かれるのかどうか伺い
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たい。

これまでも企画部門のほ○永山総合政策課長

うでは、それぞれの部から相談を受けながら見

。 、 、ております ただ 各部の部門別計画になると

それなりの体系立て、国の計画との整合性等も

ありますので、今回、特に長期戦略等で示して

いるようなものに重点を置いたような形になか

なかなりにくいという面はあります。そのあた

りはすべてがこの長期ビジョンに沿った形での

整理というのはなかなか難しい面はあるだろう

と思っています。いずれにしても、意見交換を

行う中で、体系は体系の中、その中で県トータ

ルではここに重点を置くんですよということに

ついては、しっかり話し合いをしながらやって

いきたいと思っています。

一つは総合計画で、関連しての○前屋敷委員

話なんですけれども、ここで生活環境保全とい

う柱もしっかり立てられて、大気汚染であると

か、自然環境を守っていくとかいう細かな取り

組みになるんですけれども、その中で、これは

個別の問題になるんですが、騒音対策は、生活

環境を守るという点では非常に大事で、直面す

る課題で宮崎空港の騒音対策の問題、これは国

のことなんですが、今、その対策区域の見直し

などが実際入ってきて、生活環境が非常に危ぶ

まれるという事態が起きています。県にも意見

を求められているものですから、騒音対策はい

ろんな種類があるんだろうけれども、私が住ん

でいるところが実際かかっていて、私には直接

はかかわってこないんですけれども、今、住民

の皆さん方の非常に大きな問題になっていて、

これはこのまま放置できないだろうと思います

し、県の騒音対策の一部としてもきっちり位置

づけていただきたいなというふうに思っている

んです。新富町あたりは基地の関係の騒音など

もあるので、そういうことも含めて、生活環境

の保全という点では、県も責任持った形でプラ

ンを立てていただきたいなというふうに思って

、 。いるんですけれども その辺はどうでしょうか

個別具体的なものになって申しわけないんです

けれども。

豊かな暮らしを築いてい○永山総合政策課長

くという意味で、環境をしっかり整えていくと

いうのはもちろん必要だと思っています。新し

い豊かさへの挑戦というのは、宮崎の特性を生

かし あるいは課題を克服しながら 県民にとっ、 、

て、あるいは宮崎に来ていただける環境をどう

つくっていくのかという、その基本理念のとこ

ろはそのとおりだというふうに私も思っていま

す。それを今回、長期ビジョンの中では描いて

おりますし、今後、アクションプランの中でも

重点的に取り組むべきものということは整理を

してくるということになります。ただ、個別具

体的な事案について 総合計画あるいはアクショ、

ンプランの中ですべてが取り上げられるかとい

うことになると、県の役割等も認識しながらと

いうことになりますので、現時点でお答えする

のはなかなか難しい点はありますけれども、大

きな柱としてそういうものを持とうとしている

ことは事実でございます。

あわせて、県が騒音の環境基準○前屋敷委員

を決めているんです。それが10年来一度もクリ

アされていないという課題も一方ではあるとい

うことで そういった点ではそういう部門もきっ、

ちり位置づけた形で計画の中にも入れていただ

きたいなというふうに思いますので、それは要

望でお願いします。

もう一点、今回の骨格予算とは別で、肉付け

予算のほうで要望なんですけれども、これから

組まれるということもあるので、その他のとこ
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ろで、住宅リフォーム事業のことなんですけれ

ども 今 国会のほうでもさまざま要望が上がっ、 、

てきて、社会資本整備総合交付金というのが活

用できるということで国も答えているんです。

大いにこれを活用してほしいし、国も支援をし

たいという答弁をしておられるので、その交付

金あたりが活用できれば、非常に県民の期待が

高まっている事業でもありますので、ぜひ研究

していただいて、肉づけのところで形をとって

、いただければなというふうに思っていますので

御検討いただきたいという要望です。

要望でお願いしておきます。○押川委員長

ほかにございませんか。

、○鳥飼委員 骨格予算に関連してですけれども

その前に、13ページの総合政策課のところで連

絡調整費の４の公用車の管理経費72万1,000円と

いうのがあるんですけれども、これは、各部と

もこんな形で連絡調整費で上がっているんで

しょうか。

うちの部で管理している○永山総合政策課長

のが３台ございますので、それについて総合政

策課のほうで計上しているということでござい

ます｡

私が見つけ切れないのかもしれな○鳥飼委員

いけれども、ほかのところでは計上されていな

いものですから、それは事務的な問題でしょう

けれども、確認をしていただければと。私もし

たいと思いますが、そういうふうに思います。

予算の関連でいろいろ出されました。これで

は現年度の当初と新年度の当初額が書いてあり

ます。骨太な骨格予算ということですから、現

年度の額は余り参考にならんなと。今度６月に

出される肉付け予算のときに、22年度の当初と

比較できるような形で予算書をつくっていただ

いたほうが、私どもとしては議論しやすいので

はないかというふうに思いますので、それはお

願いしておきたいと思いますが、大まかに１割

程度増になると考えてよろしいでしょうか。

トータルでは、たしか、○永山総合政策課長

本会議の中でも前年度を上回るぐらいのという

ふうなお答えがあったようですので、現在、前

年度対比91％になっておりますので、それを踏

まえれば、委員御指摘の感じかなというふうに

思います。

もう一つ確認なんですが、開発事○鳥飼委員

、 、業１億5,000万 5,000万が例年どおりですから

１億ですけれども、環境森林部で計上されてい

ますということだったけれども、この当初で計

上されていると思っていいんですか。ちょっと

探し切れないものですから。

１億5,000万の分につきま○永山総合政策課長

しては、６月の肉づけでということになってい

るようでございます。２億円の融資の分を当初

で組んで、補助事業については６月でというこ

との想定のようでございます。

融資も余り人気はないのかなとい○鳥飼委員

うことで、減額になっているようなんですけれ

ども、歳入だけを計上したというのは、６月で

歳入を計上すればいいんじゃないかなという気

がするんですけれども、先ほどの説明では、環

境森林部のほうで計上しているということだっ

たものですから、当然、我々としては今回出て

いるのかなと思うんですけれども、出ていない

ということですから、１億円交付しますという

のが６月に知事のものとして出てくるんだろう

と思うんですけれども、今回した理由というの

は何かあるんでしょうか ６月にやってもよかっ。

たんではないかなというような気がするんです

けれども、そこをお尋ねしたいと思います。

開発事業特別会計分につ○永山総合政策課長
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きましては、特別審議会を置いて、その中で審

議をいただいておりまして、23年度分について

は１億5,000万を太陽光の関係に、1,500万円を

環境の保全の森にということで承認をいただい

ておりますので、いつ歳出をつけるかというこ

とは別として、この特別会計からの繰り出しと

しては、１億6,500万円をやりますということに

ついては当初予算で計上させていただいたとい

うことでございます。

ほかにはないですね。○押川委員長

それでは、以上をもちまして県民政策部の審

査を終了いたします。執行部の皆様、御苦労さ

までございました。

暫時休憩いたします。

午後３時７分休憩

午後３時15分再開

委員会を再開いたします。○押川委員長

本委員会に付託されました当初予算関連議案

等の説明を求めます。

会計管理局の平成23年度当○加藤会計管理者

初予算につきまして御説明申し上げます。

お手元の歳出予算説明資料の411ページをお開

きください。会計管理局の予算は、総額で５

億2,965万円でありまして、前年度当初予算６

億9,294万2,000円と比べますと、金額で１

億6,329万2,000円、率で23.6％の減となってお

ります。

その主なものにつきまして御説明申し上げま

す。

415ページ、まず （目）一般管理費（事項）、

。 、職員費２億8,874万7,000円であります これは

会計管理局職員38名の人件費でございます。

次に （目）会計管理費（事項）出納事務費１、

億4,809万円でありますが、これは、出納事務執

行及び財務会計システムの運営管理等に要する

経費であります。なお、平成22年度当初予算は

２億9,180万5,000円でありまして、これに比

べ、23年度は約１億4,000万円の減となっており

ます。これは、22年度につきましては、財務会

計システムの機器の更新のための所要額を計上

していたことによるものであります。

次に （事項）証紙収入事務費9,281万3,000円、

でありますが、これは、県の証紙売りさばきに

要する経費であります。

会計管理局は以上でございます。御審議のほ

どよろしくお願いいたします。

説明が終了いたしました。質疑○押川委員長

はございませんでしょうか。

証紙の売りさばき手数料が9,281万○武井委員

円でということですが、県全体の証紙自体の販

売収入というのは幾らぐらいあるでしょうか。

22年度の見込みでございます○川野会計課長

が、28億9,000万円程度でございます。

証紙行政というとちょっと変なん○武井委員

ですが、今、支払いなんかもインターネット決

済とかいろんなことで出てきたりしているわけ

なんですけれども、証紙を使った支払いという

のは、だんだん縮小していくものなんですか。

今後のあり方というのはどういうふうな考え方

があるのか。

全国的にも証紙で使用料・手○川野会計課長

、数料を払っている県がほとんどでございまして

全国の中でそれをやめたのは東京都だけでござ

います。幾つかの県で検討はされたみたいなん

ですが、やはり手数がかかるということと、も

う一つ、職員が現金を扱うということになりま

、 、すので そういった問題点も多いということで

残りの県については証紙でやられているのが現

状でございます。
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ほかにございませんか。○押川委員長

その他、何かありませんか。

〔｢なし｣と呼ぶ者あり〕

それでは、以上をもちまして会○押川委員長

計管理局を終了いたします。執行部の皆様、御

苦労さまでございました。

暫時休憩いたします。

午後３時20分休憩

午後３時22分再開

委員会を再開いたします。○押川委員長

本委員会に付託されました当初予算関連議案

等の説明を求めます。

それでは、人事委○太田人事委員会事務局長

員会事務局の平成23年度当初予算につきまして

御説明いたします。

お手元の歳出予算説明資料、489ページをお開

きください。人事委員会事務局の予算額は、１

億5,494万7,000円でございまして、対前年度

比0.5％の減となっております。

次に、各事項ごとに御説明いたします。

493ページをお開きください （事項）委員報。

酬708万円は、人事委員３名に対する報酬でござ

います。

次の（事項）委員会運営費76万2,000円は、人

事委員会の開催等に要する経費でございます｡

次の（事項）職員費１億2,237万4,000円は、

事務局職員15名の人件費でございます。

次の（事項）事務局運営費510万3,000円は、

事務局運営に要する経費でございます｡

次の（事項）県職員採用試験及び任用研修調

査費1,328万2,000円は、採用試験の実施等に要

する経費でございます。内容につきましては、

次のページをごらんください。まず、１の県職

員採用試験実施費は、試験問題の印刷などの試

験実施等に係る事務的経費でございます。２の

任用制度等に関する調査研究費は、人事行政の

調査研究や採点処理等に要する経費でございま

す｡

次の（事項）警察官採用共同試験実施費242

万9,000円は、警視庁ほか３府県と共同で採用試

験を実施する経費で、試験案内や試験問題の印

刷等の事務的経費でございます｡

次の（事項）給与その他の勤務条件の調査研

究費219万2,000円は、人事委員会勧告等に要す

る経費でございます。内容についてでございま

すが、まず、１の給与報告及び勧告に必要な調

査研究費は、民間給与実態調査、給与報告・勧

告などに要する経費でございます。２の給与そ

の他の勤務条件の調査研究費は、勤務条件に関

する調査、給与の支払い管理等に要する事務的

経費でございます｡

最後に （事項）審査監督費172万5,000円は、、

不服申し立ての審査等に要する経費及び労働基

準監督関係に要する経費でございます。

以上でございます。よろしくお願いいたしま

す。

執行部の説明が終了しました。○押川委員長

質疑はございませんでしょうか。

県外での試験をやめたわけなんで○武井委員

すけれども、それによって実際の影響等がどう

あったのか、またことしもされないということ

であれば、それでも問題がなかったというふう

な判断でまたされないということなんでしょう

けれども、そのあたりをお聞かせいただきたい

と思います。

県外試験会場を一○太田人事委員会事務局長

昨年から廃止いたしましたのは、一つは試験管

理、危機管理の対応ということでやったわけで

すが、ことしの応募状況を見ましても、過去を
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結構上回る形での採用者が出ておりますので、

当面、今の状況を継続していきたいと、このよ

うに考えております。

確認なんですけれども、大学卒業○武井委員

程度と書いてあるところ、学歴不問 学歴は―

不問なんですか。

別に大卒であって○太田人事委員会事務局長

も高卒であっても、年齢の要件に該当すれば受

験できます。

ほかにございませんか。○押川委員長

〔｢なし｣と呼ぶ者あり〕

、○押川委員長 意見もないようでありますから

以上をもちまして人事委員会事務局を終了いた

します。執行部の皆様、御苦労さまでございま

した。

暫時休憩いたします。

午後３時27分休憩

午後３時28分再開

委員会を再開いたします。○押川委員長

本委員会に付託されました当初予算関連議案

等の説明を求めます。

それでは、監査事務局の○渋谷監査事務局長

平成23年度一般会計当初予算につきまして御説

明申し上げます。

お手元の歳出予算説明資料の483ページをごら

んください。監査事務局の当初予算額は、２

億2,071万3,000円をお願いしております。

内容につきましては、487ページをお開きくだ

さい。まず （目）一般管理費1,744万4,000円に、

ついてでありますが、これは （事項）外部監査、

費で、包括外部監査人による監査の実施に要す

る経費であります。

次に （目）委員費についてであります、

が、2,950万5,000円をお願いしております。内

、 、（ ） 、訳といたしましては まず 事項 委員報酬が

監査委員４名の給与及び報酬で、その下の（事

項）運営費は、旅費など監査委員の監査活動に

要する経費であります。

次に （目）事務局費１億7,376万4,000円をお、

願いしておりますが、この内訳は （事項）職員、

、 、 （ ）費が 事務局職員の人件費 488ページの 事項

運営費は、事務局職員の監査活動や事務局の運

営に要する経費であります。

予算については以上でございます。

続きまして、議案第29号「包括外部監査契約

の締結について」であります。

提出議案書では101ページになっております

が、お手元の総務政策常任委員会資料で説明さ

せていただきます。１ページでございます。こ

の議案は、平成23年度の包括外部監査契約の締

結に当たりまして、地方自治法第252条の36第１

項の規定によりまして、議会の議決に付するも

のであります。下の四角で囲んである参考のと

ころを見ていただきたいんですけれども、地方

自治法の規定を入れておりますけれども、毎会

計年度、契約を締結しなければならないという

ふうになっております。

契約の目的といたしまして２に挙げておりま

すけれども、包括外部監査人による監査の実施

及びその結果の報告を求めるものであります。

契約金額につきましては、３にございますよ

うに、1,685万4,600円を上限とする額をお願い

しております。

、契約の相手方を４に挙げておりますけれども

地方自治法におきまして、弁護士、公認会計士

等と契約を締結することとされております包括

外部監査は、財務監査が中心であるということ

にかんがみまして、日本公認会計士協会南九州

会宮崎県部会から推薦をいただきました公認会
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計士の木下博義氏と契約したいというふうに考

えております。

説明は以上であります。よろしくお願いいた

します。

執行部の説明が終了しました。○押川委員長

質疑はございませんでしょうか。

第29号なんですけれども、趣旨は○武井委員

構わないんですが、契約の金額の1,685万4,600

円の積算根拠というのは、何でこういう金額に

なっているのか、お聞かせいただきたいと思い

ます。

包括外部監査契約につき○渋谷監査事務局長

ましては、こういう制度を平成11年からスター

トさせた際、公認会計士をお願いするに当たっ

て、公認会計士の報酬基準というのを公認会計

。 、士会がつくっているんです それによりますと

基本費用と執務費用とある。基本費用というの

は、契約を結ぶに当たっての基本料みたいなも

の。執務費用というのは、執務に要する日数等

をベースにして算出する費用でございます。報

酬自体は 平成16年に独禁法の関係で廃止になっ、

たんですけれども、それがずっとベースになっ

ていてこれまで金額をはじいておりますが、そ

の際 基本費用につきましては今回 429万2,000、 、

円。執務費用といたしまして、公認会計士の手

当を１日８万8,300円、それの50日。８万8,300

円は平成16年に廃止になった際の金額から、途

中、人勧等がございまして、３回ぐらい減額と

いうのがありますので、そういったものを加味

した形で８万8,300円をはじいておる。それから

実費として旅費とかを入れて、今回、消費税込

みで1,685万4,600円という形で積算させていた

だいております。以上でございます。

、○武井委員 実費等も含めてこの金額が上限で

場合によっては最終的にはこれよりも少なくな

るということもあり得るということですか。

、○渋谷監査事務局長 私どもといたしましては

この1,685万4,600円相当の外部監査をしていた

だけるということで、その金額で契約をするこ

とになるものというふうに考えております。

わかりました。○武井委員

連続４回してはならないという一筆があるわ

けですが、つまりは３回までということですけ

れども、過去の慣例といいますか、基本的には

。 、毎年かわるものですか それとも３回なら３年

Ａさんがされたら次Ｂさんとか、どういうよう

な感じで大体なさっているんですか。

大体３年ごと、ことしが○渋谷監査事務局長

ちょうど13年度目に当たりますから、これまで

３年、３年で４人の方々にお願いしてきており

。 。ます 今回また新たにということでございます

以上でございます。

ほかにございませんか。○押川委員長

〔｢なし｣と呼ぶ者あり〕

それでは、ないようであります○押川委員長

から、以上をもちまして監査事務局を終了いた

します。執行部の皆様、御苦労さまでございま

した。

暫時休憩いたします。

午後３時37分休憩

午後３時38分再開

委員会を再開いたします。○押川委員長

本委員会に付託されました当初予算関連議案

等の説明を求めます。

それでは、議会事務局の○日高議会事務局長

平成23年度当初予算につきまして御説明いたし

ます。

お手元の歳出予算説明資料の１ページをお願

いいたします。議会事務局の平成23年度当初予
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算は、12億2,302万7,000円をお願いしておりま

して、前年度当初予算と比べますと1.6％の減と

なっております。なお、来年度の議会予算につ

きましては、今回の当初予算で年度全体分を計

上いたしております。

それでは、当初予算の主な内容について説明

いたします。

５ページをお願いいたします。まず （目）議、

会費でございますが、８億3,569万1,000円を計

上いたしております。以下、事項ごとに説明い

たします。

まず （事項）議員報酬でございますが、議員、

の報酬、期末手当等の経費として４億8,571

万3,000円を計上しております。

次に （事項）本会議運営費でございますが、、

本会議及び議会運営委員会の開催等に要する経

費として、2,706万円を計上しております。

次に （事項）常任委員会運営費でございます、

が、常任委員会の開催、県内外調査活動等に要

する経費として、1,136万8,000円を計上してお

ります。

、（ ） 、次に 事項 議会一般運営費でございますが

正副議長の各種大会・協議会等への出席に要す

る経費や、地方議会議員年金制度の負担金等の

経費として、３億340万1,000円を計上しており

ます。このうち、説明欄の３、各種協議会負担

金等には、政務調査費に係る交付金約１億4,130

万円のほか、新たに、地方議会議員年金制度が

本年６月１日付で廃止されることに伴います地

方負担金約１億4,600万円を計上いたしておりま

す。

次に、６ページをお願いいたします （事項）。

特別委員会運営費でございますが、特別委員会

の開催、県内外調査活動等に要する経費とし

て、814万9,000円を計上しております。

次に （目）事務局費でございますが、３、

億8,733万6,000円を計上しております。以下、

事項ごとに説明いたします。

まず （事項）職員費でございます。事務局の、

職員31名の給与等といたしまして、２億6,450

万1,000円を計上しております。

次に （事項）本会議運営費でございますが、、

本会議の記録 印刷等に要する経費として 1,344、 、

万円を計上しております。

次に （事項）常任委員会運営費でございます、

が、常任委員会調査活動の随行等に要する経費

として、255万6,000円を計上しております。

次に （事項）図書室運営費でございますが、、

議員の調査活動に供するための図書購入など、

議会図書室の運営に要する経費として、722

万9,000円を計上しております。

続きまして、７ページをお願いいたします。

（事項）議員寮運営費でございますが、議員寮

の維持管理に要する経費として、949万2,000円

を計上しております。

、（ ） 、次に 事項 議会一般運営費でございますが

議会一般運営に要する経費として 8,938万2,000、

。 、 、円を計上しております このうち 説明欄の２

議員改選経費につきましては、本年４月に県議

会議員選挙がありますことから、世話人会の開

催に伴います旅費や、当選された議員に配付い

。たします防災服などの経費を計上しております

最後に （事項）特別委員会運営費でございま、

すが、特別委員会調査活動の随行に要する経費

として、73万6,000円を計上しております。

説明は以上でございます。

執行部の説明が終了いたしまし○押川委員長

た。質疑はございませんでしょうか。その他で

も何かありませんか。

〔｢なし｣と呼ぶ者あり〕
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それでは、以上をもちまして議○押川委員長

会事務局を終了いたします。執行部の皆様、御

苦労さまでございました。

暫時休憩いたします。

午後３時43分休憩

午後３時44分再開

委員会を再開いたします。○押川委員長

まず、採決についてですが、委員会日程の最

終日に行うことになっておりますので、３月９

日に行いたいと思います。開会時刻は13時30分

といたしますが、よろしいでしょうか。

〔｢異議なし｣と呼ぶ者あり〕

それでは、そのように決定いた○押川委員長

します。

その他、何かありませんか。

〔｢なし｣と呼ぶ者あり〕

何もないようでしたら、本日の○押川委員長

委員会を終了いたしたいと思いますが、よろし

いでしょうか。

〔｢異議なし｣と呼ぶ者あり〕

それでは、以上をもちまして委○押川委員長

員会を終了いたします。

午後３時44分散会
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平成23年３月９日（水曜日）

午後１時29分再開

出席委員（９人）

委 員 長 押 川 修一郎

副 委 員 長 河 野 哲 也

委 員 中 村 幸 一

委 員 横 田 照 夫

委 員 松 村 悟 郎

委 員 武 井 俊 輔

委 員 井 上 紀代子

委 員 鳥 飼 謙 二

委 員 前屋敷 恵 美

欠席委員（なし）

委員外議員（なし）

事務局職員出席者

総 務 課 主 幹 馬 場 輝 夫

議 事 課 主 査 大 下 香

委員会を再開いたします。○押川委員長

まず、議案の採決を行います。

議案につきましては、議案ごとがよろしいで

しょうか。一括がよろしいでしょうか。

各号ごとにというほどでもない○前屋敷委員

んですけれども。

何号と何号とかいうふうに。○押川委員長

反対する議案が第１号、第19号○前屋敷委員

です。

それでは、議案ごとということ○押川委員長

で御意見がありましたから、そのような方向で

よろしいでしょうか。

〔｢異議なし｣と呼ぶ者あり〕

それでは、ただいま議案第１号○押川委員長

と第19号について、個別に採決との御意見があ

りましたので、第１号と第19号と、それ以外の

議案に分けて採決を行いたいと思いますが、よ

ろしいでしょうか。

〔｢異議なし｣と呼ぶ者あり〕

、 、○押川委員長 御異議ございませんので まず

議案第１号と第19号について採決を行います。

それでは、議案第１号について賛成の方の挙

手を求めます。

〔賛成者挙手〕

挙手多数。○押川委員長

議案第19号についてお諮りいたします。

賛成の方の挙手を求めます。

〔賛成者挙手〕

挙手多数ということで、議案第○押川委員長

１号と第19号については、原案のとおり可決す

べきものと決定いたしました。

続いて、その他の議案について一括して採決

をいたします。

議案第２号、第22号、第29号、第35号、第36

、 、 、 、 、 、号 第37号 第41号 第42号 第54号 第55号

第65号について、原案のとおり可決することに

御異議ございませんでしょうか｡

〔 異議なし｣と呼ぶ者あり〕「

。 、○押川委員長 御異議なしと認めます よって

議案第２号外10件につきましては、原案のとお

り可決すべきものと決定いたしました。

少数意見の留保ということで発言○鳥飼委員

をしたいと思いますが、議案第19号「宮崎県職

員定数条例の一部を改正する条例」なんですけ

れども、私は反対ということで挙手をしません

でしたが、削減をする根拠というものが示され

ていないというところが一番大きいんです。で

すから、本会議の質問でも申し上げましたけれ

ども、行革推進法で4.8％減員しますというのを
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やって それを受けて 地方として2007をつくっ、 、

て結果的に7.5％知事部局の職員を削減している

わけですね。これを追認するというのがこの条

例改正案なんですけれども、今後のことはまた

６月の議会ということになりますけれども、ま

た100名程度減員をするわけですから、このとき

も現状追認をするということになるだろうと思

います。それは先のことですから置いておくと

しましても、今、定数を削減して人件費を浮か

そうとか安く上げようというのは、財政再建の

面では一つの議論ではあるとは思いますが、宮

崎県が農業県であるとするならば、農業を基幹

産業として生きていいかざるを得ない。そうい

うときに、皆さん御承知のように、家畜保健衛

生所の獣医師が50名に満たないような状況に置

かれていて、これを容認するということに結果

的につながっていっているわけなんです。です

から、ああいう大惨事といいますか、大災害が

起きた。そして、ことしは鳥インフルエンザも

起きて100億円も損失を出す。そんな状況が出て

いますので、やはり削減をする根拠というもの

を明確にしていただきたい。

削減をするならば、例えばこの現課は何名で

適当なんですよということで積み上げていって

何名ということであるならば、私もそれは了と

するんですけれども、それがないままに追認と

いうことであれば、それはおかしいということ

で、その根拠を明確にしてほしいということを

少数意見の留保として委員長報告の中で挙げて

いただきたいということを申し上げておきたい

と思います。

わかりました。○押川委員長

第１号ですけれども、賛成したん○横田委員

ですが、この中には子ども手当の分も入ってい

ますね。国のほうがどうなるか全く見えてこな

いわけですけれども、もし通らんかった場合で

も、児童手当が残るということで、もし、これ

を否決したら市町村が困ることになるという話

も聞いておったものだから、賛成をしましたけ

れども、国が全額見るというふうに言っている

んですから、そこらあたりを委員長報告の中に

入れておくべきじゃないかなと思うんですけれ

ども。

別なことでこの予算に関して申し○中村委員

上げますが、子ども手当がおかしいという根拠

を羅列した、附帯決議をつけて通すのが相当だ

ということ 附帯決議はつけませんが、総務―

委員長の報告でこんなような附帯決議をつけて

通すのが筋だというようなことの文言を入れて

いただきたい。

わかりました。両方の意見も委○押川委員長

員長報告の中に入れるということでよろしいで

しょうか。

〔｢異議なし｣と呼ぶ者あり〕

それでは、請願第49号の取り扱○押川委員長

いについてお伺いいたします。請願第49号の賛

否を諮りたいと思いますが、よろしいでしょう

か。

〔｢異議なし｣と呼ぶ者あり〕

それでは、請願第49号の賛否を○押川委員長

お諮りいたします。

請願第49号については、採択すべきものとす

ることで御異議ございませんでしょうか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

。 、○押川委員長 御異議なしと認めます よって

請願第49号は採択とすることに決定いたしまし

た。

次に、委員長報告骨子案についてであります

が、委員長報告の項目として、特に御要望等は

ありませんか。
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暫時休憩いたします。

午後１時36分休憩

午後１時36分再開

委員会を再開いたします。○押川委員長

それでは、委員長報告につきましては、正副

委員長に御一任いただくことで御異議ありませ

んか｡

〔｢異議なし｣と呼ぶ者あり〕

では、そのようにいたします。○押川委員長

次に、閉会中の継続審査についてお諮りいた

します。

県民政策及び行財政対策に関する調査につい

ては、継続審査といたしたいと思いますが、御

異議ありませんか｡

〔｢異議なし｣と呼ぶ者あり〕

御異議ありませんので、この旨○押川委員長

議長に申し出ることといたします。

その他、何かありませんか。

〔｢なし｣と呼ぶ者あり〕

以上をもちまして委員会を終了○押川委員長

いたします。

午後１時37分閉会




